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序章  本博士論文の構成 

 

歴史的な流れの中で、動的・可変的な記憶は、一方では政争の具として、他方で言説の

資源として、様々な活用をされてきた。前者にあっては、いつの時代も強者の記憶が勝者

となり、弱者の記憶は後景化の一途を辿った。対照的に後者は、記憶の主体と客体の関係

を主体間の関係に転じ、実社会の不平等とは一線を画す水平的なコミュニケーションを架

橋した。かような記憶の二面性は、時として利害関係者の間に軋轢を起こしながらも、解

釈の多様性という選択肢を生み出してきたと言える。 

こうした背景から、本論は、数的規模において、ナチス・ドイツの第一の犠牲者ユダヤ

人と第二の犠牲者ロマの間の問題関心、すなわち、共に「人種的理由」の犠牲者でありな

がら、歴史的文脈の中で、両者の記憶が決して同一の地平に据えられてはこなかったとい

う問題関心を疑問の出発点としている。事実、行為者（Täter）1と犠牲者という縦軸、及び

犠牲者間という横軸のどちらにおいても、ユダヤ人とロマに対する「記憶の格差」と「認

識の落差」は歴然としていた。後述のように、本論で言う「記憶の格差」は、ユダヤ人の

記憶がほぼ無条件に公的記憶に組み込まれたのに対し、ロマの記憶は客観的事実とされて

きたものに照らした事後検証を必要としたことを意味する。次いで、「認識の落差」とは、

歴史的な流れの中で、ユダヤ人の記憶とユダヤ人に対する記憶の乖離が稀であったのに対

し、ロマの記憶とロマに対する記憶には浅からぬ溝が生じていたことを指す。 

結果、後述の「警鐘碑論争2」においても、ユダヤ人の建立要請、すなわち、かれらの国

家的警鐘碑の建立要請に対し、ロマが共同追悼を申し出た時、両者の間には即座に不協和

音が生じた。本来、調整役を担うべきドイツは、犠牲者間の「記憶のせめぎあい」にどう

関わるべきか、そして、記憶を巡る「多様性」と「統一性」、及び「個別性」と「一般性」

の均衡をどう図るべきか、思案に暮れていた感がある。数多の障壁を瓦解させたのは、想

起と公共的なコミュニケーションの組み合わせであった。この組み合わせは、想起の多様

性を礎とする相互了解的な合意形成を主眼としている。そしてそれは、あらゆる記憶の主

体を同一の地平に据えたうえでの意見調整により成し遂げられる取組みである。 

                                                        
1 ドイツ語の Täter には「加害者」、「犯人」という意味もある。 
2 本論は、犠牲者の側に立つユダヤ人とロマが、加害者とその子孫への戒めを主眼とする

碑の建立を望んでいたことを踏まえ、2 つの論争を「記念碑論争」ではなく「警鐘碑論

争」と表現する。 
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こうした背景から、本論は、同じ出来事に対して異なる記憶を抱く 2つの集団が、どち

らかに与するのではなく、また、相手の否定的見解に背を向けるのでもなく、想起の多様

性を最大限に尊重しながら、そして、可謬主義的なコミュニケーションを繰り返しながら、

合意形成に至る道筋を辿る。そのうえで、そこから派生した「もうひとつの警鐘碑論争」

の付随的課題を検討する。これにより、部分的ではあるが、想起と公共的なコミュニケー

ションの組み合わせが果たし得る可能性と限界、及び政治的意思決定の場に与え得る影響

が明らかとなる。

 

第 1 節 本論の目的 

本論の目的は、ドイツの「警鐘碑論争」（1989‐2005）と「もうひとつの警鐘碑論争」

（2005‐2012）を事例に、公共的記憶の内にある格差とその克服に向けた取組みを考察する

ことにある。それはいわば、「記憶の格差」と「認識の落差」が内包する問題群を、行為者

と犠牲者という縦軸、及び犠牲者間という横軸から明らかにしようとする試みである。と

いうのも、2 つの論争にあっては、格差克服に向かう過程が目に見える形で現れているか

らである。具体的には、以下の問題関心に焦点を当てていく。 

 

(1) 格差の実態と事実関係 

(2) 格差が生まれた理由 

(3) 格差解消に向けた取組み（何を行ったのか、どうして解消できたのか） 

 

上記(1)(2)(3)は、戦後、ユダヤ人が広範なロビー活動によって、あるいは「唯一性の概

念3」を盾に、犠牲者としての然るべき立ち位置を確保したのに対し、ロマは犠牲となった

事実を一人称で語り得る機会すら四半世紀近く奪われてきた理由を問うことを念頭に置い

ている。考察を通じて、犠牲者間の「記憶のせめぎあい」の顕現化に伴い、利害関係者の

間で格差の問題が意識化され、克服に向けて議論のベクトルに軌道修正をかけていく過程

を辿る。同時に、記憶を巡る「多様性」と「統一性」、及び「個別性」と「一般性」の均衡

がどう図られようとしていたのかという点にも着目する。それゆえ、次のリサーチクエス

チョンを設定する。 

                                                        
3 本論における「唯一性の概念」は、千葉（2007）を基底としている。 



３ 

 

 

(1) なぜ、ロマという集団は、実社会でも、「記憶の場」でも、「忘れられた犠牲者4」

の最たる存在となったのか。 

(2) なぜ、ユダヤ人は「唯一性の概念」を盾に、ロマ犠牲者との共同追悼を謝絶した

のか。 

(3) どのようにして、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせは、一方では

犠牲者集団の意向を汲み取りながら、他方では知識人や世論の反応を絡め取りな

がら、政治的意思決定の場で国家的警鐘碑の建立というロマの積年の願いを具現

化したのか。 

 

なお、本論が鍵概念とするのは、見る／見られる、聞く／聞かれるという双方向性に根ざ

した公共的なコミュニケーションの理念、及び客観的事実として裏付けられないからとい

って否定されてはならない記憶の多元的性格である。2 つの論争を通して、第一に完全な

る格差克服が不可能であるならば、集約した記憶の「多様性」と「統一性」の均衡をどう

図り一般化させるのか、第二に公共的なコミュニケーションは記念行為をどう多元化し得

るのか、第三に主体と客体の関係が主体間の関係に変化した時、想起の在り様は、どのよ

うに多層化していくのかを確認する。 

 

第 2 節 「警鐘碑論争」と「もうひとつの警鐘碑論争」の概略 

そもそも、「警鐘碑論争」は、ユダヤ人ロビイストによるドイツへの要請、すなわち、「殺

害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」の建立要請に追従しようと、スィンティ・

ロマというロマ集団の代表者らが共同碑を求めたことに端を発する5。議論の過程では、建

立可否に加え、個別碑か／共同碑か、同じ敷地内に建立するか／しないか、造形的な関連

性を持たせるか／否かといった問題関心が争点となった6。そこには、「多様性」と「統一

                                                        
4 石田勇治（2002）291 頁。 
5 ロマという呼称は、総称であると同時に、東欧側に居住するロマの呼称でもある。ドイ

ツには、約 60,000 人のスィンティと約 10,000 人のロマが居住すると言われている。
Minderheitensekretariat.de “Die deutschen Sinti und Roma”. No Date. 

6 たとえば、香川（2012, 115 頁）は、これらを「政治・社会の領野と美的構築物の領野と

がせめぎあう場でもあった」と見ている。すなわちそれは、想起の主体のアイデンティ

ティを造形に反映させるための議論の場であったと考えられる。 
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性」、「個別性」と「一般性」の課題が常に紐付いていた。再統一、首都移転といった歴史

的転機と同時並行的に進んだ議論は、それまで「場所の真正性7」を担保に行われてきた地

域的記念と、新首都の中心地での国家的記念を両輪的に行う重要性を可視的とした。結果、

新生ドイツは、分断前の「社会的記憶8」から派生した残務課題と向き合うことになる。 

対して、「もうひとつの警鐘碑論争」は、スィンティとロマ以外のロマ犠牲者の記憶の

救済を焦点化している。「警鐘碑論争」において、終始、弱い犠牲者であったスィンティ・

ロマ・中央委員会の代表者は、「もうひとつの警鐘碑論争」にあっては強い犠牲者に立場を

転じ、他のロマ集団から共同追悼を迫られた。連邦政府が意見調整を進める中、ロマ集団

の間の「記憶のせめぎあい」は、約 7 年の歳月を経て決着する。「警鐘碑論争」を踏襲する

かのような一連の議論は、大きな社会的流れを形成する中で、まさに公共的なコミュニケ

ーションの可能性と限界を鮮明にしたと言えるだろう。 

付言すると、2 つの論争は、加害者と犠牲者という二項対立の図式では描き出せない理

論的課題を内包している。事実、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘

碑」の建立に費やした歳月は、第一に「記憶の所有権争い」に勝者は存在するのか、第二

に想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせは「犠牲者間のヒエラルヒー」を瓦解

し得るのか、第三に社会的不平等を考察の枠組みから外したうえでの水平的なコミュケー

ションは実社会で機能し得るのかという問いをドイツ社会に突き付けた。これらを解決す

るには、アスマンの想起の理念とハーバーマスの公共的なコミュニケーションの理念を組

み合わせ、想起した記憶を公共的なコミュニケーションの中で相互了解に持ち込むことが

どうしても必要となる。なぜなら、前者には「個別性」と「多様性」を主軸としながら多

彩な想起のかたちを展開し得る力が、そして後者には集約と統一を進めながら政治的公論

や社会的コミュニケーションの基準を築き得る力があると言えるからである。むろん、そ

の際には、ロマの「対抗的な公共性」がユダヤ人やドイツ（人）の大きな公共性に与えた

影響を視野に収めなければならない。このような背景から、「記憶のせめぎあい」を可視的

としながら、そして、記憶の多声性を可聴的にしながら、何らかの解を見出そうというの

が本論のねらいである。 

                                                        
7 本論は、「場所の真正性」を客観的事実と矛盾することのない、実際に特定の出来事が起

きた場所と捉える。 
8 本論は、「社会的記憶」を、セルーシ（2010, 44‐45 頁）の言う「集合的記憶」と同じ意味

で捉える。それは、「可変的で扱いにくいが、順応性がある」、という性格を帯びている。 
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以上を踏まえ、本論は、「犠牲者間のヒエラルヒー」という問題関心を中心的課題とす

る。特に、圧倒的な力関係の差異を前提とする複数の集団が、想起と公共的なコミュニケ

ーションの組み合わせを通じて、相互了解に根ざした合意形成の道を拓き、格差克服に向

けて歩を進めていく過程に焦点を当てていく。 

 

第 3 節 考察の視点と方法 

本論は、歴史学の視点から、上記の問題群を考察する9。「歴史の目的の一つはまさしく、

過去と現在の間に橋を架け、中断された連続性を修復すること10」だと語るのは、アルヴ

ァックス（1989）である。実際、客観的事実に対する意味付けは、歴史と共に、時間の経

過と共に変化を遂げてきた11。そのようななか、たとえば、佐藤（2009）は、歴史学とは

｢対話の素材を用意し、対話を実践する学問12｣であり、その社会的使命は、｢事実関係の

整合性を検証することで他者とのコミュニケーションが成立する環境をつくること13｣に

あると言う。本論は、前者を記憶の主体が誰であるかを問わず、同じ目線の高さで対

等な議論を行うことだと捉える。そして後者を同じ出来事に対して異なる記憶を抱く集

団が、客観的事実を巡る「認識のずれ」の修正に向けて、公共的／戦略的なコミュニケー

ションを実践する過程と位置付けていく。 

一方、武井（2021）は、「歴史学とは、過去が全体としてどうであったかを示す学問で

あり、一点から、一個面からのみ解釈することはしない14」と主張する。「歴史は単数では

                                                        
9 考察にあたっては、スズキ（2014, 13 頁）の論、すなわち、「“歴史への真摯さ”にとっ

て肝要なのは、異なる場所、社会背景、思想的観点からおなじ出来事を見る（あるいは

見た）人たちによって創られた、過去の異なる表現に注意をはらう意欲と能力」だとい

う論も重視していく。 
10 アルヴァックス（1989）87 頁。 
11 ノラ（2002, 28 頁）の言葉を借りるなら、「過去の想起としての記憶ではなく、現在のな

かにある過去の総体的構造としての記憶に関心をよせる歴史学」の深耕に向けて、意味

付けは変化してきたと言えるのかもしれない。 
12 佐藤卓巳（2009）30 頁。 
13 同上、100 頁。この他にも、たとえば、アーレント（1994a, 56-57 頁）は、歴史とは｢文

字よりも旧いものである｣と述べている。さらに、アダム･スミスが経済取引を導く｢見え

ざる手｣を必要としたことに触れながら、歴史哲学にも舞台背後に｢見えざる活動者｣が存

在したとも指摘する。これは、英雄の歴史には、聴衆の望む物語性が求められており、

必ずしも真実である必要はなかったことを言い表している。 
14 武井彩佳（2021）p.iii. 
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なく、常に複数であり、また固定的な歴史像というものは存在しない15」という彼女の論

は、本論が主眼とする犠牲者間の「記憶のせめぎあい」を考察するうえでも示唆に富んで

いる。さらに、彼女は、「歴史的『事実』はある程度確定できるが、歴史的『真実』がどこ

にあるかを知ることはできない16」とも語る。かような状況から、一方では客観的事実と

されてきたもの、すなわち、ロマはユダヤ人と同じ「人種的理由」による犠牲者ではない、

という見解に動的・可変的な記憶を対置させて、他方ではメディアが犠牲者間の関係に与

えた影響を探ることで、これまで綴られてこなかった歴史的真実に可能な限り接近しよう

というのが、本論の試みである。 

他方、安川（2007）は、「社会のマイノリティの歴史像が多声的に入り交じる、多元的な

想起の文化」の出現を指摘したうえで、「複数形の歴史の存在17」に着目する。これは、超

地域的な歴史が、強者のみの物語で構成される時代の終焉を示唆するものである。同時に、

彼は、歴史認識が、「その都度の現在のパースペクティヴに拘束された観察者によって選別

され、物語の構造を与えられ、解釈されたもの18」となっている状況にも一定の評価を与

えている。なぜなら、そうした歴史認識は、メディアに対する警戒心を必要としながらも、

解釈の多様性に委ねるのを由とする土壌の中で醸成されると考えられるからである。 

以上を踏まえ、本論は、先行研究と関連ウェブサイトを最大限に活用しながら考察を進

める。スィンティとロマという少数集団の記憶に照準を合わせることにより、格差の構造

化の客観的検証が可能になる。同時に、かれらが、客観的事実とされてきたものに異を唱

えるべく、自らの「記憶の真正性19」を担保に「追悼される権利」を獲得していく軌跡を

辿ることは、「多様性の中の平等性」の具現化という問いへの取組みにも繋がる。 

 

第 4 節 本論の構成 

本論の構成は以下の通りである。第 1 章では、2 つの論争の分析に向けて必要となる「公

共性の理念」と「想起の特質」を明らかにする。具体的には、ハンナ・アーレント（1994b）

                                                        
15 同上、13 頁。 
16 同上、13 頁。 
17 安川晴基（2007）559 頁。 
18 同上、559‐560 頁。 
19 本論は、従来、客観的事実とされてきたものに臆することなく、支配的な言説に異を唱

えることを可能にし得るツールを「記憶の真正性」と捉える。それは、リアリティを記

憶として保ち続けることに重きを置いた真実性である。そこには、歳月の流れと共に、

他者の経験を自身の経験にすり替えたことにより形成された記憶も含まれている。 
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と齋藤純一（2000）、及びユルゲン・ハーバーマス（1986,2000,2003）とナンシー・フレイ

ザー（1999）に基づき、各人の「公共性の理念」を整理する。そのうえで、本論の目指す

公共性を定義する20。そして次に、米山（2005）とアスマン（2011,2013,2019）、及び安川

（2007,2015a,2015b）から、想起の特質を探る。その際には、対話的想起がもたらす実り、

「中心部」と「周縁」の間の相互補完性、及び想起の文化の多元性に着目する。これらに

より、本論の考察の枠組みが固まる。 

第 2 章では、記憶の多元的性格を確認する。具体的には、アスマン（2007）を導きの糸

に、「機能的記憶」と「蓄積的記憶」、場所の記憶、想起の場所、記念碑の性格について検

討する。これにより、様々な形態を通した記憶継承は、ある種の努力を必要としながらも、

強引に中断された歴史を顕現化し得ることが明らかとなる。 

第 3 章では、ナチス・ドイツの時代に対するドイツ（人）の意識変化を辿る21。具体的

には、ドイツの首相／大統領の記念演説の変遷と市井の人びとの意識変化、「歴史家論争22」、

と「ヴァルザー＝ブービス論争」を概観する。これにより、世代交代に伴い、行為者の記

憶に対する意識が高まりを見せたこと、反面、記憶の修正や想起の疲弊がいわば公然と語

られるようになった事実が明らかとなる。これらは、想起が一般化された後の課題を検討

するうえでも示唆に富んでいる。 

第 4 章では、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の間に「認識の落差」が生じた背景を明らか

にする23。考察を通じて、主要因が、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の間の一人称による表

現力、発信力の違いにあったことが明らかとなる。 

第 5 章では、4 つの事例研究を扱う。具体的には、米国のホロコースト記念博物館にお

ける追悼の対象者を巡る議論24、ポーランドのアウシュヴィッツ・ミュージアムにおける

水彩画を巡る論争25、ドイツの戦後補償、及び歴史教育の変遷を考察する。これにより、

アスマン（2007）の言う「機能的記憶」と「蓄積的記憶」の理念が、実社会に与え得る影

響と、犠牲者間に格差の萌芽が芽生えた社会的背景が明らかとなる。 

                                                        
20 「公共性の理念」の整理と定義については、千葉（2013）から一部を引用している。 
21 「過去の克服」の理念は千葉（2006）を、時系列的な変遷は千葉（2007,2008）を素地と

している。 
22 「歴史家論争」を巡る考察は、千葉（2008,2013）を纏めている。 
23 本章で述べるロマの／に対する記憶については、千葉（2006）を素地としている。 
24 記念博物館における追悼の対象者を巡る議論は、千葉（2006,2007）を素地としている。 
25 水彩画を巡る論争については、千葉（2008）を纏めている。 
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第 6 章では、公共的なコミュニケーションという視点から、「警鐘碑論争26」を取り上

げる。同論争には 2 つの側面がある。ひとつは、ユダヤ人犠牲者に捧げる国家的警鐘碑の

建立可否に関する議論である。そしてもうひとつは、追悼の対象者にしばりを設けること

への是非である。一見、2 つの議論は別の様相を呈しているが、実際には響き合う部分が

少なくない。なぜ、ユダヤ人ロビイストは慰霊碑（Monument）ではなく、警鐘碑（Mahnmal）

を要請したのか。なぜ、最終的に“Denkmal”の名を冠したのか27。再統一を機に、政治的性

格を増した「警鐘碑論争」は、様々な問いを鮮明とした。それはいわば、国家的記念の在

り方という根源的問いや犠牲者集団の「多様性の中の平等性」を担保することの難しさと

向き合うことでもあった。こうした背景を踏まえ、本章は、提唱期→衝突期→停滞期→和

解期という流れで議論の展開を追う。そのうえで、あらゆる場面で課題解決に資す調整弁

となったのは、透過性の高い想起と了解志向的で公共的なコミュニケーションの組み合わ

せであった事実を明らかにする。 

第 7 章では、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」が完成する

までの道筋を描く。この「もうひとつの警鐘碑論争」は、スィンティとロマ以外のロマの

記憶の救済を争点とした。そしてそれは、記憶を巡る議論には、常に新たな課題が立ち現

れることを如実に示すものとなった。考察の順序として、「もうひとつの警鐘碑論争」が内

包する問い→ベルリン市による土地提供の承諾→銘文を巡る不協和音→竣工に向けてとい

う流れで落成までの軌跡を辿る。そのうえで、「警鐘碑論争」の残務課題を引き継いだ「も

うひとつの警鐘碑論争」は、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせが結実した

一例として「一般化」できるものなのか、それとも「特殊な事例」に該当するのかを確認

する。これにより、メディアと共犯関係にある格差の構造化は、想起と公共的なコミュニ

ケーションの組み合わせにより克服可能なものであるが、再生産されやすい危うさを抱え

ていることが明らかになる。 

終章では、残された課題と今後の展望を示すことで、本論を締めくくる。 

 

                                                        
26 「警鐘碑論争」は千葉（2006,2008）を素地としている。 
27 香川（2012, 114 頁）は、1970 年代から 80 年代にかけて、「自国が犯した犠牲者の罪を

追悼し、後世への戒めとするいわゆる『警告碑 Mahnmal』がドイツ各地で盛んに建てら

れるようになった」と述べている。そうであるなら、警鐘碑（Mahnmal）の概念は、「警

鐘碑論争」で突如現れたわけではなく、それまで地方で醸成された土壌が中央に流し込

まれたとも考えられる。 
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第 5 節 補足資料（ナチス・ドイツの犠牲者数） 

 考察に先立ち、ナチス・ドイツの犠牲者数を確認する。現在、ホロコースト記念博物館

（米国）のウェブサイトは、主な犠牲者集団の数を以下のように纏めている。 

 

表１ ナチス・ドイツの犠牲者数28 

  犠牲者集団 犠牲者数（概算） 

① ユダヤ人 6,000,000  

② ロマ 250,000～500,000 

③ ロシア人戦争捕虜 3,300,000  

④ 非ユダヤ系ポーランド市民 1,800,000  

⑤ セルビア系市民 310,000  

⑥ 施設居住の身体障害者 250000～300,000 

⑦ エホバの証人 1,700  

⑧ 同性愛者 数百～数千人 

 

ベンツ（2003）によると、ナチス・ドイツの犠牲者数の算出方法は二通りある。ひとつ

は文献資料を通じた証拠の合算であり、もうひとつはホロコースト以前と以後の人口統計

の比較である29。しかし、どちらも東側と東南ヨーロッパの文書／統計資料の欠如により、

また、その信ぴょう性に対する疑義により、推定に依拠せざるを得ない部分が少なくなか

った30。ナチス・ドイツが、「多くの文書を破棄し、殺害の他の痕跡も拭い去ったこと」も、

正確な犠牲者数の把握を妨げたと言えるだろう31。本論が扱うロマ犠牲者の数が、25 万人

から 50 万人という見積もりとなっているのも、戦前から戦後にかけて正確な統計が存在し

てこなかったことが影響している。 

 

                                                        
28 United Holocaust Museum（2023）なお、同ウェブサイトは、戦後、米陸軍は唯一残存し 

た包括的な統計的研究の写しを、米国、英国、ソ連といった占領国は幾つかの地域的資

料を入手し、ナチス・ドイツの犯罪の全容解明に向けて最大限に活用したことにも触れ

ている。 
29 ベンツ（2003）155 頁。 
30 同上、155 頁。 
31 同上、155 頁。 
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第 6 節 補遺 

そもそも、ロマとユダヤ人には、ナチス・ドイツの時代に「逃げ道を失った」いう共通

体験がある。教会や市井の人びとが、沈黙という暗黙裡の同意を与えることで、絶滅政策

の遂行に加担していたところも通底している。しかし戦後、両者の間には歴然とした差異

が生じた。なぜなら、ロマの生還者の多くが文盲であり、アンダーソン的な「想像の共同

体」を創造することなど到底不可能であったと言えるからである32。それに対し、パロー

ル的なコミュニケーションに秀でたユダヤ人は、ホロコーストの記憶を紐帯に、地理的・

時間的距離を越えて「自己と他者を関係づけること」に意欲的であった33。 

こうした背景から、80 年代末に、ユダヤ人が行為者の地に国家的警鐘碑の建立を求めて

声を上げた時、客観的事実と記憶の整合性をあらためて図る必要性は問われなかった。対

照的に、ロマに関しては、客観的事実との照合に不可欠な記憶の欠如が指摘され、ユダヤ

人と同様の要請を行うことに異が唱えられた。結果、ロマは、「記憶の真正性」を担保に、

合意形成に向けた道筋を探ることになる。最終的に、ロマの記憶とロマに対する記憶を可

能な限りすり合わせ、ロマ犠牲者に捧げる国家的警鐘碑の建立を具現化させたのは、想起

と公共的なコミュニケーションの組み合わせであった。ロマの「対抗的な公共性」が、ユ

ダヤ人とドイツ（人）の大きな公共性に揺さぶりをかけたことも、一助になったと言える

だろう。それゆえ、本論では「警鐘碑論争」と「もうひとつの警鐘碑論争」という 2 つ議

論を通じて、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせにより生じた主体間の関係

の変化や「対抗的な公共性」が大きな公共性に与えた影響も、視野に収めていく。 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
32 本論は、アンダーソン（2007, 84 頁）の言う「想像の共同体」を、「印刷と紙による相互 

了解」を通じて形成し得る水平的な関係と捉える。近時のインターネットの普及に照ら 

すと、「想像の共同体」は前時代的かもしれない。しかし、時代的差異を越えて形成さ

れる、という意味では、依然として重要な概念だと推測される。 
33 同上、64 頁。  
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第 1 章 

公共性の理念と想起の特質 

 

第 1 節 本章の目的 

本章の目的は、公共性の理念と想起の特質を明らかにすることにある。前者では、如何

にして、公共的なコミュニケーションは相互了解的な合意形成を架橋し得るのかという問

いを立てる。後者では、次の 3 つの想起の特質に焦点を当てる。第一は対話的な想起がも

たらす実りである。第二は中心部と周縁の相互補完性である。第三は想起の文化の多元性

である。これらは、一見趣を異にするが、ひとたび環状に繋がると想起の多様性を紡ぎ出

す。さらにいえば、2 つの問題関心に対する理論的考察は、格差の構造の解明に向けた一

助になると思料される。 

考察にあたり、公共性の理念では、ハンナ・アーレント（1994b）と齋藤純一（2000）、

及びユルゲン・ハーバーマス（1986,2000,2003）とナンシー・フレイザー（1999,2012）を

取り上げる。そして、想起の特質では、米山（2005）とアスマン（2011,2013,2019）、及び

安川（2007,2015a,2015b）の論を辿る。前者では、人間のことばを媒介とする公共性とコミ

ュニケーションの関係を照らし出し、後者では記憶の主体とのコミュニケーションの在り

様を確認する。 

 

第 2 節 公共性の理念の再考 

2-1. アーレントの公共性 

 ユダヤ人の出自を持つドイツ生まれの政治思想家、アーレントは、ナチス支配下のドイ

ツにおいて、文字通り、その存在が見えなくなっていったユダヤ人の末路を目の当たりに

している。全体主義に抗う中で自らの生を確保しなければならないという切実な想いが、

彼女の論理のベクトルを公共性の内にある複数性の概念に向かわせた。もちろん、そのよ

うな考えは、ナチスのユダヤ人絶滅政策を亡命先のフランスや米国から、つまり｢外の世界｣

から眺めるしかなかった彼女自身の葛藤と繋がるものである。 

アーレントの公共性には、2 つの意味が包摂されている。ひとつは、｢公に現れるものは

すべて、万人によって見られ、聞かれ、可能な限り最も広く公示される34｣という意味であ

                                                        
34 アーレント（1994b）75 頁。 
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る。彼女は、｢現れ（appearance）がリアリティを形成する｣と見なし、リアリティを保証す

るのは｢すべての人がいつも同一の対象に係わっているという事実35｣であると主張する。

このような背景から、アーレントは現れのかたちが具現化されたリアリティを｢人間関係の

『網
ウ

の
エ

目
ブ

』36｣と呼ぶ。言うなれば、共通の問題関心は、人との繋がりから成る｢網
ウ

の
エ

目
ブ

｣の

内で新たな視点を取り入れながら、多元的意味を生成していくのである。 

そしてもうひとつは、｢世界そのもの37｣という意味である。アーレントは世界を人々の

間におかれたテーブルにたとえる。そしてそれは、｢人々を結びつけると同時に人々を分離

させている38｣ものだとする。したがって、同じテーブルに集う人々は、共通の問題関心に

向けられたまなざしの交わりを通じて、自らの視点が他者にどう映るのか、また他者の視

点は持論とどの点で重なり、どの点に差異が生じているのかを知ることになる。この場合、

仮に同じテーブルでコンフリクトが生じたならば、そこでは議論の行方を見守る第三者の

視点がどのような調整弁となり得るのかということも重視されていく。なぜなら、他者へ

の不寛容さから生まれるコンフリクトは、複数の視点の交錯がもたらす「共通理解」とい

う処方箋により、解消されていくと考えられるからである。 

 加えて、アーレントの公共性は、｢人間の唯一性（uniqueness）に基づく差異性の競合す

る複数性（plurality）の織り成す討議空間39｣でもある。当然ながら、そこで行われる活動

は、物あるいは事柄の介入なしに直接人と人との間で行われる40｣リアルなコミュニケーシ

ョンから成り立つ。それは彼女によれば、「地球上に生き世界に住むのが一人の人間 man

ではなく、多数の人間 men であるという事実41」に呼応している。ゆえに、アーレントの

公共性とは、平等と差異を重視しながら、そして、多声的な意見のせめぎあいを可視的と

しながら、他者との共生･共存を目指そうとするコミュニケーション空間であるというのが、

筆者の理解である。 

ところで、アーレントにとり、平等と差異はどのような意味を持つのだろうか。第一に

平等について見ていくと、彼女は｢もし人間が互いに等しいものでなければ、お互い同士を

                                                        
35 同上、86 頁。 
36 同上、297 頁。 
37 同上、78 頁。 
38 同上、79 頁。 
39 久保紀生（2007）69 頁。 
40 アーレント（1994b）20 頁。 
41 同上、20 頁。 
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理解できず、自分たちよりも以前にこの世界に生まれた人たちを理解できない42｣はずだと

主張する。これは、人間の平等性を担保とするコミュニケーションが成立しなければ、対

等な立場で見る／見られる、聞く／聞かれることもまた不可能になることを意味する。第

二に差異について言うならば、彼女は、もしも人間が｢現在、過去、未来の人びとと互いに

異なっていなければ、自分たちを理解させようとして言論を用いたり、活動したりする必

要はないだろう｣し、「自分たちよりも後にやってくるはずの人たちの欲求を予見したりす

ることもできないだろう」と説く43。この意味において、人間に内在する個別的な異なり

や議論のテーブルで交わされる多声的意見には、個と多様性を尊重しながら、双方の文化

領域に有機的な意味を紡ぎ出していくことが期待されていると考えられる。 

このように、アーレントの公共性は、妥協と説得を通じた唯一の意見の採用を主眼とし

てはいない。なぜなら、彼女は近視眼的な判断や傍観的態度がどれほど大きな悲しみをも

たらすものであるかを、自らの経験から知り抜いているからである。それでは、アーレン

トの公共性は、現代社会にどう受け継がれているのだろうか。以下、齋藤（2000）を手が

かりに、この問題を考えてみたい。 

 

2-2. 齋藤の公共性 

齋藤（2000）は、アーレントの理論を引きながら、公共性に対する自らの見解を明確に

打ち出している。彼によれば、アーレントの公共性には、先述の｢現れ（appearance）｣の

概念に加え、｢共通世界｣というものがある44。そして、｢共通世界｣への関心から成る公共

性には、次の 2 つの条件が具されているとする。ひとつは、「世界に対する多種多様なパー

スペクティヴが失われていないこと」であり、もうひとつは、「人々がそもそもその間に存

在する（inter-esse）事柄への関心を失っていないこと45）」である。そのうえで、齋藤は、

公共的空間における言説の意味を｢その違いを互いに明らかにすることにあり、その違いを

一つの合意に向けて収斂することにはない46｣と纏める。この意味において、「共通世界」

とは、閉域のないコミュニケーションによりかたちづくられていく、動的・可変的な言説

の空間であると考えられる。 

                                                        
42 同上、286 頁。 
43 同上、286 頁。 
44 齋藤純一（2000）45 頁。 
45 同上、46 頁。 
46 同上、50 頁。 
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同時に、齋藤は、「この他者の立場にあったら事柄はこのように違って見えるかもしれ

ないという仮設的な思考における幅47」をも重視する。彼が思考の幅を重視する背景には、

近年、独白的な持論の主張ばかりが際立ち、公共的なコミュニケーションを媒介に意見を

交わすという対話的姿勢が等閑視されているという現実がある。 

また、齋藤の公共性は量的多寡ではなく、質的な優劣により測られる｢言説の資源｣を鍵

概念としている48。彼によると、｢言説の資源｣には、以下の特質がある。 

 

1. 「言説の資源」は、人々がどのような語彙をもっているかにかかわる。自らの問題 

関心を説明し、他者を説得しうる理由を挙げるためには、当面のコンテクストに相

応しい（とされている）言葉をある程度自由に使用できることが必要である。 

2. 言葉をどのように語ることができるかという言説のトーン（語り方･書き方）は、

重要な資源の一つである。身体性が前面にでる語り方が排除されるという傾向は、

現在の文化的コードがどのように編成されているかを暗示してもいる。 

3.（公共性には）、公私の区別をわきまえ、公共の場に相応しいテーマを語らなけれ 

ばならないという暗黙の規範的要求の問題がある。「言説の資源」は、その意味で、

場に相応しい主題を選択できるかという能力にもかかわっている49。 

 

上記 1 と 2 は発話者である私から他者への働きかけに関わるものである。人間が見られ／

聞かれるためには、必ず他者の存在を必要とする。別言すれば、対話から発せられる言葉

は、必ず誰かに向けられている。すなわち、公共的なコミュニケーションのベクトルは、

近くであれ、遠くであれ、必ず誰かに向けられているのである。それに対し、3 は公と私

が重なり合う共通領域の問題関心に照準を合わせている。齋藤によると、「公私を分ける境

界は言説に依存する流動的なもの50」である。近年の著しいメディアの進歩を踏まえるな

らば、言説の方向性を定める一端は、社会の不特定多数の声、別言すれば、アノニマスと

呼ばれる匿名的な複数の声が担っているとも考えられる。 

 このように、齋藤はアーレントと同様、公共性の内にある複数性の概念を重視している。

                                                        
47 同上、51 頁。 
48 同上、10 頁。 
49 同上、11-12 頁。 
50 同上、12 頁。 
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それは、公共性を「『人々の言説の尽くしがたい豊かさ』が享受される場所51」と評する彼

の言葉からも窺い知ることができる。しかしながら、公共的なコミュニケーションを考察

するうえで、複数性の概念を検討するだけでは不十分となる。なぜなら、逆説的ではある

が、公共性は複数の意見を収斂・集約し、誰かの問題を万人の問題に変化させるという役

割をも担っているからである。このような問題意識から、以下、強制なき合意形成という

視点で、ハーバーマスの公共性に関する考察を進めたい。 

 

2-3. ハーバーマスの公共性 

日本語では「公共圏」と訳されるハーバーマスの‘public sphere’とは、「空間的には、国際

関係、国家、地域、地方自治体、二次文化などの互いに重なりあう多数のアリーナによっ

て構成された、高度に複合的なネットワーク52」である。また、彼によれば、「公共圏のコ

ミュニケイション構造は私的生活領域と結びついている53」。それでは、彼は公共圏のコミ

ュニケーションをどう説明しているのだろうか。彼によると、たとえば第三世界の窮乏化

と世界経済秩序の諸問題、あるいは移民の増加に伴う社会の諸問題等を最初に提起するの

は、国家機構ではなく、知識人や関与者といった自発的な代弁者である54。こうした媒介

者による発議の流れについて、彼は以下のように述べる55。 

 

そうした主題は雑誌、利害関係団体…等々にもちこまれ、フォーラム、市民発議、そ

の他の議論の舞台に挙げられ、そうなることでいずれにせよ、集約されたかたちで社

会運動および新たな二次
サ ブ

文化
カルチャー

の核心をかたちづくることになる。さらにこうした社会

運動や二次
サ ブ

文化
カルチャー

によって発言が取り上げられ、マスメディアが問題を取り上げるよう

に効果的な演出がなされる。メディアでの論争的な報道を通じてはじめて、そうした

主題は無数の大衆へとゆきわたり、「公共的な議題」となりうる。 

 

このように、ハーバーマスにとってのコミュニケーションとは、公共圏の内でせめぎあう

多声的な意見を収斂・集約したうえで、特定の社会／人々にのみ関係すると考えられてき
                                                        
51 同上、49 頁。 
52 ハーバーマス（2003）105 頁。 
53 同上、113 頁。 
54 同上、113 頁。 
55 同上、113 頁。 
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た問題を万人の「公共的な議題」にすることを志向するものである。花田（1996）は、双

方向的なコミュニケーションを可能とするハーバーマスの公共圏を「国家と社会の分離と

いう近代成立の基本構図において、その媒介項となる言説の空間56」と位置付けている。

少し詳しく見ていくと、ハーバーマスの公共圏は、人々が対等な立場で自発的に議論に参

加し、政治的／経済的問題に関わる利害とは距離を置きながら、強制なき合意形成を目指

す討議空間である。したがって、公共圏での討議は、「暗黙裡の同意」により、はじめから

結論ありきの形骸化した議論とは大きく異なる。なぜなら、そこでは議論の内容が「妥当

要求」に耐え得るものであるかということが、正面から問われていくからである。 

なお、中岡（1996）によると、ハーバーマスの「妥当要求」とは、｢自分は真理を表明し

ている（真理性）｣、｢自分は正しい規範に従っている（正当性）｣、｢自分は意図どおりの

ことを誠実に述べている（誠実性）｣という 3 点に集約される57。ハーバーマスが、「（意見

の）不一致は理由を挙げることにより調停される58」という「可謬主義」に信を置いてい

ることからも明らかなように、｢妥当要求｣には、相手と対話を重ねた上で否定的見解を同

意へと転換させる力がある。付言すれば、｢妥当要求｣は否定的見解にも耳を傾けるという

意味において、権力で相手を組み伏せようとする戦略行為とは大きく異なっている。言う

なれば、こうした妥当性の理念の先に、コミュニケーション行為が存在する。それでは、

複数性と集約性という相矛盾する 2 つのベクトルを持つ公共性がコミュニケーションと結

びつきを見せたとき、そこではどのような動的作用が生まれるのだろうか。引き続き、ハ

ーバーマスの理論から、この問題を考えてみたい。 

 

2-4. ハーバーマスにとってのコミュニケーション行為 

ことばを媒介とするハーバーマスのコミュニケーション行為には、次の言語観がある。

すなわちそれは、「言葉とそれを使用する人との関係を、ひいては言葉をあやつる人間の社

会的（哲学の用語では[間主観的]）側面を問うという言語観である59。こうした言語観は、

「成員が成熟に達した、解放された社会において、はじめて、人間のコミュニケーション

                                                        
56 花田達朗（1996）58 頁。 
57 中岡成文（1996）150 頁。 
58 ハーバーマス（1986）293 頁。 
59 中岡成文（1996）144 頁。 
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は、支配なき、万人と万人との対話へと発展する60」という彼の理念とも響き合う。 

このような背景から、彼は自らの提唱する了解志向型のコミュニケーション行為を次の

ように説明する61。 

 

コミュニケイション的行為者は、彼らが共同討議による解釈によって同時に構築する

状況のなかで、相手と遭遇する。発話状況の間主観的に共有された空間が明らかにさ

れるには、関係者が相互的な発話行為の提示に対して態度を決定し、発語内的義務に

従うことによって形成される、間人格的諸関係が不可欠である。 

 

｢間人格的諸関係｣について説明すると、それは相手を観察しながら、その思惑を推し量

る成果志向的な言説の空間ではなく、強制なき合意形成から生まれる了解志向的な言説の

空間である。もちろん、「共通理解」という礎を築き上げるうえで、ハーバーマスが最も重

視するのは、発話から生まれるコミュニケーション行為、すなわち独白ではなく、対話で

ある。言うまでもなく、前者は個人の推論の域を出ない一方向的なものであり、場合によ

っては支配／被支配という従属的な関係しか生み出さない。それに対し、後者は双方向的

なもの、見る／見られる、聞く／聞かれるという対等な関係を構築するものである。 

中岡（1996）によると、ハーバーマスのコミュニケーション行為の理念は、次のように

纏められる62。 

 

1. コミュニケーション行為は、了解（意思疎通）を可能にすることにより、文化的

伝統を受け継いだり、更新したりする。 

2. コミュニケーション行為は、言葉による行為調整に従事し、人々の社会的連帯を

作り出す。 

3. コミュニケーション行為は、個々の人間が社会の中で成長し、自分なりの人格的

同一性を達成するために、すなわち｢社会化｣のために、中心的な役割を演じる。 

 

このように、公共的なコミュニケーション行為は、他者や所属する社会との関係性を有機

                                                        
60 ハーバーマス（2000）188 頁。 
61 ハーバーマス（2003）91 頁。 
62 中岡成文（1996）152 頁。 
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的にかたちづくることを可能とする。人間は、対話の積み重ねを通じて自文化と異文化の

境界を知る。そして相互接触は、自文化に対する侵食などではなく、どちらにも新たな意

味を与える息吹であると気づいていく。この意味において、ハーバーマスと、他者との双

方向的な働きかけを重視するアーレントや齋藤の理論は一致するのである。 

 

2-5. フレイザーの対抗的な公共圏 

 そのようななか、ハーバーマス的な公共圏とは一線を画す小さな公共圏の存在に着目し

たのは、フレイザー（1999）である。彼女は、ハーバーマス的な公共圏を「市民が共通の

ものごとについてじっくりと議論を行う空間」と捉え、「論議と協議を行うための劇場」に

見立てている63。この場合、市民というアクターは、世論という観客の反応を伺いながら、

ともすれば、すれ違いを繰り返す議論のベクトルの方向性を正す。上演を重ねるにつれ、

台本にはない即興的な発話行為が、舞台の空気、すなわち、議論の流れを一変させること

もある。翻って、観客は、舞台上の議論の進展に賛同するならば、カーテンコールで惜し

みない拍手を送り、同意し難ければ、幕間を待たずに席を立つ。 

彼女は、かような公共圏の内のアクターと観客の双方向的な関係を認めながらも、ハー

バーマス的な公共圏が単体で実社会に存在してきたとは見ていない。なぜなら、「公開性と

接近可能性というレトリックを用いているにもかかわらず、公式の公共圏がかなりの部分

の人びとの排除にもとづいており、じっさいにその排除が重要な構成要素をなしていた64」

からである。ゆえに、彼女は、「じっさいにブルジョア的な公共性とおなじ時代に、ナショ

ナリストの公共性、庶民的な農民の公共性、エリート女性の公共性、労働者階級の公共性

など数多くの競合する公共性が存在していた」事実を指摘し、ハーバーマス的な公共圏は

常に複数の小さな公共圏と競合関係にあったと主張する65。裏を返せば、マイノリティの

ような従属的集団の小さな公共圏は、競合というかたちで大きな公共圏に接触することで、

自らの問題関心を可視的／可聴的にし得たと言えるだろう。 

さらに彼女は、ブルジョア的な公共性に挑む他の公共性を「対抗的な公共性」と呼び、

「最初からブルジョア的な公共性の排他的な規範にたいして闘いをいどみ、政治行動の代

                                                        
63 フレイザー（1999）119 頁 
64 同上、123 頁。 
65 同上、127 頁。 
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替様式や公共の場における言論の代替規範を精緻なものにしていった」と評する66。その

うえで、ブルジョア的な公共性の閉鎖性、すなわち、かような挑みを「強く非難し、より

広範な参加を慎重にはばもうとした」閉鎖性を批判する67。この場合、大きな公共圏で議

論する力を持たない集団、すなわち市民階級の議論に参画できない立場の人びとが、一旦

撤退し、形成したのが「対抗的な公共性」であったと言えるだろう。 

かような「対抗的な公共性」を論じるにあたり、フレイザーが最も注視したのは、「ブ

ルジョア的な公共圏の概念が地位の不平等を括弧に入れることを求めて」いた点である68。

彼女によると、そもそも、公共圏は「対話者が、生まれや貧富の差といった特性を棚上げ

にし、あたかも社会的にも、経済的にも対等な者であるかのように対話を行っていく舞台

のはずだった69。」しかしひとたび、社会的不平等を括弧に入れてしまうと、彼女の言う「参

加の同格性70」を担保し得ないという弊害が生じ、公共圏は「零度の文化空間71」と化す。

結果、マイノリティのような従属的集団は、対話のテーブルを囲むことすら不可能となる。

しかし、敢えてかれらの「対抗的な公共性」をブルジョア的公共性と競わせるならば、不

平等や差異を前景化させたうえでの対話が可能となる。 

なお、フレイザーは、「対抗的な公共性」が、「支配的な公共性の内部における排除に応

じて」出現したと見ている。ゆえに、「下位の対抗的な公共性の拡大が意味しているのは、

討議の場において論議が拡大していることであり、それは階層社会においては歓迎すべき

こと」だと主張する。そして、かような下位の「対抗的な公共性」は二重性を帯びている。

それを彼女は、次のように説明する。「一方は、撤退と再編成の空間として機能し、他方は、

より広範な公共性を志向する扇動活動のための基地と訓練場所として機能する。これら二

つの機能のあいだの弁証法こそ、明らかに解放への潜勢力を秘めている72。」こうした下位

                                                        
66 同上、127‐128 頁。 
67 同上、128 頁。 
68 同上、131 頁。 
69 同上、131 頁。 
70 同上、133 頁。付言すると、彼女の言う「参加の同格性」は、後の「参加の平等」の概 

念とも通底している。フレイザー（2012, 51 頁）によると、「参加の平等」は、「承認要 

求を正当化する強力な基準を提供する。」そして、「討論の中で参加者は、現行の制度化 

された文化的価値パターンが参加の平等を妨げているのかどうか、また提案されたオル 

タナティヴが他の不平等を不当に導いたり悪化させることなく、参加の平等を生み出す 

のかどうかということを論じ合う」状況に置かれる。 
71 フレイザー（1999）133 頁。 
72 同上、140 頁。 



２０ 

 

の「対抗的な公共性」は、ブルジョア的な公共性に揺さぶりをかけるばかりか、「参加の同

格性」の担保に向けたコミュニケーションを活性化させるとも考えられる。 

フレイザーの論を纏めると、ハーバーマスの公共圏の周囲には規模の大小を問わず、競

合的な複数の公共圏が存在していた。むろん、その担い手はマイノリティとでも呼ぶべき

従属的集団であった。かような「対抗的な公共性」は、社会の周縁的課題をハーバーマス

的な公共性に架橋する。新たな舞台で展開される透過性の高い議論は、世論の反応を機微

に察知しながら、政治的意思決定の場に少なからぬ影響を与え得るものとなる。この意味

において、「対抗的な公共性」は、ハーバーマス的な公共性の振り幅を広げてきたとも言え

るだろう。実際、かような公共性の競合は、後述の 2 つの「警鐘碑論争」においても随所

で垣間見られる。そしてそれは、上意下達的な関係の完全なる解消を不可能としながらも、

同じ目線の高さによる議論を通じて、マイノリティの問題を広範な社会的課題としながら、

解決策を具現化させていく軌跡の中に映し出されている。 

  

2-6. まとめ 

 ここまでの考察で、公共性とコミュニケーション概念の動的な結びつきを素描すること

ができた。まず、前者 3 人の理論から、現代社会の公共性について、以下の定義を導き出

せると考えられる。 

 

1．公共性は｢多様性｣･｢平等性｣･｢開放性｣という 3 つの特質を持つ。それは人間に内在

する個別性と差異を認め、言説の公開性を保障するものである。かような公共性は、

主体と客体の立場の交換をも可能にする。 

2．公共性は多様化・複数化／同一化・集約化という相矛盾するベクトルを持つ。2 つ

のベクトルは、双方向的なコミュニケーションのダイナミズムにより、個別的／一

般的なものを媒介していく。メディアもその一端を担っている。 

3．公共性を担保するのは、了解志向に基づく強制なき合意形成である。一方、公共性 

という限りにおいて集約された個別性は、多様性の対立の解消を通じて再び一般化 

されていくものでもある。 

 

対して、後者のフレイザーからは、上記の公共性の周囲には、複数の競合する「対抗的

な公共性」が存在し、相互接触を通じてマイノリティの問題関心を広範な社会的課題に引
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き上げてきたことが明らかになったと思われる。したがって、「対抗的な公共性」は、ハー

バーマス的な公共性を脅かすものではなく、マイノリティの声を救い上げるオルタナティ

ヴな公共性であったと言えるだろう。 

ここまでの考察から、公共性は、複数性と集約性という 2 つのベクトルを持ちながら、

そして、「真理性｣、｢正当性｣、｢誠実性｣を基底とする可謬主義的なコミュニケーションに

重きを置きながら、理念を実践に架橋してきたことが確認できた73。そして同時に、複数

の公共性の競合が、マイノリティの抱える問題関心を解決すべき社会的課題に引き上げて

いることも明らかとなった。こうした公共性の性格は、政治的意思決定の場に要望を反映

させていくプロセスの中で、議論を活性化させる鍵概念になったと言えるだろう。 

こうした問題意識を踏まえ、次節では、「記憶の場」における「想起の特質」について考

察したい。これにより、主体的想起という行為は、時代的差異を越えたコミュニケーショ

ンの紐帯となり得ることが明らかとなる。 

 

第 3 節 想起の特質 

3-1. 想起のダイナミズム 

 筆者の見る限り、同じ出来事に対して異なる記憶を抱く集団は、その想起の在り様にも

少なからぬ差異が見られる。米山（2005）は、こうした想起の性格を次のように説明する74。 

 

想起という行為は、記憶の正当性と所有権についてだけでなく、その人が共有の記憶

に帰属するのか否かという問いを必然的にともなう。誰が想起に参加するのか、記念

された出来事はどのように、何の目的のために解釈されるのか－これらの問いは本来

的に、共同体の境界性とその真正性という問題に結びついている。 

 

彼女の論に従うと、想起という行為に参加するにあたっては、想起する側の立ち位置の明

確化が必要となる。同時に、記憶の共同体の多様性を活かすには、境界性の許容と真正性

の担保が要請される。なぜなら、複数の記憶の共同体が存在する言説の空間では、互いの

                                                        
73 ここで言う「真理性」は、発話行為者の視点に立っている。それゆえ、客観的事実とさ

れてきたものに反する、さらには客観的事実そのものとの矛盾さえ許容する「記憶の真

正性」とは齟齬をきたすものではない、というのが筆者の理解である。 
74 米山リサ（2005）54 頁。 
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差異を認め合わなければ、共生・共存が不可能になると考えられるからである。そうであ

るなら、想起のダイナミズムは、これまで見られる／聞かれる機会から遠ざけられてき記

憶の主体が、コミュニケーションの送り手となり、ひいては、主流社会という受け手側に

声を届ける為の動線を確保することにあると言えるだろう。むろん、点在する記憶を線と

して繋ぐには、双方向的なコミュニケーションの実践が肝要となる。その際、導きの糸と

なるのは、対話的な想起にほかならない。そこで次に、アスマン（2013）を手がかりに、

対話的な想起の理念を探る。これにより、動線の確保後に記憶の主体の声が可聴的となる

過程が明らかとなる。 

 

3-2. 対話的な想起 

さて、アスマン（2013）は、対話的な想起が顕現化した 90 年代をひとつの節目と見て

いる75。なぜなら、同時代に「犠牲者に声が与えられ、彼らの苦しみが承認されて共感を

もって受け止められ、彼らの歴史のヴァージョンが国民のナラティブに取り込まれ、彼ら

の被った虐待の諸結果が象徴的にそして／あるいは物質的に償われる76」土壌が醸成され

たからである。そして、この対話的な想起には、「ヨーロッパの単一化されたマスター・ナ

ラティヴ」を突き崩す力があるとも考えられていた77。 

事実、記憶の主体間の公平性を期すことに長けた対話的な想起は、これまで彼女の言う

「マスター・ナラティヴ」に取り込まれてこなかった集団の声を可聴的とした。その特長

を見ていくと、「独白的な想起が自分の苦しみを中心に据える」のに対し、対話的な想起は、

「隣人に加えた苦しみを、自らの記憶の中に一緒に受け入れる78。」そして、「一つの共有

されたトラウマ的な暴力の歴史の中で、その時々に立ち位置を変える加害者と犠牲者の関

係についての、共通の歴史認識79」を醸成する。それはいわば、「犠牲者と加害者の相互承

認を土台にして初めて、共通の未来に対する展望が開かれる80」ものだと言える。むろん、

                                                        
75 付言すると、武井（2017, 196 頁）もまた、「一九九〇年代から二〇〇〇年代は、想起が

国家的な営みとして定着する時代」であったと評している。 
76 アスマン（2013）45 頁。 
77 同上、44 頁。なお、ここで言う「マスター・ナラティヴ」には、リュールップ（2020, 267

頁）の言う「『集団の罪』テーゼに対する反発」、及び「ナチ独裁の犠牲者としてのドイ

ツ人という定式化」という考えも含まれていたと推測される。 
78 アスマン（2013）43 頁。 
79 同上、44 頁。 
80 同上、44 頁。 
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そこには、「共通の暴力の歴史に関して犠牲者と加害者の位置関係を相互に承認する81」と

いう行為も含まれている。彼女の見解、すなわち、「想起の諸々の形式は、今日世界のいた

るところで、新たな政治構造を確立し、現在と未来に対する新たなパースペクティヴを獲

得するという課題と、きわめて緊密に結び付いている82」という見解は、過去への自省が

今日的課題の解決に資すと捉えているからだと言えるだろう。 

以上を踏まえ、次に安川（2015a）から、対話的な想起の鍵概念のひとつと言える、「中

心部」と「周辺」における想起の違いを探る。これにより、ドイツが想起の文化を醸成し

た過程が明らかとなる。 

 

3-3. 「中心部」と「周辺」における想起の違い 

安川（2015a）によれば、再統一後のベルリンでは、「中心部」と「周辺」における想起

の在り様が大きく異なる。まず、前者は「首都の地政学上の中心というその特権的な位置

に、そして、その巨大なスケールに負っている83」。対して、後者は「中心化された想起の

形式に対する、一種のカウンター」となっている84。さらには、「中心部」、すなわち首都

ベルリンは、「想起の文化の拠点」、「巨大な広告塔」、「上からの想起」という役割を担って

きたと見ている85。そのうえで、その最たる象徴の「ホロコースト警告碑」を「否定の否

定によって肯定を創出する試み」という前提の下、「今日のドイツの政治的・道義的・文化

的な資本」と評する86。本来、この「資本」の用途は限られるはずだが、実社会での運用

は必ずしもそうではない。事実、同碑は、当事者と傍観者、さらに後から生まれた者たち

を総花的な行為者とし、自省と記憶継承の境目を曖昧化させてしまった。ゆえに彼は、同

碑の建立による想起の形骸化というリスクを次のように言い表す。それは、「日常生活の文

脈から切り離され、孤立した、巨大で抽象的なモニュメントは、人々の眼差しを逆に出来

事から遠ざけてしまうのではないか87」、というものである。 

 他方、「周辺」は、「巻き込み型」、「市民の自発性」、「下からの想起」という独自色を有

                                                        
81 同上、42 頁。 
82 同上、44 頁。 
83 安川晴基（2015a）101 頁。 
84 同上、103 頁。 
85 同上、124 頁。 
86 同上、99 頁、101 頁。 
87 同上、119 頁。 
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している88。いずれも、「中央化されたコメモラシオンに代えて、ホロコーストの想起の営

みをより『民主化』しようとする考え」に基づいている89。その際、彼は日常生活への「接

続」を重視する90。むろん、その目的は、「迫害の法的な網の目だけではなく、それを可能

にした社会構造を再現する」ことにある91。この「接続」を通じて、街並みの看板は旧住

民への迫害を、歩道に埋めた「躓きの石」は氏名を刻んだ人びとの生を可視的とする92。

なお、ここで言う「社会構造」には 2 通りあり、ひとつは「かつての市民の協力・黙認・

無関心」、もうひとつは「現在の市民の無視・無関心・忘却」である93。 

ここで着目したいのは、「周辺」の記憶文化、つまり、「異なる作品の間で直接・間接に

参照し合い、意味のネットワークを構築」している記憶文化には「間テクスト性」がある、

という彼の見解である94。「この『間テクスト性』のネットワークが、ホロコーストを、一

つの都市に広がる、絡み合った一連の出来事として想起95」させている、という彼の論は、

巨大な「中心部」の危うさを補うのが、「周辺」の小さな想起の広範なネットワークである

ことを示唆している。この意味において、「周辺」は想起に躍動感を与えるばかりか、彼の

言う「カウンター」的役割を担っている96。同時に、「中心部」の抽象性に「周辺」の具体

性を織り込むことで、想起の多様性の裾野を広げるという面では、女房役に徹していると

言えるだろう97。つまるところ、想起の営みは、「周辺」の市民が「中心部」に時流に即し

た政治的判断を求めるという流れで、連綿と受け継がれてきたのである。 

ここまでの考察から、「中心部」と「周辺」における想起の違い、及び両者の相互補完

性を確認することができた。しかし、もうひとつ残された問いがある。それは、行為者の

立場からの記念行為が、想起の文化をどう醸成したのかという問いである。そこで次に、

                                                        
88 同上、107 頁。 
89 同上、107 頁。 
90 同上、104 頁。 
91 同上、105 頁。 
92 こうした「周辺」、すなわち、地方の取組みは、武井（2017, 211 頁）の言葉を借りるな

ら、「一九七〇年代以降の社会史の流行、日常史、郷土史など、『下からの歴史記述』の

興降」に端を発している。 
93 安川晴基（2015a）105 頁。 
94 同上、121 頁。 
95 同上、121 頁。 
96 同上、103 頁。 
97 なお、香川（2012, 136 頁）は、「周辺」の活性化について、「場所へのこだわりは、個別

の想起や追悼の作業を非物理的な『想像の共同体』のなかへと引きさらい根なし草と化

してきた文化への対抗的な動きでもあった」と評している。 
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戦後ドイツが醸成した想起の文化の概念を確認する。これにより、後述の「警鐘碑論争」

と「もうひとつの警鐘碑論争」が、一方では想起と文化の概念を両極としながら、他方で

は時に交差させながら、議論を深化させたことが明らかとなる。 

 

3-4. 想起の文化とは 

そもそも、想起の文化は、どう定義できるのだろうか。たとえば、想起の文化を「ボト

ムアップで記憶との文化的かつ自主的な関わりを示す概念」、と定義したのは、磯崎（2011a）

である98。彼によれば、かような想起の文化は、トップダウン的な歴史政策と「重なり合

う内容を持ちながら、対置して用いられることも珍しくない99。」 

それでは、ドイツは想起の文化をどう醸成してきたのか。安川（2015b）の言葉を借り

るなら、ドイツ語圏で「想起の文化（Erinnerungskultur）」という表現が用いられるように

なったのは、90 年代以降のことである100。彼は、同語を「ナチズムとホロコーストの過去

を自己批判的に想起し、その記憶を、現在の民主主義の社会を支える政治的・文化的な資

源に転換しようとする実践101」と解釈する。実際、想起を媒介に過去を資源として活用す

る試みは、ドイツ復興の支柱であった102。それでは、想起と文化が結び付きは、どのよう

な相互作用を生み出したのだろうか。この点につき、アスマン（2011）は「想起の文化の

三次元」という言い方で、その過程を次のように説明する103。 

 

①好奇心：「歴史書、博物館、展覧会、映画、および建築上の文化財、歴史的景観」 

  ②アイデンティティの確認：「『人間のもっとも固有の本質や欲求に』属するもの」 

  ③倫理的な命令：「忘却が推進力となって人が恥や罪の意識の棄却に向かう場」におい

て効果を発揮する 

 

まず、「好奇心」は、過去にアクセスを試みる動機であり、メディアが媒介装置となるケー

                                                        
98 磯崎康太郎（2011a）330‐331 頁。 
99 同上、330 頁。 
100 安川晴基（2015b）28 頁。 
101 同上、28 頁。 
102 アスマン（2019, 77 頁）も、「想起の文化」は、「自分たちが（ともに）罪を背負ってい

ることや、他者の苦しみへの共感を、自己の内部に受け入れた」ことにより醸成され

得るという立場を取っている。 
103 アスマン（2011）39‐42 頁。 
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スが少なくない。次に、「アイデンティティの確認」は、個人史／国民的歴史の振り返りか

ら導かれる。最後の「倫理的な命令」は、記念碑や警鐘碑を通して、積極的に思い起こし

たくはない出来事を顕現化させようとする試みであり、本論と重なる部分が少なくない。

というのも、この「倫理的な命令」に基づく想起は、彼女の言葉を借りるなら、「集団の結

合に端を発して、不変主義的な想起の水準にせよ、共同体で共有された想起の水準にせよ、

（…中略…）犠牲者と加害者とを結びつけることができる104」からである。実際、これら

3 つの次元は、後述の 2 つの論争においても、同時並行的に関わりを持つ概念装置となり、

多声的な記憶に新たな息吹をもたらしてきた。 

 さらにアスマン（2019）は、想起の文化が「『上辺だけの儀礼と皮相な当事者意識』に還

元されるものではないこと」から、「『感情で飾り立てられた（歴史）政治の術策』に堕し

てはならない」とも主張する105。前者は「想起の形骸化」に対する、そして後者は「記憶

の道具化」に対する警鐘だと解釈される。ゆえに、彼女は想起の文化に次の意味を与える。

第一は「過去へのアプローチの多元化」である106。これは想起の主体が、「歴史家、文書

係、学芸員、史跡保護員といった本職の専門家」のみならず、「個人や集団、町、地域、国

民」に開かれたことを意味している107。第二は「集団による過去の獲得」である108。「記

念碑的な想起」、「好古的な想起」、「批判的な想起」といった複数の想起の在り様を通じて、

「集団は自分たちのアイデンティティを強化」し得るというのが彼女の主張である109。第

三は「倫理的な想起の文化」という価値の付加である110。ここで彼女は、被害者が自らの

証人となることで、犠牲者としての位置づけを確立する重要性を説いている111。そして、

最終的に、行為者の子孫が、「生存者や被害者の子孫と新たな関係を取り結ぶことは、（…

中略…）ともに想起する心構えを経由してのみ、達成できる112」と結論している。これは、

彼女が想起の文化を、行為者と犠牲者の子孫が手を携えて継承していく過程に意義を見出

していたからだと考えられる。そうであるなら、想起の文化は、過去の出来事に現代の視

                                                        
104 同上、42 頁。 
105 アスマン（2019）27 頁。 
106 同上、28 頁。 
107 同上、28 頁。 
108 同上、28 頁。 
109 同上、28 頁。 
110 同上、28 頁。 
111 同上、29 頁。 
112 同上、205 頁。 
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点から意味付けを行うことで、あるいは、感覚や情動を積極的に取り込むことで、多元化

を図ってきたと言える。そして、かような想起の文化が、長くドイツの歴史政策を支えて

きたことにより、ドイツは正常化への道を拓いてきたのである。 

 

3-5. まとめ 

まず、想起のダイナミズムは、記憶の主体が社会に声を届ける為の動線の確保を主眼と

していることが確認できた。次に、アスマン（2013）の対話的な想起の理念は、モザイク

状の記憶を組み合わせながら、過去を多元的に再読する試みと解釈できる。こうした取組

みは、常に強者の記憶の影となってきた弱者の記憶を表舞台に立たせる効果をもたらして

いる。さらに、安川（2015a）の「中心部」と「周辺」は、次のことを明らかとした。それ

は、「周辺」で集積された歴史認識は、記念の中央集中化をけん制するばかりか、「中心部」

での記念行為の内実を見極める判断材料になっている、という事実である。しかし、後述

の「警鐘碑論争」を見る限り、依然、記憶の主体にとり、「中心部」と「周辺」の意味は大

きく異なる。というのも、「周辺」での記念は記憶の周縁化を招くという懸念を払拭するほ

どに、両者の相互補完的な関係が成熟しているとは言えないからである。そして、想起の

文化では、アスマン（2011，2019）に基づき、形成過程と 3 つの概念を整理した。考察か

ら、想起の文化は、動的・可変的な記憶と表裏一体的な関係にあり、忘却に抗う盾の役割

を担っていることが確認できたと思われる。 

ここまでの考察から、私的／公的、トップダウン型／ボトムアップ型、中心部／周辺と

いった対概念が、想起のプラットフォームの整備の一翼を担ってきたことが明らかとなっ

た。同時に、想起の在り様は、歴史政策の影響を少なからず受けながら、そして、記憶の

主体の来し方に想いを寄せながら、変遷を辿ってきたと言えるだろう。ゆえに本論は、想

起の文化には、記憶に躍動感とリアリティを与え、かつてそこに生きた人びとのアイデン

ティティを社会的記憶に内包させていく力があると捉えたい。 

 

第 4 節 第１章のまとめ 

上述のように、本章では、後述の 2 つの「警鐘碑論争」を考察するうえでの鍵概念とな

る公共的なコミュニケーションの理念、及び想起の特質を整理した。まず、前者について

は次のことを確認した。それは、集約の前段階として視点の視点の複数性を担保とする自

由な意見交換の場が存在し、ハーバーマス的な「真理性｣、｢正当性｣、｢誠実性｣の理念が強
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制なき合意形成に向けた調整弁の役割を担い得る、というものである。そのうえで、公共

的なコミュニケーションには、従来、特定の社会／人々にのみ関係すると考えられてきた

問題を万人の公共的な議題に転じ、政治的意思決定の場に影響を与え得る力があると結論

した。むろん、そこには、世論形成の一翼を担うメディアやオルタナティヴとでも言うべ

き「対抗的な公共性」も介在している。そのうえで、「多様性」と「統一性」、及び「個別

性」と「一般性」の均衡を図るうえで必要となる現代の公共性を 3 つの視点から定義した。 

次いで、後者では、まず、コミュニケーションの送り手となる機会を逸してきた集団が、

自らの声を可聴的にする為の動線の確保に向けた取組みを想起のダイナミズムと位置付け

た。そのうえで、アスマン（2013）の対話的な想起の理念は、他者の悲しみに寄り添いな

がら、そして、加害者と犠牲者の関係の変化に注意を向けながら、共通の歴史認識のプラ

ットフォームを築き得るものであることを明らかとしている。ここからは、彼女の対話的

な想起の理念もまた、集約の前段階となる解釈の多様性を喚起し、過去を多面体として捉

えるのを由としていることが見えてくる。次いで、安川（2015a）を通して、ドイツの首都

と地方の想起の在り様の違いを整理し、「中心部」と「周辺」の相互補完性に着目した。そ

の際には、犠牲者側が、記憶の周縁化への危惧から、「周辺」での記念を必ずしも歓迎して

はいない現実にも言及した。そして最後に、アスマン（2011，2019）により、ドイツの想

起の文化は、非当事者世代が記憶継承の主たる担い手となる中、記憶の主体に対する敬意、

記念行為に対する理解、関心の持続といった能動的な関与により深化が期待されるもので

あることも確認した。纏めると、ハーバーマスの公共性の理念は、集約と統一に向けた社

会的コミュニケーションを形成し、政治的意思決定の場に少なからぬ影響を与え得るもの

であった。その前段階にあるのが、個別性と多様性を素地としながら想起のグラデーショ

ンを塗り重ねることで、コミュニケーションの素地を固めようとするアスマンと安川の理

念であったと言える。 

一連の分析により、格差の構造の解明に向けた考察の枠組みを構築し得たと考えられる。

先述のように、2 つの「警鐘碑論争」の軌跡を辿るには、想起と公共的なコミュニケーシ

ョンを組み合わせ、想起した記憶を公共的なコミュニケーションの中で相互了解に持ち込

むことがどうしても必要となる。ゆえに、本論全体の理論的基盤を固めるという意味にお

いても、本考察が必要であったと言えるだろう。以上を踏まえ、次章では、再びアスマン

（2007）を導きの糸に、記憶の多元的性格を検討する。本考察により、動的・可変的な記

憶の特質が明らかとなる。 
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第 2 章 

記憶の多元的性格 

本章の目的は、記憶の多元的性格を 4 つの視点から考察することにある。これにより、

動的・可変的な記憶が、公共的なコミュニケーションを通して、「犠牲者間のヒエラルヒー」

に対する抗いの盾となり得た理論的背景が明らかとなる。 

 

第 1 節 「機能的記憶」と「蓄積的記憶」 

記憶は、たとえ無意識の内の加除修正があろうとも、想起の繰り返しにより、多元的性

格を帯びる。そして、その種別により趣を異にする。アルヴァックス（1989）によると、

「集合的記憶はそれ自身の特有の法則に従って発展する113。」他方、個人的記憶であれば、

「人間は彼自身の過去を想起するために、しばしば他人の想い出に訴える必要がある114。」 

こうした記憶の特質を、別の角度から捉え直したのがアスマン（2007）である。彼女は、

記憶を「機能的記憶（Funktionsgedächtnis）」、歴史を「蓄積的記憶（Speichergedächtnis）」

と区分する。そのうえで、両者の違いを次のように説明する115。 

 

  ① 機能的記憶：特定の集団とのつながり、選択的性格、価値に拘束されている。そ

して、未来に向けられている。国家や国民といった集合的な行為主

体は、この記憶によって、特定の過去を構成する。 

  ② 蓄積的記憶：諸々の記憶の記憶であり、現在との生きたつながりを失ったものを 

          収容する。データ、情報、記録、思い出といった、機能的記憶が許

容するものとは異なったものを、より多く収容する。 

 

彼女によれば、「蓄積的記憶」は「機能的記憶」という「前景」を取り囲む「背景」であり、

このモデルは「二元論的ではなくパースペクティヴ的」な視座に立っている116。そして、

ここで言う「背景」は、「文化の知識を更新するための基本的な資源であり、文化の変遷を

                                                        
113 アルヴァックス（1989）46 頁。 
114 同上、46 頁。 
115 アスマン（2007）163‐167 頁。 
116 同上、165‐167 頁。 
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可能にする条件117」を意味する。つまり、「蓄積的記憶」は、「機能的記憶」に相矛盾する

記憶を対置させながら、想起のグラデーションに濃淡をつけてきたのである。 

それでは、実際のところ、「機能的記憶」と「蓄積的記憶」は、どのような役割を担っ

ているのだろうか。この点につき、彼女は次のように説明する。まず、「機能的記憶」には、

「記念碑・モニュメントを通して支配を正当化した公的な記憶（正当化）」、「公的な記憶が

生み出す非公式の対抗記憶（非正当化）」、「集団のアイデンティティに輪郭を与えることに

役立つ（区別）」という 3 つの使用形式がある118。同時に、「機能的記憶は、政治的要求を

伴う」ものであり、その最大の特長を意味の生成に見ている119。そしてそれを、「蓄積的

記憶には根本的に欠けている性質120」だとする。 

他方、「蓄積的記憶」は、「将来の機能的記憶の貯蔵庫」、「文化の知識を更新するための

基本的な資源」、「文化の変遷を可能にする条件」だと主張する121。同時に、彼女は、「蓄

積的記憶」は、「アクチュアルな機能的記憶を矯正する122」とも述べている。たしかに、「蓄

積的記憶」が「機能的記憶」の手綱を握っている限り、せめぎあう記憶が覆い隠されはし

ないであろうし、強者の記憶に与する危険性も低減されると考えられる。そしてそれは、

常に更新を続ける記憶の動性と可変性を保障し得るものとなる。 

なお、ここで抑えておきたいのは、「機能的記憶と蓄積的記憶の境界が、高度に透過的

でなければならない123」という彼女の指摘である。なぜなら、「境界が開かれたままに保

たれていれば、諸要素の交換と意味のパターンの再編成がより容易に行われる」し、そう

でなければ、「記憶が硬直化する恐れ」が生じるからである124。つまり、開かれた境界は、

「機能的記憶」を権力による操作から守るばかりか、貯蔵庫から取り出した抗いの記憶と

の行き来をも可能とする。結果、記憶文化は、意味の生成を繰り返しながら、深化を遂げ

ていく。逆に、貯蔵庫に格納された「使用されざる諸々の可能性、代案、矛盾、相対化、

批判的な異議申し立てが『機能的記憶』へのアクセスを禁じられる」と、彼女の言う「記

                                                        
117 同上、170 頁。 
118 同上、168‐169 頁。 
119 同上、167 頁。 
120 同上、167 頁。 
121 同上、170 頁。 
122 同上、170 頁。 
123 同上、170 頁。 
124 同上、170 頁。 
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憶の絶対化と原理化」を招いてしまう125。彼女の結論、すなわち、「文化の未来は、両者

が新たなメディアの状況下でも相並んで維持されることにかかっている126」という結論は、

「背景」と「前景」の均衡が取れていなければ、内実の伴わない皮相的な記憶文化が継承

されてしまうことを言い表している。 

それでは、つまるところ、アスマン（2007）は、「機能的記憶」と「蓄積的記憶」の関

係をどう捉えていたのだろうか。この問いに対する彼女の答えは、「蓄積的記憶が機能的記

憶を検証し、支持し、あるいは修正することができるように、機能的記憶は蓄積的記憶に

方向と動機を与えることができる127」というものである。このように両者は、軌道修正を

繰り返しながら均衡を保ち、記憶の多元化を下支えしてきた128。この意味においても、「機

能的記憶」と「蓄積的記憶」の関係は、後述の 2 つの論争を考察するうえでの概念装置と

なる。なぜなら、「政治的要求」を伴う「機能的記憶」と、それを資源として貯蔵し、「矯

正する力」をも有する「蓄積的記憶」の表裏一体的な関係は、ユダヤ人の「唯一性の概念」

とロマの「追悼される権利」を巡る主張、及び意見調整の軌跡を辿る上での導きの糸にな

ると言えるからである。その際、貯蔵庫は、客観的事実とされてきたものに反する記憶で

あっても格納し、必要に応じて矯正を施し、「政治的要求」に応じ得る準備を整える、とい

う役割を担っている。 

以上を踏まえ、次に場所の記憶の概念を確認する。本考察により、「場所の真正性」の

多角的な解釈が可能となる。 

 

第 2 節 場所の記憶 

アスマン（2007）によると、「記念の場所には、もはや存在していないが、想起によっ

てよみがえらせることのできるものが残されている129。」こうした記念の場所が内包する

場所の記憶は、後述の「もうひとつの警鐘碑論争」における最大の争点のひとつであった。

建立地に相応しいのは、計画を立案した首都の中心部か、それとも実行に移した周縁の地

                                                        
125 同上、170 頁。 
126 同上、171 頁。 
127 同上、173 頁。 
128 香川（2012, 19 頁）は、アスマンの 2 つの分類により、記憶が「現在の枠組みが要請す

る想起の取捨選択をとおして決定されるという、動的で構築的なものとして理論化さ

れるようになった」と評している。 
129 アスマン（2007）368 頁。 
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か。この問いを巡り、犠牲者間で、あるいは行為者と犠牲者の間で幾度となく激しい意見

が交わされた130。犠牲者集団が、場所の周縁化と記憶の周縁化を同一の地平に据えていた

ことは、特筆に値する。 

さらに、彼女は、記憶を内包する記念の場所を特徴づけるのは「不連続性131」であった

とも主張する。そして、記念の場所における「特定の歴史」は「多かれ少なかれ強引に中

断」されており、「その土地の現在の生活とは関係がない」状況にあると指摘する132。こ

れを本論に当てはめると、80 年代以前、行為者の地において、ロマ絶滅政策という「特定

の歴史」は、かれらが「追悼される権利」を主張するまで強引に中断されていた。ウィー

センタール（1968）の指摘、すなわち、「一九六四年以来、私は世界中のさまざまなユダヤ

関係文書の中から、ジプシー虐殺に関するかなりの資料を見つけ出したが、まだ詳細がわ

からぬところが多い133」という指摘からも明らかなように、ロマ絶滅政策に関する戦後の

関心の希薄さも歴史中断の一因であったと言えるだろう。 

同時に、アスマン（2007）は、場所の記憶を忘却に抗う盾と見ていた感がある。彼女は、

80 年代の東欧の取組みを引きながら、場所の記憶について次のように説明する。まず、「場

所の被った傷」は、「新たに生活が営まれ、新たに利用されること」で治癒が見込める134。

ただし、「間隙や空白を根絶の痕跡として保存するために、思ってもみなかった努力が必要

になる135。」なお、ここで言う努力とは、「痕跡を確保して、忘却の風景の中に記憶の場所

を印づけるための配慮136」である。そして、その象徴がモニュメントだと結論する。一例

として、彼女は、アウシュヴィッツを引きながら、犠牲者の地に根付く記憶の性格を次の

ように説明する。それは、被収容者にとっては「共通の経験を裏づけるための具体的な証

拠」であり、犠牲者やその子孫には「墓地」となる、というものである137。 

 

                                                        
130 補足すると、セルーシ（2010, 43-44 頁）は、記念という概念が、「①記憶の行為の主体

者、②場所、③時間」により構成されていると述べている。「記憶の行為の主体者が権

力を持っている時には、つらい過去というものは分断された形で記念がなされる」と

いう彼の論は、本論が扱う犠牲者間の「記憶のせめぎあい」にも通底している。 
131 アスマン（2007）367 頁。 
132 同上、367 頁。 
133 ウィーゼンタール（1968）164 頁。  
134 アスマン（2007）389 頁。 
135 同上、389 頁。 
136 同上、389 頁。 
137 同上、393 頁。 
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第 3 節 想起の場所 

こうした背景から、アスマン（2007）は、肌で過去を感じ取ることを可能とする「記憶

の場」が放つ、想起のリアリティについて以下のように述べている138。 

 

人々が想起の場所に期待するのは、その場所から離れた記念館や資料館でも伝えるこ

とのできる想像以上のもの、つまり感覚的に実見することで高められる強烈さだ、文

字メディアや視覚メディアが伝達することのできないものが、歴史の現場では訪問者

にじかに吹きつけるというのだ。 

 

彼女の言葉を借りると、かような地には、「いかなるメディアによっても複製することので

きない場所のアウラ139」がある。この「アウラ」は、来訪者の感性と情動に揺さぶりをか

けて、次の 2 つの記憶の差異を鮮明とする。ひとつは知識に基づく「学習記憶」、もうひと

つは実体験に基づく「経験記憶」である140。アウシュヴィッツの訪問者を例とするならば、

「学習記憶」の保持者は、文献知識を鞄に詰めて、「経験記憶」の保持者は「知識をもっぱ

ら書物やイメージから得た人々とは、まったく違うものを手荷物に入れて」、場所の記憶に

触れる141。結果、前者は「場所に固有の記憶の力」、「その場所が帯びている圧倒的な訴え

かける性格」を感じることで獲得した二次的な「経験記憶」で鞄を膨らませる142。他方、

後者は、生と死を紙一重とする一次的な「経験記憶」に想起のグラデーションを塗り重ね

ていく。加えて、アスマン（2007）は、「想起とは、忘却や抑圧の願望に抗して発揮される

力143」でもあると言う。これを「場所の真正性」に絡めて考えると、周縁的記憶を中心部

に移し替え、記憶の客体を主体に変容し得るのが、まさに想起の力ということになる。 

ゆえに、彼女は、「想起の場所」を「『空間と時間から織り成された不可思議な織物』」

                                                        
138 同上、394 頁。 
139 同上、394 頁。 
140 どちらかというと、アスマン（2007, 192 頁）は、「非体系的で偶然的であり、まとまり

がない」という「経験記憶」に言説の資源としての価値を見出している。その理由は、

「経験記憶」は、 仕草や触覚、あるいは味覚を引き金に抑圧されていた記憶を呼び覚

まし、振り返りたくても振り返ることのできなかった過去と「折り合い」をつける格

好の機会を提供しているからだと考えられる。 
141 同上、397 頁。 
142 同上、397 頁。 
143 同上、401 頁。 
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に例え、「その織物は現前と不在を、感覚的な現在と歴史的な過去を交差144」させている

と分析する。つまるところ、彼女は、縦軸と横軸の接点にコミュニケーションの萌芽を見

ており、次世代に向けて、想起の糸が紡ぎ出だされていくと考えていたことになる。裏を

返せば、想起の場所は、来訪者の知性と感性に信を置くことで解釈の多様性を下支えして

きたと言えるだろう。それでは、こうした想起の場所に建つ記念碑は、どのような性格を

帯びているのだろうか。 

 

第 4 節 記念碑の性格 

たとえば、松本（2012）は、「記念碑は『政治記念』のために建てられる」という前提

に立ち、「まずは誰が何のために作り、どのように受けとめられたのか、その政治的意味を

分析することが課題となる145」と述べている。むろん、それらは、費用・原資・支援者と

いった経済的課題も含意している。さらに、彼は「誰でも見ることのできる、いや、見せ

るために作られた記念碑の意味を考えることも重要であろう146」とも語る。そのうえで、

「記念碑は最初から、後世に残し、広く伝えるために作られたメッセージであり、そこに

は当時の人々の誇りや期待、無念の思いや悔恨が込められている147」とその特長を分析す

る。そうであるなら、万人に開かれた記念碑には、追悼される側のアイデンティティ、そ

して、生を突然奪われたことへの悲哀が凝集されていることになる。 

一方、彼は、「記念碑はメッセージ性の強い『作品』」であることから、記念碑が見る側

に「どのように『受容』されたか、現在どうなっているのかを問うことは、特に重要148」

だとも主張する。その場合、記念の対象が不可視的な存在であるほど、見る側の受容は難

しくなり、現在という視点からの振り返りも表面的とならざるを得ない。ともすれば、記

念碑は、その静性・不変性に眼差しが注がれがちである。しかし、現在を問うことも重要

であるならば、見る時代により解釈が変容するという、記念碑の動性・可変性に着目する

必要性が増していくと言えるだろう。 

他方、アスマン（2007）によると、記念碑には次の特質がある。順に並べると、それは、

「中心性と地方性、統一と差異の間の緊張が緩むことはないし、多種多様な歴史的パース
                                                        
144 同上、403 頁。 
145 松本彰（2012）15 頁。 
146 同上、2 頁。 
147 同上、2 頁。 
148 同上、17 頁。 
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ペクティヴが止揚されることもない」、「政治的に行為しうる主体が多様化するのに伴い、

競合するさまざまな政治的要求が記念碑となって現れる」、「さまざまな利害集団の自己確

信がぐらつけばぐらつくほど、それだけ記念碑は数を増し、芝居じみたものとなった」と

いうものである149。このように、彼女は中央と周辺の緊張関係に着目している。同時に、

記念碑の政治的性格、すなわち必ずしも利害関係者を公平に扱うものではなく、むしろ争

いを助長しがちである、という記念碑の政治的性格にも言及する。 

なお、彼女は、本論が扱う「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」につい

ては、「もっぱら過去に向けられたモニュメント」であり、「すべての名声のレトリックの

終焉を印づけ、文化的記憶の本来の形式、つまり死者の記念に立ち戻っている」と主張す

る150。反面、記念碑が内包する戒めの性格や未来志向的な側面には言及していない。これ

は、同碑の性格、すなわち、行為者と犠牲者の間で交わされた碑の斬新な性格は、あくま

でも内側からの見立てであり、外側、すなわち第三者には、どちらかというと、死者に捧

げる古典的な記念碑に映っていることを言い表している。 

さらに、彼女は、「固有名が文化の中で想起されるということが、きわめて排他的な特

権151」であるというフェミニズム研究にも着目する。本論とは、ユダヤ人犠牲者が、ドイ

ツ、ひいてはヨーロッパの記憶文化の中で集団的／個的に想起される一方、その他の犠牲

者は、同じ恩恵を与ることができずにきた点で通底する。別言すれば、記憶の場は、想起

される側と主流社会の関係を映し出す鏡の役割を果たしてきたのである。これらから、想

起は、強引に中断された歴史を再現するばかりか、過去・現在・未来の結節点になり得る

ことが見えてきた。さらにいえば、公共的なコミュニケーションを媒介とする主体的想起

は、記憶を優劣から解放し、ありのままの姿で立ち現れることをも可能としたと言える。 

 

第 5 節 第 2 章のまとめ 

 上述のように、本章では、記憶の多元的性格を 4 つの視点から考察した。第一にアスマ

ン（2007）からは、「機能的記憶」と「蓄積的記憶」の相互補完的な関係を考察した。前者

は国家や国民を行為主体としながら、特定の過去を構成する。対して、後者は現在との生

きたつながりを失ったデータや思い出等を収容する。この時、彼女は、両者の境界に透過

                                                        
149 アスマン（2007）66 頁。 
150 同上、66 頁。 
151 同上、79-80 頁。 
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性を求めている。本論と重ねると、ロマの代表者らは、「機能的記憶」から過去を再構成し、

「蓄積的記憶」が格納する情報を引き出しながら、ユダヤ人と同水準の記念という政治的

要求を行った。こうした両輪的な活用は、客観的事実と思われていたものとの照合に不可

欠な記憶の欠如を補い、コミュニケーションの活性化を促すものとなる。 

第二にアスマン（2007）から、場所の記憶を概観した。考察から、場所の記憶は想起に

よりよみがえる何かを残しているものの、今日にあっては、史実と無関係の土地活用も稀

ではない状況が確認できたと思われる。そしてそれは、行為者の側が、記憶を留め得る景

観の保存に必ずしも意欲的ではなかった現実を物語っている。 

第三にアスマン（2007）から、想起の場所について考察した。ここでの彼女の論は、想

起の場所には、メディアを介した関わりでは決して体験できない感覚的な実見が伴ってい

る、というものである。そして知識に基づく「学習記憶」と実体験に基づく「経験記憶」

の違いを整理したうえで、両者が想起の場所で何を糧とし、想起をどう多層化し得るのか

を説明する。前者が二次的な「経験記憶」を持ち帰るのに対し、後者は一次的な「経験記

憶」に想起のグラデーションを塗り重ねる。想起の場所と来訪者の関係が可変的であるこ

とは、非当事者世代へのアクセスの道の拡大にも繋がっていく。彼女が、想起の場所を「感

覚的な現在と歴史的な過去を交差する不可思議な織物」に例えたのも、来訪者の数だけ想

起の在り様は異なると捉えていたからかもしれない。 

第四に松本（2012）とアスマン（2007）から、記念碑の性格を考察した。松本（2012）

は、記念碑は政治記念の為に建立されるという前提に則り、政治的意味を問う必要性を説

いている。同時に、記念碑のメッセージ性にも着目し、現代という視点からの記念碑の受

容の在り方に注意を払う。次ぐアスマン（2007）は、政治的要求の数だけ、記念碑は建立

される、という立場を取る。さらに、記念碑の中で、特定の個人／集団が固有名詞で想起

されることを「きわめて排他的な特権」と見なし、必ずしも公平性を期して建立されては

こなかった記念碑の政治性に対する批判を忘れていない。 

以上を踏まえ、次章では、行為者の記憶に対するドイツ（人）の意識変化を分析する152。 

 

 

                                                        
152 こうした問題関心について、米山（2005, 36 頁）は、「歴史についての問いが記憶とい 

う言葉で語られるとき、研究者たちは歴史的知の内容だけではなく、その知がアクセ 

スされるプロセスも問わなければならない」と語っている。 
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第 3 章 

ナチス・ドイツの時代に対するドイツ（人）の意識変化 

 

本章では、戦後から現代にかけてのドイツの首相／大統領の記念演説、及び市井の人び

との意識変化を辿る。その目的は、ドイツ（人）が行為者の記憶に向き合う過程を鮮明と

しながら、格差の萌芽が芽生えた理由を探ることにある。考察の前段階として、意識と記

憶の違いをどう定義づけられるのかを確認する。これにより、意識化された記憶は、先述

の「機能的記憶」に非常に近い性格を帯びていることが明らかとなる。 

 

第 1 節 意識と記憶の違い 

ドイツには、「約二〇年のリズム」で想起の在り様に転機が訪れたとするのは、アスマ

ン（2019）であり、彼女は、これを「想起のクレッシェンド」と評している153。それは、

アウシュヴィッツ裁判（1963‐1965）からヴァイツゼッカー大統領の演説（1985）を経て、

「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」の完成（2005）までの道程である154。

この流れの中で、犠牲者意識から脱却したドイツ（人）は、行為者の記憶を想起し、向き

合い、時に政争の具としながらも、犠牲者の多声性を尊重し得るコミュニケーションのプ

ラットフォームを整備した。 

ところで、意識と記憶の違いは、どう定義づけられるのか。たとえば、ダマシオ（2018）

は、演奏者の楽屋からステージへの移動を例に、「守られてはいるが窮屈な空間と、その向

こう側に広がる可能性とリスクに満ちた世界とを分け隔てる門口をくぐり抜ける瞬間155」

に意識が生成されると主張する。対して、記憶は「その対象の色、形、音といった感覚的

側面の記録だけでなく、その感覚的信号を得るために必然的に伴われた運動調節の記録」、

「その対象に対する必然的な情動反応の記録」を含むものだと述べる156。 

一方、ジェインズ（2005）は、意識は「経験の複写ではない157」と主張する。彼によれ

ば、意識は「実際の行動の比喩」、あるいは事物の「抜粋」に過ぎない158。なぜなら、意

                                                        
153 アスマン（2019）55‐56 頁。 
154 同上、56 頁。 
155 ダマシオ（2018）10 頁。 
156 同上、215 頁。 
157 ジェインズ（2005）39 頁。 
158 同上、81 頁。 
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識は「客観的に観察できる事物にのみ働きかける159」からである。ゆえに、彼は、意識的

な記憶は、「感覚器官が得た心象の蓄積ではない160」と結論する。というのも、記憶は「そ

うであったはずの姿を伝える媒体」であり、「推論によって経験の主観的印象を創作」して

いた場合でも、「それを実際の記憶だと確信することすらある」と言えるからである161。 

そうだとすると、意識の生成には、未来志向的な外向きのベクトルと事物に対する客観

的な眼差しが不可欠となる。そして、かような意識に感覚や情動が伴うことにより、記憶

が形成される。どちらも、磯崎（2011b）の言う「人間の介在」を軸としながら、同時代を

生きる特定の集団の間で意味や価値観を醸成し得るところが通底している162。ここから言

えるのは、意識化された記憶は、「機能的記憶」に非常に近い性格を帯びている、というこ

とである。アスマン（2007）の言う「機能的記憶」は、公的記憶から対抗記憶を生み出す

ばかりか、自と他の区別をも可能とする。そして、意味の生成を最大の特長としている163。

意識化された記憶は、必ずしも実体験の踏襲ではないのかもしれないが、支配的な記憶に

抗う記憶を対置させ、感覚的なものを重視しながら、意味の生成を担うことを可能として

いる。そうであるなら、2 つの記憶は非常に似ていると言えるだろう。 

以上を踏まえ、次に、ドイツの首相大統領の記念演説の変遷を辿る。  

 

第 2 節 ドイツの首相／大統領の記念演説の変遷 

本節では、歴代のドイツの首相／大統領が、犠牲者集団をどう記念してきたのかを確認

する。本考察により、想起の推移、すなわち、いつの時代から「真の犠牲者」に対する記

念の辞が述べられ、犠牲者集団の「多様性の中の平等性」が尊重されるようになったのか

が明らかとなる。以下、戦後から 2000 年代初頭までの主な記念演説を取り上げる。 

 

2-1．1940 年代 

過去との距離が取りにくい 1940 年代にあっては、ドイツ人犠牲者に関する言及が際立っ

ていた。まず、コンラード・アデナウアー初代首相の就任演説（1949 年 9 月 20 日）を見

ていくと、「東欧の故郷を追われた人びと」、「ドイツから切り離された地域に残留するドイ
                                                        
159 同上、87 頁。 
160 同上、40 頁。 
161 同上、42 頁。 
162 磯崎康太郎（2011b）243 頁。 
163 アスマン（2007）167‐169 頁。 
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ツ人」、「戦犯として各国で勾留されているドイツ人」への気遣いに終始している164。 

次いで、テオドール・ホイス初代大統領は、「キリスト教＝ユダヤ教協働協会165」におけ

る演説（同年 12 月 7 日）の場で、「集団的罪（Kollektivschuld）」に抗うかのような、「集団

的恥辱（Kollektivscham）」の概念を聴衆に語った。彼によると、前者は「あまりにも一意

的である。」それに対し、後者は「今後も継続的な議論の裾野の広がりが見込まれる。」た

だし、彼の言う「恥」とは、「ヒトラーとその仲間と共にドイツ人の名を背負う」ことを意

味していた。というのも、その真意は、「ナチス・ドイツの過去を引き受けざるを得ない西

側」という構図を、文字通り「見せる」ことにあったからである。とはいえ、彼は、ユダ

ヤ人を「異郷の地で不幸な死に陥れたこと」に対する率直な謝罪を述べており、必ずしも

行為者の全責任に背を向けていたわけではなかった166。 

 

2-2．1960‐70 年代 

1960 年代‐70 年代も、依然、行為者の中の犠牲者が主体であった。ルートヴィヒ・エア

ハルト首相は、終戦 20 周年記念演説（1965 年 5 月 8 日）で、“Blutopfer（戦乱の犠牲者）”

という語を一度だけ用いた。しかしそこに、行為者の中の犠牲者と真の犠牲者の区別はな

い。反面、彼は、「ヒトラーの暴力と圧政に係る負債を完済できた暁に、すべての人びとは

5 月 8 日の解放記念日を言祝ぐことができる。しかし、そうした現実が程遠いことを、わ

れわれは皆知っている」とも述べており、迂遠的ではあるが、償いが緒についていない状

況にも眼差しを向けていた167。 

次いで、ヴィリー・ブラント首相が、終戦 25 周年記念演説（1970 年 5 月 8 日）におい

て、“Opfer（犠牲者）”の語を用いたのも、一度だけである。残念ながら、彼も行為者の中

の犠牲者を主眼としていた。演説の中には、「西ドイツが移民・難民の新たな故郷となるよ

う」願う一節もあるが、犠牲者の追悼とは別の性格を帯びている。とはいえ、彼の「誰ひ

とり、この歴史からは逃れられない」という発言は、ドイツの歴史認識が変化の兆しを見

せていたことの証であったと言えるだろう168。 

 

                                                        
164 武井彩佳（2017）18 頁。 
165 板橋 拓己（2014）113 頁。   
166 Ulrich（2019） 
167 Erhard（1965）p.641.  
168 Brandt（1970） 
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2-3．1980 年代 

1980 年代は、想起の多様性が顕現化した時代である。なかでも、リヒャルト・フォン・

ヴァイツゼッカー大統領が終戦 40 周年記念演説（1985 年 5 月 8 日）で説いた、「過去に目

を閉ざす者は結局のところ現在にも盲目となります169」という一節は、ドイツの「良心」

として、今日まで受け継がれている170。実際、彼の進言、すなわち、「われわれ自身の内

面に、智と情の記念碑が必要であります171」という進言は、ドイツ人が自己の内面と向き

合う足場を築いた。そのようななか、本論が最も着目したいのは、彼による、非ユダヤ人

犠牲者に対する記念の辞である172。国の代表者が、ユダヤ人のみならず、ロシア人、ポー

ランド人、ロマ、同性愛者といった非ユダヤ人犠牲者を公の場で記念したことにより、初

めて犠牲者集団は同一の地平に据えられた。それは、格差の萌芽を摘み取る試みであった

と考えられる。これを機に、終戦記念演説では、犠牲者集団の個別記念が継承されていく。 

 

2-4．1990 年代 

1990 年代は、より広い視野で過去が顧みられている。ローマン・ヘルツォーク大統領は、

終戦 50 周年記念演説（1995 年 5 月 8 日）において、次の言葉を残した。「数百万人のあら

ゆるヨーロッパ民族、そして、ドイツ人もまた、爆撃や収容所における飢餓で命を落とし

たり、道端で凍死したりした。とりわけ、ユダヤ人、スィンティとロマ、ポーランド人、

ロシア人、チェコ人、スロバキア人は、大規模な絶滅政策により殺された。どちらも、人

間の知のなせる技であった173。」彼の語り、すなわち、知力の誤用を指摘したうえで、一

方ではドイツ人を含むヨーロッパ民族は「偶発性」を含む理由で亡くなり、他方では他の

犠牲者は「計画的」に死に追いやられたとする語りは、行為者の中の犠牲者と「真の犠牲

者」の差異を際立せる一助となったというのが、筆者の理解である。 

 

 

                                                        
169 ヴァイツゼッカー（2009）11 頁。 
170 ヴァイツゼッカー（2009, 52 頁）は、“Erinnerung（想起）”が内包する「－inner－『内

面』の部分をとても重視」していた。ゆえに、記念演説でも、あらゆる世代の人びと

が過去を自身の心の内に取り込むことを願いながら、平和について語りかけていたと

考えられる。 
171 同上、12 頁。 
172 同上、６頁。 
173 Herzog（1995） 
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2-5．2000 年代 

2000 年代は、歴史的転機を迎えた時代である。2008 年 3 月 8 日、アンゲラ・メルケルは、

ドイツの首相として初めて、イスラエルの国会で演説を行った。その内容は、「イスラエル

建国 60 周年」に対する言祝ぎ、「ドイツとイスラエルの特別かつ唯一の関係」の強調、「ド

イツが過去に対する恒久的な責任を引き受けた時のみに、人道的な未来が拓かれる」とい

う決意表明を軸に構成されている174。彼女の演説は、記憶という紐帯で固く結ばれた両国

の比類なき関係が新たな段階を迎えた証として、今日まで積極的に評価されている。 

以上を踏まえ、次節では、ドイツ（人）の過去に対する意識変化を辿る。その目的は、

メディアが与えた影響を視野に収めたうえで、行為者の記憶に対する向き合い方の変容を

明らかにすることにある。 

 

第 3 節 ドイツ（人）の意識変化 

本節では、ドイツ（人）の意識変化を確認する。それは、長い時間をかけて、「相手の

見解を否定しない」という公共性の理念が社会に浸透し、一般化されていく軌跡を辿る試

みでもある。以下、過去の克服の理念を確認の上、1945 年から現在に至る期間を 4 つに区

分し、考察を進めていく。 

 

3-1．「過去の克服」の理念 

1945 年 5 月 7 日の降伏により、ドイツは米英ソの占領下におかれた。おそらく、分割統

治が統一体としての記憶、つまり国民国家の記憶を解体させたことと、公共的記憶に関す

る考察が先送りされたことは、無関係ではない。そのようななか、ドイツの記憶政策を支

えてきたのは、初代大統領テオドーア・ホイスが提唱した、「過去の克服

（Vergangenheitsbewältigung）175」の理念である。石田（2002）によると、「過去の克服」

は、第一に被害者への補償、第二に司法訴追、第三にネオナチの規制、第四に現代史重視

の歴史教育の実践といった 4 つの理念に支えられてきた176。この理念が提唱された背景に

                                                        
174 Merkel (2008)  
175 石田勇治（2002）7 頁。なお、粟屋（1994, 76 頁）は、「過去の克服」では、「国民レベ

ルの戦争責任、他民族に対する加害責任という意識が、どれだけ社会に浸透している

かが問われることになる」と述べている。これは、市井の人びとが犠牲者に対する「無

関心の罪」／「傍観者の罪」とどう向き合ってきたのかを問うものだと言える。 
176 石田勇治（2002）7 頁。 
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は、統一体としての記憶を再構築しなければ、国民国家の再建は茨の道になるという危機

意識があったと考えられる。それでは、これら 4 つの理念を形骸化させないために、ドイ

ツ（人）は、行為者の記憶とどう向き合ってきたのだろうか。以下、その軌跡を示す。 

 

3-2．1945‐69 年代  

まず、復興期にあっては、記憶に最もリアリティがありながらも、ナチス・ドイツの時

代の記録を保存したり、記憶を継承したりしようとする意識が高まりはしなかった177。連

合国もまた、「復興と再建の問題に没頭していた178」からか、ドイツ（人）がナチス・ド

イツの時代と距離を置くことに驚くほど寛容だったようである。ウォルター・ラカー（2003）

は、その要因を次のように纏めている179。 

   

戦争直後には、大量殺戮に関して沈黙を守ることを促す、重なり合う諸要因があった。

すなわち、冷戦の始まり、経済的・物理的に荒廃したヨーロッパ大陸を再建する必要

性、「最終解決」での処刑に関与したか、それを傍観して人命を救うために何もしなか

った人たちのやましい心、である。 

 

こうした政治的影響からか、この時期は、「数少ない収容所の生存者が回顧録を書いても、

関心を引くことはほとんどなかった」し、「戦後十五年間に出版された、いわゆる『最終解

決』に関する主な研究は「たった二つ」であった180。カンシュタイナー（2001）は、こう

した状況が生まれた背景を次のように分析する。それは、「歴史家を含め、復職した研究者

の多くは、資料不足に直面しながらも、その準備にはきわめて消極的であり、経験主義に

基づく分析を継続した」、「かれらは、『ナチス革命』に身を投じた、国防軍・経済搾取・民

族浄化に携わる機能エリートでもあった」、というものである181。見方を変えると、「行為

者の罪」と自らの関わりを白日の下にさらすことへの躊躇いが、関係者の意欲をそいでい

                                                        
177 ヴィッパーマン（2005, P.49）は、犠牲者に対する記憶が後景化した理由を、次のよ

うに分析する。それは「ニュルンベルク裁判の中心にホロコーストがなかった」、「連

合国の調査官も検事も数多の証拠書類にさほど関心を示さず、むしろ存在を否定し

たことから、犠牲者の運命に対する関心が徐々に薄れていった」というものである。 
178 ラカー（2003）p. xviii. 
179 同上、p. xviii. 
180 同上、p. xix. 
181 Kansteiner（2001）p.223. 
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たとも考えられる182。 

このように、犠牲者の存在が蚊帳の外に置かれた背景には、連合国の側が、ドイツの国

際社会への復帰を最優先課題としていたという外的理由と、行為者と犠牲者が共に生活再

建に勤しんでいたという内的理由が混在している。武井（2021）の言葉を借りるなら、ド

イツの「外に向けた顔と、国民の実態にはギャップがあった183」こともまた、ある種の枷

になっていたと言えるだろう。ゆえに、研究の深化には、出来事の客観視を可能とする、

次の世代の台頭を待つことになったのである。 

 

3-3．1970 年代 

石田（2002）によると、70 年代は、「ナチ犠牲者にたいする補償政策とナチの犯罪追及

が一定の成果をあげた」ことから、「議論の焦点はナチ時代に関する歴史認識へと移ってい

った184。」メディアが世論形成の一翼を担うようになったのも、この時代の特徴である。

とはいえ、「ナチスの時代に関するすべての政治的・倫理的な根本問題では、公の場での意

見と『民衆の声』との間にしばしば深淵が覗いている185」というジョルダーノ（2005）の

発言からも明らかなように、歴史認識に関する見解は二分されていた。 

議論の発端となったのは、1970 年 12 月 7 日、ワルシャワ条約調印の際、ブラント首相

がポーランドのゲットー跡地に立つユダヤ人犠牲者追悼碑の前での跪きである186。『デ

ア・シュピーゲル』誌の調査によれば、当時、首相の跪きを「適切な振る舞い」とみなし

た回答は全体の 41％、「適切ではない」という回答は 48％であった187。なお、同誌による

                                                        
182 なお、石田（2002, 148 頁）によると、「大学の歴史学者の取り組みの嚆矢は、ベルリン 

自由大学教授ヴォルフガング・シェフラーが著した『第三帝国のユダヤ人迫害一九三 

三～四五年』（1961 年）」であった。一方、大学に先立ち、1950 年には連邦政府とバイ

エルン州政府の下で「ナチズム研究所」が設置され、学術面ばかりか、「実際の裁判や

非ナチ化、補償政策」に貢献を果たしていた。しかし、大学側が政府主導の研究活動

に必ずしも好意的であったわけではない。なぜなら、石田（2002, 148 頁）が指摘する

ように、「アカデミズムの歴史学とは一線を画した研究所の活動は、大学の歴史家たち

から一段低くみなされていた」からである。 
183 武井彩佳（2021）44 頁。 
184 石田勇治（2002）248 頁。 
185 ジョルダーノ（2005）17 頁。 
186 アスマン（2019, 179 頁）は、この所作を「儀礼の偽善的な性格」の一例と見なし、「自 

分を政治的に正当化するための見せかけ」ではなかったか、と問うている。 
187 SpiegelOnline（1970）なお、テルチク（1992, 20 頁）によると、ブラント首相の主張

を擁護するかのように、89 年 11 月 9 日に同地を訪れたコール首相は、「こうした場
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「あなたの跪きは、ドイツ国民の心に大きな感動を与えた。何があなたをそうさせたのか」

という問いに対し、ブラント首相は次のように答えている。「私はドイツ人の名の下に行わ

れた未曾有の犯罪をドイツ人の名の下に謝罪したかった。新たな一歩を踏み出そうとする

とき、そして過去の恐怖を繰り返すまいと誓うとき、かような謝罪が必要となるのだ188。」 

次に影響を与えたのは、1979 年に放映されたアメリカのテレビドラマ「ホロコースト」

である189。石田（2002）によると、ユダヤ人開業医の一家を主人公とする同ドラマの実質

的視聴率は、59％であった190。同作品は、被害者が「最後まで誠実であり続ける」のに対

し、加害者は「徐々に人間性を失って」いくように描かれている191。彼は、「二〇〇〇万

人以上のドイツの視聴者がこれを見、その大半がナチ時代の理解を深めたという事実は、

ナチ時代の歴史研究に従事する学者たちに少なからぬ動揺を与えた192」と言葉を結ぶ。同

様に、カンシュタイナー（2000）も、「お茶の間」の関心の高まりに対して、「歴史家は過

去の解釈を現代の道標としながら啓発するという縄張りをテレビに奪われたことに打ちひ

しがれた193」と当時を振り返る194。 

このような背景からか、カンシュタイナー（2001）は、この時代に「日常史に関する考

察も進み、学問の世界から離れた場所でも、ナチス・ドイツの歴史が戦後世代の視点から

書き直されるようになっていた195」と分析する。とはいえ、「『最終解決』の中心にあった

合意については付随的な言及に留まっていた。ごく僅かの例外を除き、ナチス・ドイツの

                                                                                                                                                                   

所であの振る舞いをしたことに、どうして疑念をはさむことができただろうか」と

述べ、当時のブラントの跪きは人間の自然な感情から生まれたものであるという見

解を示していた。 
188 SpiegelOnline（1970）op., cit. 
189 アスマン（2019, 54 頁）は、同ドラマが「経験世代と後に生まれた人々に、一つの共通

のメディア経験を媒介した」と分析する。同時に、「名前のないユダヤ人を代理表象す

る虚構の人物たちの運命に、ドイツ人視聴者が感情的に関与したことが、後に〈想起

の文化〉と名づけられたものの基礎を築いた」とも語り、フィクションに対する感情

移入が、歴史の直視に繋がったことに一定の評価を与えている。 
190 石田勇治（2002）240 頁。 
191 同上、241 頁。 
192 同上、241 頁。 
193 Kansteiner, (2004）pp.1‐2. 
194 なお、高橋（2017, 209 頁）もまた、テレビドラマ「ホロコースト」が、加害者と犠牲 

者以外の「『第三者』が登場しない物語」と指摘したうえで、前者に属するドイツ人が 

「犠牲者の視点からホロコーストをあらためて知る」足場を築いたと結論している。 
195 Kansteiner（2001）op.cit., p.229. 
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犯罪は独創的な研究対象ではなかった196」という発言からも明らかなように、依然、この

研究は傍流であった197。 

 

3-4．1980 年代 

80 年代は、ホロコーストの記憶に対する多層的なパースペクティヴが顕現化した「鍵」

となる時代である。様々な場面での市井の人びとの関与が明らかになるにつれ、ホロコー

ストは、近代文明における「道徳的無関心」の所産としてテーマ化されていった。その一

方で、ジョルダーノ（2005）が指摘するように、ナチス・ドイツの過去の心理的抑圧を目

的とする「第二の罪」、そして「ドイツ人の国民的な基本感情」に内在する「集団的情動」

の問題が顕現化したのも、この時代の特色である198。若者を中心に、記念に対する考え方

にも変化の兆しが見えていた。これをミルトン（2003）は、「現場を記念物として修復する

ことで、新しい世代には、想像的経験による感情の浄化（カタルシス）や信頼性という感

覚が与えられた」と言い表している199。 

1982 年の政権交代も大きな影響を与えた。石田（2002）によると、ヘルムート・コール

は、「歴史政策を政府の政策として明確に位置づけた戦後初の首相である200。」その目的は、

「さまざまな記念行事の開催や歴史博物館・モニュメントの建造、歴史書の刊行などを通

して、ドイツ連邦共和国の歴史的アイデンティティを創出し、そのうえで国民統合をはか

ること201」にあった202。誤解を恐れずに言うならば、同政策は、1985 年 5 月 5 日のコール

首相と米国のレーガン大統領のベルゲン・ベルゼン強制収容所跡地とビットブルク軍人墓

地訪問により、その真意が顕現化されることになる203。 

                                                        
196 Ibid., p.230. 
197 この点については、リュールップ（2020, 266 頁）も「ナチズムの歴史の批判的な見直

しへの関心は、七〇年代に入ってもなお、紛れもなく小さなものであった」と当時を

振り返っている。 
198 ジョルダーノ（2005）9 頁、30 頁。 
199 ミルトン（2003）163 頁。 
200 石田勇治（2002）264 頁。 
201 同上、264 頁。 
202 相馬（2009,34 頁）は、かようなコールの取組み、すなわち、「ドイツ史の流れの延長

線上に連邦共和国の『成功』物語を紡ぐことによって『歴史なき国』にアイデンティ

ティーをもたらそう」という取組みは、保守派の歴史家たちのアウシュヴィッツ相対

化論とともに厳しい批判的世論にさらされた、と評している。 
203 ハーバーマス（1995, 198 頁）は、このシナリオから見えてくる 3 つの意図を次のよ

うに述べる。すなわち、軍人基地の後光によってナショナルな心性を目覚めさせ、
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一方、リュールップ（2020）の言葉を借りるなら、「突然『小さき民』の歴史や歴史的

な場所に関心が向けられるようになった204」のも、この時代の特長である。実際、80 年代

後半には、ユダヤ人と「忘れられた犠牲者」に関する「展示や出版物、建物の再建、記念

碑の建立、記念銘板の設置や街路や広場の新しい命名となって現れる」ことになった205。

そうであるなら、80 年代は、国家が記憶政策の道筋を描く一方、街中の「草の根的」な取

組みが、過去の保存に関する足場を築いたことになる。かような、過去を多面的に捉える

という意識の高まりは、ナチス・ドイツの時代をドイツ史の「逸脱」と見なす風潮に終止

符を打ったと言えるだろう。 

 

3-5．1990-2000 年代 

90 年代以降のドイツは、「再統一」、「東欧の民主化」、「EU 圏の拡大」という政治体制の

構造変換により、歴史的転機を迎えていた。実際、89 年 11 月 9 日のベルリンの壁崩壊か

ら 90 年 10 月 3 日の再統一まで、ドイツは歓喜と熱狂に包まれた感がある。そのようなな

か、「再統一」の背後には、「一九四五年という区切りを事実として認めたくなかった人々

の、何度も拒絶されてきた正常化への願望が隠れている206」と、当時の国民感情を推し量

ったのは、ハーバーマス（2004）である。彼が、「今大切なのは、連邦共和国の政治的役割

を新しいリアリティに適応させることである207」と説いたのも、「正常化への願望」は、「過

去の克服」の理念の希求によってのみ、叶えられると考えていたからだと推測される。 

事実、連邦政府の手続きも迅速であり、「九〇年代初め、記念施設に対する共同責任を

負い、予算の五〇％までを負担することを決定」し、旧東側の各州の財政負担を緩和した208。 

これに呼応するかのように、山名（2011）も、「追悼施設の発展が広く公的な行為として認

知されるようになり、社会全体に根ざした記憶文化が企てられるように」なったのが、同

時代の特長だとしている209。 

                                                                                                                                                                   

収容所跡地の訪問後にビットブルクに向かうことで、ナチスの特異性をひそかに打

ち消し、アメリカ大統領の面前での退役将軍たちの握手は、ボルシェビズムに対す

る闘争において常に正しい側に立っていたと認め合うことであった、としている。 
204 リュールップ（2020）272 頁。 
205 同上、273 頁。 
206 ハーバーマス（2004） 268 頁。 
207 同上、268 頁。 
208 リュールップ（2020）275‐276 頁。 
209 山名淳（2011）264 頁。 
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併せて、市民を担い手とするボトムアップ型の取り組みも活発化した。リュールップ

（2020）の言葉を借りるなら、かれらが創り出した「記憶の場」は、「ほとんどすべての場

合、イニシアチブはベルリンの市民たちによるもの」であり、「メディアは積極的にかかわ

りつつまた専門的な観点から情報提供を行い」、「政治家が最終的に計画の実現に必要な決

定を下す前に、個々のプロジェクトを強力に後押しする世論を生み出していった210。」こ

の過程は、まさにハーバーマスの理念、すなわち、コミュニケーション行為は、言葉によ

る行為調整に従事し、人々の社会的連帯を作り出し、ひいては、政治的意思決定の場に確

固たる判断基準を提供するという理念を具現化したものだと考えられる。 

 一方、2000 年代以降の、「非体験世代がその記憶を次の世代に引き継ぐ試み211」の活発

化に着目したのは、石田（2020）である。その範囲は、「モニュメントの建設から、ミュー

ジアム、展示、造形芸術、演劇、創作活動212」に及んでいる。かような試みは、アスマン

（2007）の言う「蓄積的記憶」からデータ、思い出等を引き出し、「機能的記憶」の最大の

特長である意味の生成に繋ぐ実践的取組みだと言えるだろう。いずれも、そのねらいは、

追体験・記憶の再獲得だと考えられる。ここで抑えておきたいのは、石田（2020）が、「『想

起の文化』の牽引者」と呼ぶメルケル首相の発言である213。繰り返しになるが、彼女は「イ

スラエル建国 60 周年」の記念式典で、「想起は繰り返し真価を発揮しなければなりません。

思想から言葉が生まれ、言葉から行動が生じなければなりません」と語り、持続可能な想

起の文化を若い世代と共に発展させていくことを誓った214。見方を変えると、彼女は、各

世代が記憶のバトンを受け継ぎ、多元的な想起を繰り返していくことによってのみ、「正常

化への願望」は叶うと考えていたのかもしれない。 

 以上を踏まえ、次節では「歴史家論争」を取り上げる。同論争は、ドイツの記憶政策の

主軸を為す「過去の克服」の理念が、当時の社会に必ずしも肯定的に受け入れられてはい

ない現実を白日の下にさらした。本考察により、ドイツ人の心情の巧みな利用を図った修

正主義者の思惑、及びハーバーマスが抗いの盾を向けた理由が明らかとなる。 

 

 

                                                        
210 リュールップ（2020）278 頁。 
211 石田勇治（2020）363 頁。 
212 同上、363 頁。 
213 同上、363 頁。 
214 同上、363 頁。 
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第 4 節「歴史家論争」 

さて、1986 年に始まった「歴史家論争」は、歴史認識の修正を図るドイツの知識人が、

「ホロコーストの記憶」の相対化を図る議論を仕掛けたことに端を発する。具体的には、

閉じ込められた歴史観の中でホロコーストという自国の国家犯罪を相対化させ、公共的記

憶として一般化させようとした修正主義者と、当事者という第 1 人称のパースペクティヴ

なしには、真の記憶継承は不可能だとするハーバーマスの間で展開された議論である215。 

同論争について、日本では、1995 年に『過ぎ去ろうとしない過去216』という翻訳書が出

版された。そこには、解釈と継承の在り方に争点を絞った 16 本の論文が所収されている。

本節では、同書を手がかりに、議論の流れを確認していく。 

 

4-1．修正 

1986 年 4 月 25 日、現代史家であり、コール首相の顧問も務めたミヒャエル・シュテュ

ルマーは、『フランクフルター・アルゲマイネ217』紙上で「歴史なき国における歴史」とい

う論文を発表した。そこで彼は、「歴史なき国において将来を獲ちえるのは、記憶を満たし、

概念を定め、そして過去を解釈する者」であると説き、ドイツ史が「憲法、価値志向、過

去と未来についてのイメージ、そうしたものをたえず消耗させてきた歴史」であることに

異を唱えた218。彼が言わんとしたのは、世代ごとに記憶を異にするドイツ人の意識を纏ま

りのあるものにするためにも、歴史を見直す時期が来ている、というものである。 

続く 1986 年 6 月 6 日、現代史家エルンスト・ノルテが同紙上で「過ぎ去ろうとしない過

去」という論文を発表した。そこで彼は、ナチズムの過去が「裁きの剣のように現代の頭

上に吊り下がっている」状況を批判し、「ドイツの過去を原則的にもはや他の国と異ならな

いものにしたいと思っているのは、果たして日常生活のなかの『実際のドイツ国民』の頑

迷さだけなのだろうか」という問いを立てた219。彼の論の特徴は、ホロコーストをロシア・

ベトナム・アフガニスタンといった非西欧地域の近現代史と相対化したうえで、「ガスの利

                                                        
215 中岡（1996, 238 頁）によると、ハーバーマスは、修正主義者に見られがちな「ある行

為を具体的文脈で判断すると称して、実際には、一定の伝統や慣習を無批判に前提す

る動き」を、「新保守主義」と総括している。 
216 ハーバーマス, J, ノルテ,E 他（1995） 
217 保守系の立場を取るドイツの全国紙（日刊）。 
218 ハーバーマス, J, ノルテ,E 他（1995）36-37 頁。 
219 同上、39-41 頁。 
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用」という技術的なプロセスを唯一の例外としながら、ユダヤ人絶滅政策を他の歴史的出

来事のコピーに見立てようとした点にある。 

さかのぼれば、ノルテは 1980 年 7 月 20 日付の同紙にも、「歴史伝説と修正主義のはざ

ま？」という論文を発表している。そこで彼は、第三帝国の活況が「徹頭徹尾否定的な活

況」であることに異を唱え、「第三帝国の歴史もまた、今日、終戦後三五年の時点で、修正

（Revision）を必要とするのではないか？」と問うていた220。彼によると、ここで言う「修

正」とは、第一は第三帝国の「脱孤立化」、第二は第三帝国の「脱道具化」、第三は第三帝

国の「脱特異化」を意味する。彼は、こうした見解を「歴史の伝説化でも修正主義でもな

いが、変化した歴史状況から出発した歴史の見直し」と位置付け、学問は「時代への束縛

から自らを解放」しようと努めるものでなければならないと主張した221。 

6 年後、ノルテの主張は、より苛烈化する。彼は、「迫害された人々とその子孫が永く特

別に取り扱われ、特権化されていること」に異を唱え、ユダヤ人問題の「最終解決」以外

の問題、すなわち安楽死、ロシアの戦時捕虜といった問題や現代社会の堕胎や民族殺戮と

絡ませながらの考察がなおざりにされているのは何故なのかと声高に叫ぶ222。そして、「ア

ウシュヴィッツは、そもそも、過ぎ去ろうとしない過去に起因していたのだろうか」とい

う問いに立ち返ろうとする223。 

たしかに、第三帝国を歴史の断絶ではなく連続性から捉えるという視点の転換は、一見

理にかなっているように思われる。しかし、独白的なアプローチによる相対化の試み、す

なわち知の装いを纏いながら歴史的事実を比較し、その成果に照らして加害者の記憶を別

の物語に綴り直そうとする試みを「見直し」と言ってよいのだろうか。また、「過ぎ去ろう

としない過去」を焦点化した研究が間違いだというならば、それとは見えぬかたちで、ド

イツ人の積年の不安を払拭しようという試みは間違いではないのだろうか。この問いに取

り組むために、以下ではハーバーマスの「抗い」を見ていくこととしたい。 

 

 

 

                                                        
220 同上、15 頁。 
221 同上、33 頁。 
222 同上、31-33 頁。 
223 同上、47 頁。 
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4-2．抗い 

1986 年 7 月 11 日、ハーバーマスは「ツァイト224」紙上に「一種の損害補償」という論

文を発表する。ハーバーマスは、まず、宗教に代わる共同体の統合の紐帯をアイデンティ

ティに求め、「専門的な歴史記述は、『意味の創造と脱神話化の間で綱渡り』をしている225」

とするシュテュルマーの論を取り上げる。ハーバーマスは、現代史家アンドレアス・ヒル

グルーバーの『ふたつの没落』から、この「綱渡り」の分析を試みる。端的に言うと、ヒ

ルグルーバーは、自らを当時のどの当事者と「同一化」させて歴史を描くのか、という問

題関心に焦点を当てていた。彼自身は、歴史家が「同一化」できるのは「ドイツ東部の民

衆のリアルな運命、そして東部方面のドイツ陸軍、ならびにバルト海域のドイツ海軍の絶

望的で多大な犠牲を伴った努力226」、という結論を答えに代えている。 

それに対し、ハーバーマスは次の問いを投げかける。「何ゆえに一九八六年の歴史家に、

四〇年の歳月を経た時点から振り返ることを試みさせないのか227。」彼によると、「現在か

ら過去を振り返るパースペクティヴには、直接その場、その時に居合わせた当事者たちの

選択的な認識を関係づけ、互いに比較考量し、あとから生まれた者の知識でもって補足す

ることができるという解釈学的な利点228」がある。したがって、ハーバーマスの批判は、

なぜヒルグルーバーが第 1 人称のパースペクティヴから生じる責任を引き受けることなく、

まるで当事者との距離などはじめから存在しないように見せかけるのか、彼の動機と意図

はどこにあるのかという点に向けられている。というのも、「同一化」の試みは、後から生

まれた者に「なぜ」という問いに踏み込むことをためらわせ、回顧に必要な年月を経て見

えてくるであろう真実をも覆い隠してしまうからである。 

 次に、ハーバーマスは、ノルテに対して次の批判を向ける。それは、なぜ、非西欧地域

の集団抹殺とホロコーストを相対化しなければならないのか。なぜ、第三帝国のユダヤ人

根絶を「ひとつの反作用ないしは歪んだコピーであって、初めて生じた事件ないしはオリ

ジナルではない229」と言わねばならないのか、というものである。ハーバーマスから見る

と、ノルテの試みは「近代への以降に伴う伝統的生活世界の解体という歴史的出来事を、

                                                        
224 リベラルな立場を取るドイツの全国紙（週刊）。 
225 ハーバーマス, J, ノルテ,E 他（1995）52 頁。 
226 同上、52 頁。 
227 同上、53 頁。 
228 同上、53 頁。 
229 同上、60 頁。 
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人間学的に根源的なものの領域に移し入れようとする230」修正主義的な方法論に過ぎない。

なぜなら、そこでは個々の質的差異が、敢えて考察の枠組みから外されているからである。 

 

4-3．抗いに対する反論 

それでは、ハーバーマスの抗いに、修正主義者たちはどう反論したのか。まず、ヒルグ

ルーバーは「研究には禁じられた問いはないはずである」と主張し、ハーバーマスの問題

提起は「学問上の大変なスキャンダル」だと批判した231。なぜなら、彼によれば「研究成

果の『修正』というのは、どのような学問においてもきわめて普通のこと」であり、「学問

の規範ですらあるはずのもの」だからである232。 

次に、ノルテは、「ナチスの過去を他のすべての過去と同じに、その複雑さにおいて認識

し、『客観性』を追求しようとする試みはすべて、『弁護論』だという刻印を押されてしま

う状況233」を疑問視する。さらには、「ドイツ連邦共和国の状況は過ぎ去ろうとしない過去

によって特徴づけられ」、「ナチスの過去は絶対的悪という否定的神話となり、重要な修正

が妨害され、結果として学問を無視するような状況234」にあると不快感を示す。そのうえ

で、知識人は「根源的な罪に目が届かない局地的思考」から離れる時期を迎えているので

はないかと問いかける235。 

ノルテらの発言は、後から生まれた者には新たな解釈を加える自由があるかのように見

せかけた独白である。当然、そうした試みは、歴史的事実から第一人称のパースペクテッ

ィヴによって有機的な意味を紡ぎ出すものではない。しかし、広範な世論の「沈黙の声」

を味方につけたという意味において、修正主義者の試みが十分過ぎる影響を与えたことも、

また事実である。そしてその余波が、後述の「ヴァルザー＝ブービス論争」に波及したと

言えるだろう。 

 

4-4．歴史認識をかたちづくるものとは 

ところで、そもそも歴史認識とはどのようにかたちづくられるのか。ハーバーマスは、

                                                        
230 同上、61 頁。 
231 同上、182-183 頁。 
232 同上、183 頁。 
233 同上、172 頁。 
234 同上、176 頁。 
235 同上、180-181 頁。 
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先の「一種の損害補償」において、歴史認識に関する 2 つの方向性を提示している。ひと

つは、「距離を置いて理解する作業は、反省的な想起の力を解放し、そのことによって、両

義的な意味を持つ伝統と自律的に関わる余地を拡大する、という前提から出発する」方向

性。そしてもうひとつは、「伝統的なアイデンティティーを国民の歴史を軸にして修復する

という目的に、修正主義的な歴史記述を奉仕させようとする」方向性である236。ハーバー

マスは、後者の支持者が、「任意に再構成された前史というサーチライトによって現在を照

らし出し、そこで選び出されたもののなかから特に都合のよい歴史像を選択することがで

きる」と考えるなら、それは解釈学的な洞察を誤解するものであると指摘する237。そして、

そのような過ちを修正できるのが、前者から導かれる「透明性を与えられた多元主義」で

あり、「アイデンティティーを形成する自らの伝統を、その両義性において明らかにする機

会を切り開くことである、としている238。なぜなら、そのような多元主義こそが、閉じた

歴史像でも、反省なく共有される伝統的なアイデンティティーでもない歴史意識をかたち

づくることを可能とするからである239。 

 

4-5．当時の知識人／世論の反応 

ところで、他の知識人／世論は、「歴史家論争」にどう応答したのだろうか。たとえば、

近代史家のエーバーハルト・イェッケルは、ノルテらは「人を惑わすゲーム」を仕掛けた

のだと主張する240。彼から見れば、ノルテらは、「問いかけていると見せかけて、もっぱら

当人はその言明を根拠づける作業をまぬがれ、説得の労をいくつかの留保つきの示唆にゆ

だねただけ241」に過ぎない。それゆえイェッケルは、「研究成果とともにその動機も検討さ

れている242」のが歴史家であるとし、修正主義者の真意に疑義を抱く。なぜなら、「一つの

国家がその責任ある指導者の権威をもって」、あるいは「可能なかぎりの国家の権力機構を

あげて実行に移された」のがホロコーストであるという客観的事実を踏まえると、他の集

                                                        
236 同上、65 頁。 
237 同上、66 頁。 
238 同上、67 頁。 
239 同上、67 頁。 
240 同上、106 頁。 
241 同上、106 頁。 
242 同上、108 頁。 
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団抹殺との「因果的関連」を見出すことなど、文字通り不可能となるからである243。 

また、近・現代史家のユルゲン・コッカは、歴史家は「つねに類似点と差異を問わねば

ならない比較という行為244」を支持しなければならないとしながらも、なぜノルテらが敢

えて非西欧地域の出来事との比較を試みるのかと疑義を抱く。なぜなら、「歴史的な議論の

根本的な態度決定においては、学問と道徳と政治がつねに結びついている245」からである。 

次に、世論の反応について見ていくと、たとえば、三島（1994）が 1993 年に行ったイン

タビューにおいて、『ツァイト』紙発行人であるマリオン・デーンホフは、ハーバーマスの

論文が多くの賛同を得たとしながらも、以下の言葉を残している246。 

 

（歴史家論争は）、典型的な知識人同士の論争として始まったにはちがいありません。

でもいったん始まってしまうと、教育程度のすべてのレベルにおいてこの論争が行わ

れたのです。社会の最も下の方では、何も考えずに、もう四〇年もたっているのに今

更なんだという議論もありました…。ノルテ教授はナチスの責任を相対化し、同時に

もう昔のことだからという論理をほのめかすことで、多くのレベルで受け入れられた

のです。 

 

このような背景から、三島（1995）はメディアに現れない水面下で修正主義者の議論が支

持された理由を次のように分析する。それは、たしかにハーバーマスらの方が、識者の支

持も多く、ゲームの技術にも長けていた。しかし、「国家を支える階層とそのご婦人方」に

受け入れられたのは、学問であることをどこかで放棄して、物語という複雑な規則のネク

サスを利用し、日常語に由来する教養言語の段階で議論しようとする修正主義者の意見で

あった、というものである247。別言すると、記憶のダイナミズムの内に自らを置く人々は、

それとは知らぬうちに、修正主義者の思惑に取り込まれていたのである。 

 

4-6．まとめ 

これまで論じてきたように、「歴史家論争」では、ホロコーストの記憶という「過ぎ去ろ
                                                        
243 同上、110 頁。 
244 同上、119 頁。 
245 同上、120 頁。 
246 三島憲一（1994）33 頁。（）内は筆者の補足。 
247 三島憲一（1995）249-250 頁。 
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うとしない過去」を公共的記憶の中心に据えるうえでの多声的な意見が交わされている。

考察を通して、独白的なアプローチによる記憶の相対化が、時として公共的なコミュニケ

ーションという視点に立つ対話的な語りかけをも凌ぐ影響力を持っていることが明らかに

なったと思われる248。 

論争の収束から約 1 年後、ベルリンの壁が崩壊した。再統一後のドイツにおいて、「他者

への不寛容さ」に端を発する東側と西側の不協和音や移民・難民への暴力／排斥行為が相

次いだことは記憶に新しい。数多の社会問題が顕在化するにつれ、客観的事実を恣意的に

縫い合わせた記憶では、東西の人々の心を結ぶことも、異文化の出自を持つ者や後から生

まれた者と有機的な関係を築くことも不可能であるという現実が鮮明になっていく。そし

てあらためて、ドイツの人々は、公共的記憶をかたちづくるうえで礎となるのは、「過ぎ去

ろうとしない過去」の内にある個別的／集合的な記憶との対話、すなわち第 1 人称のパー

スペクティヴで負の遺産を引き受けることにほかならないと気づいていくのである249。 

 以上を踏まえ、次に、「歴史家論争」とは別の性格を帯びた「ヴァルザー＝ブービス論

争」を取り上げる。同論争は、再統一後の疲弊が声高に叫ばれるようになった 90 年代後半

に始まった。この議論を再読することで、「警鐘碑論争」が苛烈化していた時期のドイツ社

会の歴史認識が確認できる。 

 

第 5 節「ヴァルザー＝ブービス論争」 

5-1．ヴァルザーの記念講演 

1998 年 10 月 11 日、作家マルティン・ヴァルザーは、ドイツ出版社協会平和賞の授与式

で、「ユダヤ人が犠牲者ではなかった場合、果たして勇敢に振る舞ったのか」という問題関

心を提起した250。さらに、記念講演においても、「繰り返し繰り返し放映される強制収容

所の悲惨な映像から、もう何十篇も目をそらした」、「自分を真剣に受け取られたいと思う

                                                        
248 なお、武井（2021, 142 頁）は、「歴史家論争」の功績を次のように語る。それは、「ナ

チズムの歴史に関し国民も巻き込んだ議論が行われたことで、ドイツ社会が悪質な歴

史の歪曲と、許容範囲にあるさまざまな歴史解釈とを、区別することができるように

なったことではないだろうか」、というものである。 
249 アスマン（2019, 204 頁）は、ヴァイツゼッカーの演説から「歴史家論争」までの流れ 

を受けて、「西ドイツでは文化と政治の領域で、枠組みをなす条件が、忘れることから

想起することに切り替えられた」のが 80 年代であったと分析している。 
250 遠山義孝（2007）159-160 頁。 
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人間で、アウシュヴィッツを否認する者は誰一人としていない」という心情を吐露した251。

そして、次のように言葉を継いだ。「しかしこの過去が、毎日メディアにおいて私の前に呈

示されると、私はなにかある物が心の中で、この我々の恥辱の常時公開に抵抗するのに気

づくのである252。」 

さらに、ヴァルザーは、アウシュヴィッツが「脅しの決まり文句」、「道徳棍棒」、「規定

義務演技」として道具化されていることにも言及、想起の形骸化が「アウシュヴィッツ」

の多義的概念を揺らがせていると警鐘を鳴らした253。決して穏やかではない表現が並ぶ中、

最も物議を醸したのは、次の発言である。「もしも人が、ドイツ人はいまや正常な国民であ

り、ふつうの社会を構成しているとでも言おうものなら、どんな疑いをかけられることだ

ろうか254。」この時、彼は、あらゆる世代の代弁者になろうとしていたのかもしれない。

しかし残念ながら、12 月 19 日に「ベルリンのユダヤ人墓地にある前ユダヤ人協議会議長

ハインツ・ガリンスキーの墓がネオナチによって爆破255」されたことにより、ヴァルザー

の「正常な国民」、「ふつうの社会」という発言は信ぴょう性を失うことになる。 

 

5-2．「ヴァルザー＝ブービス論争」の概略 

遠山（2007）によると、上記の記念講演を発端とする「ヴァルザー＝ブービス論争」は、

4 段階に分けられる。第一段階は、「ヴァルザーの演説の中のいくつかの言いまわしが、ナ

チスドイツのユダヤ人に対するホロコーストから目をそらさせる要請」であるというブー

ビスユダヤ人評議会議長（Ignatz Bubis）の批判である。これに対し、「もしもユダヤ人が

被害者でなかったとしたら」という仮定法で応戦したのはヴァルザーの弁護役ドーナニイ

であった256。 

第二段階は、11 月 9 日の「『帝国水晶の夜』追悼記念式典」におけるブービスの演説で

ある。彼は、ヘルツォーク大統領とシュレーダー首相の前で、「罪をとがめられたもの」と

いうヴァルザーの発言は、罪を能動的に捉えていないものだとに怒りをあらわにした257。 

                                                        
251 同上、161 頁。 
252 同上、161 頁。 
253 同上、162 頁。 
254 同上、162 頁。 
255 米沢薫（2009）125 頁。 
256 遠山義孝（2007）159-160 頁。 
257 同上、162-163 頁。 
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第三段階は、11 月 26 日にデュースブルク大学で行われたヴァルザーの演説である。彼

が核心としたのは、「ドイツのメディア社会をおおうイデオロギー的に硬化した意見制限、

つまり意見を自由に言えなくしてしまう雰囲気」であった。というのも、彼は「人々が過

去と訣別したいのではなく」、「過去の過度な叙述に終止符を打ちたい」のだということを

知り抜いていたからである258。 

第四段階は、12 月 12 日に FAZ 紙本社内で行われたヴァルザー・ブービス会談である。

ここでようやく、両者は対面に至った。ヴァルザーは、「アウシュヴィッツ論議に終止符を

打つなどとは一言も言っていない」とブービスの思い違いを指摘した。それに対するブー

ビスの反論は、ヴァルザーのような社会的影響力を持つ人物が、「自己の良心からの解放」

を呼びかけ、「過去の映像にはうんざり」だと言うならば、一般の人びとはその流れに抗う

ことなく従ってしまう、というものであった259。 

議論に終止符を打ったのは、「もしも、『我々は共通の記憶のために 1 本の道を見つけな

ければならない』という一文があなたの受賞演説のテクストに入っていたなら、事情はま

ったく違っていただろう」というブービスのひと言である260。むろん、この「1 本の道」

とは、同じ未来を見据えた想起への道であったと考えられる。とはいえ、「第二次大戦後、

指導的な立場のユダヤ人とドイツ人の間でホロコーストとそれに今日どのように対処する

かの方法をめぐって」、「オープンな直接対決がはじめて行われた」という意味において、

当時の社会に与えた影響は少なくなかったと言えるだろう261。 

 

5-3．ヴァルザーによる振り返り 

直接会談の数日後、ヴァルザーは『ニューズウィーク』誌（1998 年 12 月 21 日付）の取

材に応じた。自宅というくつろいだ空間であるからか、彼は演説が曲解されたことへの困

惑を率直に述べる。順に並べると、それは「私の発言が極右の言動と同一視されているこ

とに非常に驚いている」、「私が言いたかったのは、長年に亘り、ドイツの過去に関する言

及が儀式化しているという一点だ」、「ブービスは私の発言をスキャンダラスなものと見做

した。しかし、ドイツ系ユダヤ人の頂に立つ者であるなら、スキャンダラスという表現を

                                                        
258 同上、163-164 頁。 
259 同上、166 頁。 
260 同上、168 頁。 
261 同上、168 頁。 
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慎むべきである」というものである262。 

一方、インタビュアーAndrew Nagorski の「あなたの発言は、果てなきホロコースト論議

はもう十分ではないかということを言おうとしていると理解されている。いかがなものか」

という問いかけには、毅然と反論する。彼の憤りは、「歴史の中で、この章の完結はあり得

ない。それはあまりに愚かな考えだ。だからといって、メディアはドイツ人がどう国家の

恥辱と向き合うのかを規定することなどできない263」という発言からも見て取ることがで

きる。実際、ヴァルザーの危惧は、メディアが主体的想起の芽を摘むことにより、アウシ

ュヴィッツの道具化が自明化されてしまうことにあった。 

他方、彼は、後から生まれた者への配慮の必要性にも言及する。それは、「若者は、ほ 

とんど知らないことへの罪の意識を絶えず感じる必要などないのだ264」という「配慮」で

ある。おそらく、ヴァルザーは、後から生まれた者に必要なのは記憶の主体とコミュニケ

ーションを図る為の学習機会であり、そこで紡がれる主体的想起が記憶継承の道を拓くと

考えていたのではないか。だからこそ、当時、まさに建立可否が問われていた記念碑を「サ

ッカー場規模の悪夢265」と揶揄し、「来訪者は石碑の間を駆け抜ける必要などない」と断

じたのではないか。というのも、彼は、「もしも記念碑を建てるなら、それは来訪者に何か

を考えさせるものであるべきだ」という立場を取っていたからである266。 

 

5-4．「ヴァルザー＝ブービス論争」の余波 

なお、同論争の余波は大統領演説にも及んだ。ローマン・ヘルツォーク大統領は、アウ

シュヴィッツ記念日（1991 年 1 月 27 日）の冒頭演説で、「ヴァルザー＝ブービス論争」に

触れ、「多くの人々がさまざまに考えていることが言葉に表れないままで留まっているより

は、それぞれの立場が説明される方がはるかによい」と評した267。その際、「ホロコース

トは政治的妥当性（ポリティカル・コレクトネス）に任せてよいことではない」と述べた

のも、お仕着せの想起の限界を察知していたからだと推測される268。同時に、民族は「歴

史のよい部分や喜ばしい部分だけではなく、歴史全体の中で、また歴史全体と共に生きる

                                                        
262 Newsweek（1998） 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 米沢薫（2009）133 頁 
268 同上、133-134 頁。 
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べき」だとし、「私は、我々の歴史に向かい合おうとする時、それを恥辱においてではなく、

尊厳においてなそうとする」のだとも強調した269。加えて、大統領は、「自分たちの問い

かけの方法で年老いた世代の思考の類型や決まり文句を打ち破ってほしい」と新しい世代

に語りかけ、記念碑を「我々自身のために建てる」と明言した270。おそらく、彼は当事者

世代の最後の責務は、恒久的な「想起の場」を提供することにあり、客観的事実に動的・

可変的な記憶を結び付けることで、想起の多様性を喚起しようとしていたのである。 

 なお、ヴァルザーも、演説の内容が独特であり、かつ「ポリティカリー・コレクト」で

はなかったことを認めている271。遠山（2007）によると、ここで言う「ポリティカリー・

コレクト」とは、「差別に結びつけかねない言動を避ける」の意である272。しかし、彼の

迂遠的な表現が解釈の濃淡を許容したのであれば、噛み合わない議論そのものが、ドイツ

の記憶政策が過渡期を迎えようとしていたことの証であったのかもしれない。 

 

5-5．まとめ 

振り返ると、この論争は、歴史認識を争点とするという面では先の「歴史家論争」と重

なるが、ドイツ人とユダヤ人が直接意見を交わしたという面では趣を異にしている。実際、

「歴史家論争」が白黒のはっきりとした議論であったのに対し、「ヴァルザー＝ブービス論

争」は見方によって濃淡の調節を可能とする、つまり肯定的にも否定的にも解釈できると

いう二面性を持っていた。もちろん、警鐘碑の建立可否が問われていた時期にかような意

見が公に交わされたという事実は、後の政府の決断に少なからぬ影響を与えることになる。 

一連の考察から、80 年代を節目に意識のベクトルが真の犠牲者集団に向けられるように

なる一方、メディアが公とする政治的見解と市井の人びとの本心の間には、浅からぬ溝が

あったことも明らかとなったと思われる。 

 

第 6 節 第 3 章のまとめ 

本章では、行為者の意識変化を考察した。第一にダマシオ（2018）とジェインズ（2005）

から、意識と記憶の違いを整理した。考察から、意識は事物に対する客観的な眼差しや未

                                                        
269 同上、133 頁。 
270 同上、136 頁。 
271 Newsweek, December（1998）op. cit. 
272 遠山義孝（2007）169 頁。 
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来志向的なベクトルにより生成され、記憶は感覚や情動の紐付けにより形成されることが

確認できたと思われる。同時に、意味の生成という点において、意識化された記憶は、「機

能的記憶」に非常に近い性格を帯びていることも明らかとなった。 

第二に戦後のドイツの首相／大統領の記念演説の変遷を辿った。演説内容は、各時代の

歴史認識を映し出す鏡のようでもあった。繰り返しになるが、85 年のヴァイツゼッカー大

統領の演説以前／以後で、記念の在り方は大きく異なる。なぜなら、彼は、犠牲者の記憶

に寄り添うかたちで自己の関わり方を問うならば、時間的距離に反比例するかのように、

想起はリアリティを増していくと捉えていたからである。2008 年にメルケル首相がイスラ

エルの国会で行った決意表明も、両国の未来志向的な関係の基盤を築いたと言えるだろう。 

 第三に戦後のドイツ（人）の意識変化を確認した。市井の人びともまた、自らを行為者

の中の犠牲者と位置付ける時代が長かった。行為者の記憶を呼び覚ましたのは、テレビド

ラマ「ホロコースト」（1979 年）である。この時は、大衆メディアが歴史家を凌ぐ社会的

影響を与えたことへの批判も生まれている。1982 年以降は、政府が歴史政策の展開に本腰

を入れたことに伴い、記念行為も活発化した。再統一を経て、今日まで、記憶継承に関す

る取組みは、政府主導のトップダウン型、民間主導のボトムアップ型を軸に、非当事者世

代を主たる担い手としながら、様々な取組みが実践されている。 

第四に「歴史家論争」を通して、修正主義者の一見知の装いを纏ったホロコーストの相

対化は、負の過去との決別を願う少なからぬ人びとから一定の支持を得ていたことが明ら

かとなった。この時、抗いの盾を向けたのがハーバーマスである。彼は、非西欧地域の戦

争犯罪の中に、ユダヤ人絶滅政策との類似性を見出そうとする修正主義者たちの思惑に、

第 1 人称のパースペクティヴからの振り返りを由としない理由を問うていた。論争の勝者

は、ハーバーマスのようにも見えるが、学問から距離を置くことを由とする層は、修正主

義者の支持に回っていたことも抑えておきたい。 

 第五に「ヴァルザー＝ブービス論争」から、ドイツ人の疲弊を考察した。作家ヴァルザ

ーの発言の真意は、メディアが想起の在り様を主導していることに対する批判にあったと

考えられる。対して、ブービスユダヤ人評議会議長は、ヴァルザーがアウシュヴィッツを

「脅しの決まり文句」、「道徳棍棒」、「規定義務演技」という穏やかではない言葉で表現し

たことをスキャンダルと捉え、自らの発言の社会的影響力を斟酌するよう苦言を呈してい

る。この点につき、後日、ヴァルザーは、自らの発言が「独特」かつ「ポリティカリー・

コレクト」ではなかったことを認めている。しかし、これまでと異なる視点から、過去と
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の向き合い方に関する議論を可能としたという意味において、同論争の社会的影響は少な

くない。事実、1998 年に始まった同論争は、警鐘碑の建立可否が問われていた時期と重な

っており、後の政府の決断にも少なからぬ影響を与えたと推測される。 

 一連の考察から、格差の構造化の萌芽は、戦後比較的早い段階で芽生えていたと推測さ

れる。なぜなら、行為者の記憶は、ホロコーストという自国の犯罪と向き合う中で、ある

種の取捨選択を通して形成されてきたと考えられるからである。 

以上を踏まえ、次章では、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の間に「認識の落差」が生じた

背景を整理する。これは、「犠牲者間のヒエラルヒー」の形成過程の確認に向けた考察であ

る。 
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第 4 章 

犠牲者間に「認識の落差」が生じた背景 

 

本章の目的は、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の間に「認識の落差」が生じた背景を明ら

かにすることにある。ユダヤ人とロマの来し方に関する比較考察を通じて、格差の構造化

の主要因とでも言うべき、「犠牲者間のヒエラルヒー」が形成された軌跡が明らかとなる。 

 

第 1 節 ユダヤ人の記憶とユダヤ人に対する記憶 

1-1．問題の所在 

振り返ると、ユダヤ人は個ではなく、集団全体を単位に語られがちであった。そうした

状況に異を唱えたのが、カール・ヤスパース（1998）である。以下は、彼の見解を纏めた

ものである273。 

 

ヤスパースは、個々の人間を網羅する「類概念」と個々の人間が或る程度まで該当す

るに過ぎない「類型概念」を峻別し、「そもそもユダヤ人というものは／ドイツ人とい

うものは」といった「集団を単位とした物の考え方」に懐疑的な立場を取っていた。

この「類型概念」は、「憎悪の手段として過去幾世紀を通じて見られた考え方」と言え

るが、ここに「まるで人間というものはもはや存在せず、今はただこのような集団の

みが存在するといった感」を加味したのが後のナチス・ドイツである。 

 

歴史上、ヨーロッパ社会は、「他者性」という衣を纏うユダヤ人をスケープゴートとして利

用し続けた。そして、風刺画に描かれるユダヤ人もまた、常に強欲な表情を見せていた。

その憎しみを最大化させたのが、ナチス・ドイツの絶滅政策である。それでは、実際のと

ころ、ユダヤ人はどう定義されてきたのだろうか。そして、かれらの記憶／かれらに対す

る記憶は、どう形成されたのだろうか。以下、この問いに取り組んでいくこととしたい。 

 

1-2．ユダヤ人の定義 

まず、ユダヤ人の数的規模を確認する。Jewish Virtual Library によれば、2022 年現在、

                                                        
273 ヤスパース（1998）62-63 頁。  
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ユダヤ人の総人口は 15,253,500 人、そのうち 95 パーセントがイスラエルと米国に居住す

る274。箱崎（1972）が、「新しい皮袋に古いワインをつめた国275」に例えるイスラエルは、

1948 年 5 月に建国された。初代首相ダビッド・ベングリオンは、同国を「いかなる人間で

あれすべてのユダヤ人のための国家であり、それに属したいと望むあらゆるユダヤ人のた

めの国276」と評している。 

それでは、ユダヤ人はどう定義できるのか。たとえば、サンド（2010）は、ユダヤ人と

は「居住地域とのあいだにいかなる絆ももたない、さまよえる民族である」と言う277。そ

のうえで、「ラビたちの口伝律法の重視」・「追放と贖罪の概念」・「エルサレムとの深い宗教

的なつながり」を核とするユダヤ教を紐帯と位置付ける278。 

対照的に、「ユダヤ人とは何ではないのか」という逆の視点からユダヤ人の定義を試み

たのは、内田（2006）である。彼の指摘は、「ユダヤ人は『ユダヤ人を否定しようとするも

の』に媒介されて存在し続けてきた279」、というものである。そのうえで、「ユダヤ人とは、

国民国家の構成員ではなく、国籍・ライフスタイル・言語の異なる人々を指す」、「ユダヤ

人という人種は存在しない。ゆえに、鉤鼻・浅黒い肌・巻き髪といった揶揄的描写にも生

物学的根拠はない」、「ユダヤ人とユダヤ教徒が同義語であったのは、近代以前までのこと

である」、と言葉を継ぐ280。 

 2 人の意見を整理すると、かつて、ユダヤ人は出自や信仰の有無を基準に定義されてお

り、外見的特徴は後付けに過ぎなかった。しかし、近代以降の世俗化により、ユダヤ人と

宗教の表裏一体性は、徐々に失われていくことになる。 

 

1-3．ユダヤ人のコミュニケーションを妨げてきたものとは 

そもそも、記憶には内的コミュニケーションと、外的コミュニケーションに向かう 2 つ

のベクトルがある。これをユダヤ人の記憶に当てはめると、前者はユダヤ人の受難の歴史

とユダヤ教を一体化させるという紐帯的役割を担っている。一方、後者は内側のコミュニ

                                                        
274 Jewish Virtual Library（2023） 
275 箱崎総一（1972）24 頁。 
276 サンド（2010）426 頁。 
277 同上、384 頁。 
278 同上、366 頁。 
279 内田樹（2006）36 頁。 
280 同上、23-28 頁。 
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ケーションにより醸成されたアイデンティティを軸に、宗教的な価値観の連鎖を可視的な

ものとしながら、他の社会との関係をどう築くのかということに重きを置いている。 

繰り返しになるが、ユダヤ人の／に対するコミュニケーションを妨げてきたのは、主流

社会の反ユダヤ的感情である。ラブキン（2010）は、連綿と続いてきた反ユダヤ的感情を

次のように説明する。すなわち、「数世紀来、ユダヤ人が周囲から差し向けられてきた敵意

は尋常の域をはるかに超えるものであった。それは他所に決して例を見ない、唯一無二の

敵意であった281」としている。それでは、ユダヤ人はこの敵意をどう受け止めたのか。ラ

ブキンは、ユダヤ人をシオニストとユダヤ教徒に大別したうえで、前者は、敵意の根源を

ユダヤ人の「政治的かつ軍事的無力さ」に、後者は「自身が犯した罪の重さ」に見ていた

と答えている282。 

とはいえ、ユダヤ人は、数世紀をかけてヨーロッパの社会制度に入り込み、近代以降は、

市場経済の安定に向けて活動の裾野を広げていった。主流社会は、その恩恵を与りながら

も、われわれと他者を分かつ境界線の向こう側に、ユダヤ人（像）を対置させることで、

一定の距離を取っていた。内田（2006）は、ラカンを引きながら、この不可視的な「境界」

の存在理由を次のように説明する。すなわち、「ユダヤ人と非ユダヤ人」という対立概念が、

現実世界に「骨組みと軸と構造」を与え、ユダヤ人という「シニフィアン（意味するもの）」

が、ヨーロッパ社会を今日のような世界にした、としている283。そうであるなら、ユダヤ

人の公共的なコミュニケーションを妨げてきたのは、双方の思惑、すなわち、ユダヤ人と

いうベンチマークを必要とした主流社会と、境界の向こう側に立つリスクを知り抜きなが

ら、面従腹背で渡り合おうとしたユダヤ人の思惑であったのかもしれない。 

 

1‐4．ヨーロッパ社会とユダヤ人の関係 

それでは、資本主義が確立した 20 世紀において、ヨーロッパ社会とユダヤ人の関係は

どう変容したのか。以下、サンド（2010）と内田（2006）を手がかりにその軌跡を辿る。 

サンド（2010）によると、第一次世界大戦（1914-18）までのユダヤ人は都市部に集中し、

ネイション言語やネイション文化の先駆的な担い手になっていた。ただし、それは、ドイ

                                                        
281 ラブキン（2010）270 頁。 
282 同上、270 頁。 
283 内田樹（2006）54‐55 頁。 
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ツ人／フランス人として、つまり国民としての担い手であることを意味していた284。 

次に、第二次世界大戦（1939-1945）までを見ていくと、サンド（2010）は、絶滅政策が

次のことを明らかにしたと言う。すなわち、「技術の進歩と文化的洗練と道徳的美質のあい

だにいかなる直接的な関係も存在しないことが、白日のもとにさらされた285」、としてい

る。実際、過去に類を見ない絶滅政策は、同化を通じたネイションとの一体化という、ユ

ダヤ人の幻想を打ち砕いた。結果、ユダヤ人の間では、苦しみの共有の為に、敢えて神は

自分たちを選び出したという「選民意識」が高まり、「唯一性の概念」を盾に、他の犠牲者

との溝が深まることになる。 

 最後に、戦後社会を見ていくと、サンド（2010）は、1950 年代のイスラエルに視点を移

す。同国の世俗文化が「驚くほどのテンポで発展しはじめたこと」に一定の評価を与える

一方、「祭りや象徴といった新しい文化の源泉の一部はユダヤの伝承に深く根ざしていた」

としながらも、「この文化には、『世界中のユダヤ人』の共通基盤となるに足るほどの堅固

さはなかった」と分析する。ゆえに、彼は「世界中のユダヤ人を統合する主な社会基盤は、

ホロコーストの苦い記憶を別にすれば（…中略…）衰えきった古い宗教文化（…中略…）

しか残っていない」と結論したのである286。 

内田（2006）も、ホロコーストが、ユダヤ人に「忘れかけていた聖史的召命を思い出さ

せた」としており、その理由として、「ユダヤ人の受難を偶発的な災禍とは考えない。それ

はユダヤ人がこの世界で果たすべき民族的な責務ゆえの必然なのである」というフランス

の哲学者エマニュエル・レヴィナスの言葉を引く287。というのも、ユダヤ人は「非ユダヤ

人よりも世界の不幸について多くの責任を引き受けなければならない」し、「神はそのため

にユダヤ人を選ばれた」からである288。彼の結論は、「ユダヤ人はいかなる宗教を信じて

いようと、あるいは信じていまいと、ユダヤ人であることを止めることができないという

ことをニュルンベルク法と『ホロコースト」は教えた289」という一文に集約されている。 

結果、80 年代後半に、ロマが同じ「人種的理由」による犠牲者として名乗りを上げた時、

ユダヤ人は上記の「唯一性」を盾に、かれらの主張を一蹴しようとした。 

                                                        
284 サンド（2010）378 頁。 
285 同上、379 頁。 
286 同上、423 頁。 
287 内田樹（2006）186 頁。 
288 同上、187 頁。 
289 同上、28 頁。 
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以上を踏まえ、次に、公共的な記憶の中のユダヤ人（像）を確認する。これにより、ユ

ダヤ人の来し方が、犠牲者の位置付けに与えた影響の確認が可能となる。 

 

第 2 節 公共的な記憶の中のユダヤ人（像） 

2‐1. ユダヤ人の記憶と公共的なコミュニケーション 

これまでユダヤ人は、ドイツ（人）が行為者の記憶と向き合う状況を作らなければ、犠

牲者の記憶が後景化してしまうという危機感の下、多様なコミュニケーションを紡ぎ出し

てきた。結果、メディアの積極的な関与の下、ユダヤ人への段階的な権利剥奪、あるいは

強制収容所への収容から解放までのプロセスは、公共的なコミュニケーションを媒介に繰

り返し想起されている。特に、後述の「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」

の建立を巡る議論に費やした 17 年間は、あらゆる記憶に敬意を払いながらの想起の継続が

責務であることをドイツ（人）に再認識させた。しかし時として、行為者と犠牲者の解釈

には、微妙なずれのある場合が少なくない。したがって、公共的なコミュニケーションに

は、行為者と特定の犠牲者の間の解釈のずれを修正したうえで外に開いていくという形態

もあれば、はじめから誰に対しても開放性を担保した形態もあることが望まれる。 

 

2‐2. ドイツ人のユダヤ人に対する記憶 

ユダヤ人の記憶に対するドイツ人の反応は、世代により温度差がある。Schuman（1998）

らが 1991 年に実施した調査によると、ドイツ人回答者 728 名の内、32.1％が 20 世紀で最

も印象に残った出来事として「第二次世界大戦」を挙げ、26.6％の「再統一」を凌いでい

る。しかし、2 番目に印象的な出来事として「第二次世界大戦」を挙げたのは 5.6％、「再

統一」が 24%であった。つまり、約半数のドイツ人が「再統一」を「第二次世界大戦」よ

り心に残るものと捉えていたのである290。しかも、ユダヤ人殺害を挙げたのは僅か 7 名で

あり、回答者全員がナチス政権時代に生まれていない、あるいは 10 歳未満であった。対照

的に、当事者世代は爆撃への恐怖心、食糧難、敵国による占領、敗戦に対する罪の意識に

苛まれていたことを挙げている。こうした世代間の温度差は、内側にいたからこそ背を向

けるもの、外側にいるからこそ語り得るものを端的に示している。 

表 2 は、Eric＆Karl（2006）が 4 都市で実施した調査である。 

                                                        
290 Schuman, Howard, Akiyama, Hiroko and Knäuper, Bärbel（1998） 
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（表 2）どの程度ユダヤ人の大量殺戮を知っていたか291 

　単位：％
主な回答 Köln Krefeld Dresden Berlin
疑義を抱いていた 11 10 13
聞き知っていた 27 27 29 28
何も知らなかった 62 63 58 72
回答者数 802 362 602 923  

 

上記の結果を見る限り、ナチス支配下のドイツにおいて、ユダヤ人の大量殺戮を「聞き知

っていた」とする回答は 3 割に満たない。対照的に、「何も知らなかった」とする回答は、

全 4 都市が過半数を超えている。とはいえ、各都市の 3 割以上の回答者は、「何かが起きて

いる」と感じていたようである。次に、表 3 を見ていくと、回答者は、ユダヤ人の大量殺

戮に関する情報を近しい人間や外国のラジオ放送から得ていたようである292。 

 

（表 3）ユダヤ人の大量殺戮を聞き知った経緯293 

　単位：人
Köln Krefeld Dresden Berlin

4 5 6 3
20 20 20 26
24 23 23 19
19 24 15 17
26 29 14 15
5 9 10 8

296 127 197 161
（複数回答あり）

連合国のビラ・その他
回答者数

自分の目で見て
家族
友人・同僚・近所の人
仲間の兵士・上官
外国のラジオ放送

 

 

 それでは、外国のラジオ放送はどのようにユダヤ人問題を報じていたのだろうか。たと

                                                        
291 Eric＆Karl （2006） p.369.  
292 貴志・川嶋・孫（2015, iv）は、「いままで自分たちとはまったく縁のない世界のことに

ついても、人々はあたかも自分自身が直接関与しているような、あるいは利害がかか

わっているかのような錯覚を与え」、「コミュニティや国家、そして民族を覚醒させる

作用をもはたした」のがラジオ放送であったと分析している。そのうえで、アドルフ・

ヒットラーにより、「ラジオが政治や軍事にも効果的な装置であることが証明されたこ

とで、世界各国は競って国策のプロパガンダにラジオを利用し始めた」と結論する。

裏を返せば、活字に次ぐ超地域的な情報戦はラジオにより仕掛けられ、聴き手は、そ

の一言一句に信を置きながら、戦況把握に努めていたのかもしれない。 
293 Eric＆Karl （2006）op. cit., p.383. 
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えば、イギリスの BBC は少なくとも 1941 年のドイツ軍によるソ連侵攻と同時期に、ユダ

ヤ人の大量銃殺を報じていた。さらに 1942 年の終わりには、ユダヤ人の強制移送に関する

報道も加わった。どちらもドイツ語であった294。にもかかわらず、なぜ、「何も知らなか

った」とする回答が多勢を占めたのか。Eric＆Karl は 2 つの理由を挙げる。ひとつは、ド

イツ人は国防軍の動向に関心を向けていたこと、もうひとつは、内容の信憑性に疑義を抱

いていた、ということである。というのも、回答者は、「われわれは、BBC によってのみ

ユダヤ人問題を知り得た。反面、プロパガンダの威力を知り抜いてもいた。だからこそ、

報道は BBC の術策ではないか、あるいは（事実の）誇張ではないかと疑義を抱いていた295」

と証言しているからである。つまるところ、情報に飢えていたドイツ人には、敵国が隠れ

蓑として、ユダヤ人問題を扱っているように見えていたのかもしれない。 

 

2‐3. ユダヤ人の記憶 

こうしたドイツ人の「無関心の罪」に対し、ユダヤ人は地域と個人というミクロレベル、

そして国家と集団いうマクロレベルで記憶の風化に抗い続けてきた。その目的は、記憶の

泉を枯渇させないことにあったと言える。しかしながら、戦後初期にあっては、イスラエ

ルにおいても、記憶を語る障壁は高かったようである。猪狩（2020）は、当時の状況を次

のように語る。それは、「一九五〇年代にはホロコーストの生存者の存在が公に語られるこ

とはほとんどなかった」、「虐殺されたユダヤ人は、『屠殺場に向かう羊』という表現によっ

て従順な愚か者というイメージを着せられ、疎まれた」、「建国間もない国家のアイデンテ

ィティの拠り所としては、むしろナチに対して抵抗した英雄的なユダヤ人の姿が好んで取

り上げられた」、というものである296。一方、生存者の中には、「圧倒的な出来事を語るた

めの言葉を持ち合わせていない」者や、「語りたいという切迫感と語ることができないとい

                                                        
294 当時、ドイツ国民のメディアへのアクセスはナチスのコントロールの及ぶ範囲に限定 

されており、外国のラジオ放送の受信も固く禁じられていた。しかし、Eric＆Karl（2006, 

pp.357-359 ）が行った別の調査によると、回答者の約 4 割が当時の不法行為への関与と

して「外国のラジオ放送の受信」を挙げている。なぜなら、家庭という私的空間で行え

る情報収集だったからである。あるベルリンの回答者は、当時を次のように振り返る。

すなわち「生活のすべてがナチスの支配下にあった。にもかかわらず、ナチスというも

のが何かわからずにいた。だからこそ、われわれは外国のラジオ放送に熱心に耳を傾け

なければならなかったし、こうしたことは早く終わってほしいといつも願っていた。」 
295 Eric＆Karl（2006, pp.382‐383）によると、BBC は、ドイツ人の沈黙を「ラジオを聴く習

慣がないのではないか」とまで憶測していたようである。 
296 猪狩弘美（2020）303 頁。 
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うジレンマの間で苦しむことになった」者も少なくなかったようである297。そのようなな

か、プリーモ・レーヴィ（Primo Levi）とヴィクトール・E・フランクル（Viktor Emil Frankl）

の作品は、当事者の記憶が想起の多様性を導き得ることを明らかとし、今日まで広く読み

継がれている。以下、その概略を示す。 

 

（1）プリーモ・レーヴィ 

化学者かつイタリアの代表的作家であるレーヴィ（1976）は、1947 年に『アウシュヴィ

ッツは終わらない－あるイタリア人生存者の考察』を出版した298。彼は、当初、同書が全

く受け入れられなかった理由を次のように説明する。それは、「あの戦後のつらい時期には、

過ぎ去ったばかりの苦しい年月の記憶をよみがえらせようと望む人々はいなかった299」、と

いうものである。 

レーヴィは、自ら生涯を閉じる 87 年までに複数の自伝的作品を残している。「真の証人

とは私たち生き残りではない」と主張する彼は、強制収容所の「日常」を次のように語る300。

それは、「私たち全員は（工場／台所等から）盗みをした」、「あるものは（少数ではあった

が）自分の仲間のパンを盗むまでに身を落とした」、「（過去、未来、家族を忘れ）、動物と

同様に現在だけに押し込められていた」というものである301。それゆえ、彼は、悪人と善

人のあいだの「灰色の領域」にいた人間が生き残りであったと結論する302。なぜなら、彼

は、生還を偶然や幸運の帰結と見ており、必ずしも周囲より秀でた者が生き延びたとは考

えていなかったからである。 

これは、ユダヤ人犠牲者が殉教者であるならば、生還者もまた神の恩寵を受けた選ばれ

し者だとするユダヤ的思想とは、明らかに一線を画す。なぜなら、竹山（2011）によると、

レーヴィは、敢えて「宗教にすがらないことで」、「アウシュヴィッツとは何か、なぜそれ

が生まれてしまったのかという疑問への答え」を見出そうとしていたからである303。 

                                                        
297 同上、305 頁。 
298 レーヴィについては、ラカー（2003, p.xix）も、「最初の本はイタリアのほとんどの出

版社に拒否された。（…中略…）。印刷された二〇〇〇部のうち、半数は一〇年たって

も売れなかった」と回顧している。 
299 レーヴィ（1976）219 頁。 
300 レーヴィ（1986）93 頁。 
301 同上、82 頁。 
302 同上、42 頁。 
303 竹山博英（2011）200 頁。 
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付言すると、猪狩（2020）は、晩年、彼が自ら命を絶った背景には、「自分の体験が生か

されていない304」という苦悩があったとしている。そのようななか、「現在ではレーヴィは

鬱病のために自殺したという説が大勢を占めている」、「ただその鬱病に、アウシュヴィッ

ツ体験がどれだけ作用したかについては、今でも議論がなされている」と語るのは、竹山

（2011）である305。たしかに、80 年代は「歴史家論争」を通して行為者の疲弊が公に語ら

れるようになる等、レーヴィのような生還者が絶望に陥る要素が少なくなかった。この点

につき、竹山（2011）は、レーヴィの幼なじみであるビアンカ・グイデッティ・セッラの

「生きていく困難さを埋め合わせる方法が見つからなかったのではないか」という言葉を

引いている306。こうしたレーヴィの語りが、「灰色の領域」に立つ人間の苦悩を伝えるもの

であったとするなら、その苦悩に意味を与え、記憶をより普遍的なものへと高めたのが、

以下のフランクルである。 

 

（2）ヴィクトール・E・フランクル 

ウィーン出身の精神医学者、ヴィクトール・E・フランクル（1947）は、テュルクハイ

ム強制収容所からの解放直後から、「罪を問うのはその人に責任がある場合だけ」であると

し、晩年までドイツ人の集団的罪を否定した307。その基底にあったのは、「まともな人間と

まともでない人間」が混在する社会には、どちらかの性質だけを持つ集団など存在しない、

という信念である308。「境界線は集団を越えて引かれる」という彼の主張は、幾度となく、

強制収容所で「善と悪をわかつ亀裂」を目の当たりにした経験から生まれている309。 

レーヴィが、「灰色の領域」に立っていた人間の葛藤を描いたのとは対照的に、フランク

ルは、どれほど抗し難い状況にあろうとも、「あたえられた環境でいかにふるまうかという、

人間としての最後の自由だけは奪えない」ことを伝えようとした310。その背景には、彼が

知に寄せていた信頼、すなわち、知を心の鎧とすれば、面前の理不尽に惑わされることの

ない精神力が培われる、という信頼があったと思われる。同時に彼は、レーヴィ的な「灰

                                                        
304 猪狩弘美（2020）308 頁。 
305 竹山博英（2011）193 頁。 
306 同上、228 頁。 
307 フランクル（1947）144 頁。 
308 フランクル（1977）144-145 頁。 
309 同上、144-145 頁。 
310 同上、110 頁。 



７０ 

 

色の世界」に射した光をも見落としてはいなかった。なぜなら、彼は、「極限の生存状況の

中でいかに自分の精神を高めるのかに主眼を置いて」いたからである311。 

だからこそ、フランクルは、「（美しい夕日を見せようと）、疲れていようが寒かろうが、

とにかく点呼場に出てこい、と急きたてた」仲間もいれば、「通りすがりに思いやりのある

言葉をかけ、なけなしのパンを譲っていた人びとがいた」、「（規則を破って）ポケット･マ

ネーで被収容者のために薬を購入していた親衛隊員がいた」例を引きながら、強制収容所

という「灰色の世界」にあっても、人間的なコミュニケーションが完全に失われていたわ

けではないと結論したのである312。 

さらに、フランクルは、「コペルニクス的転回」という言葉を用いて、生きる意味を問う

のではなく、われわれが「問いの前に立っている」ことに気づくべきだと主張する313。と

いうのも、生きるとは「生きることの問いに正しく答える義務、生きることが各人に課す

課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない」と言

えるからである314。彼による視点の転換を通じて、ホロコーストの記憶はユダヤ的なもの

から普遍的なものに変容した。記憶を引き受ける責任と、行動を起こす責任を両極に置く

彼の論は、本論の趣旨ともまさに一致する。 

 

2-4．ユダヤ人の記憶の大衆化 

一方、ユダヤ人の記憶の大衆化に一石を投じたのは映像メディアである。特に、映画「シ

ョアー」（1985）は、社会的影響を与えた作品として知られている315。フランス系ユダヤ人

クロード・ランズマンが、約 11 年の歳月をかけて製作した同作品は、登場人物をすべて当

事者で構成している。そして、話者の表情と証言の内容のずれが、リアリティを増幅させ

ている316。たとえば、ドイツ国鉄の第三三課課長を務めた元ナチ党員のヴァルター・シュ

                                                        
311 竹山博英（2011）198 頁。 
312 フランクル（1977）66 頁､110 頁、143 頁。（）内は筆者。 
313 同上、129‐130 頁。 
314 同上、130 頁。 
315 林（2022, 6 頁）は、「まだ冷戦が終わっていない時期に、米国・フランス・チェコソロ

バキア・ソ連の権力者と知識人がイデオロギーの壁を越え、同じ映画に好意的反応を

見せたのは異例だった」と評している。同時に、ポーランドの公式メディアが「まる

でポーランド人がホロコーストの共犯であるかのような誤ったイメージを伝えている

と」同作品を非難し、国内での上映を禁じたことにも触れている。 
316 なお、リクール（2004, 250 頁）は、証言には、「説明や表象に抵抗するだけでなく、記

録文書として保存することにも抵抗し、ついには故意に歴史叙述の枠外に位置して、
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ティールは、「『特別列車』のダイヤを編成していたのは事実だが、列車を見たこともなけ

れば、アウシュヴィッツの噂も最終解決についても何ひとつ知らなかった」と証言する。

にもかかわらず、スクリーンが映し出す彼の表情は、苦渋に満ちている317。 

一方、ヘウムノからの生還者シモン・スレブニクは、原風景の中で、「あれ、あれはね、

言葉にするわけにはいきませんよ」と言語化の不可能性を語る318。アウシュヴィッツから

の生還者フィリップ・ミュラーも、ガス室に向かうと知らずにいる人びとに「それをどう

話したらよいのか」という葛藤があったと告白する319。終始、かれらは、「あれ」／「それ」

という指示代名詞で説明を試みている320。誤解を恐れずに言うならば、犠牲者が最も伝え

たい想いは、こうした語り得ぬ記憶に織り込まれており、理解の深化を促すのは、察する

という聴く側の意識であると思われる。 

 他方、「シンドラーのリスト」（1993）や「ライフ・イズ・ビューティフル」（1997）とい

った映画は、個人のライフストーリーから捉えた全体史を大衆化させている321。前者には、

机上の犯罪者やアウシュヴィッツに向かう移送列車に向けて、首をかき切るしぐさを見せ

るポーランドの農民も登場する。対して、教育的要素の強い後者は、父子の愛情という視

点から収容所生活の内側を描いている。様々な演出を施した両作品をハリウッド的と揶揄

する向きもあるが、公共的なコミュニケーションという本来の目的を見失っていなければ、

かような形態で記憶を大衆化させる意義は少なくない322。なぜなら、メディアが記憶の個

別性を担保とするコミュニケーションの場となるならば、他者の中に自己を置きながらの

主体的想起が可能となるからである323。 

しかし、ユダヤ人の記憶とは対照的に、ロマの記憶は不可視的なままであった。ロマは、

メディアを味方につけることが不得手であり、情報発信の力も欠いていた。そしてそれは、

                                                                                                                                                                   

その真実追求の意図に疑問を投げかけるにいたる」という特徴がある、としている。  
317 ランズマン（1985）296‐305 頁。 
318 同上、34‐36 頁。 
319 同上、275‐289 頁。 
320 同上、275‐289 頁。 
321 スズキ（2014, 39 頁）は、大衆メディアの影響力を、「ほかの人の立場からものを見る

こと、同じ出来事を異なる角度から見ることを可能にしてくれる」ものだと評する。 
322 この点につき、アスマン（2011, 253 頁）も、「歴史映画はたんに過ぎ去ったものを再構

成するのではなく、人々の心をひく物語や現在の時局にかなった歴史像というものを

提供する」と説いている。 
323 しかしこの場合、アスマン（2011, 252 頁）の指摘のように、「観客でしかないはずの公

衆が、自分は証人であるという錯覚を生む」という危険性と背中合わせであることに

注意を払う必要がある。 
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格差克服の障壁となった。そこで次節では、ロマの歴史を概観したうえで、ロマの記憶と

ロマに対する記憶に「ずれ」が生じた背景を探ってみたい。本考察により、暗黙裡の同意

の下、「認識の落差」が固定化した理由が明らかとなる。 

 

第 3 節 ロマ問題とロマの／に対する記憶 

3‐1．ロマという集団 

そもそも、ロマという集団を、一意的に語ることはできない。というのも、ロマという

集団は居住地により呼称が異なり、文化や慣習にも違いが見られるからである。ペーター・

ヴェルメールシュ（2006）によると、「国境を越える集団（cross-border nation）」とも呼ば

れるロマ問題への取組みが、ヨーロッパ統一の行方を予示すると言われてきた324。 

ユダヤ人とは対照的に、小集団内の閉じたコミュニケーションを常としていたロマには、

被迫害者の記憶を紐帯とする超地域的なアイデンティの醸成が難しかった。そのうえ、ロ

マのルーツについても、未だ推測の域を出ていない。そのようななか、11 世紀のインド史

にロマのルーツを見たのは、ハンコック（2002a）である。以下のように、彼は、イスラム

勢力と戦うインド軍の従者がロマであったという仮説を立てている325。 

 

当時のインドの民兵は、主に「王の息子」を意味するラージプートという種族で構成

されていた。（…中略…）。インド軍は、数多の従者を引き連れていた。従者は、①野

営地を整える、②テントを張る、③食事を作る、④兵士を楽しませる、⑤武器の修理・

けがの手当てといった非戦闘的な仕事に就いていた。（…中略…）。かれらは、ラージ

プートと行動を共にしながら、ヒンドゥー山脈を越えていった。 

 

ここからは、ロマが従者として故郷を離れ、ヒンドゥー山脈を越えたことが見えてくる。

そして、この仮説は、ロマが労働忌避者であるという言説をも覆す。というのも、戦から

戻った兵士が心身を休め、英気を養ううえで、かれらの労働力は重宝されたと考えられる

からである。同時に、ロマが金属加工や楽師を生業としてきたことや、従者の仕事との共

通点も、彼らのルーツをインドに求める重要な手がかりとなる。しかし、筆者の知る限り、

                                                        
324 Vermeersch（2006）pp.191‐192. 
325 Hancock（2002a）pp.10‐13. 
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この仮説を裏付ける研究は緒に就いたばかりであり、その深化が望まれている。 

 

3-2．ロマのメンタリティ 

それでは、ロマはどのようなメンタリティを培ってきたのだろうか。引き続きハンコッ

ク（2002a）に基づき、ルーマニアのロマ奴隷を事例に、この問題を考えてみたい。 

彼によれば、中世から近代初期にかけて、ルーマニアはロマを「奴隷」として扱ってい

た。ロマの仕事は、「料理」・「洗濯」・「雑役」といった家事的なもの、「花売り」・「占い」・

「バイオリンの演奏」といった伝統的職業、「金細工製作」・「籠編み」・「大釜作り」といっ

た手工業、「金の選鉱」・「漁夫」・「炭焼き」といった肉体労働に分けられる326。なお、「ロ

マ奴隷が完全に自由となったのは 1864 年であり、約 60 万人が解放された327。」とされて

いる。ここで抑えておきたいのは、彼の引く、「ロマ奴隷が解放に狂喜乱舞したのは、つか

の間であり、数時間後にはロマの住居に重苦しい空気が立ち込めた」とするブッカー

（Washington Booker）の言葉である。ブッカーの主張は、ロマ奴隷が、「自由になるという

のは、住居・生活・子どもの養育・市民権・教会からの支援といった問題すべてに自ら責

任を負うことであると気づいたために、解放は束の間の喜びをもたらしたに過ぎなかった」、

というものであった328。これは、ブルデュー（1989）の主張する、「性向」と「ハビトゥ

ス」の概念にも通底する。ブルデューによると、「性向」とは、「各行為者の行動や知覚を

規定する潜在的方向づけ」であり、それは「個人の生得的資質に帰せられるものではなく、

多くの場合むしろ社会的につちかわれ獲得された傾向」である。そして、「ハビトゥス」と

は、「もろもろの性向の体系として、ある階級・集団に特有の行動・知覚様式を生産するシ

ステム」だとしている329。この概念をロマ奴隷に当てはめると、依存的なメンタリティが

解放を不安と捉えたことに矛盾はない。なぜなら、従属的な環境が、自己責任に恐怖心を

も抱かせるメンタリティを形成したと考えられるからである。別言すると、居住地域で多

数派集団と肩を並べる機会に恵まれずにきたロマには、責任を対価に自由を勝ち取るとい

う考え方の受容そのものが、想像以上に困難であったのかもしれない。 

 

                                                        
326 Ibid., p.19. 
327 Ibid., p.25. 
328 Ibid., p.17. 
329 ブルデュー（1989）pp.vi-vii.  
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3-3．ロマに対するカトリック教会の対応 

ロマに対しては、ナチス・ドイツの時代の教会も冷淡な態度を取っていた。Gilsenbach

（1998）によると、教会は、実務面でナチス・ドイツと共犯関係にあり、「ベルリンだけで

も 150 人の司祭と伝教士が、200 万人以上もの登録のある受洗者名簿を整理したり、索引

カードを作成したりしていた330」ようである。さらに詳しい分析は、Brieskorn（1998）に

ある。彼は、ロマ絶滅政策に対する教会の「沈黙」を批判、「影響力を行使しなかった理由」

と「当時の聖職者が果たし得た可能性」を問うている331。なぜなら、このテーマは、「神

学と歴史学のどちらにおいても論じ尽くされてはいない332」と言えるからである。 

そもそも、聖職者は、ロマの運命をどの程度知り得たのか333。この問いに対し、彼は、

「ドイツ司教の側が、ロマに対する態度を明確化していたのかなど、まず答えられはしな

い」という立場を取る334。そのうえで、僅かな手がかりを聖職者の往復書簡に求めている。

彼の論を順に並べると、ドイツ司教は、「ロマの移送／逮捕を知る立場にあった」、「しかし、

ロマの絶滅をねらいとしていたことまで知り得ていたかは、どう見ても推測の域を出ては

いなかった」、「ただし、大司教のあいだでは、ロマの移送をナチスの人種政策と密接に関

連付けた書簡が交わされていた」、というものである。そして、「教皇・大司教・司教は、

当時の事件や機略をいつまでも内密にしていたわけではない。明らかに、問題の抜本的見

直しを考えていた335」、と結論する。そうであるなら、職位に応じて、得られる情報には

限りがあり、上位の職に就いている者ほど事実を仔細に把握していたことになる。 

矛盾するようであるが、Brieskorn は、ロマの救済に尽力したのは、「とりわけ地域社会

の教会の司祭と信徒であったのではないか」という仮説も立てている。なぜなら、「記録文

書が何一つ残されていないとはいえ、往復書簡の内容は、何らかのかたちで地域の教会に

                                                        
330 Gilsenbach （1998）p.92. 
331 Brieskorn（1998）p.399. 
332 Ibid., p.400. 
333 Brieskorn（1998, pp.400-401）は、教皇と聖職者が、たとえ事実を把握していたとして

も、「教皇庁の激しい抗議は、殺戮行為の抑止力とならないばかりか、むしろ加速させ、

その範囲を拡大させてしまうこと、同時に外交的説得という、残された一縷の可能性

をも奪うものであることを確信していた」とし、かれらの「沈黙」に相応の理由を与

えている。 
334 Ibid., p.400. 
335 Ibid., p.401. 
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申し送りされていた」と考えられるからである。とはいえ、「どのような救援／支援が為さ

れていたのかを知る手がかりが、どこにもない」のは、彼も認めるところである336。 

いずれにせよ、教会の沈黙が、賢明な判断であったかどうかは疑わしく、結果的に、ロ

マ絶滅政策を後押しすることになった。しかし、一次資料の著しい欠如から、この問題も

また、推測の域を出ていないのが実状である337。 

 

3-4．「書き言葉の世界」から締め出されてきたロマ 

このように、教会にも背を向けられたロマは、戦後、自らの手で迫害の事実を記述する

ことができなかった。この問題を、ロマと「書き言葉の世界」との関わりの希薄さに重ね

たのは、Crowe（1991）である。彼は、ロマには「『盾となる国家』も『歴史』もないこと」

に加え、「書き言葉を通じて『文化』／『文明』を醸成していないという事実」が、「マイ

ノリティとしての権利主張を正当化するうえで、役人にある種の違和感を抱かせている」

と主張する338。この指摘は、ロマ犠牲者の位置付けが不確かな理由を探るうえでも示唆に

富んでいる。 

振り返ると、グーテンベルクが活版印刷技術を確立した 15 世紀以降、ヨーロッパの記

憶文化は、口承文化と記載文化という 2 つの文化の融合を通じて醸成されてきた。特に、

後者が形成した「書き言葉の世界」は、図らずも住人の選別に加担する。知と教養を武器

に、硬柔交えて主流社会と関係を築き上げたユダヤ人は、ヨーロッパの記憶文化の中心に

自らを据えつつ、学術面でも十分な力を発揮した。対して、生還したロマの多くは文盲で

あり、教育機会も限られていた為、「書き言葉の世界」で存在感を放つことは難しかった。 

それでは、「書き言葉の世界」に住むのは、どのような人間なのか。オング（1991）は、

「書き言葉の世界」を支える「文字文化」とは、一方では先行者の記憶を破壊しかねない

                                                        
336 Brieskorn（1998）op. cit., p.403. 
337 Rose（2003, p.228）によると、「遺言書」とでも言うべき手紙を残した若きロマもいる。

それは、ピルゼンスのカトリック系養護施設からアウシュヴィッツに移送された 14 歳

の少年、ローベルト・ラインハルトが綴った、別れの手紙である。「僕は、両親と兄弟

姉妹をもう一度見つけた。強制収容所に移送されたときのことだ。両親は何が待ち受

けているのかを知らずにいる。でも僕は違う。心の中では長い葛藤があった。死を受

け入れる準備はできている。私にしてくれた、すべてのことにあらためて感謝するよ。

すべての友人たちへ－天国でまた逢おう！ローベルトより。」 
338 Crowe（1991）p.69. 
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ものであるとし、他方ではその再建／再構成を可能とするものだとする立場を取る339。そ

して、「読み書きが身にしみついた人間とは、たんに生まれながらの力ではなく、書くとい

う技術によって直接ないし間接的に構造化された力からその思考過程が生じているような

人間」だと説明する340。言い換えるなら、「書き言葉の世界」への入場資格は、生来の権

利ではなく、対象なり出来事なりを自らの心情と重ねながら再生成することに長けた人間

のみに与えられていることになる。事実、ユダヤ人は、パロール的な形態によるコミュニ

ケーション展開に長けており、テキストに対して多様性を生み出す技も身に付けていた。

対して、ロマは深慮遠謀なコミュニケーションを仕掛けることに長けてはいなかったし、

テキストの修正の術など知る由もなかったと推測される。こうした「書き言葉の世界」と

ロマの関係は、実社会のコミュニケーションの障壁にもなった。結果、長きに亘り、ロマ

の記憶は、第三者の視点で語られることになる341。今日まで、ユダヤ人の記憶に関する書

籍が途切れずに出版される一方、ロマの記憶に関する文献がほぼ一般化されていないこと

も、格差が存在し続けている証跡となっている。 

 

第 4 節 公共的な記憶の中のロマ 

4-1．ロマの記憶と公共的なコミュニケーション 

「書き言葉の世界」へのアクセスを閉ざされたロマは、公共的な記憶の中でも虚像と実

像という二重性の檻に閉じ込められることになった。ロマに対する虚構のイメージは、社

会の近代化が急速に進んだ産業革命期の文学作品の中で、かれらを太古の牧歌的、田園的

な生活様式の象徴としたことに端を発する。つまり、虚構の世界に生きるロマは、｢高潔な

野蛮人｣というヨーロッパ人の理解とも、キリスト教的な魂の救済を切望しながら、文明社

会の中心に生きる異教徒集団という認識とも一致していたのである。翻って、現実世界に

目を向けると、ロマを取り巻く状況は厳しく、常に不利益を被る立場にある。 

先述のように、ユダヤ人は、西洋的な語り／芸術作品に則るパロール的なコミュニケー

ションを紡ぎ出すことで、記憶の一般化を図り、主流社会が反応せざるを得ない状況を作

り出してきた。翻って、虚構の世界と現実世界の間を揺れ動くロマは、実像の見えにくさ
                                                        
339 オング（1991）40 頁。 
340 同上、166 頁。 
341 この点について、Reisin（1998）は、「東西ヨーロッパを通して、ロマには、かれらの

マイノリティとしての権利を擁護すべく、ペンを武器とするような政治社会的集団も

存在しなかった」、と述べている。  
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が枷となり、コミュニケーションに多声的な記憶を載せられずにいた。ゆえに、彼我の力

量の差を、砂を噛む思いで見ていたロマも少なくなかったと思われる。 

それでは、ロマの記憶が公共的なコミュニケーションに載せられたのは、いつなのか。

川喜田（2005）によると、ヨーロッパという大きな枠組みで、ナチス・ドイツによるスィ

ンティとロマの迫害に対する記念集会が初めて行われたのは、1979 年のことである342。次

ぐ、1980 年にダッハウ収容所跡地で行われたハンガーストライキ、及び 82 年と 85 年の連

邦首相との対話は、いずれもロマの自発的行動に端を発していた343。しかし、「書き言葉

の世界」から閉め出されていたロマが、多数派社会との「認識の落差」を埋めることは困

難を極めた。その背景には、ロマの記憶とロマに対する記憶の乖離があったと考えられる。 

 

4-2．ドイツ人のロマに対する記憶 

それでは、東西ドイツのロマに対する記憶には、どのような違いがあったのだろうか。

この問いに取り組むために、以下、ギルセンバッハ（1998）を取り上げる。彼は、東西ド

イツのロマに対する記憶を次のように分析している344。 

 

 1．東ドイツにおいて、ナチス時代の「ツィゴイナー」への犯罪に関する公的研究は、

置き去りにされた、望まれないテーマであった。ロマ犠牲者が、大学のドイツ史の

テキストや教科書に現れることなどなかった。1968 年に『スィンティへの大量殺

戮』と題した自著を東ドイツで出版した折には、最初は関心を引いたものの、まも

なく、特段の根拠もないままに退けられてしまった。 

2. 知ろうとしなかった、という意味において、西ドイツの事情は異なる。スィンテ

ィとロマの迫害に関するごく僅かな出版物は、例外なく民間機関／団体が手がけて

いた。つまり、担い手は素人であり、歴史家ではなかったのである。仮に歴史家で

あったとしても、正教授の職位に就いていない者を担い手とするのが常であった。 

3. 国防軍の降伏後、東西ドイツの人々の多くは、恥じ入りながらも、アウシュヴィ

ッツで何が起きていたのか知らなかったと主張した。かれらは、ユダヤ人絶滅政策

はおろか、スィンティとロマに同じ過ちが犯されていたことなど露ほども知らなか

                                                        
342 川喜田敦子（2005）109 頁。  
343 Rose（ed）（2003）p.9. 
344 Gilsenbach（1998）pp. 90-92.  
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ったと主張したのであった。 

 

ギルセンバッハの論を纏めると、第一に、彼の批判は、東側ではホロコースト犠牲者とし

てのロマに関する問題が、学術的／教育的テーマとなり得なかっただけではなく、研究者

の関心の埒外にあったことにも向けられている。第二に、彼は、西側では素人の視点で研

究が進められたと指摘する。裏を返せば、どちらも専門家の不在と関心の欠如が、研究の

深化を妨げてきたことになる345。第三に、彼の眼差しは、アウシュヴィッツに関する無知

を免罪符とすることで、逃げ道の確保を図った東西のドイツ人に向けられている。かよう

な「傍観者の罪」は、自らをナチス・ドイツの被害者と位置付けた当事者世代に顕著であ

ったが、世代交代に伴い、批判の的となっていく。もちろん、それは眼前の事実を見よう

としなかった／聞こうとしなかったことへの批判である。以上を踏まえ、次に、ロマ犠牲

者の存在が後景化した理由を検討したい。 

 

4-3．ロマ犠牲者が後景化した理由 

さて、ベンツ（1999）は、ロマ犠牲者が後景化した理由を次のように述べる。それは、

「東欧や南欧で生活しているロマは、その生活様式のため統計記録から相当数が除外され

ていた。さらに記録資料による大量虐殺の証拠は、長い間誰も調査の労を取らず、その数

も少なかったこともあり、不正確で不十分346」、というものである。 

これに呼応するかのように、「ホロコーストの時代のロマの経験は、しばしば、ユダヤ

人のレンズを通して屈折を伴いながら伝播されてきた」と語るのは、Joskowicz（2016）で

ある347。彼の分析、すなわち、「今日においても、ユダヤ人の証言文書や記憶政治に対す

る考慮なしに、ロマのホロコースト史を綴ることなどできない」という分析もまた、ロマ

研究が未だ黎明期にあるという問題状況を言い表している348。 

なぜ、これほどまでに研究が遅延したのか。この問いに、アウシュヴィッツ‐ビルケナウ

                                                        
345「専門家の不在」については、Tynauer（1985, pp.32‐33）にも、同様の言及が見られる。

彼女は、「研究者たちがロマ問題に関する体系的な研究や文献の照合を怠っていた」と

し、「ロマ犠牲者に関心を抱く数少ない人々は、その大半が生還者の同胞であった」と

述べている。 
346 ベンツ（2004）146 頁。 
347 Joskowicz（2016）p.111.   
348 Ibid., p.112.   
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博物館の研究員ドゥゴボルスキ（1998）は、以下のように答えている349。 

 

1．スィンティとロマには、ユダヤ人やスラヴ人のように、ナチス･ドイツのテロ行為 

をことのほか残酷なものと捉える固有の国家がない。このことが、然るべき研究を 

促進するうえでの妨げとなっている。 

2. ロマは、反社会的集団と呼ばれるツィゴイナーであり、ナチスはかれらをユダヤ人

のような「人種的劣性」に基づいてというよりは、むしろ流浪生活と社会適応能力

の欠如という理由で迫害したとする古い常套句がまかりとおっている。 

3. ロマは、広範に分散して居住する。いずれの国々でも、かれらの社会的／法的立場

は異なっている。 

 

これらから、ドゥゴボルスキは、「スィンティとロマがナチズムの過去の全容を知らしめる

こと、人種的理由により迫害された第二の集団だと主張すること、戦後補償を当然の権利

として主張することは困難であった350」と結論する。なぜなら、「ユダヤ人へのホロコー

ストが、幅広い多様性の下で研究されているのに比べ、ロマ研究はあまりに不十分」な状

況にあると言えるからである351。  

加えて、彼は、後述の「警鐘碑論争」に絡め、「建築家や少なからぬ著名な歴史家らが、

人種的理由により迫害された唯一の集団－つまりはユダヤ人犠牲者のみに警鐘碑を捧げよ

うとした」という事実にも触れている。そのうえで、次のように言葉を継ぐ。「かれらは、

同じ理由で迫害された第二の集団であるスィンティとロマに想いを寄せようとはしなかっ

た。ドイツでは、いかなる場合でも、ロマへの迫害、及びかれらが犠牲者として供せられ

たという記憶は忘却の彼方に沈んでいた352。」そうであるなら、行為者の側の「認識の落

差」が、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の記憶の間に境界線を引いてきたことになる。 

こうした問題意識を背景に、次に、ロマの記憶を一人称の視点で残そうとした表現者の

取組みに焦点を当ててみたい。これにより、ロマ犠牲者は、必ずしも三人称による説明に

よってのみ、その存在が語り継がれてきたわけではない事実、及び「書き言葉の世界」と

                                                        
349 Dlugoborski（1998）pp.16-17. 
350 Ibid., p.16. 
351 Ibid., p.19.  
352 Ibid., p.19. 
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の複雑な距離感が明らかとなる。 

 

4-4．ロマの記憶の大衆化 

筆者の知る限り、「ショアー」や「シンドラーのリスト」、あるいは『アンネの日記』に

比肩する、ロマを記憶の主体とした映画や自伝的小説は見当たらない353。この点に関する

Tebbutt（2000）の分析は、「口頭言語を主としてきたロマに、ユダヤ人や他の被迫害集団

と同量の記憶を書き残せたとは言えないし、内側から見たホロコーストを綴るようになっ

たのも、80 年代以降のこと354」というものである。 

さらに、Tebbutt は、「ロマのホロコーストの書き手が少数であると言うならば、芸術家

の数はさらに少ない355」と指摘する。そして、数少ない一人として、ロマ生還者としてホ

ロコーストを描いた芸術家カール・シュトイカ（Karl Stojka）の名を挙げる。オーストリ

ア出身のシュトイカは、アウシュヴィッツを始めとする 3 つの収容所からの生還し、一人

称でロマの記憶を可視的とした。Tebbutt によれば、彼の感情ほとばしる作風は、表現主義、

すなわち大胆な色使いと力強いグラフィックデザインを特長とする。同時に、彼女は、シ

ュトイカの作品の政治性にも着目する。というのも、彼は、サインの傍らに「Z:5742」と

記すのを常としていたからである356。これは、彼の腕に刻まれた刺青、「ツィゴイナー：

5742 番」を意味する。 

一方、「記憶の大衆化」に視点を移すと、2013 年に公開された「パプーシャ（Papusza）」

というポーランド映画がある。同作品は、ブロニスラワ・ワイス（1910‐1987）という実在

のロマ女性詩人の生涯を戦前・戦中・戦後に亘って描いている。筆者は、2015 年 8 月に札

幌で鑑賞の機会に恵まれた。同作品は、読み書きを覚えたがゆえにロマのコミュニティや

家族と不仲になり、ひいては精神を病んだ彼女の生涯に焦点を当てている。 

                                                        
353 そのようななか、2007 年には、Krausnick （2007）により、実在のロマの少女を主人公

とする『エルゼの物語‐アウシュヴィッツを生き抜いたひとりの少女（Elses Geschichte 

Ein Mädchen überlebt Auschwitz ）』という児童書がドイツで出版されている。同書は、

養父母の温かな愛情に包まれて養育されていたエルゼ・シュミットという 8 歳の少女

が、ナチスの人種政策により、アウシュヴィッツ強制収容所に連行されたこと、養父

が間一髪のところでエルゼを死の淵から救出し、家に連れ帰ったことまでが綴られた

物語である。内容的には、客観的事実に即した、大人にも十分読み応えのある一冊と

なっている。 
354 Tebbutt（2000）p.70. 
355 Ibid., p.70. 
356 Ibid., p.72. 
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このように、ロマの実像を描いた作品は未だ僅かである。おそらく、こうした量的課題

も、ユダヤ人とロマの格差を助長している。もしも、適切な時期にメディアがユダヤ人と

比肩する犠牲者としてロマを取り上げ、研究者らがロマの記憶を記録として書き残してい

たならば、ロマ犠牲者の位置付けも、今日とは違っていたと考えられる。そう遠くない未

来に当事者が不在になることを踏まえると、ロマの記憶をどう継承するのかが、喫緊の課

題と言えるのかもしれない。 

 

第 5 節 第 4 章のまとめ 

本章では、ユダヤ人犠牲者とロマの犠牲者の間に「認識の落差」が生じた理由を考察し

た。まず、ユダヤ人の記憶とユダヤ人に対する記憶の違いを分析した。そこでは、近代以

降、ユダヤ人とユダヤ教の表裏一体性が薄まった為、ホロコーストの記憶が新たな精神的

紐帯の役割を担ったことが確認できた。同時に、メディアの積極的な関与の下、ユダヤ人

への段階的な権利剥奪、強制収容所への収容から解放までのプロセスが、公共的なコミュ

ニケーションを媒介に繰り返し想起されている状況にも触れた。次いで、Schuman（1998）

らの調査結果から、ドイツの人びとの多くが、ユダヤ人問題に関する戦時下の報道を、敵

国の演出と捉えていた感があった現実に触れた。さらに、レーヴィとフランクルという 2

人の生還者の自伝的作品から、ユダヤ人の記憶が公共的記憶に組み込まれる背景を探った。

そして最後に、ユダヤ人の記憶の大衆化の一翼を担った映像作品を取り上げ、メディアが

記憶の個別性を担保とするコミュニケーションの場となるならば、他者の中に自己を置き

ながらの主体的想起が可能となることを確認した。 

翻って、ロマについては、まず、ロマという集団の多様性を概観し、ルーツの解明すら

黎明期にあることを確認した。次いで、中世から近代初期にかけてのルーマニアのロマの

奴隷制度を引きながら、ロマの依存的なメンタリティを、ブルデュー（1979）の主張する、

「性向」と「ハビトゥス」の概念と重ねて検討した。さらに、カトリック教会のロマに対

する対応や、ロマと「書き言葉の世界」との関わりの希薄さも分析対象とした。前者では、

教会は、実務面でナチス・ドイツと共犯関係にあった一方、救済に動いたのは地域の司祭

と信徒であったという矛盾にも触れている、後者では、生還したのロマの多くが文盲であ

った事実を指摘し、「書き言葉を通じて文化／文明を醸成していないという事実が、当時の

役人に違和感を抱かせた」という Crowe（1991）の論を引いた。そのうえで、公共的な記

憶の中のロマの描写の軌跡を辿った。そこでは、ロマは、長きに亘り虚像と実像という二
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重性の檻に閉じ込められており、ナチス・ドイツの犠牲者として公共的記憶に載せられた

のは 1979 年以降であった事実を指摘した。加えて、東西ドイツにおける専門家の不在と関

心の欠如がユダヤ人犠牲者との「認識の落差」を生み出した問題にも言及した。最後にロ

マの記憶を一人称で表現した作品を引きながら、メディアの関心の希薄さが枷となり、大

衆化への道が未だ十分に拓かれていない現実を浮き彫りとした。 

比較考察を通じて明らかとなったのは、ユダヤ人とロマの一人称による発信力と表現力

の違いが、主流社会に「認識の落差」をもたらし、「犠牲者間のヒエラルヒー」を形成した

という事実である。言うなれば、2 つの集団の格差は自然発生的なものではなく、外的／

内的要因の複雑な絡み合いに基づき人為的に形成された。こうした実情が、まさに格差の

構造化を助長したと言える。実際、後述の「警鐘碑論争」にあっては、この犠牲者間の「認

識の落差」が障壁となり、幾度となくコミュニケーションが機能不全に陥った。言うなれ

ば、主流社会が 2 つの犠牲者集団をまったく別の枠組みで捉えていたがゆえに、2 つのコ

ミュニケーションのベクトルは、同じタイミングで「統一性」に向かえずにいたのである。 

以上を踏まえ、次章では、4 つの事例研究に焦点を当ててみたい。これにより、想起と

公共的なコミュニケーションの組み合わせが果たし得る可能性と限界が明らかとなる。 
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第 5 章 

事例研究 

 

本章では、4 つの事例研究を中心に据えながら、犠牲者間の格差が利害関係者に及ぼし

た影響、及び克服に向けた取組みを考察する。具体的には、第一に米国のホロコースト記

念博物館の開館に先立ち、最大の争点となった追悼の対象者を巡る議論を、第二にポーラ

ンドのアウシュヴィッツ・ミュージアムで生じたロマの水彩画を巡る「記憶の所有権争い」

を扱う。そして、第三にドイツの戦後補償の状況を、第四に歴史教育の軌跡を辿る。その

目的は、記憶の格差解消に向けて、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせが果

たし得る可能性と限界を探ることにある。考察を通して、記憶の「多様性」を尊重しなが

ら意見調整を行ったり、「統一性」への道を探りながら、格差の溝を埋めていったりするこ

との難しさを描き出していく。 

 

第 1 節 ホロコースト記念博物館 

本節では、アスマン（2007）の言う「機能的記憶」の 3 つの使用形式を誤用した場合に

生じる課題、すなわち、「公的な記憶（正当化）」と「対抗する記憶（非正当化）」及び、「集

団のアイデンティティに輪郭を与えること（区別）」という 3 つの使用形式を誤用した場合

に生じる課題を検討する。 

 

1-1．概要 

（1）立地 

1993 年 4 月、米国の首都ワシントンにホロコースト記念博物館（以下、記念博物館）が

開館した。記念博物館は、ナショナル･モールと呼ばれる緑豊かな国立公園の近郊にあり、 

ホワイトハウスや議会議事堂からも徒歩圏にある357。Young（1999）は、記念博物館が、

                                                        
357 Linenthal（1995, p.59）は、米国がワシントンを建立地に選んだ理由を、次のように分

析する。「もしも、記念博物館をニューヨークに建設するなら、たとえ国家的追憶を意

図するものであろうと、明らかに、ユダヤ人コミュニティの中心部に位置するユダヤ

人の記念博物館という捉えられ方をするであろう。その場合、ホロコーストの記憶は

米国ユダヤ人の記憶であり続けることになる。」一方、ワシントンに立地するなら、「（追

悼されるべき記憶）は、より広範なものとなり、かつ多くの議論の余地を残すものと

なる。」というのも、「首都に『国家的』な記念博物館を設置するということは、自ら
 



８４ 

 

国立アメリカ歴史博物館やスミソニアン博物館に近接する理由を次のように説明する。す

なわち、この立地は、「ホロコースト史の神聖化というよりは、むしろホロコーストという

出来事との対比により、米国の民主主義と平等主義の理想を際立たせるために為された」、

としている358。それは、林（2022）によれば、「ホロコーストの記憶が米国の文化的記憶

の中心を占めることで、ベトナム戦争の負の記憶は後景に追いやられる」という効果をも

生み出している359。実際、記念博物館は、第二次世界大戦記念碑やベトナム戦争戦没者慰

霊碑と同様、政治と記憶の浅からぬ関係を顕現化させた。博物館と政治の関係については、

馬（2004）の言葉を借りるなら、「様々な視点と物語が交差する空間である博物館にどのよ

うな政治的意図が生じるかについては、これまで十分な研究がなされているとは言えない」

状況にある360。したがって、博物館は都市文化の記憶と絡めて設置するという伝統的な考

え方に立つならば、明らかに、この記念博物館は趣を異にしている361。 

 

（2）提唱者たちの思惑 

それでは、どのような背景の下、記念博物館の必要性が提唱されたのだろうか。この点

につき、Linenthal（1995）は、提唱者カーター大統領の思惑を次のように分析する。それ

は、「彼は、ホロコーストの記憶に対する関心がきわめて薄く、すべてはユダヤ人の関心を

引くことで内政の安定を図るという動機から創設を決断した」、というものである362。 

これに呼応するかのように、フィンケルスタイン（2004）もまた、「『ホロコーストの話

題』が『アメリカで突然流行した』」のは、1973 年の第四次中東戦争直後であると指摘し

たうえで、それは米国がイスラエルに多大な軍事的援助を提供し、国民もイスラエルを強

硬に支持していた時期と重なるものだと分析する363。そして、「もしドイツがベルリンに、

                                                                                                                                                                   

にも「記憶の場」を要求する正当な権利があると考える非ユダヤ人犠牲者集団の代表

者たちを勇気づけるものでもあったからである。」 
358 Young（1999） p.72. 
359 林志弦（2022）241 頁。 
360 馬暁華（2004）364 頁。 
361 付言すると、ドイツ・フランス共通歴史教科書（2008, 34‐35 頁）は、開館の鍵を「米

国の大衆文化」の風土に見ていた。同書は、テレビドラマ「ホロコースト」（1978）の

高視聴率と映画「シンドラーのリスト」（1993）の商業的成功、及び漫画本『マウス』

のピューリッツアー賞受賞（1992）を引き合いに、米国には「絶対悪」の意でホロコ

ーストを受け入れる社会的土壌が醸成されていたと結論している。 
362 Linenthal（1995）op.cit., p.17. 
363 フィンケルスタイン（2004）38‐39 頁。 
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ナチによる虐殺ではなく、アメリカの奴隷制やネイティヴ・アメリカンの殲滅を記念する

国立博物館を作ったら、偽善だとして囂々たる非難がアメリカ中に沸き起こるはずだ」と

主張し、「その構想から完成まで、この博物館は、ずっと政治にまみれていた」と当時を振

り返る364。 

 実際、カーター大統領が記念博物館の必要性を提唱したのは、1978年 5月のことである。

ベーレンバウム（2003）によると、カーター大統領は「イスラエル国家成立三〇周年記念

日という政治的機会」を「ホロコースト評議会の結成を告知するため」に選び、「イスラエ

ル首相とアメリカ人の 1000 人のラビ」の前で提唱した365。その背景には、2 つの理由があ

る。ひとつは、1977 年後半に生じた、ユダヤ人コミュニティとの不協和音である。これは、

同時期の米国が「パレスチナ解放機構」との接触を公表するばかりか、エジプトとサウジ

アラビアに F15 戦闘機を売り込んでいたことと関係している366。そしてもうひとつは、米

国が陥っていた「ベトナム戦争の深刻な後遺症367」である。言うなれば、彼は、国内の重

苦しい雰囲気を払拭し、大衆の支持を獲得するためにホロコーストの記憶の利用を試みた。

以下は、1979 年 4 月 24 日にカーター大統領が行った演説である368。 

 

ホロコーストは、ヨーロッパで起きたものである。しかし、次の 3 つの理由から、ア

メリカ人にも少なからぬ意味を持つ出来事となっている。第一に、アメリカ軍は絶滅

収容所から多くの人たちを解放し、そこで行われていた恐ろしい真実を詳らかとした。

そしてまた、アメリカは数多の生存者の母国となった。第二に、われわれは 40 年前の

身の毛もよだつ出来事を認めようとしなかった責任を分かち合わなければならない。

第三に、われわれはすべての人びとの人権に関心を持つ血の通った人間である。われ

われには、ユダヤ人の根絶を学ぶ義務があると思われる。将来、同様の非道行為が起

きた場合の防ぎ方を知識として身に付けられるように。 

 

このように、大統領の演説は、米国は過去に対する自省と未来への備えという観点から、

開館の必要性を強調するものであった。もちろん、すべてを文字通りに受け止めることも、
                                                        
364 同上、79‐80 頁。 
365 ベーレンバウム（2003）22 頁。 
366 Linenthal（1995）op.cit.,p.18. 
367 Novick（1999）p.112. 
368 Young（1999）op.cit., pp.72-73.  
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政治的思惑と切り離して考えることもできないが、記念博物館には、「人間の良心」に対す

る働きかけという側面もあったというのが筆者の理解である。 

 

（3） 米国のユダヤ人の反応 

それでは、米国在住のユダヤ人は、記念博物館の提唱にどう反応したのか。Novick（1999）

の言葉を借りるなら、「米国に住むホロコースト生還者とその子孫は総人口の 1 パーセント

にも満たない」ことから、当初は「なぜ、今になって」、「なぜ、米国で」という戸惑いが

生まれていたようである369。しかし最終的に、かれらは開館に一筋の希望を見出した370。

Linenthal は、その理由を次のように説明する。それは一方では「生還者は、自分たちの死

後、記憶がどう守られていくのかを案じていた、特に、ホロコーストなど決して存在しな

かったという否定論者の声高な主張を恐れていた」という不安であり。他方では「生還者

は、書物とオーラル・ヒストリーでは不十分だと思っていた」という焦燥感であった371。

それゆえ、かれらは「米国の中心部に位置する記念博物館に追憶の場を得るということは、

恒久的な保険証券を得ることと同じだと感じていた372」のである。その背景には、Novick

の指摘のように、「最近の米国のユダヤ人は、ユダヤ教の信仰を礎とするユダヤ人らしさと

いうものを定義できずにいた373」という現実がある。事実、米国のユダヤ人は、同化・交

婚が進んでいたこともあり、必ずしも社会的弱者という意味でのマイノリティではなかっ

た374。しかしだからこそ、かれらは、ホロコーストの記憶を共通分母としながら、ユダヤ

的なアイデンティティをたぐり寄せようとしていたと考えられる。 

                                                        
369 Novick（1999）op. cit., p.2. 
370 矛盾するようであるが、戦時中の米国のユダヤ人は必ずしもヨーロッパの同胞に手を

差し伸べようとしてはいなかった。堀（2000, 152 頁）は、その理由を次のように説明

する。「刻苦勉励を通じて経済的基盤と社会的地位を築き上げた」米国のユダヤ人実力

者は、ヨーロッパ・ユダヤ人の救済を声高に叫ぶことを由とはしなかった。なぜなら、

救済行動により、「ユダヤ人はアメリカの中にありながら異人種の集団であり誠実で愛

国心のあるアメリカ人ではない」という印象を与え、ひいては「ユダヤ人社会に害を

もたらす」ことを過度に恐れていたからである。 
371 Linenthal（1995）op.cit., p.63. 
372 Ibid., p.63. 
373 Novick（1999）op. cit., pp.7‐9. 
374 この点につき、ベル（1990, 616 頁）は、「アメリカにおけるユダヤ人の生活を決める基

本的な形成要素は、移民体験である」としたうえで、それは「不安に希望という内面

的な緊張を強いる経験であった」と分析している。「時々、このことは『家の中にいる

お客さん』であるという感覚を誘発」したという彼の結論は、ユダヤ人が米国社会で

然るべき立ち位置を確保するための道を模索し続けていたことを物語っている。 
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併せて、米国とユダヤ人の「特別な関係」についても抑えておきたい、もともと、米国

にはヨーロッパ・ユダヤ人を救済したという自負が、ユダヤ人には米国の知的文化を深耕

し、経済の繁栄を築いたという確信があった。こうした考え方は、コインの裏表のように、

アメリカの物語とユダヤの物語を絡めることにも成功した。結果、ユダヤ人は、米国のヒ

ロイックな心情を利用しながら、Novick の言う“victim community375”のマイノリティとして、

壮大な物語の完成を試みる。その結晶となるのが、記念博物館の開館であった。なぜなら、

かような舞台では、米国のヒロイズム的な物語とユダヤ人のマイノリティ的な物語の同時

上演が可能になり、ひいてはユダヤ的なソフト・パワーに新たな付加価値が加わると考え

られたからである。それでは、図らずも、利害の一致を見た記念博物館の館内の展示は、

どのように構成されているのだろうか。 

 

（4）館内の様子 

記念博物館の公式ウェブサイトによると、2023 年 1 月現在、来訪者総数は約 4,700 万人、

そのうち、非ユダヤ人が約 90 パーセントを占めている。ウェブサイトへのアクセス数は、

2022 年だけでも 3,400 万人に上る376。入口では、入場券に代わり、ユダヤ人犠牲者の氏名・

年齢等が書かれた顔写真入りの ID カード（the victim identification card）が渡される。来館

者が、専用機に ID カードを差し込むと、スクリーンにはその人物の個人史が映し出され、

個的記憶とのコミュニケーションが紡ぎ出される。 

館内は、地下 1 階から 4 階までがエキシビション、5 階が資料館となっている。テロへ

の警戒からか、入館時には国際空港と同レベルのセキュリティチェックが行われ、屈強な

体格の警備員が館内を巡回する。言うなれば、来館者は「監視」という一定の制約の下、

記憶の主体とのコミュニケーションを許されるのである。 

同時に、どれほどの来訪者が気づいているかは定かではないが、館内では、ユダヤ人犠

牲者に関するエキシビションにのみ、“Holocaust”が用いられ、ロマをはじめとする非ユダ

ヤ人犠牲者は、“Persecution”と評されている。それは、ホロコーストという壮大な物語を、

ユダヤ人の物語と一体化させようとする意図の下に為された区別である。  

そのような背景からか、「その他の犠牲者」に関する展示は僅かに過ぎない。本論が主

                                                        
375 Novick（1999）op. cit., p.171. 
376 United States Holocaust Memorial Museum（2022） 
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眼とするロマのエキシビションは、3 階の目立たない一角にある。そこには、Rom（Gypsies）

というタイトルの下、亡くなった女性のポートレートを掲げ、黒いドレスとアクセサリー、

古馬車とバイオリンを展示している377。ナチス・ドイツが恒常的な迫害を助長したという

説明も付している。しかし、ユダヤ人犠牲者と同じ「人種的理由」で犠牲になったという

事実には一切触れていない。おそらく、大半の見学者は、ロマという「流浪の民」が犠牲

となった真の理由を知ることのないまま、エキシビションを後にすることになる。ハンコ

ック（2001）は、こうした形式的な体裁を取り繕ったエキシビションを“more Hollywood than 

Holocaust”と揶揄し、真実の記憶に背を向けた記念博物館の姿勢を厳しく批判した378。実

際、ロマの多声性に背を向けたエキシビションは一意的であり、「一般化」に資す内容とは

程遠い状況にある。 

 

1-2．追悼の対象者を巡る 2 つの論争 

振り返ると、開館に至るまでの 15 年の歳月は、追悼の対象者を巡る議論に費やされた。

特に、非ユダヤ人犠牲者の扱いに関する見解が争点となった。戦略的コミュニケーション

の流し込みは、記憶の「多様化」と「集約化」の妨げとなるばかりか、議論の揺り戻しに

繋がることも稀ではなかったと言える。このような背景から、以下、記念博物館の運営を

担うホロコースト評議会（以下、評議会）の取組みを中心に、第一に犠牲数の表記の在り

方について、第二にロマ犠牲者に向けた眼差しについて考察する。これにより、圧倒的な

力関係の差異が公共的なコミュニケーションを機能不全に陥らせ、ひいては、格差の構造

化を助長していたことが浮き彫りとなる。 

 

（1）犠牲者数の表記 

Linenthal によると、議論の中で、あるユダヤ人評議員は、「国立の記念博物館であるか

らには、非ユダヤ人犠牲者に対する追悼の場の『貸し出し』は避けられない」と述べてい

た379。この考えは、犠牲者数の表記にも反映されていく。たとえば、評議員フリードマン

（Freedman Monroe）は、「600 万人のユダヤ人と約 500 万人の他の犠牲者」を「1,100 万人」
                                                        
377 たとえば、竹沢（2015, 7 頁）はミュージアムの重要な役割のひとつとして、「展示を通 

じた記憶の定型化」を挙げている。しかし、意図的な操作を加えた「定型化」である

ならば、内実を伴わない展示により、来訪者は事実誤認に陥ることになる。 
378 Hancock（2001）p.85. 
379 Linenthal（1995）op. cit., p.249. 
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と言い表そうとする政府の態度を、「理不尽かつユダヤ人の『唯一性』を揺らがせる」もの

だと批判した380。評議会議長ヴィーゼルも、政府の意向に従うならば、「そう遠くない未

来に、かれらは 600 万人の犠牲者が誰であったのかを語ろうとしなくなるだろう381」と苦

言を呈した。Novick によると、ヴィーゼルは、ユダヤ人犠牲者と非ユダヤ人犠牲者を同一

の地平に据えるのを、「ゴルゴタの丘で磔の刑に処されたキリストと同じ日に同じ場所で磔

の刑を執行された 2 人の盗賊を合わせて受難者とするのに等しい行為382」と捉えていたの

である。 

このような背景からか、1980 年 1 月、フリードマンとヴィーゼルは、ある提案を行った。

それは、「どのようなものであれ、大統領令及び評議会の発行文書には、ユダヤ人犠牲者と

非ユダヤ人犠牲者の間にコンマよりも分断力の強いダッシュを 2 本引くこととする」、とい

う提案であった383。かれらは、“six million Jews—and the millions of other Nazi victim…”とい

う表記であれば、一方では犠牲者同士の「関連性」が維持され、他方では「均質化」を免

れられると考えていたのである384。実際、犠牲者の表記を巡る評議会とホワイトハウスの

議論は数ヶ月に及んだ。同時期、ある大統領側近は、「ヴィーゼルがわれわれに望むような、

二級の犠牲者というカテゴリーを作ること」は「道徳的な嫌悪感を引き起こす」ものだと

苦言を呈した385。それでもなお、ヴィーゼルは、ユダヤ人生還者の声を積極的に取り入れ

ることで、誰が真の犠牲者であるのかを政府に再認識させようとした386。最終的に、カー

ター大統領は、公の場での「1,100 万人」という表現を控えることになる387。 

Novick は、一連の議論を次のように総括する。それは、「たとえ『1,100 万人』という表

記であっても、ユダヤ人が中心に座し、他の犠牲者は周辺化を免れないのではないか」、「『ホ

ロコーストとは、正確には』、600 万人のユダヤ人犠牲者という本影を非ユダヤ人犠牲者と

いう半影が取り囲むことではないか」、「記念博物館が、公式に『1,100 万人の犠牲者』の

追悼の場になろうとも、実際には、すべてのエキシビションが、ヨーロッパ・ユダヤ人の

                                                        
380 Ibid., p.49. 
381 Ibid., p.49. 
382 Novick（1999）op.cit., p.219. 
383 Linenthal（1995）op. cit., p.50. 
384 Ibid., p.50. 
385 Novick（1999）op.cit., p.218. 
386 Ibid., pp.218‐219. 
387 Ibid., p.220. 
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苦しみに捧げられるのではないか」、というものである388。これを本論に照らすと、記憶

の「多様性」は覆い隠され、特定の集団の記憶のみが「一般化」されることを意味する。 

それでは、議論の「勝者」となったヴィーゼルらは、ユダヤ人と同じ「人種的理由」の

犠牲者として認められることを望んだロマに、どう応答したのだろうか。そしてそこでは、

どのような「記憶のせめぎあい」が顕現化したのだろうか。 

 

（2）ロマ犠牲者に対する評議員の眼差し 

Linenthal によると、「80 年代半ばまで、評議会はロマ犠牲者の存在に目を閉じていた389。」

当時、米国在住のロマは、評議会の正式メンバーとなったり、会議に公式招聘されたりす

ることによる発言の場の獲得に意欲を見せていた。その背景には、「『その他の犠牲者』が、

『その他の犠牲者』なりに出来事を語る『権利』を不当に奪われていた390」という現実が

ある。それゆえ、ロマ研究者 Puxon は、「ヴィーゼルのミッションは、『すべてのホロコー

スト犠牲者をあまねく追悼するという国家プロジェクトを統括すること』」だと苦言を呈し、

“International Romani Union”のメンバーMarks Ⅱもまた、「犠牲者の同胞であるロマが、誰一

人として評議員に任命されることもなければ、会議や追悼セレモニーに招かれないのはな

ぜなのか」と問いかけた391。これに対し、ヴィーゼルは「ロマの苦境は、われわれの記憶

の一部であり、これからもわれわれの内で生き続ける」と応答、「（政府は彼に判断を委ね

ていたにもかかわらず）、評議員の人選は、すべてホワイトハウスが決めている」と言葉を

濁したというのが実状である392。 

そのようななか、1984 年に二つの動きがあった。まず、6 月 20 日、米国の 11 の州から

約 15人のロマが首都ワシントンに集合した。かれらは、強制収容所の囚人服を纏い、“Justice 

for Roma”, “Why no Gypsy Representation”と記したプラカードを掲げ、記念博物館によるロ

マの排除を批判した393。ハンコック（2002）によると、『ワシントンポスト』紙が、この

抗議行動を写真付きで掲載したことにより、かれらの戦略的コミュニケーションは一定の

                                                        
388 Ibid., pp.226‐227. 
389 Linenthal （1995）op.cit., p.240. 
390 Ibid., p.249. 
391 Ibid., pp.240‐241.  
392 Ibid., p.241.（）内は筆者。 
393 Bhabha, Matache, Elkins ed（2021）p.245. 
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成功を収めたようである394。 

次ぐ 7 月 20 日には、ロマの苛立ちを沈めるべく、評議会の常任理事 Rabbi Seymour Siegel

と Micah Naftalin らが、「将来的に、『ロマも会議に出席する』ことになる」という含みを

持たせたうえで、評議会は、「政府系機関として、ユダヤ人コミュニティを含め、どのコミ

ュニティも擁護できない」立場にあると主張した395。しかし、『ワシントンポスト』紙が、

Siegel の次の発言を掲載したことにより、両者の対立は深刻化する。それは、「評議会にと

り、ロマはあまりにも扱いにくい問題」、「ロマのために席を譲ろうとする評議員が表れる

かもしれないというのは『ありえない（cockamamie）』」、「もしも、ロマという集団が真に

『実在する』ならば、評議員として迎えることに異論はない」、というものである396。 

翌年、外部からの批判の高まりから、評議会は 2 つの和解案を提示する。ひとつは、ロ

マ研究者のひとり、Tyrnauer にロマへのホロコーストに関する報告書の作成を依頼すると

いう案、そしてもうひとつは、ロマの出自を持つ、ハンコック教授（テキサス大学）に、

特別顧問の椅子を用意するという案である397。 

しかし後に、「趣旨の違い」を理由に、評議会は Tyrnauer の報告書の出版の申し出を拒

絶した。Tyrnauer は、「誰がジプシーの代弁者になるというのか」、というフランス人老医

師の発言を報告書に記していたのだが、皮肉にも評議会の態度がその答えとなる398。 

名誉職を得たハンコックもまた、ヴィーゼルと顔を合わせることもなければ、他の評議

員たちと友好的関係を築くことも叶わなかった399。 

さらに、1986 年 9 月 16 日には、「ナチ・ジェノサイドの犠牲者であるジプシーの追悼記

                                                        
394 Hancock（2002b）  
395 Linenthal（1995）op. cit., p.241. 
396 Ibid., p.243. 
397 Ibid., p243. 
398 Tyrnauer（1985）op.cit., pp.5‐6. 
399 Linenthal（1995）op.cit., p.243. なお、ロマとして、ハンコックが初めて評議員の席を確

保したのは、1998 年のことである。2005 年 9 月に筆者が行ったインタビューの中で、

彼は評議員を務めた 2 年間を次のように回想している。「ロマの出自を持つ私が発言を

試みると、何人かのユダヤ人評議員は不愉快だと席を立った。私の言葉が、議事録か

ら削除されることも稀ではなかった。ある人は、歴史家ではない私に『ホロコースト

を語る資格などない』と大声で罵った。コーヒーブレイクの時間、私はいつも孤独だ

った。評議会の態度をひそかに詫びる評議員もいたが、公の場面で私の代弁者になろ

うとする者はいなかった。私は、ホロコースト教育／習得評議会（Holocaust Education 

and Acquisitions）に所属していたのだが、一度も出席を求められはしなかった」。しか

し同時に、ハンコックは次の謝辞をも述べていた。「どれほど差別を受けようと、私は

ユダヤ人に感謝している。ロマの記憶を社会に知らしめたのは、かれらなのだから。」 
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念日（In Memory of the Gypsy Victims of Nazi Genocide）」と題したセレモニーが、ラッセル

上院ビルで開催された400。まずヴィーゼルは、議長として、評議会が「これまで十分にロ

マの声に耳を傾けてこなかった」ことを謝罪した401。そのうえで、次のように言葉を継い

だ。「友人たちに変わり、私は約束する。今後、われわれはロマを最大限に尊重し、思いや

りを持って接していくであろう402。」このセレモニーは、ロマの参列者らが土、すなわち、

かつてロマが殺害された強制収容所跡地の土に水を注ぐことで幕を閉じた403。 

一見、公の場での謝罪は、ユダヤ人とロマの関係改善を予感させた。しかし残念ながら、

セレモニーは内実を伴わないパフォーマンスに過ぎなかった。同席したハンコックによる

と、出席した評議員は全 65 名中 5 名、ヴィーゼルもまた、自らのスピーチを終えると会場

を後にした404。そのうえ、ロマの参列者は、「近隣オフィスの迷惑になる」という理由か

ら、聖歌斉唄を禁じられた405。端的に言えば、一度限りのセレモニーは、ユダヤ人ロビイ

ストは、ロマに「記憶の場」を分け与える「心積もり」があることを表明する場であった

に過ぎない。これらは、一方ではロマの記憶とユダヤ人の記憶の「多様性」を尊重し、他

方では集約を経て「一般化」するというコミュニケーションのダイナミズムを根底から否

定している。実際、自らをユダヤ人と同じ「人種的理由」による犠牲者と位置付けるロマ

と、かれらを「社会的理由」による犠牲者と見なすユダヤ人の間には、最初から浅からぬ

溝があった。当事者の一方に、他方と少なからぬ「認識の落差」がある場合、コミュニケ

ーションの深耕は事実上不可能となる。それゆえ、後日、ハンコックは次のように想いを

綴っている。「私は、個別追悼という考えを好まない。われわれの灰は、焼却炉の中で混じ

り合っていた。それなのになぜ、今になり個別追悼が必要なのか406」。 

 

1-3．まとめ 

本来、記念博物館が果たすべき最も大切な役割は、すべての犠牲者集団を記念し、かつ、

平等に扱うことにあった。にもかかわらず、犠牲者数の表記にあっては、約 600 万人のユ

ダヤ人犠牲者の「唯一性」を守ることに、第二の犠牲者であるロマに対しては、表面的な

                                                        
400 Linenthal（1995）op.cit., p.244. 
401 Ibid., p.245. 
402 United States Holocaust Memorial Council（1986）   
403 Linenthal（1995）op.cit., p.245. 
404 Ibid., p.245. 
405 Ibid., p.245. 
406 Ibid., p245. 
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対応に終始していた。ユダヤ人ロビイストのソフト・パワーに依拠する米国社会にとり、

どちらの意見を優先すべきかは自明であったと言える。むろん、こうした行為は、格差の

肯定に繋がるものでもあった。 

一連の議論は、アスマン（2007）の言う「機能的記憶」の 3 つの使用形式の中の「公的

な記憶（正当化）」のみを際立たせ、「対抗する記憶（非正当化）」や、「集団のアイデンテ

ィティに輪郭を与えること（区別）」に背を向けていたと言える。結果、コミュニケーショ

ンは空中分解の様相を呈し、今日のエキシビションの在り様が定着した。そうであるなら、

記念博物館は、予め主客の配役を決めたエスノセントリズムな物語を紡ぎ出しながら、利

害関係者の実社会の立ち位置を顕現化させていたとも考えられる。以上を踏まえ、次にポ

ーランドのアウシュヴィッツ・ミュージアムに舞台を移し、アスマンの言う「蓄積的記憶」

に関する考察を深めたい。 

 

第 2 節 アウシュヴィッツ・ミュージアム 

ここでは、アスマンの「蓄積的記憶」の概念を政争の具とした議論の軌跡を辿る。「一

方の記憶を支持し、他方に反対するのは無理だ407」と述べているように、彼女は記憶に優

劣をつけることを由としていない。しかし、以下の議論は、想起と公共的なコミュニケー

ションの組み合わせが、実社会では必ずしも十分機能しない現実を明らかとしている。 

 

2-1．ミュージアムという「記憶の場」 

アウシュヴィッツ・ミュージアム（以下、ミュージアム）は、ポーランド南部の都市オ

シフィエンチウムに立地する408。駐車場には何台もの大型バスが並び、行き交う人びとの

国籍も様々である。かつては自由な個人見学も可能であった。しかし、現在は見学者の増

加に対応すべく、夏季から秋季にかけては公式ガイド付きの見学だけが許されている409。 

                                                        
407 アスマン（2007）171 頁。 
408 なお、竹沢（2015, 64 頁）は、かの地が「定義上も実際上もミュージアムになったとい

うことは、まさにそれまでの常識を逸したものであった」と評する。そしてその目的

は、「文化における蝕、非文明化のエピソードを詳言することにあった」と見ている。 
409 中谷（2007, 35 頁）は、ガイドの役割と力量とは何かを次のように説明する。すなわち、

「直接の被害者に対しても観光旅行で寄る人に対しても、それぞれの見学者の立場で

アウシュヴィッツの歴史を理解してもらえるようにする」のがガイドの役割であり、

「見学者が打ち返せるような」、そして「打ち返された球がフィールドを外れないよう

な適度の球出しをすること」だとしている。 
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ところで、第一収容所と第二収容所（ビルケナウ）から成るミュージアムは、どの程度

の規模なのか。日本人唯一の公認ガイドである中谷（2012）によると、敷地面積は 160 ヘ

クタールに及び、約 30 名の作業員が下草刈り／除雪といった管理に当たる。ここに、ドイ

ツの若者を中心とするボランティアが加わることもある。彼は、ミュージアムが「きれい

に整備されてしまっている」ことへの違和感を口にする見学者に会うと、ミュージアム維

持管理部のブラシュチンスカの「『ここは歴史を伝える場所ですが、同時に亡くなった犠牲

者のお墓でもある』という言葉が思い浮かぶ」と述べている410。 

それでは、ミュージアムはどのような軌跡を辿ってきたのか。中谷（2007）によると、

1947 年 7 月 2 日、ポーランドは「アウシュヴィッツ強制収容所跡地を国立ミュージアムと

して永久保存」すること、及び「戦争犯罪の物的証拠を収集管理、そして学術研究する期

間と定める国会決議をおこなった。」さらに 1979 年には、「戦争に関連する対象としてはじ

めて、ユネスコから世界文化遺産」に指定されている411。見学者の数的規模について言う

と、1947 年 6 月に一般公開されてからの 60 年間に、統計に残るだけでも 2,800 万人以上

が来訪している412。 

ミュージアムは、ナチス・ドイツがヨーロッパ占領地に建設した絶滅収容所の中でも最

大規模の施設であり、その歴史は 1940 年 6 月 14 日から 1945 年 1 月 27 日までの 4 年 7 ヶ

月に及ぶ413。犠牲者数は、「110 万人を下回らないといわれるが、その数は永遠にわからな

い」というのが定説である414。ヒルバーグ（2003）によると、1944 年に幾度となく為され

た「『ガス室を爆破してほしい』というユダヤ人の要求」は、「ワシントンでもロンドンで

も却下」され続けた415。裏を返せば、もしも、連合軍が反ユダヤ主義よりも人道主義を重

んじていたなら、少なからぬ人命が救われたことになる。 

International Auschwitz Committee（2008）によると、ミュージアムは、すべての被収容者

                                                        
410 中谷剛（2012）77‐78 頁。 
411 中谷剛（2007）2‐3 頁。 
412 同上、15 頁。 
413 しかし、竹沢（2015, 71-72 頁）によると、当初、アウシュヴィッツは「ポーランド国

民の殉教の場のひとつ」であり、「ユダヤ人の記憶がそこで承認されたのは一九八〇年

代の終わりであった。」彼によれば、青少年の研修旅行が実施されたり、改築に向けた

超地域的な委員会が設置されるようになったりしたのも、1988 年以降である。そうであ

るなら、80 年代は、ドイツと同様、犠牲者の地においても、想起の多様性が顕現化した

と言えるのかもしれない。 
414 中谷剛（2007）5 頁。 
415 ヒルバーグ（2003a）13 頁。  
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の運命を伝えなければならないこと、特にユダヤ人及びロマのジェノサイドを中心テーマ

としなければならないことを満場一致で決議している416。ゆえに、館内は写真をはじめ、

犠牲者の靴・メガネ・鞄といった無数の遺留品と処分を免れた記録書類を展示している。

それらは単なるモノという概念を越えた記憶の代弁者となっており、ガラスケースに山積

された遺留品を前にした見学者は、ミュージアムが真の「記憶の場」だと知ることになる。 

かようなミュージアムの特長を、ミルトン（2003）は「オリジナルの構造物が持つ環境

上の力」であると言う。そして、ドイツが国内の強制収容所跡地を「空っぽで牧歌的風景」

や「田園的な環境」に整備したのは、「ナチスの過去を遠く離れて近づき難く、記憶しづら

いように見せている」ものだと批判する417。当然ながら、こうした意図的な整備は、行為

者の記憶と「場所の真正性」の相関関係を曖昧模糊とする。ポーランドは、ドイツを反面

教師としたのか、80 年代まで「ミュージアムを国家予算だけで細々と維持管理」し、恒久

的な想起／追悼の場となるよう尽力してきた418。 

ホロコーストが「一切の近代文明に対する見方をも変えた」と語るのは、現館長ツヴィ

ンスキ（2013）である。彼は、「アウシュヴィッツに来ることは、何十年か前の出来事につ

いての知識を学ぶだけに役立つ」のではないと言う。そして、「正真正銘の記憶の場所」で

あるミュージアムは、知識以上のもの、すなわち「より深い考察と最大限の理解」が得ら

れるところだとする419。これを公共的コミュニケーションの視点で捉えるならば、記憶と

場所という 2 つの真正性を兼ね備えたミュージアムは、文字通り、歴史を肌で感じられる

場所ということになる420。一方、開館以来、ミュージアムはかつての被収容者とその家族

から、展示物の返還を求められるという事態にも遭遇している。時として、議論の射程は

展示物が内包する記憶の所有権にも及んでいる。その一例として、以下、アウシュヴィッ

ツ強制収容所で描かれたロマをモデルとする水彩画の返還を巡る論争を取り上げる。 

 

 

                                                        
416 International Auschwitz Committee（2008）2p. 
417 ミルトン（2003）160 頁。 
418 中谷剛（2012）77 頁。 
419 ツィヴィンスキ（2013）「あなたの立っているところ」頁なし  
420 アスマン（2011, 238 頁）は、こうしたミュージアムの機能を次のように説明する。そ

れは、「収集品や陳列品を備えたミュージアムは、事物が想起の蓄えとなりうるもので、

想起を誘発することでオーラと力とを手に入れるという認識を拠りどころにしてい

る」というものである。 
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2-2．水彩画の所有権を巡る論争 

これは、ディーナ・ゴトリボバ・バビット（Dinah Gottliebova Babbit）という、ひとりの

ユダヤ人女性が、7 枚のロマの水彩画の返還をミュージアムに求めた論争である。彼女は、

1923 年にチェコのブルーノに生まれた。アウシュヴィッツの被収容者であった時期には、

画家の才能を活かして自らの生を繋ぎ、2009 年に米国のカリフォルニアで 86 年の生涯を

閉じている421。最終的に国家間の議論にまで発展した議論は、コミュニケーションの結実

には、「妥当性」と「事実性」、及び「公開性」の概念が重要になることを可視的とした。 

主な論争の経緯は以下の通りである。 

 

（表 4） 水彩画の所有権を巡る論争の経緯 

年代
1944

1968 ミュージアムは、旧被収容者Ewa Krcz-Sieczkaから6枚の水彩画を

1973

1980

1997

1999

2001

1999

2009

2022

ディーナは、『ニューズウィーク』誌の取材に対し、「私の心の一部は

今もアウシュヴィッツにある」と応答した

7月にディーナが他界した（享年86）。

現在まで、ミュージアムは水彩画の展示を継続している。

ディーナは、弁護士とNBCテレビスタッフを伴い、ポーランドを再訪し、

あらためて、水彩画の返還を要請した。

対して、ポーランドの官僚は、水彩画の返還が、ミュージアムの存在

そのものを脅かす危険な前例になると苦言を呈した

米国の上院議会議事録は、水彩画の返還に賛同する両院一致の

決議を記載した

ディーナは、ミュージアムより、水彩画の現存を報告される。

ポーランドを訪問し、水彩画の返還を求めるが謝絶される。

美術部門責任者Tadeusz Symanskiは、ディーナの返還要求を

「少々恥ずべきもの」だと批判した。

同時に、1979年に他界した医師メンゲレのみに返還要求の権利が

あるという異例の見解を示した。

概略

医師メンゲレの命令により、ディーナは11枚のロマの水彩画を描く。

購入した。

（Ewaは、アウシュヴィッツ解放後に水彩画を持ち出していた）。

ミュージアムは、他の1枚を別の者から購入した。

他の5枚の所在は、現在まで不明。

 

出典：NewsweekOnline.2001, Apel, Dora. 2002, Find a grave. 2009. 

   

大学で美術を専攻していた彼女は、アウシュヴィッツのバラックの壁に白雪姫と 7 人のこ

びと等を描いていた時、メンゲレ医師（Josef Mengele）からロマをモデルとする水彩画を

                                                        
421 Find a grave（2009）“Dina Gottliebova－Babitt” 
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描くよう命じられる422。当時、アウシュヴィッツで「死の天使」と恐れられていたメンゲ

レ医師は、ロマの人種的劣等性を科学的に証明しようとしていた。彼は、「当時のカラーフ

ィルムの品質では皮膚の色を正確にとらえられないこと423」を不満としており、ディーナ

に白羽の矢を立てたのである。 

『ニューズウィーク』誌（2001 年 7 月 15 日付）には、「メンゲレは自分のオフィスに椅

子を二脚置き、ディーナに紙と絵の具を渡した（…中略…）。一ヶ月半をかけて、彼女は九

人の収容者の肖像画を描いた。九人とも後にガス室に送られた」とある424。そうであるな

ら、彼女は、敢えて絵筆の進みを遅くすることで、モデルの生の確保に努めていたとも考

えられる。以下に、ミュージアムに現存する水彩画を示す。 

 

（図 1）ディーナが描いた水彩画 

 

出典：Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau Former German Nazi Concentration and 

Extermination Camp. “Roma People The exhibition The Destruction of the European 

Roma” 

       

2-3．製作者とミュージアムの対立 

Dora（2002）によると、ディーナは、1973 年にミュージアムから連絡を受けたのを機に、

7 枚の水彩画の現存を知り、返却を求めることになった425。それに対して、ミュージアム

は次のように応答した。たとえば、責任者のひとりであるオレクシー（Krystyna Oleksy）

は、1996 年に、「世界中の来館者は、オリジナルを見るためにだけミュージアムを訪れる」、

「われわれには、10 万足の靴がある。これを米国の記念博物館やイスラエルのヤド・ヴァ

                                                        
422 San Diego Union Tribune（2009）  
423 Ibid. 
424 NewsweekOnline（2001） 
425 Apel（2002） 

http://www.auschwitz.org/en/
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シェムに差し出せというのか」と問いかけた426。これに呼応するかのように、“International 

Council of the Auschwitz Camp Museum”のメンバーであるクラエウスキ（Stanislaw 

Krajewski）もまた、「もしもすべての展示物を本来の所有者に返還しなければならないと

すると、世界中のミュージアムは瞬く間に空き家となる」と苦言を呈した427。これらを、

アスマンの言う「蓄積的記憶」の概念、すなわち、「文化の知識を更新するための基本的な

資源であり、文化の変遷を可能にする条件でもある428」という概念に重ねると、来訪者は、

オリジナルの展示物を通して、かつての遺品の所有者に思いを巡らす。この時、犠牲者に

寄せた想いは、その深浅を問わず、来訪者の糧となる。しかし、以下の議論の展開からも

明らかなように、貯蔵庫から引き出した「蓄積的記憶」を政争の具とした場合、状況は一

転してしまう。 

1997 年、自らの生を賭して描いた作品を取り戻すべく、ディーナは弁護士及び米国の三

大ネットワークのひとつ NBC テレビのスタッフを伴い、ミュージアムを再訪した429。し

かしこの時も、ミュージアムは、「展示物の返却はミュージアムの存続そのものを脅かす行

為430」だというスタンスを崩しはしなかった。それでは、ミュージアムがコミュニケーシ

ョンの受け手となる姿勢を見せながらも、決して返還要請に応じなかったのはなぜなのか。

筆者は、その手がかりを 1973 年の見解、すなわち、ロマの「描かれた権利」を擁護する立

場を取ったミュージアムの見解に求める。そもそも、80 年代後半まで、アウシュヴィッツ

のロマ犠牲者の存在はほとんど知られていなかった。この意味でも、水彩画が貴重な一次

資料であったことは想像に難くない。言うなれば、ミュージアムは、亡くなったロマのモ

デルたちに代わり、かれらの「描かれた権利」の擁護を主張したのである。それでは、こ

の繊細な問題は、どのような着地点を見出したのか。以下、議論の最終局面を確認したい。 

  

2-4．米国とポーランドの間の交渉 

相手の疲弊を待つかのような議論の応酬が続く中、ディーナは、政治とメディアを巻き

込みながら、国家間交渉という大舞台に解決を委ねようとした。Dora（2002）によると、

2000 年前後には、インディアナ州の医師の Grosz と弁護士の Friedman がディーナの支援者

                                                        
426 Ibid. 
427 Ibid. 
428 アスマン（2007）170 頁。 
429 NewsweekOnline（2001）op.cit. 
430 Ibid. 

http://www.othervoices.org/2.2/apel/
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として、世論の圧力と外交交渉という戦略をめぐらせている431。特に、Grosz は、国家間

の圧倒的な力関係の差異を背景に、「これは法廷で所有権を争う類の問題ではない」、「ポー

ランド政府と当局に圧力をかければ済む問題である」、「もしもポーランドが NATO への加

盟を望むのなら、米国市民の権利に敬意を払うべきだ」といった挑発的な発言を繰り返し、

相手の感情を煽り立てていた432。 

それでは、進言に名を借りた米国の「圧力」に、ミュージアムとポーランドはどう応じ

たのか。Dora（2002）によると、ミュージアムは返還可否については、同国の芸術文化省

だけが決められると明言した433。対して、芸術文化省は、ミュージアムが最初の判断を下

すべきだと身をかわした434。同時に、ミュージアムが水彩画の返還に同意したならば、問

題は芸術文化省に差し戻され、可否決定が下されるであろうと示唆した435。このとき、芸

術文化省の代表者らはクラコフの米総領事に、その際はポーランド司法の判断を仰がなけ

ればならず、裁定には数年を要すると伝えている436。言うなれば、ポーランドは抜け道を

探りながら米国の「圧力」をかわすことで、問題の沈静化を図ろうとしていたのである437。 

 それでは、研究者はこの議論をどう俯瞰していたのだろうか。例えば、米国のホロコー

スト記念博物館の主席研究員ミルトンは、ディーナの問題が法的には「非常に理解しにく

いもの」であるとしたうえで、「抵抗」の記録として水彩画をミュージアムに残すべきだと

主張した。ミルトンは、その理由を次のように説明する。「描かれたのは、メンゲレが堕落

したと見做した人びとである。しかし、ロマは堕落などしていない。ディーナは一方では

メンゲレの命令に忠実であったのかもしれないが、他方では抵抗を試みている。というの

も、彼女の作品にはロマの美しさがにじみ出ているからである。つまり、彼女は歴史の記

録係の役割を果たしたのだ438。」 

 

                                                        
431 Apel（2002）op.cit. 
432 Ibid. 
433 Ibid. 
434 Ibid. 
435 Ibid. 
436 Ibid. 
437 アウシュヴィッツの公式日本人ガイド中谷剛は、「かような米国という大国からの返還

要求を『国家』として拒絶したポーランドの対応は、1999 年 8 月 6 日付の同国の主要

紙ジチェー（ZYCIE）にも大きく報じられ、世論の関心を引くことになった」と筆者に

語った。 
438 Apel（2002）op. cit. 

http://www.othervoices.org/2.2/apel/
http://www.othervoices.org/2.2/apel/
http://www.othervoices.org/2.2/apel/
http://www.othervoices.org/2.2/apel/
http://www.othervoices.org/2.2/apel/
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2-5．まとめ 

振り返ると、本論争において、ディーナは「記憶の所有権」の奪取を主眼とし、ミュー

ジアムはロマの「描かれた権利」を守り抜くことに意義を見出していた感がある。当初、

個人対ミュージアムで始まった議論は、時と共に米国対ポーランドという構図に変容した。

メディアと政治を味方につけて、幾度となくサービスエースをねらったのがディーナであ

ったとするならば、根気強くラリーを続けることで返還の謝絶に理解を得ようとしたのが

ミュージアムであったと言えるだろう。こうした見解は、アスマンの「蓄積的記憶もまた、

（…中略…）、文化の知識を記録し、維持し、開拓し、循環させるためのしかるべき制度に

よって支えられる必要がある439」という考え方とも通底する。 

なお、本論争は、記憶の「集約化」と「一般化」に向けた前向きな議論となることも、

公共的なコミュニケーションの体を成すこともなく、ディーナの他界（2009 年 7 月）によ

り幕を閉じた。今日まで、ミュージアムは、彼女の水彩画を展示し続けている。これらは、

「記憶の所有権争い」に決して「勝者」が存在しないことを物語っている。本論争から、

格差の構造化の根底にある力関係の差異は議論の展開に少なからぬ影響を与えるが、必ず

しも勝敗の明確化を目的とはしていないことが確認できたと思われる。 

以上を踏まえ、次節ではドイツの戦後補償の軌跡を辿る。ドイツの司法と行政がロマ犠

牲者を、敢えて補償対象の枠組みから外そうとした理由を探ることで、格差の萌芽は「記

憶の場」に先んじて、すなわち、実社会の中で芽生えていた事実が明らかとなる。 

  

第 3 節．ドイツの戦後補償 

 本節では、ドイツの戦後補償の軌跡を辿る。考察を通して、「犠牲者間の格差」は人為

的に作られたものであることや、犠牲者の「多様性」と「一般化」の問題が、実社会でも

先送りされていた現実が明らかとなる。 

 

3-1．戦後初期の取組み 

さて、ドイツの戦後補償は、外交政策や国益に資すべく、戦略的に展開されていた。と

いうのも、占領国は、ドイツの国際社会への復帰を主眼としていたからである。それゆえ、

占領国は、戦後補償に係る語意の使用にも細心の注意を払っていた。ヴィッパーマン（2012）

                                                        
439 アスマン（2007）171 頁。 
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によると、「もともと、ドイツは（『敗戦国に課せられる賠償』というニュアンスの濃い）

“Reparation”を用いていた440。」しかし、「第二次世界大戦中、イスラエルは存在していなか

ったという理由から、占領国は同語の使用を禁じることとし」、「（イスラエルで『支払い』

等の意味で話されていた）“schilumim”を、“Wiedergutmachung” （『罪の償い』という意味

での）補償」に翻訳した」のである441。 

さらにいえば、戦後補償は二層構造となっていた。ゴシュラー（2011）によると、「戦争

の結果とナチ迫害の結果とは、二つの異なる分野として扱われてきた442。」そして、「前者

は国家間の賠償として、後者は国内の補償問題として443」区別されていた。「賠償とは、

非ドイツ人への迫害に関するもの」、「補償とは、ドイツ人に対する迫害に関するもの444」

とする彼の論は、賠償は国際問題、補償は内政問題という解釈に依拠していたと推測され

る。しかし、「明確な区別は理論の上だけ445」という彼の主張からも明らかなように、賠

償と補償の峻別は現実的ではなかった。 

前者の賠償については、「一九五九‐六四年にかけて十一か国と二国間協定を締結」、「そ

れに基づく支払いは西欧諸国のナチ被害者の救済に充てられる」ことになった446。「国家」

という政治的屋根のない集団については、ユダヤ人の救済を念頭に締結されたルクセンブ

ルク協定（1952 年）を通して、「国家間の戦争賠償支払いの枠外での救済が初めて行われ

た447。」なお、こうした「被害者－ユダヤ人被害者‐に対する補償支払いを通じて国際世論

においてドイツの倫理性への信頼が回復されることを期待した戦略としての側面もあった

だろう448」というのが、川喜田（2020）の見解である。 

後者の補償に関しては、1950 年代に、「連邦補充法（1953 年）」、「連邦補償法（1956 年）」、

「連邦補償法終結法（1965 年）」という 3 つの法律が制定されている。Willems（1998）は、

                                                        
440 Wippermann（2005）op. cit., pp.56-57.（ ）内は筆者。対照的に、武井（2017, 12 頁）

によると、「イスラエルはドイツに対する補償要求をあえて『賠償（Reparation）』と呼

んできた。」これは亡くなった犠牲者に代わって、イスラエルが賠償を求めているとい

う考えに則っている。 
441 Ibid. p57. （ ）内は筆者。 
442 ゴシュラー（2011）10 頁。. 
443 同上、11 頁。 
444 同上、11 頁。 
445 同上、11 頁。 
446 川喜田敦子（2020）250 頁。 
447 同上、250 頁。 
448 同上、258 頁。 
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ドイツがその過程で直面した 2 つの課題を次のように指摘する。ひとつは、「第三帝国とド

イツ占領下のヨーロッパにおける迫害の事実に、1945 年以降、根本的に変化した知識や、

芽生えかけの行為者意識を関連付けることができずにいた449」という立法機関の葛藤であ

る。そしてもうひとつは、「ナチス・ドイツの犯罪と同様、補償の取り決めもまた、前例な

きものであり、立法は体系を欠いていた450」という構造的な綻びの問題である。 

そのようななか、武井（2017）が指摘するように、「謝罪の有効性は、犠牲者の心身の

回復と安定した生活の達成をバロメーターとして測るべき」だというのが、当時のヨーロ

ッパの見解であった。ドイツが、「個人に対する補償と犠牲者の総体に対する『集団的補償』」

というふたつの次元で補償の履行を求められていたのも、公の場での謝罪と対イスラエ

ル・対ユダヤ人への経済支援を切り離すべきではないと考えられていたからである451。し

かし、ユダヤ人以外の犠牲者に集団的補償を行う必要性が問われなかったことにより、「犠

牲者間の格差」は拡大した。この意味において、ふたつの次元の補償を手放しで喜ぶこと

はできないと言えるだろう。その背景には、戦後補償の旗手となった司法が、従来のロマ

に対する社会政策の延長線上にナチス・ドイツのロマ政策を見ていたという現実がある。 

 

3-2．戦後補償の軌跡 

こうした動向を背景に、Willems（1998）は、戦後補償の軌跡を次のように辿る。まず、

「補償の間口が広がったのは、複数の被迫害者集団が一定の取り決めの必要性を指摘した

50~60 年代にかけてのこと452」だと黎明期を振り返る。次に、「80 年代には、被迫害者が

有利となるよう、より厳格な方針を取り、補償対象の拡充を図った453」と、その舵取りを

評価する。最後に、「東欧の被迫害者に対する補償に合意したのは、90 年代以降であった454」

とし、再統一を機に、戦後補償への取組みが新たな局面を迎えたと言葉を結ぶ。 

実際、今日に至るまで、ドイツは補償に向けて巨額の公的資金を投じてきた。表 5 は、

2022 年 12 月末日までの主な支給額を纏めたものである。 

 

                                                        
449 Willems（1998）pp.368-369. 
450 Ibid., p.368. 
451 武井彩佳（2017）11 頁。 
452 Willems（1998）op. cit., p.368. 
453 Ibid., p.368. 
454 Ibid., p.368. 
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表 5 戦後補償の支給額455 

（ドイツ財務省発表　2022年12月31日現在）

③対イスラエル条約

①連邦補償法

対象地域；旧東ドイツ側

1952年制定のルクセンブルク協定を指す。
④その他の支給
対象者：非ユダヤ人犠牲者、医学実験の犠牲者等

対象者：忘れられた犠牲者、安楽死措置の犠牲者等

　17億6,400万ユーロ

　72億4,600万ユーロ

②補償年金法

487億9,300万ユーロ
対象地域：旧西ドイツ側

　　8億1,300万ユーロ

125億5,100万ユーロ
⑤苛酷緩和規定

 

 

上記を見る限り、ロマは、対イスラエル条約を除き、すべての対象となり得たと考えられ

る。特に「苛酷緩和協定」に最も相応しい犠牲者であったと言えるだろう、かような「間

口の広がり」、「補償対象者の拡充」、「東欧の被迫害者に対する補償」といった好条件が揃

いながら、なぜ、ロマは救済の網から抜け落ちたのか。ヴィッパーマン（2005）の指摘の

ように、戦中／戦後を通じて、「同一人物が立場を変えて、つまり、行為者から権力者に立

場を変えて、誰を犠牲者とするのかを決定し、補償申請を裁可していた456」ことが問題だ

ったのだろうか。それとも、「国家」という政治的屋根がないことが主要因だったのだろう

か。この問いに取り組むべく、次に、補償法がロマ犠牲者に与えた影響を探る。 

 

3-3．補償法がロマ犠牲者に与えた影響 

川喜田（2020）によれば、「パリ賠償会議（一九四五年／四六年）は、『国籍を喪失し、

特定の国家の保護を受けることのできない難民にも国家間の戦争賠償支払いに準じて一定

の賠償額が割り当てられること457』」を定め、国籍喪失者に救済の道を示していた。これ

については、ゴシュラー（2011）も、「ナチは、国際的な規模の難民問題を引き起こし、こ

のため本来なら一国の内政問題であった事柄を、難民の流入によって影響を受けた諸国家

への問題へと転化させた458」と述べている。同時に、「どの程度まで外国籍のナチ犠牲者

を補償の対象に含めるか、また含めないかは、連邦共和国の外交利益への考慮にかなり左

                                                        
455 Bundesministerium der Finanzen ‐Referat VB4（2022） 
456 Wippermann（2005）op. cit., p.58.  
457 川喜田敦子（2020）250 頁。 
458 ゴシュラー（2011）9 頁。 
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右されてきた459」という彼の指摘は、先の川喜田（2020）の見解とも重なっている。 

こうした背景の下、1952 年 5 月 26 日、ドイツは補償法の前段階として法的問題に関す

る解決義務を明文化した。それは、「被迫害者に対して、いかなる差別もせず、迅速な審理・

判決を行う」、「否決された申請について、新たに何らかのより有利な補償ができないか、

可能性の道を拓く」といった理念を内包していた460。続いて、先述の 3 つの補償法の中で

最も実効性の高かった「連邦補償法」について見ていくと、第一条には、「宗教的、政治的、

人種的理由により迫害にあった者で 1952年 12月 31日の時点でドイツ連邦共和国に居住し

ていた者、難民、亡命者、帰還兵、強制移住外国人らに補償資格がある461」と記されてい

る。その特徴は、属地主義の見地に立った救済を意図していたことにある。にもかかわら

ず、ロマは救済の網からこぼれ落ちた。その理由を、Törne（1998）は次のように説明する。

それは、「『補償を受けられる可能性を知らずにいた者』、『文盲のため、必要書類に記入が

できなかった者』、『迫害の証拠や関連書類を準備できなかった者』には、最初から申請の

機会が奪われていた462」、というものである。同時に、補償申請に向けた「検診や行政と

の質疑応答は、かつての強制収容所への移送手続きと類似していた463」ことも、ロマを躊

躇わせた。結果、申請をリスクと捉えた少なからぬロマは、敢えて沈黙を選ぶことになる。 

さらに、Törne（1998）が指摘するように、ドイツは「1965 年の連邦補償法終結法を最

後に、法律に新しい条項を追加しなかった464。」時と共に、補償対象から外れた犠牲者の

存在が顕現化していたにもかかわらず、なぜ、ドイツは「連邦補償法終結法」を節目とし

たのだろうか。彼女は、「改善の余地がなかったのではなく、『厄介事』に対する不安があ

った465」と、行為者の疲弊に要因を見る。そして、次のように言葉を継ぐ。「行政機関は、

まさに『条項追加に対するトラウマ』を増幅させていた。かれらは、ひとつの法律を何度

も変更する立法機関の資質に疑念を抱いていた。というのも、補償問題は、依然、財政問

題であり続けたからである466。」ここからは、財政圧迫を危惧する行政が、補償対象の拡

充に務める司法に物言いをつけようとしていた構図が見えてくる。 

                                                        
459 同上、12 頁。 
460 Törne（1998）op. cit., p.381. 
461 Ibid., pp.382-383. 
462 Ibid., p.379. 
463 Ibid., p.379. 
464 Ibid., p.383. 
465 Ibid., p.383. 
466 Ibid., p.383. 
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しかし皮肉にも、ロマ犠牲者に対する司法と行政の見解は一致していた。Törne（1998）

の言うように、「たしかに、地方法と連邦補償法の解釈を通じて、『ツィゴイナー』はナチ

ス・ドイツによる迫害の犠牲者だと認められていた。」にもかかわらず、この解釈が救済に

繋りはしなかった。なぜなら、「補償問題に携わる官僚と法廷は、ロマ犠牲者に対する補償

義務を疑問視していた467」からである。以上を踏まえ、次に、ユダヤ人とロマの格差の問

題を掘り下げて検討する。 

 

3-4．戦後補償における犠牲者間の格差 

最初から、戦後補償は、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者に全く別の様相を呈していた。川

喜田（2005）によると、「ユダヤ人の場合には、『集団的迫害』（人種的迫害）が行われたと

認められたため、補償を請求する際に迫害の事実を個人が立証する必要はなかった468。」 

翻って、ロマに視点を移すと、「1945 年以降の西ドイツにおいて、ナチス・ドイツ支配下

のスィンティとロマに対する迫害に関する法的承認と補償の歴史は、人種差別の継続を証

明する歴史である469」という Willems（1998）の言葉がすべてを物語っている。その背景

には、戦後補償の旗手となった司法が、従来のロマに対する社会政策の延長線上にナチス・

ドイツのロマ政策を見ていたという現実がある。 

Törne（1998）によると、司法は「1933 年以前から公布されていた『ツィゴイナー』に

関する差別的な規定や法律を部分的に適用し、補償の判定にも反映させていた470。」その

証左として、連邦補償法の草案に係る中心人物のひとり、オットー キュスター（Otto 

Küster）は、「古くから、ツィゴイナーは、西側の文化民族にとって災禍のような存在だっ

た471」という私見の下、「1942 年 12 月 16 日に発布された『アウシュヴィッツ訓令』に基

づく、1943 年 1 月 29 日以降の移送は人種的迫害、それ以前の移送は、かれらの反社会性、

犯罪性、放浪性を理由としている472」と証言している。ヴィッパーマン（2005）によると、

こうしたキュスターの誤った見解は、「国内各地の上級地方裁判所に波及し、スィンティと

                                                        
467 Ibid., p.383. 
468 川喜田敦子（2005）106 頁。 
469 Willems（1998）op. cit., p.367. 
470 Törne（1998）op. cit., p.378. 
471 Ibid., p.384. 
472 Ibid., p.384. 
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ロマによる『補償』の申し出を却下することが常態化した473。」しかも、「この不可解なス

キャンダルは、当時のドイツの世論を喚起することもなければ、批判の呼び水にもならな

かった474。」これに呼応するかのように、連邦最高裁判所も、「ナチス・ドイツがユダヤ人

に対する措置と『ツィゴイナー』に対する措置は比較し得ない475」というスタンスを崩さ

なかった。ナチス・ドイツが、「ユダヤ人の迫害のみを党の綱領に組み入れていたこと、そ

して、『ツィゴイナー』のような、あるいは『ツィゴイナー』的な生活様式を営むユダヤ人

などいない476。」というのが、その理由であった。 

最後に、補償の実効性について見ていくと、Willems （1998）の分析、すなわち、「1981

年以降、約 5,000 人のスィンティとロマが一度限りの助成金を申請した。しかし、少なく

とも半数が却下された」、「1986 年から 1989 年末にかけては、861 人の新たな申請に対し、

635 人が却下された」、「財務大臣の自由裁量で配分可能な助成金についても、599 名（1990

年 3 月）の申請に対し、認められたのは 72 名であった」という分析からも明らかなように、

依然、ロマは不利益を被る立場に置かれていたのである477。 

ここまでの考察から、ロマは諸条件が揃いながらも、敢えて補償の枠組みから外された

犠牲者であることが明らかとなった。それはいわば、ドイツの司法と行政が、犠牲者間の

格差の構造化とその拡大に加担していたことを裏付けるものでもあった。事実、戦後補償

の舵取りを担った占領国のねらいは、犠牲者の救済とドイツの国際社会への復帰を同時並

行的に行うことであった。実際、今日まで、ドイツが巨額の公的資金を投入し、広範な犠

牲者の救済に努めている。一方、司法と行政が、迫害の事実よりも、従来の差別と偏見か

ら成る主観を優先させたことにより、ロマは不利を被った。申請手続きの煩雑さや、辛い

記憶を思い起こすことへの拒絶反応が、ロマを補償から遠ざけたこともたしかである。そ

して何よりも、ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の相互関連性の否定が格差の萌芽となり、補

償法からロマを退けたと考えられる。 

以上を踏まえ、次にドイツの歴史教育におけるロマの位置付けを確認する。これにより、

ロマ犠牲者が教育の場にあっても、不可視的な存在であり続けた事実が明らかとなる。 

 

                                                        
473 Wippermann（2005）op. cit., p.60.   
474 Ibid., p.61. 
475 Törne（1998）op. cit., p.387. 
476 Ibid., p.387. 
477 Willems（1998）op. cit., p.371. 
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第 4 節 ドイツの歴史教育 

 本節では、ドイツの歴史教育の変遷を確認する。これにより、非ユダヤ人犠牲者に関す

る「基礎資料」の乏しさが、ユダヤ人犠牲者との「認識の落差」を生み出したばかりか、 

戦後補償の問題と同様、犠牲者の「多様性」を「一般化」するうえでの妨げとなっていた

ことが明らかとなる。 

 

4-1．特徴 

岡（2012）によると、「ドイツでは、『歴史を批判的に見る』ということが、歴史教育の

最も重要な目的一つとなっている478。」むろん、そこでは、「その歴史事象の問題点を指摘

し、問いを投げかけ、さらにその問いに対する答えを自ら考える」ことが重視されている479。

しかし、ここまでの道程は、必ずしも順風満帆であったわけではない。特に、ナチス・ド

イツの時代に関しては、時間的経過と共に教科書の記述内容の充実が図られたというのが

実状である。こうした問題意識を背景に、以下、ユダヤ人とロマの記述の差異に焦点を当

てながら、ドイツの歴史教育を概観していきたい。 

 

4-2．歴史認識が教科書記述に与えた影響 

川喜田（2005）の言葉を借りるなら、ドイツが連合国に禁じられていた歴史の授業を再

開したのは、1947 年以降のことである480。しかし、時間的経過の短さに加え、「教師の側

のとまどい、抵抗、拒否反応」、「親の反対、生徒の拒否反応」等が枷となり、「実際の授業

は第一次世界大戦やヴァイマル共和国で終わりになることが多かった481。」そのような背

景からか、歴史教科書の内容は、「六〇年代初めまで、ユダヤ人の大量殺害すら十分に記述

されていない段階482」にあったようである。しかも、「全般的にあまり多くは説明されて

おらず」、「四、五行の記述しかない」ことから、「歴史認識の特徴を分析しようにも、何も

書かれていないのでは分析のしようがない」というのが実状であった483。これは、ナチス・

ドイツの 12 年間を歴史の暗部と捉え、自国史とは一線を画そうとしたドイツと、当時を肌

                                                        
478 岡裕人（2012）25 頁。 
479 同上、25 頁。 
480 川喜田敦子（2005）34 頁。 
481 同上、36 頁。 
482 同上、102 頁。 
483 同上、41‐42 頁。 
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感覚で知る第一世代の「集団的情動484」が一致した結果だと考えられる。そして、この状

況は、社会の主翼が「第二の罪」を犯した第一世代から、「行為者の罪」を客観的に俯瞰し

得る第二世代に交代するまで続くことになる。 

ヴィッパーマン（2005）によると、こうした意図的な視点の移し替えは、研究者の出来

事との距離の取り方に原因がある。彼は言う。「研究者たちはまず、『抵抗』と『迫害』を

対概念とする綿密な検討を試みた485。」そして、続ける。「そこから導かれる犠牲者とは、

ナチス・ドイツに抵抗を試みた市民軍、宗教的・政治的信念に基づき、迎合を拒んだ人び

とであった486。」ここから言えるのは、戦後初期の歴史認識は、「無関心の罪」から逃れよ

うとした市井の人びとへの迎合を由としていた、ということである。 

当然ながら、その余波は、歴史教科書にも及んだ。川喜田（2005）は、60 年代初頭まで

は「大衆は知らなかった」という記述が見受けられ、「一般のドイツ人の責任、ドイツ社会

全体の責任について考えさせようという教科書はまれであった」と分析する487。これは、

猪狩（2020）の指摘、すなわち、「人々は戦争が終わって日々の普通の生活を取り戻すのに

忙しく、過去を振り返って検証しようという雰囲気ではなかった」、「戦後初期には多くの

人々がどちらかというと自らの被害の側面に向けていた」、という当時のドイツ人の意識に

関する指摘と重なるものでもある488。 

 

4-3．教科書記述の変容 

そのようななか、学校教育や教科書記述に関する議論が活発化したのは、50 年代末から

60 年代にかけてのことである。以下に、その流れを纏める489。 

 

1．五九年一二月から六〇年一月にかけて、西ドイツ全土のユダヤ人墓地が右翼の若者 

によっていっせいに荒らされた。犯人の大多数が青少年であったため、若年層の歴

史的知識の不足が問題視され、学校内外の教育の責任が議論の的となった。 

                                                        
484 ジョルダーノ（1990）30 頁。 ナチス・ドイツの過去を傍観者の立場で捉えようとする

行為を指す。 
485 Wippermann（2005）op. cit., p.79. 
486 Ibid., p.79. 
487 川喜田敦子（2005）56‐57 頁。 
488 猪狩弘美（2020）302‐303 頁。 
489 川喜田敦子（2005）36‐43 頁。 
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2．六〇年代初頭に行われた教科書調査で、二五種類の歴史教科書の記述分析が行われ、 

六三年にはその結果が『ドイツの教科書におけるユダヤ人の歴史』として出版され 

た。学術的な教科書分析は、これが初めてであった。 

3．六〇年代半ば以降、「最終解決」「帝国水晶の夜」といった用語をナチ・エリートの 

言葉で説明する状況から、収容所の囚人の手記を引用することで、被害者の視点か 

ら絶滅のプロセスが描かれるようになり、質と量の充実化が図られた。 

 

川喜田（2005）によると、1．については、ケルンのシナゴーグへの落書きを機に、総計四

七〇件超の同様の事件が続いたことから、ドイツ教育制度審議会が一月三〇日に声明を発

表、連邦と州の間で調整がなされ、現代史教育へ抵抗を払拭しようという機運が高まりを

見せた490。2.については、ユダヤ人差別→強制移住→絶滅への過程が段階的に記述される

ようになり、生徒自身に考えさせることを重視する内容となった491。そして、3.について

は、歴史教育の充実に伴い国際的評価も上昇、「過去の克服」の進展という意味でも、現代

につながる流れが確定した時期としている492。そうであるなら、この時期に、「過去の克

服」の理念が内包する「現代史重視の歴史教育など政策・制度面の実践493」の新芽が芽吹

いたと言えるだろう。反面、80 年代になっても、「一般の人びとがナチの政策にどのよう

に協力したかについて触れられることはまずなかった」という彼女の指摘からは、ジョル

ダーノ的な「第二の罪」を否定する土壌が醸成されはしなかった事実が窺える。 

このように、ある種の課題を残しつつも、ドイツの歴史教科書は、時代の要請に応じて、

ユダヤ人政策を時系列的に記述するようになった。その成果は、八一年に開始した「西ド

イツ＝イスラエル教科書会議」において、イスラエル側が一定の評価を与えていることか

らも明らかである494。それでは、ロマ犠牲者に関する記述は、いつから始まったのだろう

か。その描写の中に、格差の萌芽は見えていたのだろうか。以下、この問題を探る。 

 

4-4．歴史教科書の中で顕現化した「犠牲者間の格差」 

川喜田（2005）によると、歴史教科書の中で、「シンティ・ロマがナチ犯罪の犠牲者とし
                                                        
490 同上、36‐37 頁。 
491 同上、43 頁。 
492 同上、44 頁。 
493 石田勇治（2002）7 頁。 
494 川喜田敦子（2005）55 頁。 
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て言及されるようになったのは、六〇年代半ば以降に登場した新世代の教科書からであっ

た495。」ただし、それは「『望ましくない』集団が計画的に『根絶』させられることになっ

た496」という程度に過ぎない。これを誰にとり、望ましくない集団であったのかという視

点から再読すると、そのなかには、圧倒的な力関係の差異を前提とする「コミュニケーシ

ョンの断絶」、「他者の排除」、「社会的不平等」といった概念が凝集されているようにも思

われる。しかし、表 6 が示すように、ロマ政策は決して一意的ではなかった497。 

 

（表 6） ナチス・ドイツによるロマ政策 

項番 年

① 1933

② 1935

③ 1937

⑤ 1940
ドイツとオストマルクの三万人のスィンティとロマがポーランド総督
府への移送対象となる
「アウシュヴィッツ訓令」により、すべてのスィンティとロマがアウシュ
ヴィッツへの移送対象となる

1943

④

⑥

スィンティとロマに対する迫害

ニュルンベルク法（ドイツもしくは同種の血統の国籍保持者）で
ない者の権利を制限する法律）の発布

1938

「危険な常習犯罪者対策法」・「遺伝病子孫予防法」に基づく
「強制断種」の開始

公職追放・自営業の禁止
「労働忌避者」・「反社会分子」として、スィンティとロマの大量
逮捕を開始
「ジプシー禍撲滅令」により、警察にさらなるジプシー逮捕権限を
与える

 

出典：川喜田（2005）（②と③はユダヤ人政策と共通） 

 

このように、戦後補償で引き合いに出された「アウシュヴィッツ訓令」以前から、ロマを

対象とする法律や規則が実行されていた。にもかかわらず、かれらが「その他の犠牲者」

から脱却できずにいたのは、「書き言葉の世界」へのアクセスが閉ざされていたからだと考

えられる。実際、川喜田（2005）の言葉を借りるなら、「『被害のヒエラルキー』は、歴史

教科書での扱いにもそのまま反映498」されていた。それでは、こうした状況を打開すべく、

近時のドイツはロマ犠牲者及びかれらの歴史を教育現場でどう教えようとしているのだろ

うか。以下、その取組みを見ていきたい。 

 

                                                        
495 同上、102 頁。 
496 同上、102 頁。 
497 同上、100-101 頁。 
498 同上、102 頁。 
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4-5．格差克服に向けた取組み 

（1）ドイツ・スィンティ・ロマ中央委員会の調査 

2004 年、「ドイツ・スィンティ・ロマ中央委員会」（以下、中央委員会）は、国内の中学

校と高校 400 校に向けて、3,200 通のアンケートを発送した。その内容は、スィンティと

ロマに関する授業での言及を問うものであった。有効回答 397 通の調査結果は、以下の通

りである499。 

 

（表 7）スィンティとロマに関する授業での言及 

 

なお、調査結果に基づき、中央員会は次の見解を示している。 

 

① 文学の中のスィンティとロマには、予め配役が決められていると推測される。 

② マイノリティの権利を付与する面でも、東欧の EU 加盟の拡大という意味でも、

重要な問題である。しかし、ドイツ連邦共和国、欧州連合の枠組みでの言及は僅

か 3.7％に留まっている。 

③ 政治的課題と絡めた言及が、ほとんどない。 

④ 経験の長い教員ほど、ナチス・ドイツの犠牲者として言及する傾向にある。 

⑤ しかし同時に、ナチス・ドイツの犠牲者として言及した教員の 98.3％は、マイノ 

リティの項目でスィンティとロマに言及していない。これは、未だドイツのシラ 

                                                        
499 Documentary Centre of German Sinti and Roma（2004） 
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バスと教科書の大半が「ジェノサイド」をユダヤ人と絡めて記述し、高い割合で

公開討論の議題としていることとも関係する。 

 

筆者の見る限り、肯定的回答は④のみであり、他の回答は今後の課題の示唆に富んでいる。

そうであるなら、教科教育におけるロマの扱いは、2000 年代にあっても、黎明期にあると

言えるのかもしれない。 

 

（2）ゲオルク・エッカート国際教科書研究所の調査500 

加えて、“The Representation of Roma in European Curricula and Textbooks Analytical Report”

（2020）501は、ロマの歴史が、近時の教育カリキュラムにどう組み込まれているのかを概

観している。同レポートによると、ドイツの「16 の連邦州のうち 11 の連邦州が歴史／社

会科学の授業でスィンティとロマについて触れている502。」表 8 は、教育カリキュラム上

のロマの扱いを纏めたものである503。 

 

（表 8）教育カリキュラム上のロマの扱い 

教科 地理学 歴史学 公民 教科 地理学 歴史学 公民 合計
版数 0 14 4 版数 0 2 1 21

ロマ （ナショナル）マイノリティ

 

※出典：Georg Eckert Institute for International Textbook Research（2020） 

 

おそらく、「ロマ」として扱う教科が多いのは、かれらが 1995 年まで「マイノリティ」と

して公認を得られなかったことと関係している。教科教育について見ていくと、歴史学の

比率が最も高く、「第二次世界大戦、ナチス・ドイツ、ホロコースト、ジェノサイド、移民、

マイノリティ」の枠組みで扱っている。次いで公民は、「マイノリティ、マイノリティの権

                                                        
500 岡（2012, 91-92 頁）によると、ゲオルク・エッカート国際教科書研究所は、ドイツの

ニーダーザクセン州ブラウンシュヴァイク市に立地する、世界最大の教科書図書館で

ある。世界中から集めた歴史、地理、公民の教科書と関連資料を広く一般市民や研究

者に開放している。熊谷（2015, 65 頁）も、同研究所は「1951 年に設置され、連邦政

府の外務省と 7 つの州政府の支援によって運営されて」おり、「世界各国の歴史教科書

21 万冊のコレクションを持つ研究所は、世界にも例がない」と述べている。 
501 Georg Eckert Institute for International Textbook Research（2020） 
502 Ibid., p.10. 
503 Ibid., p.11. 
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利」の枠組みでロマを論じている504。地理学の扱いが皆無なのは、ロマのルーツが推測の

域を出ていないことと関係していると言えるだろう。この他、複数の歴史学／公民の教科

書が、「ベルゲン・ベルゼン、ニーダーザクセンにおけるスィンティとロマの記念碑を含め

た、ホロコースト犠牲者に対する今日の補償に言及している505」、とある。とはいえ、犠

牲者としてのロマは、「まさにその他のマイノリティ集団として、ユダヤ人と切り離して言

及されることがほとんど」というのが実状であった506。 

さらに、同レポートには、「歴史学／市民教育のどちらからも、ロマのルーツやナチス・

ドイツ以前の記述が抜け落ちている」という指摘がある。そうだとすると、依然、ロマ史

に関する記述は「抜き書き」が続いていることになる。したがって、今後は、この「抜き

書き」に、ロマの「記憶の真正性」に照らした適切な説明を接ぎ穂していくことが肝要に

なっていくと言えるだろう。 

 

（3）欧州評議会の調査 

この他、欧州評議会（Council of Europe）の“Newsroom”（2020 年 7 月 1 日付）のウェブ 

サイトでも、近年の動きが報告されている。同サイトによると、「2020 年 7 月 1 日、欧州

評議会（Council of Europe）の閣僚委員会は、ロマ／トラベラーズの歴史を教科課程と教材

に含めるという初の提言を採択した507。」そのなかには、ナチス・ドイツによるロマ迫害

という、「歴史のきわめてネガティブな部分を別のエピソードで補うべきである。それは、

地域や国家、及び汎ヨーロッパ的な文化遺産に対する貢献、あるいは反ナチス・反ファシ

ズムに向けた抵抗運動における積極的役割といった、ロマの実際の物語について教えてい

くということである」という文言も盛り込まれている。ここでいう「ネガティブな部分」

が「影」であるとするならば、ロマのルーツや文化、及びナチス・ドイツに対する抗いは、

「光」である。そしてそれは、ロマという総称の中に埋没しがちな各集団の「個」の側面

に輪郭を与え、かれらが従順な犠牲者ではなかった事実を浮き彫りとする。 

さらに提言は、メディアの影響力を視野に収めたうえで、「インターネットや SNS から

きわめて容易に伝達される反ジプシー主義、ヘイトスピーチ、プロパガンダ、偽の情報に

                                                        
504 Ibid., p.12. 
505 Ibid., p.16. 
506 Council of Europe（2020） 
507 Ibid. 
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対抗する508」には、史料の質を見極めることが肝要だとも説いている。これは、風説の流

布に惑わされがちな大衆に対して、信頼に足る史料を引くことが、差別・偏見の払拭に繋

がるという考えに基づいていると言えるだろう。 

 

4-6．まとめ 

ここまでの考察から、第一に戦後初期の歴史認識の誤り、すなわち、ドイツを犠牲者の

国と位置付けることに利を見出した研究者と第一世代の思惑の合致が、教科書の記述範囲

に影響したことが確認できた。第二に 50 年代から 80 年代にかけては、当事者の肉声を反

映させるなど、ユダヤ人政策に関する記述が充実し、イスラエルの側からも一定の評価を

得たことを明らかとした。第三では、ナチス・ドイツのロマ政策を、教科書は僅かな記述

に留めていたことを辿った。第四では教育現場でロマの記憶をどう可視化／可聴化するか

という議論が未だ緒に就いたばかりであることが鮮明になった。これらから言えるのは、

ドイツの歴史教育や他の教科教育にも、確実に格差の萌芽は芽生えていた、という事実で

ある。ゆえに、教育の場で犠牲者の「多様性」を尊重しながら「一般化」を図るには、未

だ相応の時間を必要とすると言えるだろう。 

 

第 5 節 第 5 章のまとめ 

本章では、4 つの事例研究を扱った。第一に米国の記念博物館では、アスマンの言う「機

能的記憶」の実社会での運用を概観した。同施設は、ベトナム戦争の後遺症から逃れ、ユ

ダヤ人、ひいてはイスラエルとの友好関係を堅持するという政治的思惑の下、その必要性

が提唱された。しかし実際には、ロマをはじめとする非ユダヤ人犠牲者の記念を巡る議論

が苛烈化し、開館に約 15 年の歳月を費やすことになる。考察からは、「機能的記憶」の誤

用が、利害関係者のコミュニケーションを阻害するという現実が浮き彫りとなった。なぜ

なら、繰り返しになるが、一連の議論は、終始、「公的な記憶（正当化）」のみを際立たせ、

「対抗する記憶（非正当化）」や、「集団のアイデンティティに輪郭を与えること（区別）」

に背を向け、特定の集団の意向に与していたからである。 

第二にアウシュヴィッツ・ミュージアムが展示するロマの水彩画を巡る議論の軌跡を辿

り、著作権と「描かれた側の権利」の問題を「記憶の所有権争い」に絡めて論じた。考察

                                                        
508 Ibid. 
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に先立ち、まず、ミュージアムが記憶と場所という 2 つの真正性を兼ね備えていることに

触れた。そのうえで、かつて被収容者であったユダヤ人女性が、アウシュヴィッツで自ら

絵筆を取った水彩画の返還を求め続けた理由を探った。約 30 年に及ぶ議論は、両政府を巻

き込みながらも、ユダヤ人女性が 86 年の生涯を閉じたことにより幕を閉じている。ロマの

描かれた権利を盾に、返還謝絶の理解に努めたミュージアムの見解は、文化の記録と維持、

開拓と循環といった「蓄積的記憶」の特質を下支えするものでもあったと言える。議論に

勝者が存在しない中、今日まで、アウシュヴィッツのエキシビションは、ロマの水彩画を

展示し続けている。 

第三にドイツの戦後補償を考察した。まず、戦後初期の取組みは、賠償は国際問題、補

償は内政問題という二重構造としていたものの、ユダヤ人以外の犠牲者に集団的補償を行

う必要性が問われていなかった事実を確認した。次に、戦後補償の支給額を明記したうえ

で、申請の機会を逸したり、敢えて申請を避けたりしたロマも少なくなかった事実に言及

した。さらに、補償法の解釈の変遷を辿り、司法も行政も、ロマ犠牲者を被迫害者と認め

ながらも補償対象にしないと言う点で意見を一致させていた事実に触れた。そして最後に、

ユダヤ人犠牲者とロマ犠牲者の相互関連性の否定が格差の萌芽となって補償法からロマを

退け、犠牲者の「多様性」と「一般化」の問題が、実社会でも先送りされたと結論した。 

第四にドイツの歴史教育、なかでも教科書記述の変容の軌跡を辿った。結果、ユダヤ人

政策の記述に関しては、時間的距離と比例するかたちで充実化が図られたこと、特に 80

年代には、一般の人びとの関与がほぼ言及されなくとも、イスラエルの側からも一定の評

価を得られる記述内容となっていたことが確認できた。次に、ロマ犠牲者に関する教科書

記述を概観した。そこから、60 年代に始まったロマ政策に関する記述は、2000 年代以降も

表層的な内容に留まっていることが明らかとなった。さらに、ドイツ・スィンティ・ロマ

中央委員会（2004）とゲオルク・エッカート国際教科書研究所（2020）、及び欧州評議会（2020）

のロマの教科書記述と教科教育に関する調査結果を分析した。そこからは、経験の長い教

員ほど、ロマをナチス・ドイツの犠牲者と見ている、ロマのルーツやナチス・ドイツ以前

の記述を省いた「抜き書き」が続いている、ナチス・ドイツのロマ政策のみならず、ロマ

のヨーロッパ文化への貢献に関する記述を行う必要がある、といった課題認識の共有が確

認された。同時に、教科書記述、教科教育のいずれにおいても、ロマの歴史に関する言及

が未だ黎明期にあることも明らかとなった。 

本章の事例研究を通して、アスマンの言う「機能的記憶」と「蓄積的記憶」が記憶の場
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でどのような課題を顕現化し得たのか、戦後補償と歴史教育の中で、如何にして、「認識の

落差」の萌芽が芽生えたのかという問題関心を考察した。同時に、想起と組み合わせたう

えでの公共的なコミュニケーションの流し込みには、予め利害関係者の間で了解志向的な

意見調整を必要とするという現実をも浮き彫りとした。なお、いずれの事例においても、

格差が構造化されていたことも確認されている。 

以上を踏まえ、次に、「警鐘碑論争」と「もうひとつの警鐘碑論争」という 2 つの論争

の軌跡を辿る。考察により、格差克服に向けて、公共的なコミュニケーションが利害関係

者間の相互理解を架橋し、歴史認識に係る周縁的課題を公的課題に引き上げ、ひいては政

治的判断を仰ぐことを可能とした過程が明らかとなる。 
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第 6 章 

 「警鐘碑論争」の軌跡 

 

本章の目的は、「警鐘碑論争」（1988‐2005）の軌跡を辿ることにある。考察により、格

差の克服に向けて、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせを必要とした理由が

明らかとなる。振り返ると、同論争には無数の転轍点があり、幾度となく、利害関係者は

選択を迫られた。仮に「記憶の真正性」を担保とするなら、想起の多様性を保障できるの

か。開かれた記憶の共同体とするには、如何なる制度設計が必要なのか。そこから見えて

きたのは、「多様性の中の平等性」を保障するには、そして、記憶の「多様性」と「統一性」、

及び「個別性」と「一般性」の均衡を保つには、実社会の不平等とは一線を画した透過性

の高い想起と了解志向的で公共的なコミュニケーションが求められるという現実である。 

先述の公共性の概念に照らすと、競合を通じてユダヤ人の公共性やドイツ（人）の公共

性に接触を試みたのがロマの「対抗的な公共性」である。一見、ロマの公共性は、かれら

の「追悼される権利」を 2 つの大きな公共性に架橋するにはあまりに脆弱であるように思

われた。しかし、かれらは、客観的事実とされてきたものに記憶を対置させながらこれに

反駁し、「もうひとつの警鐘碑」の建立の必要性を大きな公共性に架橋する。結果、利害関

係者は相手の否定的見解に背を向けることを由としない可謬主義的なコミュニケーション

を選択することで、様々な落としどころを見出していったのである。 

 

第 1 節「警鐘碑論争」が内包する問い 

1‐1．問題の所在 

筆者の見る限り、「警鐘碑論争」には 2 つの争点がある。ひとつは、ユダヤ人犠牲者の

みに捧げる国家的警鐘碑の建立可否を問うた議論である。もうひとつは、追悼の対象者に

しばりを設けることへの是非である。この問題に対し、ユダヤ人ロビイストとロマの代表

者は、当初、「独白的なコミュニケーション」のぶつけ合いに専心した。しかし、時と共に、

両者は公共的なコミュニケーションを媒介とする対話的な想起に議論のベクトルを向けて

いく509。実際、2 つの理念の結びつきは、想起単独では成し得なかった記憶の「多元化」

                                                        
509 ここで言う対話的な想起とは、想起とコミュニケーションを繋げていく過程で、自己 

と相手を相互了解に向けて動かすプロセスを指す。 
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と「集約化」を可能とした。さらにいえば、一旦集約した記憶を解体し、ガラス張りの多

面体として「一般化」させていく過程は、解釈の多様性にも帰結する。ここから芽生える

のは、格差の萌芽の摘み取りという意識である。 

したがって、これらの問題関心に向き合うには、まず、公共性の理念が、行為者と犠牲

者という縦軸、及び犠牲者間という横軸のねじれを解消していく過程を辿らなければなら

ない510。同時に、完成後に鮮明となった課題にも関心を向ける必要がある。というのも、

完成した 2,711 本の石柱群は、「警鐘碑論争」で有識者たちが抱いた懸念を必ずしも払拭

してはいないと言えるからである。それは、一旦集約した議論のベクトルを公平な意見交

換の場に持ち込み、収斂・集約を重ねたうえで、再び複数の方向に向かわせるという取組

みでもある。こうした問題意識を踏まえ、以下、論争の軌跡を辿りたい。 

 

1-2．「警鐘碑論争」の特徴 

振り返ると、1988 年に始まった「警鐘碑論争」は、2005 年の「殺害されたヨーロッパ・

ユダヤ人に捧げる警鐘碑（Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas）」の完成により、

一応の幕引きを迎えた。序章で述べたように、当初、ユダヤ人ロビイストは、慰霊碑

（Monument）ではなく、戒めの碑（Mahnmal）の建立を要請していた。その背景には、行

為者の地に、自省に基づく国家的記念碑が存在してこなかったという現実がある。そして

それは、草の根的な地域的記念の活性化と国家の中心的記念が上手く接続していなかった

ことの示唆でもあった。最終的に、警鐘碑に“Denkmal”の名を冠したのは、行為者の子孫

に対し、「考え続けよ」という記憶継承の責務を説く為であったと考えられる。 

ところで、同碑を「楔のように打ち込まれた負の過去の標し511」と評するのは、香川

（2012）である。彼女によると、「警鐘碑論争」は、「記念碑というものが社会に対しても

つ倫理的意味合いや歴史的解釈をめぐって、高度な水準の議論が重ねられていった512」こ

とを特徴としている。その際、反対派からは「記念碑芸術という芸術作品の体裁をとった

                                                        
510 考察に向けて、本章が導きの糸とするのは、中岡（1996, 238 頁）のハーバーマス論で 

ある。なぜなら、彼の視点、すなわち、ハーバーマスの「理論の限界を見定めつつ、 

むしろ政治社会的実践を通して、理念と現実との落差を埋めることに関心を向けてい 

るよう」であるという視点は、格差はコミュニケーションで克服し得るものだという 

本論の仮説を強く支えるものだと言えるからである。 
511 香川檀（2012）115 頁。 
512 同上、115 頁。 
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追悼の仕方」への反発や、「文化国家の体面を保つための事業ではないか」という批判の声

が上がった513。一方、推進派からは、「現場性とは切り離した記念碑を首都に建造する必

要がある」、「ナショナルな共同想起とそれによって文化的記憶を継承していくためには、

（…中略…）象徴的な表現形式とその儀式的な実践とがなくてはならない」という見解が

示された514。「記念碑は元来、『想起せよ』という要求話法を内包している515」という彼

女の論に、警鐘碑（Mahnmal）の性格を重ねると、2,711 本の石碑は、戒めと想起を両極と

していることになる。 

ところで、先の米国の記念博物館の開館を巡る議論と「警鐘碑論争」の違いはどこにあ

るのか。ヴィッパーマン（2005）の言葉を借りると、前者には「ほぼ全体を通してロマと

ユダヤ人が関わっており、本質的に『犠牲者間の競争』という仲間内の問題516」の性格が

強かった。他方、後者は初めから別の様相を呈していた。なぜなら、この議論の核心は「行

為者が複数の犠牲者集団を同時追悼し得るのか517」ということにあったからである。実際、

ユダヤ人犠牲者のみに捧げる壮大な碑の建立には相応の理由を必要としたし、他の犠牲者

集団の記憶の救済という課題の先送りはもはや許されはしなかった518。 

そのようななか、アスマン（2019）は、90 年代に「たくさんの追悼記念行事、展示、ミ

ュージアムの設立、記念碑、政治的な象徴の設置でしっかりと固められ」て、グローバル

な「想起の共同体」が形成されたことに着目している519。というのも、これを機に、非ユ

ダヤ人犠牲者も、「自分たちの要求をいかに掲げ、自分たちのトラウマ的な思い出にどう形

態を与えるか、方針を定めた」からである520。 

そのようななか、ユダヤ人ロビイストは、「唯一性の概念」を盾に、追悼の対象者にし

ばりを設けるよう、繰り返し要請した。しかしドイツは、犠牲者間の「記憶のせめぎあい」

という繊細な問題に対して、模様眺めに徹する場面が少なくなかった。結果、議論は、知

                                                        
513 同上、116 頁。 
514 同上、117 頁。 
515 同上、117 頁。 
516 Wippermann（2005）op. cit., p.107． 
517 Ibid., p.107． 
518 これは、「記念はその出来事から経過した時間の長さだけでなく、現在における派閥中

心政治や社会的現実の一部分となっている特定の過去の影響も受けている」というセ

ルーシ（2010, 50‐51 頁）の論とも重なる。 
519 アスマン（2019）56 頁。 
520 同上、56 頁。 
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識人の意見と世論を折々の調整弁としつつ、政治的判断に持ち込まれていく。最終的に、

解決の鍵となったのは、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせであった。当時

の意識変化を、ヴィッパーマン（2005）は「過去の確かな正常化521」と評している。 

 

1-3．ドイツ連邦政府の決断 

それでは、当時の連邦政府は、こうした要請にどう呼応したのだろうか。先述のように、

コール首相は、歴史政策を通した国家的アイデンティティの創出に意欲的であった。この

流れを受けて、「警鐘碑論争」は、市民団体、知識人、ジャーナリスト、そして犠牲者集団

が多声的な意見を交わしながら合意形成への道を探るものとなっていく522。そこで収斂・

集約された意見を連邦議会という意思決定の場に持ち込み、政治的判断を仰ぐという過程

は、まさにハーバーマスの公共性の理念の具現化であった。別言すると、公共的なコミュ

ニケーションは、「効率」を求めようとした利害関係者の考えをせき止め、議論の方向性を

「妥当性」、「事実性」、「公開性」に重きを置くものに変化させた。並行して、アスマンの

言う「想起とアイデンティティ523」の関係の中で構築される空間、すなわち、「境界の開

かれた、開放的な交渉空間におけるナラティヴと表象524」の空間の中で、想起を結び合わ

せることで記憶は多層化し、静性・不変性から脱却することになる。 

端的に言うと、1999 年 6 月 25 日、連邦議会は、警鐘碑をユダヤ人犠牲者のみに捧げる

ことを採択する。石田（2002）は、これを「これ以上の決定先送りはできないとのムード

の中で525」為された決議だと評する。なぜなら、連邦政府は、「もしも 10 年以上にもおよ

ぶ議論の末に建立取りやめとなれば、ドイツの国際的なイメージダウンにつながりかねな

い526」ことを懸念していたからである。このような背景からか、当日の議事は、今後の「警

鐘碑群構想」の実現化を中心に進められた。結果、規模の大小はあれ、各犠牲者集団の個

                                                        
521 Wippermann（2005）op.cit., p.83. 
522 香川（2012, 115 頁）は、当時の議論を、「政治家、学者、ジャーナリストから世論一般

を巻き込んでの論争では、自国の犯した過ちを記念するなど、『恥辱の碑』を建てるよ

うなものであるとか、『アウシュヴィッツを道具化する』ようなものであるとの批判が

あがる一方、前世代の過誤をドイツ国民として子孫が受け継ぎ、未来への戒めとする

『政治的な自己理解』の表明であると支持する声も強まった」、と振り返っている。 
523 アスマン（2019）190 頁。 
524 同上、190 頁。 
525 石田勇治（2002）299 頁。 
526 同上、299 頁。 
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別碑の順次建立が既定路線とされたのである。 

 

1-4．警鐘碑の造形 

 警鐘碑の造形について見ていくと、2 度のコンペの末、1997 年に採択されたのは、「建

築家ピーター・アイゼンマンと彫刻家リチャード・セラの共同設計527」案であった528。香

川（2012）によると、それは、「コンクリートの直方体を敷地前面に並べたもの」であり、

完成した 2,711 本の石柱は、「少しずつ高さを変え、約 1 メートルの間隔をおいて規則的

に並ぶが、よく見るとそれぞれわずかな角度で傾いている529。」案内書『Holocaust Memorial 

Berilin』（2008）によると、石柱群は中心部に進むほど視界が遮られる造形となっており、

天候によりその表情を変える530。 

 

 （図 2）「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」 

   

出典：筆者撮影 

 

ゆえに、来訪者は「四方から石に包み込まれるような閉塞感のなか、不安定な勾配のつい

た地面を踏み締め、みずから移動しながら記念碑を受容する531」ことになる。これは、「『共

に哀しむ』安易な感情移入をきっぱりと拒むかわりに、一人ずつ石のあいだを歩き回るこ

とによって空間からなにかを受け取る『経験としての記念碑』532」というアイゼンマンの

考えの具現化である。 

                                                        
527 香川檀（2012）126 頁。 
528 ただし、香川檀（2012, 127 頁）によると、セラは「主催者側から出された多くの変更

案に妥協すること」を拒み、1998 年にプロジェクトを辞している。 
529 同上、126 頁。 
530 Bernau (2008) p.14. 
531 香川檀（2012）126‐127 頁。 
532 同上、130 頁。 
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さらに地下には、アイゼンマン設計の「情報センター」が併設されており、「国別のユダ

ヤ人犠牲者数のデータ」、「家族の運命」、「犠牲者の名前」が数秒ごとに映し出される533。

そしてそれは、地上の匿名性とは対照的に、ユダヤ人犠牲者の「個」に輪郭を与えている534。 

 

（図 3）情報センター内の「名前の部屋」 

  

出典：Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas. 2005. “Erinnerung und Gedenken 

an die bis zu sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust”  

 

なお、香川（2012）の指摘のように、この二部構成は、「地上の記念碑が誰に捧げられた

ものかを明確に示す、指標的な場所535」にもなっている536。 

 

1-5．完成後の課題 

ところで、記念碑は、「作られた時代が重要となる」、「記念碑のその後にも注目すべき

である」、「記念碑相互の関係について、長い歴史の中で総合的に検討する必要がある」と

語るのは、松本（2012）である537。本論とは、「建立に費やした歳月」、「完成後の課題」、

「もうひとつの警鐘碑の建立に与えた影響」、というところが通底する。これに呼応するか

                                                        
533 同上、132 頁。 
534 米沢（2009, 379‐380 頁）によると、「情報センター」の「名前の部屋」では、「壁にユ

ダヤ人犠牲者の名前が一人ずつ映し出されて名前と略歴が、約一分半をかけて読み上

げられている。」 
535 香川檀（2012）132 頁。 
536 ただし、米沢（2009, 380 頁）によると、「中心的理念を担うとされた『ヤド・ヴァシ

ェム』の犠牲者データバンク」は、「当初の計画ではこれが、世界で『犠牲者の国』

と『加害者の国』二つだけで閲覧可能な（…中略…）情報の核心」となる予定であっ

た。しかし、警鐘碑完成の前年（2004 年）に「ヤド・ヴァシェム」が、データバンク

を「インターネット上で完全公開に踏み切った」ことにより、その独自性は失われて

しまう。ゆえに、彼は、「情報センター」には、行為者の国にしか成し得ない取組み、

すなわち、「『加害者』のデータベースの作成やその閲覧や検索のための端末機でも

置くこと」が必要ではないかと問うている。 
537 松本彰（2012）17‐18 頁。 
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のように、安川（2015a）も、完成後の課題にも言及している。第一は「モニュメンタリテ

ィに対する批判」である538。彼は、「想起させる対象の巨大さに、記念碑の巨大さを対応」

させている状況を踏まえ、「石柱のフィールド」という「抽象的で巨大な建造物は、それが

想起させようとする過去との、より反省的で主体的な対決を促すのだろうか」と問いかけ

る539。そのうえで、「活発な想起の営みに終止符を打ってしまう」ことへの危惧を答えに

代えている540。それは、碑の巨大さで行為者の罪を相殺しようとしたり、抽象性が想起の

対象を曖昧模糊としたりすることへの懸念であったと言えるだろう。 

第二は警鐘碑の政治的性格である。彼によれば、同碑は、「連邦共和国の『想起の文化』

のナラティヴにしっかりと組み込まれ、政治的表徴として機能している541。」それは、「自

国の負の過去との批判的な距離化を通じて、肯定的な国民像を創出しようとする」試みで

もある542。後述のように、市民運動を発端とする警鐘碑の建立は、再統一を機に「国家的

事業」に変貌を遂げた。今日まで、ドイツの歴史政策の集大成と位置付けられていること

からも明らかなように、同碑は常に政治情勢と分かち難く結び付いている。 

第三は「同一化の問題」である。そこに内包されているのは、「想起の営みが行われる

現在の社会の多様性を均質化し、一般化された『ドイツ人』というカテゴリーに解消して

しまう」（包摂と排除）、「出自も運命も異なる個々の犠牲者を、哀悼の客体である『ユダヤ

人』というカテゴリーで括り、想起の客体から排除する」（二重の犠牲の論理）、「犠牲者の

カテゴリーの前景化と加害者の姿の後退」（偽りの同一化）という 3 つの課題である543。

これらは、石柱群の匿名性が、一方では加害者や犠牲者の「個」を埋没させ、他方では非

ユダヤ人犠牲者の記憶を埋没させてしまっている現実を言い表している。そうであるなら、 

「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」の完成は、ドイツの記憶文化のひと

つの着地点であったと同時に、新たな 1 章のはじまりになったと言えるだろう。 

以上を踏まえ、次に「警鐘碑論争」の軌跡を辿る。これにより、同じ出来事に対して異

なる記憶を抱く利害関係者の合意形成に向けて、想起と公共的なコミュニケーションの組

み合わせが果たし得た可能性と限界が明らかとなる。 

                                                        
538 安川晴基（2015a）101 頁。 
539 同上、99 頁、101‐102 頁。 
540 同上、99 頁。 
541 同上、102 頁。 
542 同上、102 頁。 
543 同上、102 頁。 
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第 2 節 提唱期（1988‐1991） 

2-1．警鐘碑という「記憶の場」 

さて、市民団体「ペルスペクティーヴェ・ベルリン（Perspektive Berlin e.V.）」が、公開

討論の場で、警鐘碑の必要性を提唱したのは 1988 年 8 月 24 日のことである。『殺害された

ヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる記念碑に関する資料（Materials on The Memorial to The 

Murdered Jews of Europe）』（2007）によると、表 9 に示すように、建立までの 17 年間には

6 度の節目があった544。 

 

（表 9）「殺害されたヨーロッパのユダヤ人に捧げる警鐘碑」の軌跡 

日時
1988年8月24日
1999年6月25日
2003年4月1日
2004年7月12日
2004年12月15日
2005年5月10日 警鐘碑の落成式が行われる

最後の石碑が設置される
「情報センター」の竣工式が行われる
建設着工
ドイツ連邦議会が建立を議決
市民団体が警鐘碑の必要性を提唱
主な経緯

 

出典：Information Centre exhibition（2007） 

 

実際、17 年間の議論の過程では、様々な綻びが生じ、繕う間もなく、新たな課題が浮き彫

りとなることも稀ではなかった。事実、提唱者ロース（Lea Rosh）は、同書の“From three to 

four years, into seventeen”という章の中で、「当初は、3,4 年で完成するという青写真を描い

ていた」、「非ユダヤ人は、殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる記念碑の建立という

最終目的に納得すると確信していた」と語っている545。 

加えて、ロースは、「なぜ、ユダヤ人のみに捧げるのか」、「なぜ、他の犠牲者集団の為

に捧げることをも由としないのか」、「なぜ、すべての犠牲者を追悼しようとしないのか」

という 3 つの問いに対しては、次のように結論する。それは、「ナチス政策の主要目的はユ

ダヤ人の根絶にあった。（…中略…）。ヨーロッパ大陸で 2,000 年間続いた反ユダヤ主義の

最終章がホロコーストだったのである。だからこそ、600 万人のユダヤ人犠牲者は、ユダ

                                                        
544 Information Centre exhibition（2007）p.177. 
545 Ibid., p.9. 
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ヤ人に捧げる記念碑を要求するのだ546」というものである。ロースは、次なる根拠として、

1999 年 6 月 25 日の議会の決議、すなわち追悼の対象者をユダヤ人に絞るという決議を挙

げる。彼女の確信は、「『国家』は草の根的な市民活動の要求を認めた。加害者の名の下に

殺害されたユダヤ人の記憶を記念することへの責任を引き受けたのである547」という発言

からも読み取ることができる。裏を返せば、彼女は、他の犠牲者集団とのコミュニケーシ

ョンを謝絶することに、正当な理由を与えようとしていたとも言えるだろう。  

 

2-2．提唱者たちの思惑 

それでは、どのような背景の下、警鐘碑の建立が提唱されたのか。この点につき、ヴィ

ッパーマン（2005）は、ロースと歴史学者イェッケルは、1988 年にイスラエルのヤド・ヴ

ァシェム訪問を機に、次の問題意識を抱くようになったと述べる548。 

 

1. ヤド・ヴァシェムという記憶の場は、犠牲者の地で犠牲者の為に建てられた。行為

者の地に同じ性格のものを建てることなど不可能である。 

2. ドイツは様々な記念碑や記憶の場を作ってきた。たいていの場合、それらは行為者

が犠牲者を迫害したり、殺害したりしたかつての強制収容所跡地であった。 

3. しかし、そうした場所では非ユダヤ人も犠牲となっている為、ユダヤ人のみを想起 

する場となってはいない。 

 

しかし、ここで 2 人が言及を避けていた事実がある。それは、イスラエルも建国後直ちに

ホロコーストの記憶と向き合ったのではない、という事実である。これをヴィッパーマン

は、「イスラエルさえも当初はホロコーストを集合的記憶の中心に据えていなかった」と評

し、「同国の関心はアラブ諸国からの自国防衛にあり、第一次中東戦争（1948‐49）の勝利

に伴う記念行事の一段落後にようやくショアーに関心が向かい、歴史追究のうえ、犠牲者

に捧げる記念碑の設置に至った」と結論する549。なぜなら、「同国がユダヤ人犠牲者の運

命を特異性と唯一性のあるものとして描いたのは、イスラエル国家が存在する権利とアラ

                                                        
546 Ibid., p.9. 
547 Ibid., p.9. 
548 Wippermann（2005）op.cit., p.108. 
549 Ibid., p.143. 
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ブ諸国に対する諸政策を認めさせるためでもあった」からである550。さらに彼は、「イス

ラエルの歴史家たちも、ユダヤ人犠牲者の絶対的な唯一性に疑義を抱いていた551」とも主

張する。かれらは、「ナチスは他の犠牲者も同じ動機で迫害していたし、それはまた別のか

たちのジェノサイドであった」という立場を取り、「イスラエル人であれば、かような非ユ

ダヤ人犠牲者をも記念しなければならない」と考えていた552。しかし、2 人は、こうした

不都合な面を覆い隠してしまう。ストラヴィンスキーによると、当初、ロースは、せいぜ

いのところ「ドイツ系ユダヤ人犠牲者のための警鐘碑」の建立を訴えていた。しかし、比

較的早い段階で、追悼の対象を「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人」という広義な文脈へ

の変更を決意する553。公開討論から約 5 か月後、市民団体「ペルスペクティーヴェ・ベル

リン」は、『フランクフルター・ルントシャウ』紙（1989 年 1 月 30 日付）に、ベルリン市

政府と州政府、及び連邦政府に向けて、以下の声明文を発表した554。 

 

ナチスの権利掌握から、そしてヨーロッパ・ユダヤ人の殺害から半世紀が過ぎた。に

もかかわらず、ドイツという行為者の地には、唯一無比の民族殺戮を追悼するような

中心的な記念の場が皆無である。さらには、犠牲者の想起に繋がるような警鐘碑も存

在しない。これは恥である。ゆえに、われわれは数百万人の殺害されたユダヤ人に捧

げる壮大な警鐘碑の建立を要請する。（…中略…）。この警鐘碑の建立は、東西すべて

のドイツ人の義務である。 

 

このように、市民団体「ペルスペクティーヴェ・ベルリン」は、「恥」という言葉を使って、 

行為者の地における警鐘碑の建立をドイツ人の責務であると訴えた555。しかし、敢えて追

悼の対象者にしばりを設けることは、見方を変えると、必然的に他の犠牲者集団の記憶を

どう救済するのかという問いを生み出す。ゆえに、この声明文を機に、「警鐘碑論争」の幕

                                                        
550 Ibid., p.143. 
551 Ibid., p.101. 
552 Ibid., p.101. 
553 Stavgunski（2002）p.27. 
554 Perspektive Berlin（1989） 
555 武井（2017, 211‐212 頁）によると、1980 年代は、「ドイツの集団的記憶の転換」の下、

「記念碑建設、記念プレートの設置」が急増した時代でもある。そうであるなら、ロ

ースはそうした社会的関心の高まりを追い風に、警鐘碑建立を実現させようしたのか

もしれない。 
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が上がったと言えるだろう。 

 

2-3．「記憶の所有権争い」のはじまり 

市民団体「ペルスペクティーヴェ・ベルリン」の意見表明の約 2 か月半後、中央委員会

は、『ターゲスシュピーゲル』（1989 年 4 月 11 日付）紙に声明文を発表した。この行動は、

アスマン（2019）の言葉、すなわち、「可視性とある種の政治的ロビー運動がなければ、し

っかりと接合された記憶と権力の編成をめぐって交渉したり、それを開いたり、変えたり

することはまったくできない556」という言葉と響き合う。事実、以下の文面には、犠牲者

の位置付けを巡るロマの積年の「願い」が凝集されている557。 

 

50 万人のスィンティとロマの根絶もまた、ホロコーストである。30 年以上に亘り、ド

イツ連邦共和国は、われわれが人種的理由の犠牲者であることを黙殺してきた。ベル

リンが、同じ愚を続けてはならない。すべての犠牲者には、この地で等しく追悼され

る権利がある。（…中略…）。犠牲者を切り離したり、第一級と第二級に区分したりす

ることなどあってはならないのだ。（…中略…）。連邦政府、ベルリン市政府、州政府

には、スィンティとロマが記憶の場で共に追悼されるよう顧慮する責務がある。 

 

メッセージの送り手として、中央委員会は、受け手となるユダヤ人ロビイストや連邦政府、

及び世論を意識しながら、慎重に言葉や表現を選んだと考えられる。ところで、なぜ、中

央委員会は、ロマ犠牲者の存在が不可視的であった時代に声を上げたのか。筆者は、その

解を米山（2005）に求めたい。彼女は言う。「集合的なものであれ、個人的なものであれ、

ある社会の歴史に対して、固有の想起の仕方を刻み込むことは、その存在が可視化され、

過去についての言説が生産されるなかでその声が聞き取られることの保証となる558。」そ

うであるなら、中央委員会は、共同追悼という想起の在り方を通して、その声を可聴的に

しようとしていたことになる。同時に、本論に照らすと、「多様性」と「統一性」、「集約化」

と「一般化」の輪の中に、ロマの記憶を投じようとしていたとも言える。実際、中央委員

会の声明文は、「犠牲者の序列化」という、誰もが問うてこなかった問題関心を鮮明とした。

                                                        
556 アスマン（2019）155 頁。 
557 Die Tagesspiegel（1989） 
558 米山リサ（2005）213-214 頁。  
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結果、「警鐘碑論争」は、行為者の記憶、犠牲者間の記憶に関して意見を交わし、展望を示

す舞台となっていく。それでは、こうした弱い犠牲者の反旗に、市民団体「ペルスペクテ

ィーヴェ・ベルリン」は、どう応答したのか。『ターゲスツァイトゥング』紙（1989 年 4

月 13 日付）の取材に、ローアは次のように答えている559。 

 

中央委員会の論は非妥協的であり、理解の域を超えている。（…中略…）。われわれは、 

なぜかれらがこうした騒動を起こすのか理解に苦しむ。（…中略…）。ひょっとすると、 

スィンティとロマは、警鐘碑問題と、常にはぐらかされてきた補償問題を関連付けよ 

うとしているのかもしれない。 

 

このように、ローアは中央委員会の共同追悼の要請を「騒動」と見なし、補償問題と絡め

た「戦略」であるかのように一蹴した。このことは、コミュニケーションの受け手は、送

り手に対して、必ずしもハーバーマスの「妥当要求」に即して応答するわけではない、と

いう現実を物語っている。結果、コミュニケーションの扉は閉じたままとなり、両者の歴

史認識を巡る攻防は激しさを増していく。 

 

2-4．追悼の分離への異議 

約 2 年後、ドイツ・スィンティとロマ資料文化センターの事務局長フロイデンベルク

（Günter Freudenberg）は、『フランクフルター・ルントシャウ』紙（1991 年 4 月 11 日）に、

「犠牲者を区別することを誠意が禁じる」という論文を発表した560。そのなかで、彼は「虐

殺されたシンティー・ロマは、われわれの記憶の中に特別に呼び起こされるには値しない

のか」と問いかけ、「ユダヤ人犠牲者のためだけの国立記念碑は、今までもそうであったよ

うに、これからもユダヤ人犠牲者だけを想起するという想起の排他性を持続させ、四十年

以上も続いているシンティー・ロマの運命を抑圧することになる」と追悼の分離に異を唱

えた561。しかし残念ながら、当時、ロマ犠牲者に関する先行研究は緒に就いてはいなかっ

た。結果、彼の主張は、ひとり相撲となってしまう。 

纏めると、提唱期には、第一に「すべての犠牲者に捧げるのか」あるいは「ユダヤ人の

                                                        
559 Die Tageszeitung（1989） 
560 米沢薫（2009）46 頁。 
561 同上、50‐51 頁。 
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みに捧げるのか」という選別に関する問い、第二にユダヤ人のみに捧げるのならロマを含

めた他の犠牲者の記憶は行き場を失うのではないかという「序列化」に関する問い、第三

に「戒めの碑」とするなら、あらゆる犠牲者集団への「配慮」が必要ではないかというコ

ミュニケーションに関する問いが鮮明となった。いずれも格差と不平等を前提とする問題

群であり、両政府は犠牲者間の議論にどう関わればよいのか思案に暮れていたようにも見

える562。実際、次に述べる衝突期には、犠牲者間の対立がより深刻化していく。 

 

第 3 節 衝突期（1991‐1993） 

3-1．個別碑か共同碑か 

振り返ると、ストラヴィンスキーは、警鐘碑論争において、「1990­1991 年を『助走期間』

とみなし、1992 年初めに変化の兆しが見えた563」と述べている。事実、1991 年 3 月、中

央委員会議長ローゼは、「ベルリン市政府にユダヤ人とスィンティとロマに捧げる記念碑建

立を公に要請」した564。対して、ユダヤ人評議会議長ブラウンは、「スィンティはただ記

念碑を背負うという方法で花輪の置き場を得ようとしている565」と批判、ローゼの発言を

「記念碑の手段化」だと反論した。そのようななか、1991 年 6 月 20 日の連邦議会の決議、

すなわち、ベルリンへの首都移転決議を機に、警鐘碑の「公的性格」は強まっていく566。 

その後、ユダヤ人関係者と連邦政府は、警鐘碑の建立実現に向けた議論を開始した。ス

トラヴィンスキーによると、「1992 年 3 月半ば、文化大臣モミン（Roloff Momin）は文化

委員会で、間を置かず内務大臣ザイタース（Rudolf Seiters）がロースとの会話の中で記念

碑の建立許可」を与えており、連邦政府は「可能なら 4 月にも都市計画に沿うデザインの

公募の実施」を考えていた567。ただし、「文化大臣は記念碑を誰に捧げるべきかという問

いについては、コンテストの結果が出てから考えればよい568」というスタンスであった。

                                                        
562 ここで言う両政府は、連邦政府とベルリン市政府を指す。ドイツ連邦共和国外務省 

（2018, 27 頁）によると、ドイツは連邦制を取っており、ベルリンは都市でありながら 

連邦州でもある。そして、「中央政府との連携はきわめて密接」だとされている。 
563 Stavgunski（2002）op. cit., p.49. 
564 Blumer（2011）p.147. 
565 Stavgunski（2002）op. cit., p.54. 
566 この点につき、リュールップ（2020, 277 頁）も、行為者の記憶が、「リベラルで民主的

な法治国家の意味において最良の動員力を持つ者と考えられた」と語っている。 
567 Stavgunski（2002）op.cit., pp.55-56. 
568 Ibid., pp.55-56. 
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つまり、連邦政府は、問題群の先送りを最初から由としていたのである。 

一方、追悼の分離に異を唱えるロマの抗いを一刀両断に切り捨てたのは、ユダヤ人評議

会議長ハインツ・ガリンスキーである。彼は、ローゼに宛てた書簡（1992 年 6 月 22 日付）

の中では、「今日までドイツに、特にナチズムの大量殺戮の犠牲となったヨーロッパ・ユダ

ヤ人を想起する警鐘碑がなかったことから、この市民運動を歓迎する。同時に他の犠牲者、

特にナチス時代に迫害されたスィンティとロマを尊重することにも異論はない569」と中立

的立場を装う。しかし次の発言から、彼の真意は正反対であったことが窺える570。 

 

  貴殿には、600 万人のユダヤ人犠牲者の為の記憶の場を作る特別な理由を思い出して

ほしい。ナチスのユダヤ人政策、すなわちユダヤ系企業のボイコット（1933 年 4 月 1

日）、シナゴーグ焼失（1938 年 11 月 9 日）、黄色い星の着用（1941 年）、最終解決を決

議したヴァンゼー会議（1942 年 1 月 20 日）を思い出してほしいのだ。 

 

このように、ガリンスキーは特別な理由を盾に、ドイツが既に 19 世紀後半からロマ撲滅政

策を実行していたり、ユダヤ人よりも厳しい人種概念を適用していたりした事実に目を閉

じている571。そして、「私はスィンティとロマの運命や悲しみを何ら過小評価しようとし

ているのではない」と述べながらも、「ユダヤ人への犯罪の比較不可能性に疑義を抱くこと

など認め難いと言っているのだ」と境界の必然性を訴える572。かような、ユダヤ人評議会

議長による境界の肯定は、「ペルスペクティーヴェ・ベルリン」の業務を継承した市民団体

                                                        
569 Ibid., p.55. 
570 Ibid., p.55. 
571 前者は、1899 年にミュンヘン警察内にジプシー情報局を設置したことを発端としてい 

る。この流れを受けて、1926 年 7 月 16 日には、バイエルンが「ジプシー、浮浪者、労

働忌避者と戦うための法律」を公布、ロマの移動や集住を厳しく制限した。同法は、

治安上の理由から、16 歳を超えた者が二年を限度に作業場に送ることを定めてもいた。

さらに、1938 年には、ジプシー情報局を「ジプシーの害悪撲滅全国センター」と改称、

ドイツ刑事警察の一部局としてベルリンに移転する。同組織は「予防検束」の名の下

にロマの身柄を拘束、ロマの強制収容所への移送を推し進めた。対して、後者につい

て見ていくと、たとえば、帝国公民法第一命令（1935 年 11 月 14 日発布）は、祖父母 4

人の中にユダヤ人がいる者を「半ユダヤ人」と定めていた。それに対し、曾祖父母 8

人の中にロマがいる者を「混血ジプシー」と見なした。これは、ロマがユダヤ人の 2

倍の厳しい基準で選別されていたことを意味する。ヒルバーグ（2003b）249 頁、バー

リー・ヴィッパーマン（2001）96 頁、フレンケル（2003）410 頁、及び金子マーティ

ン（1998）85 頁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
572 Stavgunski（2002）op. cit., p.55. 
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「フェルダークライス（Der Förderkreis）」の追い風となった。対照的に、中央委員会は、

ユダヤ人犠牲者との共同追悼などもはや不可能ではないかという虚無感に見舞われてしま

う。ストラヴィンスキーは、こうしたコミュニケーション不全を、「非論理的論争が関係者

を無気力化させ、あり得たかもしれない実践的歩み寄りをなくした573」と総括する。言い

換えると、両者は独白的なコミュニケーションの流し込みに専心し、ハーバーマス的な「正

当性574」の理念に背を向けていたのである。 

 

3‐2．ベルリン市政府と市民団体「フェルダークライス」の協議 

それでは、構想段階では何を決議し、何を見送ったのか。以下は、ベルリン市政府と市

民団体「フェルダークライス」の協議結果（1992 年 4 月 24 日）を纏めたものである575。 

 

1．新たに作る記憶の場は、殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人のみに捧げるべきである。

それは、反ユダヤ主義の歴史をも伝えるものでなければならない。 

2．他の犠牲者集団の為の記憶の場は、別の場所に作るべきである。 

3．記憶の場の担い手は、連邦政府・ベルリン市政府である。市民団体「フェルダーク

ライス」ではない。 

4．総工費の見積もりは約 1,000 万ユーロとなる。連邦政府と市が半分を負担、残額を

市民団体「フェルダークライス」が工面する。 

5．市は最善の方法で議案と法令を準備する。 

6．記憶の場は、旧帝国官房跡地に作るものとする。 

7．5‐6 人の国際的にも名声高い芸術家を招聘したコンテストを行うべきである。7 月

半ばまでに芸術家を指名し、11 月中に選考結果を出すこととする。 

 

このように、協議では、第一に追悼の対象者をユダヤ人に絞ること、第二に建立主体を連

邦政府・ベルリン市政府に移すこと、第三にコンテストを自由公募にしないこと等が確認

された。しかしながら、基本構想の外枠を急ぎ固めたことで、社会的合意形成という内枠

                                                        
573 Ibid., p.55. 
574 中岡（1996, 150 頁）の言う「自分の言っていることが社会的規範に照らして『正しい』

と主張」する行為を指す。 
575 Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten（1992a） 
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固めには、様々な意見調整が必要となった。実際、5 月 26 日には、「首尾よく事を進める

べく、連邦政府は、殺害されたスィンティとロマに捧げる個別碑を建立するために尽力す

べきであること576」が確認されている。しかしそれでもなお、中央委員会は基本構想への

異議を申し立てた。『ベルリナー・ツァイトゥング』紙（1995 月 27 日付）によると、それ

は、「記念碑を 600 万人の殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人のみに捧げることは、50 万人

の殺害されたスィンティとロマには『耐え難い』」、「中央委員会は『歴史の歪曲』に抗う」、

「連邦政府は、ユダヤ人教区の了承の下、首都に国家的共同記念碑を建立し得る」という

ものであった577。中央委員会は、「記憶の真正性」を担保にコミュニケーションを活性化

させようと、文字通り、もがいていたと言えるだろう。 

 

3-3．連邦内務省による公式見解の発表 

ストラヴィンスキーによると、ユダヤ人ロビイストと中央委員会の間の議論は、「最終

的にホロコーストの概念の内容整理を重視する」ことに繋がった578。両者は、「たしかに、

ホロコーストという犯罪の唯一性については意見の一致を見ていた579。」しかし、犠牲者

の範囲という面では、次の問いが残り続けていた。「それは、ホロコーストの概念が、ユダ

ヤ人絶滅政策のみを指すのか、それともスィンティとロマへの絶滅政策をも含むのかとい

う問いであった580。」 

1992 年 7 月 14 日、連邦内務省は公式見解を発表、個別碑の建立という折衷案を提示す

る581。もちろん、中央委員会は即時撤回を申し入れたのだが、交渉役のガリンスキー議長

の急死（9 月 14 日）により和解の道は断たれてしまう582。その後、中央委員会はユダヤ人

評議会の新議長ブービスと連邦内務大臣に新たな対話を要求したのだが、連邦政府もベル

リン市政府も、いずれベルリンの中心部にスィンティとロマに捧げる個別碑を建立すると

いう「空手形」を切るばかりであった583。 

ここで抑えておきたいのは、後の連邦政府が、この公式見解を和解案のように扱ってき

                                                        
576 Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten（1992b） 
577 Berliner Zeitung（1992）． 
578 Stavgunski（2002）op. cit., p.55. 
579 Ibid., p.55. 
580 Ibid., p.55. 
581 Ibid., p.55. 
582 米沢薫（2009）36 頁。 
583 Stavgunski（2002）op. cit., p.55. 
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たことである。実際、この公式見解は、ロマの要請に別の観点から物心両面で応じるとい

う折衷案の性格が強かった。中央委員会が、この公式見解に触れようとはしなかったのも、

そのためである。なお、個別碑については、「1992 年末、スィンティとロマの代表者とユ

ダヤ人ロビイストは、ベルリンの別々の地に記憶の場を設けることで合意584」していた。

この意味において、「ナチス・ドイツの民族殺戮に係るすべての犠牲者に捧げる共同碑を建

てると言う中央委員会主導の取組みは水泡に帰していた585」のである。 

しかしながら、ここまでの考察から、ある疑義が生じる。それは、ナチス・ドイツがロ

マ絶滅政策をユダヤ人問題の付随事項と捉えて実行に移したのと同様、連邦政府も、ロマ

の碑の問題をユダヤ人の碑の副次的課題と捉えていたのではないか、という疑義である。

こうした計画の明文化を回避しながら議論を先送りするという手法は、ヒトラーによる指

示文書の存在が証明できないことを理由に、ロマ犠牲者の位置づけを曖昧模糊とさせてき

た状況とも類似する。しかし幸いにも、博引旁証を通じた歴史認識の是正と「記憶の真正

性」を担保とするコミュニケーションが保護膜となり、ロマの碑を建立しないという選択

肢は提示されなかった。これにより、議論は次の段階に歩を進めることになる。 

 

3-4．中央委員会による抗い 

上述のように、共同碑構想の頓挫により、中央委員会は岐路に立っていた。議論を白紙

に戻すのか、それとも条件を摺り合わせるのか。二者択一を迫られた中央委員会は、折衷

案を受け入れし、2 つの碑の近接に次の照準を合わせる。なぜなら、相互関連性が一目瞭

然でなければ、ロマの碑は、文字通り妥協の産物となってしまうからである。 

1993 年 7 月 27 日、連邦政府代表は、ローゼはユダヤ人評議会のブービス議長と折り合

うよう強く勧めた586。結果、ローゼは、記念碑の近接に対するブービスとの合意を機に、

「造形的な結びつき」を視野に収めたデザインコンペの同時開催を連邦政府に進言する587。

しかし、市民団体「フェルダークライス」は、第一に二層的な記念碑を拒絶すること、第

二に同じコンセプトでの制作などあり得ないこと、第三にブービス単独の合意はあり得な

いという立場を崩そうとはしなかった588。ブービスが、「ローゼの意向を汲むなら、せい

                                                        
584 Zentralrat Deutscher Sinti und Roma（2017） 
585 Ibid. 
586 Stavgunski（2002）op. cit., p.58. 
587 Ibid., p.58. 
588 Ibid., p.58. 
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ぜい造形のデザインを議論できるくらいだ589」と加勢したことから、両者の合意は、その

真偽が見えにくいものとなっていく。 

実際、ストラヴィンスキーによると、10 月 16 日には、「ブービス、ロース、国務大臣プ

ファイファー、市政府大臣ハッセマー（Volker Hassemer）の間で、共同碑も、碑の近接も

あり得ないという合意が形成されていた590。」さらに、ブービスもまた、国務大臣プファ

イファー（Anton Pfeier）宛の書簡（1993 年 10 月 25 日付）に、「私もユダヤ人評議会も市

民団体フェルダークライスも、ユダヤ人に用意された記憶の場に更なる記憶の場を連ねる

ことには賛成しかねる」と綴っていたことが明らかとなっている591。 

しかしローゼは、「スィンティとロマが外国の国賓の栄誉に浴する機会を考慮されない

ことは、どうにも受け入れ難い592」と、碑の近接を訴えた。というのも、彼は、「国内外

の要人が 2 つの個別碑に等しく足を運び、膝を折ること593」を望んでいたからである。し

かし再び、ブービスが「造形的な結びつきに関する合意を公に否認594」したことにより、

議論は暗礁に乗り上げる。 

特筆すべきは、こうした議論のベクトルのすれ違いに対してストラヴィンスキーが抱い

た疑義、すなわち、「中央委員会が虚偽の事実を作り上げ、関係者を疑心暗鬼にさせて漁夫

の利を得ようとしていたのではないか595」という疑義である。そもそも、ローゼとブービ

スは、最初から合意してはいなかった。にもかかわらず、ローゼは、思い違いを装いなが

ら議論をリードし、衆知を集めたところで落としどころを探るという奇策を講じた。なぜ、

彼は一芝居打ったのか。一向に空手形を回収しようとしない連邦政府・ベルリン市政府に

業を煮やしていたのだろうか。事実、ストラヴィンスキーによると、「連邦政府もベルリン

市政府も、一様にロマの記念碑の建立決議を引き受ける責任の意思を欠いていた596。」両

政府の本心は、「ロマの為の第二の土地を政府の責任で用意するのではなく、犠牲者間で上

手く申し合わせてほしい597」というものであったようである。 

このように、約 3 か月に及ぶ議論は空中分解の様相を呈した。ここでは、第一にブービ

                                                        
589 Ibid., p.58. 
590 Ibid., p.60. 
591 Ibid., p.59. 
592 Ibid., p.59. 
593 Ibid., p.59. 
594 Ibid., p.59. 
595 Ibid., p.60. 
596 Ibid., p.60. 
597 Ibid., p.60. 
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スと市民団体「フェルダークライス」は、碑の区別に盤石の構えで挑んでいたこと、第二

に両政府は、中立性を装いながらもユダヤ人に与するほかないと考えていたであろうこと、

第三にローゼは、千載一遇の機会を逃すまいと奇知を尽くしていたことが確認できたと思

われる。言うなれば、この時点では独白的コミュニケーションが先行し、対話的コミュニ

ケーションの萌芽は芽生えていなかった。結果、利害関係者は風向きの変化を待つほかな

かったのである。 

 

3-5．中央委員会に対する両政府の回答 

議論が混迷を深める中、1993 年 12 月 16 日、中央委員会は、ディープゲンベルリン市長

（Eberhard Diepgen）に宛てた声明文を『ターゲスシュピーゲル』紙に発表、「ユダヤ人と

同じ地にロマの碑を同時建立するのは必然かつ歴史的責務」であると主張した598。対して、

ディープゲン市長は、1994 年 1 月 27 日の市議会で「ベルリンに更なる重荷を課せられな

い」と反論、そのうえで、「記念碑マイルや壁のミュージアムだけでベルリンを存続させら

れはしない。（…中略…）。われわれは用心しなければならない。ドイツ史がベルリンの負

担で処理されてしまうことに。」と言葉を継いだ599。ここからは、ディープゲン市長が、

犠牲者の多様な記憶を「集約」し、「一般化」を図ろうとする中央委員会の試みに、決して

理解を示そうとはしていなかった姿勢を見て取ることができる。 

対照的に、連邦政府は、「多様性」と「統一性」、「集約化」と「一般化」という考え方を、

両輪的に具現化させることに意欲的であった。事実、5 月 18 日の連邦議会の議事録には、

ズースムス議長（Rita Süssmuth）の以下の言動が残されている600。 

 

50 回目のアウシュヴィッツ記念日に、議長は、連邦議会にローゼと代表団を招いてい

た。彼女は、アウシュヴィッツに「ジプシー収容所」が存在していた事実に触れなが

ら、ロマ迫害と差別の計画性、及び絶滅政策の経緯と犠牲者の数的規模に言及した。

その際、議長は「すべてのロマの心に迫害のトラウマが刻まれており、想像を絶する

記憶がロマの意識の一部を占めている」とも述べている。 

 

                                                        
598 Der Tagesspiegel（1993） 
599 Diepgen（1994）    
600 Süssmuth（1994）  
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連邦議会の支持を追い風に、11 月 9 日、中央委員会は報道機関に「国会議事堂の近くにス

ィンティとロマに捧げるホロコースト警鐘碑を」と題する声明文を発表、ズースムス連邦

議会議長、建設大臣ナーゲルや文化大臣モミンといった協力者の名を連ね、建立準備の進

展状況を公とする601。これに呼応するかのように、翌日、ベルリン市政府も文書を発表、

「警告と追憶の記念碑群は政治文化的考察に重要な貢献を果たす。おそらく、最も苦しく

辛いドイツ史の章と共に602」と綴り、「警鐘碑群構想」に理解を示した。以下に記す市政

府建設大臣ナーゲルの発言もまた、ロマの心情を汲んだ内容となっている603。 

 

  殺害されたユダヤ人とスィンティとロマと共同碑を建立しないことは決定事項である。

それだけに、今や殺害されたスィンティとロマを想起する警鐘碑の建立に向けたコン

テストの準備がぜひとも必要である。その際、建立地の選択は何ら足枷ではない。と

いうのも、殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる記念碑の建立地と関連付けられ

る土地はひとつしかないからである‐それは、国会議事堂南側のティーアガルテン、シ

ェイデンマンシュトラッセに面した約 6,500 ㎡の巨大な敷地である。 

 

上述のように、この時点では、ベルリン市政府も連邦政府に同調する姿勢を見せていた。 

しかし、ひとたびユダヤ人犠牲者のみに捧げる国家的警鐘碑の建立が決議されると、更な

る負荷を回避すべく、態度を翻すことになるる。 

ところで、コミュニケーションの視点に立つと、両政府の応答は、どのような問題を抱

えていたのだろうか。ハーバーマスの言葉を借りると、言語的なコミュニケーションにお

いて、参加者たちは「相互人格的な関係を取り結ぶ相互主体性の平面」と「コミュニケー

ションの内容を成す経験もしくは事態の平面」に「同時に立ち入らざるをえない」状況を

作り出す604。本論に照らすと、まず「相互主体性の平面」において、ベルリン市政府は両

手を後ろで組んでいる。対して、連邦政府はロマと力強く握手を交わそうとしている。さ

らに、「経験もしくは事態の平面」において、ベルリン市政府は、すべてがベルリンの責に

帰せられることを憂慮している。対して、連邦政府は、常夜灯を照らしながら事態の収束

                                                        
601 Zentralrat Deutscher Sinti und Roma（1994） 
602 Senatsverwaltung für Bau und Wohnungswesen（1994） 
603 Ibid. 
604 遠藤克彦（2007）81 頁。 



１３７ 

 

に骨身を削る。これらを踏まえると、もしもこの時期に、連邦政府が可謬主義的なコミュ

ニケーションを通じて 2 つの平面を架橋できていたなら、あるいは、ベルリン市政府が新

首都の「覚悟」を示していたなら、議論のベクトルは軌道修正され、建設的な議論に歩を

進められたのかもしれない。 

 

第 4 節 停滞期（1994‐1998 前半） 

事実上、1994 年から 98 年にかけての連邦政府の関心は、ユダヤ人に捧げる警鐘碑のデ

ザインコンペに向いており、ロマの碑に関する議論は小休止の状況にあった。米沢による

と、コンペは「連邦（連邦内務省）とベルリン（ベルリン住宅建設省）、及び『記念碑建設

を支援する会』」の三者が主催者となっていた605。以下、2 度のデザインコンペの軌跡を辿

り、非ユダヤ人犠牲者の記念について、どのような意見交換が為されたのかを確認する。 

 

4-1．第 1 回目のデザインコンペ 

1994 年 4 月 18 日、第 1 回目のコンペ公募が告知された。応募要領には、「現代の芸術の

力によって、悲しみと戦慄と敬意への眼差しが恥と罪責の意識に象徴的に結びつけられる

ことが求められている」と謳われている606。大まかな流れは、①公募の告知→②質問討論

会の実施（5 月 11 日）→③公募の締切（10 月 28 日）→④作品の選出（1995 年 1 月 20 日）

→⑤最優秀作品の決定（6 月 28 日）→⑥コール首相による白紙撤回（6 月 30 日）というも

のである607。米沢（2009）によると、応募総数は「主催者側に招待された内外の著名な芸

術家一二人の作品を加え、全部で五二八を数えた608。」ここで一位に選ばれたのは、クリ

スティーネ・ヤコブ＝マークスによる名前のプレートである。その理由は、「何百万人もの

犠牲者に名前を取り戻し、それぞれを個人として想起する」ことと「新たに判明した名前

をその後、順次プレートに刻み続けていくという作者の提案」が、「記念碑を媒介にする想

起の営みが常に途上にあり続けることを示すものとして評価された」からであった609。し

かし直ちに、その実現不可能性が明らかとなり、コール首相は僅か 2 日後に白紙撤回を決

                                                        
605 米沢薫（2009）68 頁。 
606 同上、69 頁 
607 同上、68‐73 頁。 
608 同上、70 頁。 
609 同上、71 頁。 
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断する610。ここで抑えておきたいのは、香川（2012）の指摘、すなわち、「応募作の少な

からぬ割合で、図像よりも、固有名や碑文のような文字に訴えるデザイン案が見られ」、そ

れは、「ユダヤ人の偶像禁止と文字の神聖化という文化的特性」に関連している、という指

摘である611。これは、追悼の対象者にしばりを設けることへの是非が問われる中、実際に

はユダヤ人犠牲者を意識した造形の応募が突出していたことを意味している。 

 

4-2．第 2 回目のデザインコンペ 

約 1 年半後、第 2 回目のコンペが始動した。応募要領には、「記念館が情報や資料とい

う課題を担うのに対して、記念碑や想起の場所は、情緒的な感覚によって方向づけられる」

と謳われている612。そして、①一般公募ではない、②前回のコンペの上位入賞者 9 人と新

たに招聘された審査委員会が選出する招待芸術家が競う、③審査方法を非匿名評価に変更

するというのが前回との違いとなっている613。第一段階は、①「記念碑の本質」・「記念碑

の造形」・「記念碑の建設場所」に関するコロキウムの実施（1997 年 1 月、2 月、4 月）→

②新コンペ開催の発表（4 月半ば）→③新コンペの概要と審査員の発表（7 月半ば）→④最

終選考の発表（11 月）までである614。なお、各コロキウムは一日限りであり、「建設予定

地」、「想起の対象をユダヤ人に限定すること」、「1999 年 1 月 27 日のアウシュヴィッツ解

放記念日に定礎式を行う」ことを「規定事実」としていた615。 

第 2 回目は、政府主導で進行する。それは 19 作品から 4 つに絞った作品群から、①コ

ール首相がアイゼンマンとセラに原案の修正を直接依頼したのを発端とし（1998年 5月）、

②アイゼンマンの作品の一般公開（6 月）→③コンペの最終結果の発表を総選挙後に持ち

越すことを決定（8 月 25 日）という流れであった616。（注記：前日（1998 年 8 月 24 日）

に、ベルリン市政府広報官は声明文を発表、コール首相とベルリン市長ディープゲンが、

記念碑建立の是非を選挙戦のテーマにしないことに合意していた事実を明らかにした617）。

                                                        
610 同上、73 頁。 
611 香川檀（2012）121‐122 頁。 
612 米沢薫（2009）83 頁。 
613 同上、79 頁。 
614 同上、76 頁‐77 頁。 
615 同上、77 頁。 
616 同上、101‐111 頁。 
617 Sprecher der Berliner Senats（1998） 
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特筆すべきは、コール首相の「鶴の一声」が勝者を決定したという事実である618。 

米沢（2009）によれば、最終決定の過程が公に下されなかった背景には連邦政府とベル

リン市政府の対立、すなわち記憶の飽和を懸念するディープゲン市長の「記念碑建設に対

する反対と、それによって生じた連邦とベルリンとの間の政治的対立」があった619。そう

であれば、コール首相の半ば強引な幕引きにも説明がつく620。実際、約 3 年に及ぶコンペ

は公平性・透明性に欠け、関係者の間に不協和音が生じていた。この流れを見る限り、最

終結果の持ち越しが公となった約 2 か月後に先述の「ヴァルザー＝ブービス論争」が生じ

たのは決して偶然ではないと言えるだろう。 

 

4-3．コンペ開催前後におけるロマの警鐘碑を巡る議論 

時期は前後するが、ここで第 1 回コンペ開催前後のロマの警鐘碑を巡る議論に触れてお

きたい。コンペの前日、『ターゲスシュピーゲル』紙（1994 年 4 月 19 日付）は、「殺害さ

れたスィンティとロマに捧げる記念碑が国会議事堂近くに計画されている」という記事を

掲載、ベルリン市政府による判断の先送りを以下のように報じた621。 

 

国会議事堂とブランデンブルク門の間の敷地に、殺害された約 50 万人のスィンティと

ロマに捧げる記念碑の建設を予定している。ベルリン市建設省はデザインコンペの準

備を進めており、4月末から 5月初旬にかけての公示を予定しているとのことである。

にもかかわらず、ベルリン市政府は先週火曜日の会議でこの案を取り下げた。ベルリ

ン市政府は、2000 年 6 月初旬に、この問題を審議することにしたというのである。 

 

なぜ、ベルリン市政府は、約 6 年先に結論を持ち越すことにしたのか。答えを探すべく、 

                                                        
618 なお、香川檀（2012, 130 頁）によると、アイゼンマン案の特長は、「伝統的な記念碑の

概念をのりこえ、その様式を否定して、記念碑から史跡（＝想起の場）へという『場

の力』の立ち上げに向かっている」ところにある。 
619 米沢薫（2009）110 頁。 
620 米沢（2009, 103 頁）によると、『ターゲスシュピーゲル』紙（1998 年 2 月 4 日付）は、

第一回目の審査委員長ヴァルター・イェンスらの名を連ねた「計画中止の呼びかけの

公開書簡 分別からの断念」を掲載した。それは、「疑念や熟慮のすべてを押しつぶす

ような強制や機械的決定は、この問題に対して決してなされるべきではない」という

反対表明であった。 
621 Der Tagesspiegel（1994） 
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記事を読み進めたい622。 

 

官房長官ケーネ（Volker Kähne）ケーネは、どうやらディープゲン市長が将来の中央

官庁街の中心にロマの碑を建てることに反対しているという噂を否定したようである。

（…中略…）。ロマの碑は、中央官庁街の開発区域の一画にある国有地に建てるものと

されていた。それは、国会議事堂の南口に面する、将来の連邦議会の設置予定地であ

る。（…中略…）。そうであるなら、とりわけ、土地活用の是非を問うべきは、連邦政

府の側である。ケーネはそう述べたのであった。 

 

このように、官房長官ケーネは、ディープゲン市長、ひいてはベルリン市政府が土地の提

供に消極的であるという風評を払拭しようと、ボールは連邦政府の側にあると主張した。

以下の構想からは、ロマの碑の建立に前向きな姿勢を示そうとしていたことも窺える623。 

 

連邦共和国を主催者とするロマの碑に係るコンペの公募は、内務省、ベルリン市政府、 

「フェルダークライス」により支持されていた。ベルリン市建設省は、コンペに 6‐ 

8 人の国際的に著名な芸術家を招聘するよう提案した。勝者には、賞金 3,800 万マル 

クの制作費を与え、1995 年に結論することとされていた。 

 

とはいえ、コンペの同時開催は不可能だという政治的判断からか、この構想は見送られた。 

結果、議論は再び停滞することになる。 

 但し、ロマの側に立つ人々も、事態を傍観していたわけではない。たとえば、1996 年 9

月 8 日、人権団体“Liga für Menschenrechte”は、国会議事堂前で政治集会を実施した。南側

の敷地に設置した立て看板「躓きの石（Steine des Anstosses）624」の根本には、参加者を持

参した石を積み上げている625。 

                                                        
622 Ibid. 
623 Ibid. 
624 松本（2012, 260 頁）の言葉を借りると、「躓きの石」は、「一九九二年一二月一六日、 

五〇年前の一九四二年の同日にヒムラーが発布したシンティとロマの強制移送命令を 

彫刻家グンター・デムニッヒが刻んだ一〇センチメートル四方の小さな真鍮プレート 

が、ケルンの旧市庁舎前の地面に埋められた」ことを発端としている。                
625 Liga für Menschenrechte（1997） 
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4-4．知識人からの問いかけ 

意見調整が困難を極める中、「犠牲者間の格差」の問題に再び光が当たるのは、1997 年

から 98 年にかけてのことである。たとえば、ヴィッパーマン（1998）は、「スィンティと

ロマに捧げる警鐘碑の建立は、二重の罪の告白のようなものである。それゆえに、われわ

れに必要なのである」と語り、その中には、当事者世代を発端とする想起の怠りと、今日

までの戦後補償の遅延という 2 つの問題関心が内包されているという立場を取っていた626。 

こうした問題意識を背景に、非ユダヤ人犠牲者に捧げる記念碑の必要性を訴えた 3 人の

知識人を取り上げる。かれらは、記念碑を通して、あらゆる犠牲者の記憶を救済しようと

していたところが通底している627。 

 

（1） ラント 

1997 年 1 月、ジャーナリストのラント（Andreas Krause Landt）は、「死においては一致

し記念碑においては分けられる －犠牲者の無垢の死は政治的生命の資源として利用され

るのか」という論文を『ベルリン新聞』（1 月 10 日付）に発表した。そこで彼は、「記念碑

設立のプロジェクトの歴史は、一方では政治的ロビー主義やメディアによってつくられた

公共性との間の複雑な状況を、他方では政治を示している」と述べている628。同時に、犠

牲者間の「記憶のせめぎあい」を「過去をめぐる象徴的意味における市民戦争629」とも表

現し、ともすれば本末転倒となりがちな議論を次のように批判した。「犠牲者の記念碑は加

害者を覆い隠し、加害者の記念碑は犠牲者を覆い隠すという理由から、過去全体に対して

いかなる記念碑も建てるべきではないというのであれば、それは赤子を産湯と一緒に捨て

る愚を犯すことである630。」一元的な記念碑を否定する彼の論は、建立理念の見直しの一

助となることが期待された。しかし、議論の成熟には時期尚早であったのか、両政府と世

論は「模様眺め」に徹していたというのが実状である。 

                                                        
626 Wippermann（1998） 
627 実際、歴史学がとりこぼしてきた記憶の主体に関心が向けられるようになったのは、

そう古いことではない。この点につき、高橋（2001, 42 頁）は、「歴史家が『記憶に値

する』事実を選び出すときに手にしうる史料や資料は、『圧倒的に政治権力を握った側

の記録に偏って』」いたと分析している。 
628 米沢薫（2009）249 頁。 
629 同上、252 頁。 
630 同上、252 頁。 
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（2） マイアー 

同年 7 月、歴史学者マイアー（Christian Meier）は、犠牲者には「追悼される権利」が平

等に与えられているという考えの下、「分離された想起の徹底的無意味さ －もし犠牲者の

一般化が機能しないとすれば」という論文を『フランクフルター・アルゲマイネ』紙（7

月 25 日付）に寄稿した。そのなかで、彼は、「すべての犠牲者のための一つの記念碑」を

提案し、「ノイエ・ヴァッヘの前の歩道に建てられるのが最もふさわしい631」と進言する。

「ユダヤ人を初めとして、いかなる犠牲者グループも傷つけてはならない632」という一文

は、犠牲者が更なる傷を負うような記念行為に警鐘を鳴らすものであった。ノイエ・ヴァ

ッヘと対置させて、加害者の中の犠牲者とナチス・ドイツの犠牲者の分離に重きを置くと

いう視点は、暫定的に一つの碑で全犠牲者を追悼することへの相応の理由となる。彼の見

解は、あらゆる犠牲者集団を同一の地平に据える、という意味では理に適っている。しか

し、「個」の埋没という課題が残り続けることも、また事実であったと言えるだろう。 

 

（3） コゼレック 

1998 年 3 月、歴史学者コゼレック（Reinhart Koselleck）は、「間違った焦り －ホロコー

スト記念碑は犠牲者のヒエラルヒーをつくる」と題する論文を『ツァイト』紙（1998 年 3

月 19 日付）に発表した。彼の主張は、「罪のない人々の中でただユダヤ人だけを想起し、

同じように虐殺された他の何百万人の罪なき人々を想起しないという妥協は、それを解決

することに政治的真っ当さが問われるような結果をうずたかく積み上げた633」、というも

のである。彼によると、「政治的真っ当さ」を証明し得る可能性は、以下の 3 点に集約され

る。第一は、「虐殺されたユダヤ人のためだけの記念碑を建て、他のすべての犠牲者グルー

プをそこから厳格に排除するというものである634。」それは、「我々は必然的に他のすべて

の犠牲者グループにそれぞれにふさわしい記念碑を建てなければならない」という第二の

可能性、そして、「我々には、ただ一つの記念碑を建てることだけが許されている」という

                                                        
631 同上、263-264 頁。 
632 同上、264 頁。 
633 同上、271‐272 頁。 
634 同上、273 頁。 



１４３ 

 

第三の可能性に繋がる635。彼が、「我々によって虐殺された罪なき人々のうち、誰一人と

して、その記念碑、加害者の碑から排除されてはならない」と述べたのは、「犠牲者間のヒ

エラルヒー」という障壁を瓦解させることこそが、新たな記念碑の真の建立意義だと考え

ていたからだと推測される636。 

 三者に共通するのは、以下の 3 点である。第一に行為者が碑を建立する意義を問うてい

る。第二にあらゆる犠牲者の「追悼される権利」を保障することで、格差克服を具現化さ

せようとしている。第三に政府が犠牲者による犠牲者の峻別に寛容であることに異を唱え

ている。これらは、いずれもコミュニケーション、及び「記憶の格差」の問題群を検討す

るうえで相互横断的に関わり合う課題である。 

こうした社会的意識の高まりは、コミュニケーションには人間を理性で合意形成に導く

力があると信じる人びとの声をも可聴的とした637。それはいわば、追悼の対象者にしばり

を設けるという利得の得やすい合理的選択の回避には何が必要なのかを見極めようとする

試みでもあった。これは、弱者との共生・共存が、短期的には社会的コストの増大に見え

たとしても、長期的には社会的財産の形成に繋がるという事実に気づきはじめたドイツ

（人）の意識変化の表れだとも言えるだろう。それでは、こうした知識人の問いかけに、

新政権はどう応答したのだろうか。 

 

第 5 節 和解期（1998 後半‐1999） 

5-1．政権交代 

1998 年 10 月、SPD（ドイツ社会民主党）への政権交代に伴い、シュレーダー首相が就

任した。選挙前、「建立にほぼ反対の立場をとっていた」シュレーダー首相は、計画を頓挫

させはしなかった638。推進者に転じた彼は、コミュニケーションの障壁を除去し、先送り

してきた課題解決に尽力していく。 

同年 11 月 10 日、シュレーダー首相は「新たな中心地となる共和国」と題する声明文を

                                                        
635 同上、273-275 頁。 
636 同上、273-275 頁。 
637 この点につき、たとえば歴史家のコッカ（Jürgen Kocka）は、「恥の意識なしにドイツ

人としてこの愚行を想起できない」、「記念碑は考えさせる碑（Denkmal）なのだから、

資料館や教育の場と結びつくべき」、「記念碑群が想起を活性化させなければならない

なのなら、概念的な抽象性を伴うだけでは事足りない」と述べている。SpiegelOnline

（1998） 
638 Blumer（2011）op.cit., p.142. 
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発表、「計画中のホロコースト警鐘碑について言うなら、執行部ではなく、この連邦議会で

の広く公共的な議論を考慮した決断が下されるであろう」と明言した639。そして、「われ

われは確信する。決断時には然るべき解決策が見つかるであろうことを。その解決策を国

内の記憶の場の総合的な構想に埋設する」と語り、「既存の記憶の場を色褪せさせない、相

互横断的な関わりを持つ警鐘碑を目指す」という展望を明らかにした640。さらに、「警鐘

碑の建立はベルリンへの文化的要求であることをはっきり認め」、文化都市ベルリンが担う

べき役割に言及した。同時に、「それは再統一後の各州の文化プロジェクトや文化施設への

支援を伴うものである」とも明言し、東西の記憶文化の維持に支援を惜しまない姿勢を見

せていた641。この発言の真意は定かではないが、予算と人的資源の一極集中は、一方では

ベルリン市の過剰反応を引き起こし、他方では地方都市の不安を煽っていたと思われる642。

後の政治的決断、すなわち、ユダヤ人犠牲者の中心性と首都ベルリンの記憶を重んじると

いう政治的決断が成果志向的な性格を帯びていたことを踏まえると、新政権は発足当初か

ら、大まかな筋書きを描いていたのかもしれない。 

 

5-2．シュレーダー首相の意向 

1999 年 2 月 4 日、『ツァイト』紙は、「開かれた共和国」と題したシュレーダー首相との

対談記事を掲載した。舌戦を仕掛ける取材者に、新首相は慎重な言葉で返答する。以下は、

その一部を纏めたものである643。 

 

                                                        
639 Schröder（1998） 
640 Ibid. 
641 Ibid. 
642 付言すると、ルッツ（2004, 14 頁）は、2004 年 10 月 9 日に行われた国際シンポジウム

の講演で、若者の関心の希薄さを次のように語っている。「ナチズムの犠牲者の記念日

（アウシュヴィッツ収容所の解放記念日）である一九九九年一月二七日に連邦大統領

に招待されたフォルクスワーゲンの研修生グループのメンバーたちは、連邦議会で行

われた討論で、彼らがホロコースト記念碑を自分たちとはほとんど関わりのない政治

的な事柄と捉えていることをはっきりと指摘した。彼らにとっては、アウシュヴィッ

ツ強制収容所の記念の地への自分たちの学生旅行や、そこでポーランド人やチェコ人

の学生たちと行った記念の地を維持するための共同作業が、歴史と取り組み、そこで

苦しんだ人びとへの共感を養う個人的なやり方なのである。計画されたベルリンの記

念碑を、彼らは『大きな政治』によってつくられた自分たちとは無縁のものと見なし

ている。」 
643 Die Zeit（1999） 
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Die Zeit  ：あなたはベルリンに建つホロコースト警鐘碑をどのような象徴にしたいのか 

犠牲者の想起の場とするのか、いっそ、行為者の懺悔の場とするのか。 

シュレーダー：確かなのは、行為者の場でもなければ、特段、犠牲者の場でもないという

ことだ。犠牲者の記憶の場は他にある。ベルゲン‐ベルゼン、ダッハウといっ

た強制収容所跡地の至るところに。私にとり、警鐘碑は固有の記憶を持ち得

ない想起の場だ。ただし、隣にはナチス・ドイツの歴史の考察施設が建つ。

私は警鐘碑をこの施設に関連付けようと思う。施設では、忘却に抗するため

の可視的な象徴について議論できる。そしてそれは、徹底的な考察のチャン

ス、あるいは刺激と捉えられる。 

  

このように、取材者は、行為者／犠牲者のどちらの側に立つ警鐘碑とするつもりなのかを

問うている。対して、シュレーダーは想起の多様性を確保しようと、警鐘碑の象徴性を強

調する。この答えを「教科書的」と捉えたのか、取材者は首相の本心に切り込むべく、よ

り鋭い質問を向ける644。 

 

Die Zeit  ：ひところ、新政権は警鐘碑を荷物と見なすという印象が実に強かった。（…

中略…）。それどころか、「新たな歴史の忘却」という言葉も流行っていた。 

シュレーダー：否、荷物などではない。かつて、想起の然るべきかたちは今日とは違って

いた。それは第一に拒みがたく、第二に儀式化されたものであった。双方は

互いに絡み合ってもいた。私は、そうしたものが今の時代にそぐわないこと

に気づいたのだ。私の世代、そして後から生まれてくる世代に関わることで

あるが、個別の記憶がない人びとは、罪のコンプレックスなしに警鐘碑の前

に立ててしまう。さらに、そうした状況とは別に、われわれはドイツ史の特

別に息詰まる部分に携わっている。ゆえに、「二度と繰り返さない」という

決意は感情的なものだけではなく、知的なものをも素地とするのだ。 

 

このように、新首相は挑発に乗ることなく、コミュニケーションの門戸を広く開放し得る 

警鐘碑の必要性を訴えた。さらに、以下のやり取りから、新政権による警鐘碑事業への取 

                                                        
644 Ibid.  
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組みは、ドイツ人の心の琴線に触れるものだという彼の自負も窺える645。 

 

Die Zeit  ：あなたのこの数か月の仕事ぶりは、国家ないしはドイツのプロジェクトの概

念を呼び覚ますものだと理解し得る。 

シュレーダー：おしなべて異論はない。しかしそこに私個人の考えや感情があるわけでは

ない。ドイツ人の国家的アイデンティティは、常に世界に向けて、少なくと

もヨーロッパに向けて開かれている。 

Die Zeit  ：多くの人たちが、新たな正常化の必然性を話題にしている。あなたはドイツ

人を「正常な」国民と見なしているか。 

シュレーダー：かなり前からそう確信している。もちろん、私もそのただ中にいる。 

 

取材者は、新政権の喫緊の課題を、社会全体で警鐘碑の在り方を考える土壌を培うことに

あると見ている。それは、先の「ヴァルザー＝ブービス論争」で争点となった「正常化」

の問題と切り離せない課題でもあった。対して、シュレーダー首相は、ドイツが正常であ

るがゆえに、警鐘碑を国内外のコミュニケーションの架け橋にできると応答している。 

言うなれば、シュレーダー首相は、行為者の自省と犠牲者の普遍的な要求を表裏一体と

した警鐘碑を建立するという目標を立てていた。一方、ロマの碑については、連邦政府と

ベルリン市の間の政権のねじれが障壁となっていた。これは、旧政権下で CDU（キリスト

教民主同盟）が建立を推進していたのに対し、同じ CDU でありながら、ベルリン市長デ

ィープゲンは強く反対していたことと深く関係する。以下、彼の反対理由を確認する。 

 

5-3．ベルリン市長ディープゲンの意向 

遡ると、ディープゲン市長は、『ディーヴォッヘ』紙（1998 年 11 月 27 日付）のインタ

ビューにおいて、「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」がベルリンの中心部

に建つことに対する複雑な心境を次のように述べていた646。 

 

Die Woche ：あなたは、新首都が、記憶の飽和により、過去に縛り付けられることを恐れ

                                                        
645 Ibid. 
646 Die Woche（1998） 
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ているのではないか。そして、未来を描くためにも、これ以上記憶の場に土

地を提供できないと言うのか。 

ディープゲン：それは違う。私はベルリン史があの時代だけに囚われているとは思わない。

あの時代がベルリンのすべてでもない。反ユダヤ主義とナチス・ドイツの源

流は、本当のところベルリンにあるのではない。事実は違うのだ。たしかに、

ナチスはこの地で重罪を犯した。しかし同時に、どこよりも強い抵抗運動が

盛んであったのもこのベルリンなのだ。 

 

筆者の見る限り、ディープゲン市長は、行為者／抵抗者の地という 2 つの顔を持つベルリ

ンに「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」を建てるという意識の下、この

国家事業を盤石の強さで支えようとしていた。反面、「警鐘碑群構想」には難色を示してい

た。事実、翌夏のロマの碑の建立地を巡る議論において、ディープゲン市長は郊外のマル

ツァーンを推す。「場所の真正性」を担保するには、ロマ絶滅を計画した中心部よりも、ア

ウシュヴィッツへの移送に向けて、ロマの集合地となったマルツァーンが相応しいという

のが、その理由であった647。この時、ロマ犠牲者に関する事実がほとんど知られていなか

った実状を踏まえると、郊外への建立は記憶の周縁化を誘発してしまう。したがって、マ

ルツァーンの地の選定が、市の答えであったとするならば、ディープゲン市長は、ロマの

記憶よりも、首都が記憶の飽和状態に陥ることを懸念していたと言えるだろう。 

 

5-4．公聴会の実施 

連邦政府とベルリン市政府の歩調が揃わない中、新連立政権が早々に取り組んだのは、

旧政権が実施したコンペの総括である。この目的を果たすべく、1999 年春、新連立政権は、

2 度の公聴会を開催した。以下では、「警鐘碑論争」の中間決算とも言える公聴会で、どの

ような声が可聴的となり、コミュニケーションの萌芽が芽生えたのかを確認する。 

 

（1） 第 1 回公聴会（1999 年 3 月 3 日） 

 ここでは、ベルリン芸術アカデミー理事長を務めるコンラート（György Konrád）及び 

ユダヤ人共同体議長コーン（Salomon Korn）の発言を取り上げる。コンラートは、犠牲者

                                                        
647 Die Tageszeitung（1999a） 
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の追悼を目的に、国家的記念碑を建てるべきではないという立場を取っていた。彼の発言、

すなわち、「建立理念は次の感情から湧き出るものである。それはドイツ国家が再び罪なき

人びとを大量殺戮することなどないという後からの回顧的な悔悟の念ではない。むしろ、

人間の尊厳に身を捧げようとする感情である648」という発言は、心理戦となりつつあった

議論に終止符を打とうという試みであったと考えられる。とはいえ、犠牲者の追悼を考察

の枠組みから外すことは、あまりにも不自然であったと言わざるを得ない。 

 対照的に、コーンは、犠牲者に捧げる記念碑の在るべき姿を説き、「警鐘碑」と「警鐘 

碑群」のどちらを選択してもドイツが抱えることになる課題を次のように指摘した。それ 

は、「中心的記念碑は、ナチス・ドイツの犯罪を切れ切れに想起するのではなく、全方向 

的な視点で考えるものとなる。様々な犠牲者集団の記念碑を増やしていくとしても、様々 

な場所に散在させるなら、ナチスの大量殺戮に抗するアンサンブルとはならない649」とい 

うものである。コーンの進取果敢な発言は、連邦議会が敢えて核心を避けながら議論を進 

めてきたことに対する抗議であったと言えるだろう。 

 

（2） 第 2 回公聴会（4 月 20 日） 

2 度目の公聴会の旗手となったのは、歴史家リュールップである。彼は、首都遷都に合 

わせて国家的記念碑を建立する意義を次のように述べる650。 

 

私は、今なおユダヤ人に為された民族殺戮を想起する警鐘碑の建立に賛成する。しか 

しまた、ナチズムの全犠牲者を想起する記念碑や第三帝国の犯罪に抗する警鐘碑を建 

てるという政治的決断にも理解を示す。連邦議会は、ともかくはっきり認識すべきだ。 

ある集団に捧げる記念碑を建てるという決断は、既に他の犠牲者集団の記念碑群の建 

立を決定づけていることを。 

 

リュールップの視点は、国家的記念碑の政治的性格を明確化した。たしかに、想起と警告

という二面性を内包する碑であれば、行為者と犠牲者を両極に置くことは不自然とならな

い。そればかりか、国家的記念碑の建立が次なる政治的決断に繋がるのであれば、「道具」

                                                        
648 Frankfurter Allgemeine Zeitung（1999a） 
649 Ibid. 
650 Rürup（1999） 
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としての記憶ではなく、「資源」としての記憶を基底としたコミュニケーションを流し込む

ことも可能となる。別言すれば、リュールップは、国家的記念碑と個別碑をまとまりのあ

る「記念碑群」とすることが、個々の犠牲者集団の重層的なアイデンティティの形成を促

し、ひいては記憶の共存が図られると考えていたのかもしれない。 

 

5-5．ハーバーマスの進言 

そのようななか、警鐘碑を政争の具としないよう進言したのは、ハーバーマス（1999）

である。彼は、「人差し指－ドイツ人とかれらの記念碑」という論文を『ツァイト』紙（1999

年 3 月 31 日付）に寄稿した。そのなかで、かれは、「ホロコーストを『連邦共和国の建国

神話』のために動員することは記念碑の目的ではあり得ない651」と説き、「記憶の道具化」

をけん制した。同論文で、彼は「記念碑の意味」を次のように説明する。それは、「我々が

加害者の国において、イスラエルやアメリカで犠牲者の子孫が、また世界中で思慮深い人々

がしているように、ユダヤ人犠牲者を記念するということがこの記念碑の中心的な意味で

あり得ない652」というものである。そのうえで、「『ユダヤ人が我々ドイツ人からホロコー

スト記念碑を貰う』ことが問題なのではない653」と言葉を継ぐ。なぜなら、問題の核心は

「その記念碑によって今生きている加害者子孫の世代が、政治的自己理解を公にはっきり

表明するということ654」にあるからである。なお、新たな碑と既存の碑の違いは、彼の言

葉を借りるなら、「『アウシュヴィッツ』への自己批判的想起、すなわちこの名前に結びつ

いた出来事に対する目覚めた省察を政治的自己理解の確固とした構成要素にするのか655」

という問いを内包しているところにある。 

ここでハーバーマスが立てたのは、「未解決の問題 誰に対して」という問いである。

彼の疑義は、「『戦争と暴力支配の犠牲者』に捧げるというノイエ・ヴァッヘの献辞が、加

害者と犠牲者を雑然と寄せ集めた堪え難い抽象」であるのに、記念碑までも「虐殺された

ユダヤ人という特定の限られた観点を持つこと」に向かう656。というのも、かような行為

は、他の犠牲者集団を「同じ場所で無視するという個別主義に従うこと」であり、それは

                                                        
651 米沢薫（2009）231 頁。 
652 同上、229 頁。 
653 同上、229 頁。 
654 同上、229 頁。 
655 同上、229 頁。 
656 同上、236‐237 頁。 
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「補償を求められるような不正を密かに行なうこと」と同じ意になるからである657。ゆえ

に、彼は、ユダヤ人に特別な関心を払うことと他の集団に配慮することのバランスをどう

取るのか思案に暮れる。結論として、彼は「記念碑には誰も排除することのない献辞の中

で、ユダヤ人の重要性の違いをはっきりさせることが望まれる658」と語り、あらゆる犠牲

者の追悼と、ユダヤ人犠牲者の位置づけの明確化を同時に叶えようとする。それゆえ、「公

共の意識」にとり記念碑には名前が必要だとし、「ユダヤ人の運命だけに尽きるのではない」

という理由から、「アウシュヴィッツ」を冠するのが相応しいのではないかと問いかける659。

しかし後に、連邦政府は記念碑にユダヤ人の呼称を冠することを決断した。これがハーバ

ーマスの誰に対してという問いに対する答えであるなら、「犠牲者の序列化」を巡る議論は、

未だ暗中模索の状況が続いていたのかもしれない。 

 

第 6 節 連邦議会の最終決議 

6-1．本会議の開始 

紆余曲折を経て、1999 年 6 月 25 日、連邦議会は最終決議の場を迎えた。端的に言うと、

ここでは、「ユダヤ人犠牲者のみに捧げること」を由とする予定調和的な結論に至る660。

そして引き続き、「警鐘碑群構想」の展望に議論の歩が進められた661。特に、ロマの碑に

関しては、建立意義を問うことが逆に良識を問われるほど、議論は成熟していた662。以下、

当時の議事録を基に検討議案を整理し、最終決議がロマの碑に与えた影響を探りたい。 

 

                                                        
657 同上、237 頁。 
658 同上、238 頁。 
659 同上、238 頁。 
660 付言すると、米沢（2009, 190 頁）は、この本会議が「大きな注目を集めることもなか

った」理由を次のように分析する。それは、「議決は形式上、超党派的に行われたが、

実際には各政党の主流派の立場はすでに明らかであり、結果は予想されるものであっ

ったため」だとしている。 
661 本会議におけるズースムス前議長の次の発言にも、ロマへの配慮が窺える。「たとえ今

日、スィンティとロマの要望に応えることができなくとも、われわれには、かれらを

正当に扱うという約束を守る責任がある。私は犠牲者の序列化には反対だ。本日の決

議は序列化の証左となるものではない。私はそう考える。」Süssmuth（1999） 
662 これは、ロマの代表者らの活動がもたらした実りであったと言える。Blumer（2011,  

p.153）は、かれらへのインタビューを重ねる中で、「『ユダヤ人と同様に』、あるいは

『ロマが言われ／されてきたのと同じことがユダヤ人に為されたらどうなるかを想像

してほしい』」と言われることが常であったとしている。 
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6-2．投票結果 

 投票に先立ち、シュレーター議員は、3 つの検討議案を説明した。それは、第一に「ド

イツ人は中心的警鐘碑を必要としているのか」、第二に「誰に捧げようとしているのか」、

第三に「どのような造形とすべきか」というものであった。そのうえで、「どのような決議

に至ろうとも、ナチス・ドイツのすべての犠牲者集団に対するわれわれの道徳的責任は不

可避である663」と述べたのは、ティールゼ議長である。これが、連邦政府の「決意表明」

であったとするならば、場外で議事の進行を見守るローゼらを大いに勇気づけたと言える

だろう。なお、米沢（2009）に基づく投票結果は下記の通りである664。 

 

（表 10）建立可否     

賛成 439
反対 113
棄権 5  

政党の内訳 賛 成 反 対 棄 権
社民党 241 8 5
キリスト教民主同盟 99 99 0
緑の党 38 2 0
自民党 31 4 0
社会党 30 0 0
計 439 113 5  

 

予想通り、連立与党（社民党・緑の党）が多数を占める賛成票により碑の建立は可決した。

一方、旧政権下で推進する立場にあったキリスト教民主同盟の票は割れている665。 

 

（表 11）ユダヤ人犠牲者のみに捧げるか／全犠牲者に捧げるか 

賛成 324
反対 217
棄権 8
無効 1
計 550

（ユダヤ人犠牲者のみに捧げることに賛成する）
（全犠牲者に捧げることに賛成する）

 

                                                        
663 Schröter（1999）  
664 米沢薫（2009）197 頁を元に作成。 
665 同上、197-198 頁を元に作成。 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/14/14048.pdf%20%20S.4124及び米沢（2009）前掲、197頁を元に作成。（2017年1
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/14/14048.pdf%20%20S.4127及び米沢（2009）同上、197-198頁を元に作成。（2017年1
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政党の内訳 賛 成 反 対 棄 権 無 効
社民党 218 22
キリスト教民主同盟 17 180
緑の党 38 1
自民党 21 14
社会党 30 0
計 324 217 8 1

8 1

 

ここでも、連立与党の大多数が「ユダヤ人のみに捧げる」ことに賛成票を投じた。一方で、

旧政権下で、ロースらと長年話し合いを続けてきたキリスト教民主同盟の議員らの圧倒的

多数が「全犠牲者に捧げる」ことを由としている。この反対票は、連邦議会がもろ手を挙

げて追悼の対象者にしばりを設けることに賛成してはいないという意思表示であったと言

えるだろう666。さらにいえば、以下の投票結果は、最初から警鐘碑の抽象性を補うための

「情報の場」の併設が見込まれていたことを示唆するものとなっている667。 

 

（表 12）アイゼンマンの「石碑のフィールド」のみを建設することの可否 

賛成 161
反対 373
棄権 10
計 544  

政党の内訳 賛成 反対 棄権
社民党 21 220
キリスト教民主同盟 72 122
緑の党 11 27
自民党 30 4
社会党 27 0
計 161 373 10

10

 

 

 

 

 

 

                                                        
666 米沢（2009, 200 頁）は、「この議案は実際には、この記念碑建設が最後になるのか、そ

れとも一連の犠牲者グループの最初の記念碑になるのかという問いに換言できる」と

し、キリスト教民主同盟は次に駒を進めるために反対票を投じたと分析している。 
667 同上、198 頁を元に作成。 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/14/14048.pdf%20%20S.4133及び米沢（2009）同上、198頁を元に作成。（2017年1


１５３ 

 

（表 13）アイゼンマンの「石碑のフィールド」と「情報センター」の併設可否 

賛成 312

反対 207

棄権 13

無効 2

計 534  

政党の内訳 賛成 反対 棄権 無効

社民党 225 12

キリスト教民主同盟 13 173

緑の党 38 1
自民党 6 21
社会党 30 0
計 312 207 13 2

13 2

 

なお、表 12 と 13 の議案は、「アイゼンマン第二案」の採択を見越していたと思われる668。

そして、その背景には、「情報センター」の併設なしには、行為者／犠牲者の記憶を次世代

に伝えることができないという危機意識があったと推測される。ここでも、社民党とキリ

スト教民主同盟の投票結果は対照的であった。後者は、今後の審議は個別碑による記憶継

承の在り方に重きを置くべきだと考えていたと推測される。 

このように、本会議は、第一に記念碑を建てること、第二に追悼の対象者をユダヤ人に

絞ること、第三に「アイゼンマン第二案」に「情報センター」を併設することを可決した。

同時に、旧政権下で警鐘碑建立を推進していた CDU が票を二分し、全犠牲者に捧げる碑

を支持する立場に回るというねじれも鮮明となった。それでは、「警鐘碑論争」において、

最終議決はどのような意味を持ちえたのか。たとえば、米沢（2009）は、この決着を「連

邦議会が記念碑問題に最終決議を下したという事実そのものが、その決議内容より重要な

意味を持つものであった」と評する669。これをハーバーマスのコミュニケーション概念に

当てはめると、市民社会が収斂・集約した問題関心を政治的決議に基づき結実させるとい

う過程そのものが、公共性の理念に適っていたと捉えられる。 

 

 

                                                        
668 なお、香川（2012, 119 頁）は、「石碑のフィールド」の採択の背景には、当時の識者た

ちの認識、すなわち、「伝統的な記念碑芸術の形式では、もはやこの複雑で厄介な想起

の作業を担うことはできない」という認識があったとしている。 
669 米沢薫（2009）200 頁 
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6-3．最終決議の解釈 

ハーバーマス（2003）は、政治の役割を「そのときどきにおいて特殊な集合的目標を追

求し、特定の紛争を規律することによって、同時に一般的な統合問題を処理する670」と説

いていた。この考えに、連邦議会の最終議決を重ねると、次の解釈が可能となる。 

 

1. 連邦政府は、追悼の対象者の選別という「特殊な集合的目標」を追求しなければ 

ならなかった。選別から外された対象への政治的配慮も不可避であった。 

2. それゆえ、「犠牲者の序列化」という「特定の紛争を規律する」役割を担うことで、

記憶の主体間の関係を可能な限り水平化させようとした。 

 3. 「警鐘碑群構想」を「一般的な統合問題」に組み込むことで、政治的決議と市民

社会の意識の乖離を防いだ。メディアによる監視も中立性の維持に役立った。 

 

それでは、コミュニケイション行為者は、上記の取組みに、どう関与したのか。ハーバー

マス（2003）によると、コミュニケイション行為者は、「彼らが共同討議による解釈によっ

て同時に構築する状況のなかで、相手と遭遇する671。」本論に照らすと、ユダヤ人とロマ

は双方向的なコミュニケーションからの、連邦政府は犠牲者間の共同討議を政治的観点か

らの意見調整を図った。ロマにとっては、当初の意向とは異なる結論が導かれた。しかし

それでもなお、ユダヤ人や連邦政府と双方向的な関係が構築されたという点で、共同討議

は少なからぬ果実をもたらしたと言える。 

 

第 7 節 第 6 章のまとめ 

上述してきたように、約 17 年に及ぶ「警鐘碑論争」は、犠牲者間という横糸と犠牲者

と連邦政府・ベルリン市政府という縦糸との複雑な絡み合いを可視的とした。記憶の「多

様性」の尊重と「多元化」に向けた取組み、及び集約した意見の「一般化」は、ひとつの

大きな社会的流れを作り、「警鐘碑論争」にも常にこの枠組みが働いたと考えられる。 

振り返ると、雪解けまで、ユダヤ人は「唯一性の概念」が脅かされることに、ロマはユ

ダヤ人犠牲者と「共に」追悼されないことに、両政府は犠牲者間の「記憶のせめぎあい」

                                                        
670 ハーバーマス（2003）117 頁。 
671 ハーバーマス（2003）91 頁。 
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に直接介入できないことに危機感を抱いていた。これら 3 つの問題関心の絡み合いが、格

差の構造をより複雑化させたと言えるだろう。 

当初、提唱者ロースらがコミュニケーションの受け手と見たのは、連邦政府であった。

かれらは、行為者の地に国家的警鐘碑が存在していないという理由から、連邦政府に建立

の否決という選択肢を与えない状況を作り出し、再統一を機に、私的な市民運動を国家的

事業に転じさせることにも成功した。そのようななか、ロマの代表者らが、新たなコミュ

ニケーションの支流を本流に合流させようとしたことは想定外であったと思われる。実際、

市民団体「ペルスペクティーヴェ・ベルリン」は、ロマの抱く共同追悼の願い、及び同じ

場所で／造形的な関連性を持たせてという希望を一蹴した。連邦政府とベルリン市政府は、

犠牲者間の「記憶のせめぎあい」に模様眺めを続けるほかなかった。 

しかし、ロマの代表者らは、コミュニケーションの受け手から送り手に立場を転じ、市

民団体「ペルスペクティーヴェ・ベルリン」をはじめとするユダヤ人ロビイスト、連邦政

府、ベルリン市政府からの歩み寄りを引き出そうと粉骨砕身の努力を惜しまなかった。結

果、連邦政府の最終決議は、「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」を「警鐘

碑群構想」の第一歩と位置付け、次なる警鐘碑はロマ犠牲者の為に建立することが既定路

線となる。そうであるなら、公共的な言説の空間が、一方では行き来を繰り返すユダヤ人

とロマの記憶の差異を肯定し、他方では双方の主張をなし崩しに立ち消えとしなかったこ

とにより、政治的意思決定の場で両者の意見は具現化されたとも考えられる。 

このように、「警鐘碑論争」が「集約化」／「一般化」した意見は、社会の中に大きな

流れを作りながら、「多様性の中の平等性」を考察するうえでの議論の裾野を広げる一助と

なった。そのうねりは、公共的なコミュニケーションがもたらす実りと、成果志向的なコ

ミュニケーションが生み出すひずみをも可視的とした。同時に、対話的な想起を礎とする

公共的なコミュニケーションには、記憶の主体と客体の関係を主体間の関係に変容させる

ばかりか、「犠牲者間のヒエラルヒー」の瓦解に向けた原動力となり得ることも明らかとな

ったと言える。 

繰り返しになるが、2 人のユダヤ人ロビイストの個別的想起を発端とする「警鐘碑論争」

は、ロマが共同追悼を求めて声を上げたことを機に、想起の多様性の在り方を問うものへ

と質的変化を遂げた。当初、「記憶の所有権争い」に専心していたユダヤ人とロマは、連邦

政府とベルリン市政府、及び知識人と世論の反応を探りながら、そして、メディアの影響

力を最大限に活用しながら、記憶の共存・共生に向けて議論のベクトルに軌道修正をかけ
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ていった。警鐘碑が公的性格を帯びたこともまた、「多様性」と「統一性」、「集約化」と「一

般化」の均衡を図るうえでの意識を精緻化させたと言えるだろう。そしてこれら全ての取

組みが、段階的ではあるが、格差克服に向けた一翼を担ったのである。しかし依然として、

ロマの側には、解決を必要とする派生的課題が残り続けていた。この「警鐘碑論争」に次

いで検討された「もうひとつの警鐘碑論争」は、どのような様相を呈していたのだろうか。

派生的課題に対し、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせは、どのような緩衝

材となり得たのだろうか。これらの問いに取り組むべく、次章では、「殺害されたヨーロッ

パのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」が完成するまでの議論の軌跡を辿る。これは、政

治的屋根のない記憶の主体による格差克服の過程を明らかにするための考察である。 
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第 7 章 

「もうひとつの警鐘碑論争」の軌跡 

 

本章の目的は、「もうひとつの警鐘碑」、すなわち、「殺害されたスィンティとロマに捧

げる警鐘碑」が建立される道筋を描き出すことにある。そのうえで、「もうひとつの警鐘碑

論争」（2005‐2012）は、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせが結実した一例

として「一般化」できるものなのか、それとも「特殊な事例」に該当するのかを確認する。 

本章は次の順序で考察を進める。まず、「もうひとつの警鐘碑」が内包する問いを整理

する。次に、銘文を巡り生じたロマ集団の間の議論を明らかにする。そして最後に、「記憶

の落差」と「認識の落差」という 2 つの障壁が瓦解され、ロマの警鐘碑が完成に至った過

程を辿る。これにより、メディアの加担の下で助長されるであろう利害関係者の間の格差

は、一方では公共的なコミュニケーションにより克服可能なものであるが、他方では再生

産されやすい危うさを抱えていることが明らかになる。以下に、「もうひとつの警鐘碑論争」

の軌跡を示す。 

 

（表 14）もうひとつの警鐘碑論争」の軌跡 

日時
1989年4月11日
1992年7月14日

2000年7月

2006年

2008年12月19日

2012年10月24日

連邦政府と中央委員会が意見調整を終える

竣工式が行われる

落成式が行われる

2003年

主な経緯
ドイツ・スィンティ・ロマ中央委員会が共同碑の必要性を提唱
連邦内務省が「個別碑」の建立という折衷案を提示

ベルリン市政府が土地の提供を応諾

「スィンティ同盟」がスインティとロマ以外のロマの記憶の

救済を主張

 

出典：筆者作成 

 

第 1 節 「もうひとつの警鐘碑論争」が内包する問い 

1-1. 問題の所在 

先の最終決議は、ドイツの記憶政策のひとつの節目となった。とはいえ、首都移転を目

前に控えた政治的判断を、国民的アイデンティティの醸成に絡めることは困難を極めた。

というのも、キルシュ（2003）が指摘するように、連邦議会は、「政治的な公正さを求めて

努力する姿を見せていたとはいえ、国家的な『ホロコースト警鐘碑』が、いかなる『メッ
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セージ』を公に媒介すべきなのかという根本的な問いに答えられずにいた672」からである。 

こうした背景の下、「殺害されたスィンティとロマに捧げる警鐘碑」をドイツの想起の

文化にどう取り込むかについては、依然、慎重な検討が続いた。キルシュによると、それ

は、「ロマの警鐘碑の建立が不透明な手続きを経て決定したことや、目的のわかりにくさと

関連している673。」むろん、この「不透明な手続き」は、前章の「衝突期」で述べた「連

邦内務省の公式見解（1992 年 7 月 14 日付）」を指す。当時の政府の近視眼的な判断を批判

したのは、『ベルリナー・ツァイトゥング674』紙（1999 年 8 月 3 日付）であった。同紙の

文面、すなわち、「1992 年 3 月の連邦内務省による共同碑構想への反対表明は、今から見

れば茶番である」、「私的な市民団体が特定の犠牲者集団の代弁者となるのは不自然ではな

い」、「しかし、国家が犠牲者を選り好みして良いはずがない」という文面には、今なおこ

の判断は有効なのかという疑義が内包されている。 

 

1-2. 「もうひとつの警鐘碑論争」の特徴 

振り返ると、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」を巡る議論

は、常に仮定形で話が進められてきた。ゆえに、いざ、具体的議論が始まると、利害関係

者が互いに不信感を抱いたり、コミュニケーションが機能不全に陥ったりすることも稀で

はなかった。特に、スィンティとロマは、そもそもロマ集団全体の代弁者なのかという根

源的問いが議論の俎上に載せられた時、中央委員会は、選択の岐路に立たされることにな

る。それは、かつて弱い犠牲者としてユダヤ人ロビイストに抗いを挑んだ中央委員会が、

今度は強い犠牲者に立場を変えて、スィンティとロマ以外のロマの記憶の救済に尽力でき

るのか、という問いに向き合うことを意味していた。 

かような「もうひとつの警鐘碑論争」の特徴は、第一にベルリン市政府との決着、第二

にスィンティとロマ以外のロマ集団の記憶をどう救うのかという問いの顕現化、第三に警

鐘碑の完成という 3 点に集約される。いずれもその中心にいたのは、ローゼら中央委員会

であり、あらゆる障壁を瓦解させたのは、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わ

せであった。まず、ベルリン市との決着について見ていくと、一方ではメディアと世論を

味方につけて、他方では 1994 年の市建設大臣の口約束に政治的拘束力を持たせて、中央委

                                                        
672 Kirsch（2003）p.166. 
673 Ibid., p.167. 
674 Berliner Zeitung（1999） 
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員会は、ユダヤ人と遜色ない警鐘碑の建立を確約させた675。次にスィンティとロマ以外の

ロマの記憶の救済は、「スィンティ同盟（Sinti Allianz Deutschland）676」という新参組織が、

「中央委員会は果たしてすべてのロマの代弁者なのか」と問うたことを発端としている。

この問題提起は、それまで誰も顧みずにいた、他のロマ集団の記憶の救済について考える

格好の機会となった。ゆえに、警鐘碑の完成は、中央委員会が様々な落としどころを見出

しながら決断を下し、コミュニケーションを結実させたことを意味している。 

同時に、建立が政治的議決なしに実現した点にも着目したい。これは前章で述べたよう

に、連邦政府がロマの碑を「警鐘碑群構想」の一環と位置付けていた点で、利害関係者の

見解が一致していたことと深く関係している。こうした、実社会の不平等を一旦考察の枠

組みから外したうえで、利害関係者とコミュニケーションを積み重ねて目標達成に向かう

過程は、格差克服の過程を検証するうえでも、貴重な素材になると言えるだろう。 

 

1-3. 警鐘碑の造形 

2012年 10月、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」が完成した。

その造形は、黒曜石を素材とする直径約 12 メートルの水盤から成り、中央に三角形の御影

石を据えている。一見、簡素な印象だが、実際には多様な「仕掛け」と「演出」が施され

ている。設計者カラヴァン（Dani Karavan）は、「人の流れが、特定の場所で止まるような

動線を描かねばならなかった」と、第一の「仕掛け」を次のように語る。「円型の水盤を据

える。そうすれば、来訪者は思い思いの場所に足を止めるだろう。そして、暗色の水盤は

深い穴のようにも見える。水面には、空、国会議事堂、来訪者の姿が映し出される677。」

事実、彼は水盤を墓石に見立て、来訪者がごく自然に祈りを捧げ得るような景観とした678。

                                                        
675 Die Tageszeitung（1999b）なお、同記事は、「市建設大臣ナーゲルが自筆で印をつけたと

いう市街地図」を掲げるローゼの写真と、「もっとも、これらはすべて口約束であった

のだが」という発言を引いている。おそらく、ローゼはロマに旗色の良い状況が続くと

いう確信の下、これまで伏せてきた「口約束」の事実を公にしたと推測される。 
676スィンティ同盟の HP によると、同組織は 2000 年にケルンで設立された。2016 年以降

はデュッセルドルフに本部を置いている。HP には、役割のひとつとして、「スィンティ

と多数派社会を架橋すべく、関係する団体と共通のコンセプトと計画を発展させ、実行

にあたっての調整と助言を行っている」という説明が付されている。 
677 Karavan（2012）p.55. 
678 この点につき、フット(2002, 31 頁)は、「長期間にわたって集合的な価値観を象徴的な形

で維持できる」景観を、「時空を超えた一種の伝達装置、象徴体系と捉えうる」ものだ

と述べている。 
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かような抽象的な造形は、想起の多様性を喚起し得るという利を備えている。 

続けて彼は、水盤の中央に御影石を据えた理由を次のように説く。「私は、御影石を、

たしかに目に見えるが、決して手の届かない場所に配置しようとした。それは、スィンテ

ィとロマが、かつて持っていたに違いない、しかしナチス・ドイツにより奪われたあらゆ

る人権をモチーフに取り入れようとしたからである679。」別言すると、彼は御影石を「決

して手の届かないところ」に置くことに意味を与えていたのである。さらに、この御影石

には、第二の仕掛けがある。「毎日、同時刻に御影石は沈み、水盤の下に作られた特殊な地

下室で花が交換される。その後、再び浮上する。この花は、ロマ犠牲者の大半が決して持

つことのできずにいる墓標を象徴している680。」 

 

（図 4）御影石に置かれた一輪の花 

 
出典：Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas 

“ARCHITEKT DANI KARAVAN” 

 

なお、日々の花の交換には、音響という演出が加えられている。彼は、その理由を次の

ように述べる。「私は、多くの作品でそうしてきたように、ロマの碑にも音色を響かせよう

とした。それは、スィンティとロマが愛用していたバイオリンの音色を流すというもので

あった。鮮やかな音色は静かな効果音となり、来訪者の内面に響いていく681。」 

このように、カラヴァンは、緑豊かな景観に調和し、小さくも静かな存在感を放つ警鐘

碑を完成させた。途中、材質を巡るベルリン市政府との見解の不一致から、ノイマン連邦

文化大臣とメルケル部局長を動かし、「プロジェクトから地元の建築家とベルリン市政府を

外し、連邦政府に統括させる」という荒業にも出た。それは、「芸術家特有の気難しさ」で

                                                        
679 Karavan（2012）op. cit., p.55. 
680 Ibid., p.57. 
681 Ibid., p.57.  
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あったのかもしれない682。しかし、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる

警鐘碑」の完成が、ドイツの記憶文化の中の想起の多様性という概念に然るべき位置を与

えたことは、たしかである。 

  

1-4．完成後の課題 

記念碑財団のウェブサイトによると、2022 年、「殺害されたヨーロッパのスィンティと

ロマに捧げる警鐘碑」には 699,540 人が来訪した683。この数字は、同碑がドイツの記憶文

化に十分浸透していることを物語っている。それでは、完成時、同碑は、ドイツにどう受

容されたのか。建立意義を問うべく、「無という場所」と題する記事を掲載したのは、『デ

ィー・ターゲスツァイトゥング』紙（2012 年 10 月 24 日付）である684。記事は、第一に「ス

インティとロマに対する犯罪を抑圧／忘却するのではなく、厳かに記念し続ける記念碑と

なり得るかということを、真に『誤解の余地なく』言うのは難しい」と、新たな警鐘碑の

立ち位置の不安定さを指摘する。このことは、ロマ犠牲者の立場の不確かさに関係してい

る。第二に「そもそも、ロマという集団は、犠牲者として認知を得る為に、他の犠牲者集

団よりも戦わなければいけなかったという事実に言及しなければならない」と、ロマ犠牲

者の特別な立ち位置に触れる。これは、ロマの「追悼される権利」を求めて、中央委員会

が費やした歳月とも重なっている。第三に「スィンティとロマの大量殺戮を意味するポラ

イモスは、もはやショアーの脚注ではないということが、ベルリンという想起の地で強調

されたのは、ノイマン連邦文化大臣の承認を得るためであった」という事実を指摘する。

その背景には、連邦政府という後ろ盾なしには、ロマ犠牲者は「その他」という総花的な

存在から脱却し得なかったという現実がある。 

 以上の考察を踏まえ、次節では、「もうひとつの警鐘碑論争」の大きな障壁のひとつであ

った、ベルリン市政府との攻防に焦点を当てる。これにより、「もうひとつの警鐘碑論争」

もまた、政治的性格を強く帯びていた現実が明らかとなる。 

 

 

                                                        
682 Ibid., pp.58-59. 
683 Gruppenfürhrung am Denkmal für die im National Sozialism ermordeten Sinti und Roma  

（2022） 
684 Die Tageszeitung（2012） 

https://www.stiftung-denkmal.de/bildungsangebote/gruppenfuehrung-am-denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
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第 2 節 ベルリン市による土地の提供の承諾 

2-1．連邦政府の後方支援 

 最終決議後、ベルリン市政府に土地の提供を承諾させることが、最重要課題となった。

この目的を果たすべく、連邦政府とベルリン市政府、及びロマ犠牲者の間の意思疎通に齟

齬を来すことがないよう次の一手を打ったのは、ナウマン連邦文化大臣である。彼は、『フ

ランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙（1999 年 7 月 24 日付）の中で、「将

来的には、ユダヤ人に捧げる碑の傍に、次なる碑を建てることとしたい」という展望と、

「90 年代初頭、既に連邦政府、ベルリン市政府、スィンティとロマ中央委員会が、国会議

事堂南側に位置するティーアガルテン地区への記念碑の建立に合意していた。当時の市建

設大臣ナーゲルは、市街地図の該当場所を朱印で囲んでいた。この申し合わせは、今なお

両政府を拘束する」という見解を公にしている685。しかし残念ながら、ナウマン連邦文化

大臣による「政治的拘束力」の是認が、事態の好転に繋がることはなかった。 

議論停滞に対する危機意識から、先手を打ったのは中央委員会である。「ターゲスツァ

イトゥング」紙（1999 年 7 月 31 日／8 月 1 日付）は、その様子を次のように報じている。 

 

昨日、中央委員会は、1994 年のベルリン市政府の言質を盾に、国会議事堂の南側に標

識板を設置した。そこには、「この地にナチス・ドイツ占領下において殺害されたスィ

ンティとロマに捧ぐ国家的警鐘碑が建つ」と記されている。（…中略…）。この標識版

に、市広報官ホイッセンは「かような決議は存在しない」と異を唱えた。対して、ロ

ーゼは、ナーゲル市建設大臣とモミン市文化大臣が、当地への建立を推奨し、ベルク

マン市長も「建立地の変更はあり得ない」と明言していたと応戦する。連邦議会議員

ヴァイスキルヒェンは、市政府の拒絶的姿勢に絡め、「往々にして、このテーマは、マ

イノリティの政治的利用に繋がりがちである」と評している686。 

 

 

 

 

                                                        
685 Frankfurter Allgemaine （1999b） 
686 Die Tageszeitung（1999b） 
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（図 5）国会議事堂南側に設置した標識板 

 

出典：筆者撮影 

 

行き詰まる局面に変化の兆しが見えてきたのは、2000 年初夏である。たとえば、『ディ

ー・ヴェルト』紙（2000 年 5 月 24 日付）は、「ナウマン連邦文化大臣は市政府に警鐘碑を

督促する」という記事の中で、「市の連立政権がスィンティとロマに捧げる警鐘碑に関する

最終決定を下さないのであれば、連邦政府がその役目を担うであろう」と綴っている687。

以下に記事の概略を示す688。 

 

連邦政府は、ベルリン市に「スィンティとロマに捧げる警鐘碑に関する迅速かつ威厳

ある決断」を要求する。5 月 23 日、ナウマン連邦文化大臣は「これは、連立政権の政

治的・道徳的義務」であるという、然るべき要求を申し立てた。 

 

なお、ナウマン連邦文化大臣の最後通牒とでも呼ぶべき発言は、以下の通りである689。 

 

  さもなければ、連邦政府は、「長い間忘れられてきた犠牲者集団の代表者たちと協力し

ながら、別の方途で折り合いをつける。」それは、今なお、市の CDU が「血なまぐさ

いナチスの歴史を前に感受性を鈍らせている」ことの証明となる。 

 

おそらく、彼の言う「別の方途」とは、連邦政府がロマの碑の建立事業を直に管轄するこ

とであった。記事よれば、この警告は、「ただでさえ良くない連邦政府と市政府の雰囲気を

                                                        
687 Die Welt（2000） 
688 Ibid. 
689 Ibid. 
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重くし、その余波は文化財政や安全保障費の支出に関しても及んだ690。」にもかかわらず、

市広報官ブッツは、「ロマに捧げる記念碑の建立決議はない」、「今後も決議を下すことはあ

り得ないと思う691」といった紋切り型の応答に終始したのである。 

 

2-2．ロロフ-モミン文化大臣の「肉声」の余波 

こうした状況を打開すべく、同記事は、ロロフ-モミン文化大臣の以下の「肉声」を引い

て、ディープゲン市長が敢えてこの議題を遠ざけていた事実を白日の下にさらした692。 

 

今日の市政府は、守るべき約束を拒絶している。（…中略…）。ロロフ-モミン文化大臣

は言う。「市政府が言質を与えたことはなかった。しかし、ナーゲル建設大臣と私は、

市政府の議案とすることをローゼに約束していた。」彼によれば、ディープゲン市長が、

このテーマを議事日程から外したのであった。 

 

当然ながら、もしも、政治的意思決定の場に持ち込まれようとした議題を、ディープゲン

市長が意図的に排除したのであれば、それは明らかに「公共性の理念」に反する。約 2 か

月後のベルリン市政府の方針転換と、ロロフ-モミン文化大臣が真相を明らかにしたことは、

おそらく無関係ではないだろう。なお、記事は、「ナウマン連邦文化大臣の努力が結実した

なら、事態は動きだすばかりか、連邦レベルで課題解決が図られる」という展望を描き、

その暁には、「ナウマン連邦文化大臣に惜しみない拍手を送るだろう」というロロフ-モミ

ン文化大臣の言葉を結びとしている693。もちろん、ここでいう「結実」はベルリン市政府

による土地の提供を、「課題解決」は連邦政府による弾力的な対応を意味している。 

ここであらためて、記事の内容をハーバーマスの理論と重ねてみたい。彼によると、「複

合的な社会においては、公共圏とは、一方では政治システム、他方では生活世界の私的領

域と機能的に特殊化された行為システム、これらを媒介する中間的構造をなしている694。」

この中間的構造が政治システムと行為システムを繋ぐ紐帯であるなら、アクターは流れが

せき止められることのないよう、コミュニケーションを更新し続けなければならない。今

                                                        
690 Ibid. 
691 Ibid. 
692 Ibid. 
693 Ibid. 
694 ハーバーマス（2003）104‐105 頁。 
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回の場合、ロロフ-モミン文化大臣は、市政府が伏せてきた事実に光を当てて連邦政府との

関係修復を促し、ロマとのコミュニケーションの架橋を試みた。結果、ベルリン市政府は

方針転換を余儀なくされる。そうであるなら、ベルリン市政府による土地提供の承諾は、

新首都の寛容さと覚悟を試すリトマス紙でもあったと言えるだろう。 

 

2-3．想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせの結実 

上述のように、ローゼらは、連邦政府の協力を仰ぎながら、そして、世論を味方につけ 

ながら、ベルリン市が土地の提供に応じざるを得ない状況を作り出した。特に、2000 年 7

月 28 日は「鍵」となる一日であり、主要各紙がローゼの会見を取り上げている。以下は、

この問題関心に大きく紙面を割いた『南ドイツ新聞』（同日付）の「実現のさなかで」とい

う記事を纏めたものである695。 

 

この数か月の議論、つまり、ロマの碑を国会議事堂付近に建てるという議論から、デ

ィープゲン市長は「CDU の予定通りの撤退」を告げた。市広報官も、「われわれは市

議会で合意に達した。近々、中央委員会に碑の構想を伝えることになる」と明言して

いる。 

 

この「予定通りの撤退」は、何を意味するのか。その答えとなるのは、「ロマの碑は、ホロ

コースト警鐘碑と双璧を為すものとはならない。いずれにせよ、比較可能な規模とはなら

ない696」、という市広報官の発言である。つまり、土地の提供には応じる、しかしユダヤ

人犠牲者に捧げる碑と同規模にはしないというのが、市政府の真意だったのである。市広

報官の「国会議事堂の隣接地へのロマの碑の建立は、もはや基本的にタブーではない、通

常の規模を越えない限りであれば。これは市長による重要な通告である697」という発言に

も、ロマには小さな碑が相応しいというニュアンスがにじみ出ている。ところで、このタ

イミングで市政府側が折れたのはなぜなのか。記事はその理由を次のように説明する698。 

 

                                                        
695 Süddeutsche Zeitung（2000） 
696 Ibid. 
697 Ibid. 
698 Ibid. 
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今になり、ディープゲン市長側が譲歩の意向を示した背景には、ローゼらの仕掛けた

署名運動がある。（…中略…）。優れた人柄が国内外で広く知られた 150 人の主要な署

名者は、中央委員会が碑のイニシアチブを取ることへの支持を表明した。そこには、

ベルリンの SPD 議員、ローマン・ヘルツォーク大統領、リタ・ズースムス連邦議会議

長、ナウマン連邦文化大臣らが名を連ねている。ナウマン連邦文化大臣は、市側が国

会議事堂の隣接地の提供可否を投票で採決しようとした場合、「別の主要地」に建てる

ことを決めていたが、この考えは現実のものとはならなかった。率直に言うと、ロマ

の碑は建立されるだろう－ディープゲンの同意なしに。 

 

言うなれば、ローゼらは、要人の署名という力技で外堀を埋めて、市の退路を断とうとし

た。これを機に、今日のドイツが「正常な国」であるならば、ナチス・ドイツの第二の犠

牲者集団の為の警鐘碑に異を唱えるという選択肢は残されていなかったこともまた、かれ

らの追い風になったと言えるだろう。 

 

2-4．ローゼの機略 

 こうした経緯から、『ピルマセンサー・ツァイトゥング』紙（2000 年 7 月 29 日付）は、

ローゼらの快挙を報じた。記事は、「ディープゲン市長は、ナチス・ドイツの犠牲者となっ

たこの少数集団の記念碑への反対表明を公に諦めた699」という文面ではじまっている。そ

のうえで、「ベルリン市の都市開発大臣シュトリーダー（Peter Strieder）は、既に芸術家カ

ラヴァンに構想を依頼済であった」という事実を明らかにしながらも、「ディープゲン市長

が記念碑の計画に慎重を期している」ことから、先行きは不透明であると結論している700。 

これに対し、ローゼらは、今度は市民参加型の署名運動により世論の審判を仰ぐという

機略を講じた。『パッサウアー・ノイエ・プレッセ』紙（2000 年 7 月 31 日付）によると、

7 月 29 日の署名運動は、「『ベルリン市政府、連邦政府の直近の言質に則り、国会議事堂前

への警鐘碑の速やかな建立がもはや妨げられないことを望む』」という彼の挨拶で幕を開け

ている701。Blumer（2011）によると、彼のスタイルは、「ユダヤ人ロビイストが過去数十年

                                                        
699 Pirmasenser Zeitung（2000） 
700 Ibid. 
701 Passauer Neue Presse（2000） 
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間に取り組んできた犠牲者像の形成『過程』を踏襲する702」ものでもあった。ヴィルトら

（2014）は、その軌跡を次のように振り返っている703。 

  

20 年以上の間、中央委員会は記念碑の建立に尽力した。それはいわば、ドイツがロマ

の記憶に背を向けてきたことへの激しい抗議であった。たしかなのは、連邦政府は財

政支援を約束し、ベルリン市政府が土地の提供に応じたということである。一方、両

政府はデザインコンペを断念した。連邦政府は、犠牲者の序列化という扱いにくいテ

ーマに関する新たな公的コンペを望んではいなかった。他方、ベルリン市政府は新た

な手続きに時間を費やすことを歓迎しなかった。そして何より、中央委員会も更なる

遅延を恐れていた。結果、イスラエルの芸術家カラヴァンが記念碑のデザインを快諾

したとき、中央委員会は自らイニシアチブを取ることとしたのである。 

 

ここからは、利害関係者の誰もが、さらなる建立遅延を望んではいなかったということが

見えてくる。にもかかわらず、議論はここで幕引きとはならなかった。なぜなら、次節で

詳述するように、突如、先述の「スィンティ同盟（Sinti Allianz Deutschland）」というロマ

組織が声を上げたことにより、ロマ集団の間の不協和音が鮮明となったからである。 

 

第 3 節 銘文を巡る不協和音 

3-1．「スィンティ同盟」が立てた問い 

「スィンティ同盟」が立てたのは、果たして、ローゼと中央委員会は「すべてのロマの

代弁者なのか」という根源的な問いであった。かれらの疑義は、ローゼが、警鐘碑にヘル

ツォーク旧大統領によるドイツ・スィンティとロマ資料・文化センター常設展示館への開

館の辞、すなわち、「スィンティとロマに対する民族殺戮はユダヤ人と同じ誤った人種思想

に基づき実行された」という開館の辞を刻むよう要請したことを発端としている。 

実のところ、連邦政府も同案に賛成してはいなかった。なぜなら、スィンティとロマは、

旧西ドイツのロマの呼称のひとつであり、ロマの総称と言えるほどの数的規模を占めては

いないからである。そこで、連邦政府と「スィンティ同盟」は、差別の歴史の象徴という

                                                        
702 Blumer（2011）op.cit., p.131. 
703 Wild（2014）pp.881-900. 
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観点に立ち、「ツィゴイナー」という蔑称を冠するよう推していた。当然ながら、ローゼは、

この代替案に真っ向から反対した。結果、警鐘碑の竣工は凍結してしまう。 

この問題について、『ターゲスツァイトゥング』紙（2003 年 10 月 09 日付）は、ヴァイ

ス連邦文化大臣が、7 月の文書の中で、「ロマ集団の総意を得た銘文としなければならない」

と述べていたこと、それに対し、ローゼが「中央委員会は、ロマという国家的少数民族の

代表機関と見なされていると猛抗議していた」事実を明らかとした704。『シュピーゲル』

誌（2004 年 1 月 5 日付）は、猪突猛進するローゼの姿を次のように報じている705。 

 

2003 年 11 月 9 日、ローゼは、連邦首相官房で現状への不満を訴えた。（…中略…）。

彼は、どうすれば「ロビー活動」が機能するのかを知り抜いていた。ゆえに、カメラ

チームの待機する官房入口に、ロマの同胞がひしめくバスで乗りつけるという機略を

講じたのである。その後、彼は、戦闘直前のような表情を浮かべ、少し遅れるかたち

で、交渉のテーブルについた。 

 

こうしたローゼの戦略的コミュニケーションは、メディアに絵となる構図を提供し、主導

権はロマの側にあることを印象づけた。以下の文面からも、ローゼが一切の妥協を許さな

い姿勢を見せていたことが窺える706。 

 

ローゼは単なる記念碑を欲してはいない。望むのは、「国家的なホロコースト警鐘碑」

である。彼は、スィンティとロマがユダヤ人と同様、まさに急進的に絶滅されようと

した歴史的事実を認めてほしかった。ゆえに、官房に対して、記念碑にはヘルツォー

ク旧大統領の発言を刻まねばならないと主張したのである。 

 

しかしながら、連邦政府と「スィンティ同盟」の懸念、すなわち、スィンティとロマとい

う呼称が、すべてのロマを内包するというローゼの主張はドイツ国外に理解されにくい、

という懸念は一考に値する。実際、呼称とアイデンティティは表裏一体であるからか、各々

のコミュニケーションのベクトルは、すれ違いを続けた。 

                                                        
704 Die Tageszeitung（2003） 
705 SpiegeOnline（2004） 
706 Ibid. 
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ここで抑えておきたいのは、メディアは、中央委員会や「スィンティ同盟」の立場を、

おうむ返しに伝えるばかりであった、という事実である。ローゼが、碑文にはヘルツォー

ク旧大統領の発言を刻むべきだと説いた時にも、「スィンティ同盟」が「ツィゴイナー」の

呼称を推した時にも、メディアは、両者の間に認識のずれが生じた背景を問いはしなかっ

た。さらにいえば、「警鐘碑論争」において、スィンティとロマ以外のロマ集団が後景化し

ていた問題が、「もうひとつの警鐘碑論争」で顕現化するまで放置された原因を調査するこ

ともなかった。かわりに、メディアは、両者がどちらかの主張に与するのか否かというこ

とに関心を向けていたのである。 

 

3-2．意見調整 

 これまでと趣を異にするのは、ローゼが「スィンティ同盟」というロマの同胞と合意形

成を図らなければいけなかった点にある。『ディー・ヴェルト』紙（2003 年 11 月 20 日付）

は、両者の丁々発止のやり取りを報じた。それは、「スィンティ同盟」の主張、すなわち、

「ラレリやマヌーシュあるいはカーレといったロマ集団も殺害されている」という理由か

ら、銘文には「『ツィゴイナー』概念を盛り込むことが相応しい」という主張と、「『ツィゴ

イナー』概念は、ロマの『品位を貶める』」という中央委員会の反論から成る707。この構

図は、ユダヤ人犠牲者の「唯一性の概念」を論破しようとした、中央委員会とユダヤ人ロ

ビイストの関係に類似している。ただし今回、中央委員会は強い犠牲者の側に立っている。 

なお、同時期の連邦議会議事録（2003 年 12 月 12 日付）には、「われわれは、スィンテ

ィとロマの尊厳を守る方法で記念しなければならない。今一度本腰を入れるべきだ708」と

記されている。しかし、水面下の意見調整が難航したのか、議論の成り行きが報じられた

のは約 1 年後であった。この時、『ベルリナー・ツァイトゥング』紙（2004 年 12 月 10 日

付）は、「依然、ロマの警鐘碑には政治的意思が働いている709」と議論の不透明さを批判

している。事態が進展の兆しを見せたのは、2005 年である。特に、以下のイェッケルの提

言は、挑発的でありながらも示唆に富む内容となっている。 

 

 

                                                        
707 Die Welt（2003） 
708 Johannes（2003） 
709 Berliner Zeitung（2004） 
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3-3．イェッケルの提言 

 イェッケルは、かつてローゼと論戦を展開したユダヤ人ロビイストである。彼は、『フラ

ンクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙（2005 年 2 月７日付）に、「記念碑論

争 スィンティとロマか、あるいはツィゴイナーか710」という論文を寄稿した 

彼の論は、ある面では戦略的コミュニケーションの体を成しているが、別の面では敢え

て差別的呼称を引く意義を理論化している。同時に、ユダヤ人のイェッケルが、スィンテ

ィとロマ以外のロマへの「配慮」を促し、中央委員会の汎ロマ性を否定した点でも少なか

らぬ意味を持つ。以下、順を追って論点を整理する。 

第一は、「500 年の歴史上も、ナチ時代も、決してツィゴイナーは誰からも『スィンティ

とロマ』と呼ばれてこなかった」という指摘である。彼によると、「この呼称は、1982 年

に創設されたドイツ・スィンティ・ロマ中央委員会が言い始めた。」そうなると、「ドイツ

語圏のロマのみの追悼は不自然である」という意見は、十分な説得力を持つ。 

 第二は、「ツィゴイナーという呼称はロマを貶めるものではない」という進言である。彼

は、「たしかに、敵方から見ると、（反ユダヤ主義者が使う Jude と同様）、ツィゴイナーは

蔑称である。しかしだからといって、これを断念する理由はない。特に、ナチ時代の迫害

を記念するなら、当時の通称を事後に変更することなど本末転倒ではないのか」と問いか

け、「ツィゴイナー」という呼称は歴史的にも意味があると結論する。 

第三は、「数多のツィゴイナー集団を締め出す『スィンティとロマ』は差別的呼称」で

あるという見解である。なぜなら、「スィンティは、たしかにドイツ語圏の最大の集団」で

ありながらも「唯一の集団ではない」し、ドイツには「他の被迫害集団も存在してきた」

からである。筆者の見る限り、ここにはユダヤ人犠牲者に対する「唯一性」とは逆のニュ

アンスが含まれている。そしてそこには、別の思惑が垣間見える。 

第四は、「スィンティとロマという呼称が、大半ではないものの、相当数のツィゴイナ

ーから拒絶されている」という事実への言及である。彼は、中央委員会が、「最も有名で最

高の成果を上げているツィゴイナーの代表」だと認めながらも、「決して唯一の代表ではな

い」と断言する。そのうえで、「ドイツの全ツィゴイナーが公認しているわけではない」と、

中央委員会の汎ロマ性を否定する。「一体誰が、今なおツィゴイナーがロマを特徴づける呼

称だと思うのか」という彼の問いかけには、旧弊的な考えに囚われているのは誰なのかと

                                                        
710 Frankfurter Allgemeine Zeitung（2005） 
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いう皮肉が込められている。 

 第五は、スィンティとロマと刻まれた場合、「海外からの訪問者は、誰が為の碑であるの

かを理解するのに、多くの場合疲弊するであろう」という警告である。彼は、「ドイツが国

際的に広く知られた呼称に立ち返るべき理由」を熱弁し、中央委員会が国家的警鐘碑の獲

得という奇利を博したからには、「ツィゴイナー」概念に対する視点の転換に応じるのは必

然だというスタンスを崩さなかった。 

第一から第五までの考察から、イェッケルは「連邦議会の文化政治広報官と連邦文化大

臣が、一度ならず、ツィゴイナーに捧げる碑とするよう要請したのは、歴史的正確さを伴

う妥協」であったと結論する。そして、「ローゼの最終的譲歩がなければ、この記念碑がベ

ルリンに建つことはない」と言葉を継ぐ。折れるべきはローゼらの側であることを多角的

な視点で論じたイェッケルの主張は、見方によっては、過去の対立を彷彿させるものであ

った。しかし、誰もが触れられずにいた、スィンティとロマ以外のロマの記憶の救済とい

う問題関心は、「ツィゴイナー」概念の再構築により解決し得ると進言したことは一考に値

する。豪胆さと繊細さを併せ持つローゼは、ロマをヒエラルヒー化していると言うイェッ

ケルに、かつての自身を重ね合わせたかもしれない。この意味において、イェッケルの寄

稿は、ローゼらにロマの同胞に眼差しを向ける足場を築いたと言えるのである711。 

 

3-4．連邦政府の判断 

ここで本論が引くのは、『シュピーゲル』誌の 2 つの記事である。それらは、2003 年に

一旦小休止となっていた、中央委員会と「スィンティ同盟」に関する議論を取り上げてい

る。まず、「『スィンティ同盟』は『ツィゴイナー』を推す712」と題した記事（2005 年 3 月

1 日付）は、「スィンティとロマのみの記念は、残りのツィゴイナーに対する『歴史的なジ

ェノサイド』に比肩する」という、「スィンティ同盟」の代表者ウィンターの声を取り上げ

ている。続く「苛烈化する警鐘碑論争713」（2005 年 3 月 12 日付）という記事は、「ウィン

ター議長とは合意し難い」というローゼの見解を示している。そこからは、ローゼは「ユ

ダヤ人犠牲者との相互関連性」に、ウィンターは「ロマ集団全体の包摂」に重きを置いて
                                                        
711 なお、同年 5 月には、「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警鐘碑」の落成式が

予定されていた。大きく水をあけられたからか、ローゼは、最後の一手を打つタイミ

ングを見計らっていた感がある。 
712 Der Spiegel （2005a） 
713 Der Spiegel （2005b）   
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いたことが窺える。つまり、両者は、最初から目指す「目的地」が違っていたのである。 

なお、Blumer（2011）によれば、「2005 年に設立された『イェニシェ同盟（Jenisch 

Association）」』の代表者ワグナー（Timo Wagner）も、突如、議論に加わった714。「ナチス・

ドイツにより、ヨーロッパの移動民イェニシェもまた、『ジプシー』と同じ人種的理由で迫

害されていた715」というのが、その理由であった。これにより、議論は再び混迷する。 

変化の兆しが見えたのは、翌年 5 月であった。『シュトットガルター・ツァイトゥング』

紙（2006 年 5 月 9 日付）は、中央委員会と連邦政府の折衷案を次のように報じている。そ

れは、「カラヴァンが設計する石碑には銘文を刻まない。その代わり、アウシュヴィッツ、

トレブリンカ、ブーフェンヴァルトといった絶滅収容所の名称を別の銘板に刻む。さらに、

もう 1 枚には、『われわれは、ナチス占領下のヨーロッパで計画的に殺害され、犠牲となっ

たすべてのロマを記念する』という銘文を刻む716」、というものである。言うなれば、両

者は、第一に銘文なき石碑とする、第二にロマの移送先となった絶滅収容所の名称を列挙

する、第三にロマという総称を使用するという 3 点を「落としどころ」とした。銘文なき

石碑では説得力を欠くという批判は予想されたであろうが、想起の多様性という視点に立

てば、肯定的な捉え方も可能となる。 

しかし、この妥協案に対して、「スィンティ同盟」は、「これは連立与党及び他のロマ集

団の同意を得る必要がある事柄ではないのか717」と反論した。それに対し、連邦議会文化

委員会議長オットー（Hans-Joachim Otto）は、「他集団からの抗議をもはや許してはならな

いと力説」したうえで、「碑の建立に異を唱える関係者がいるならば、われわれは、そうし

た抗議を一掃するであろう」と明言し、先行きの見えない議論に終止符を打った718。 

Blumer（2011）の分析、すなわち、「苛烈化する意見の調整という観点から、連邦政府文

化メディア省は、ローゼ、ウィンター、ワグナーと個別面談を行った。しかし、意思決定

に際し、他のリーダーを圧していたのはローゼであった719。」という分析からは、中央委

                                                        
714 フレーザー（2002, 382 頁）によると、ドイツのイェニシェは「とくにラインラントと 

その周辺地域に集中し」、「かごやざるを作り、行商やナイフ研ぎ、ブリキ細工などを 

やりながら移動してまわる」という生活様式を営んできた。どの程度、ロマ集団と接 

触してきたのかは推測の域を出ていない。 
715 Blumer（2011）op.cit., p.74. 
716 Stuttgarter Zeitung（2006） 
717 Der Tagesspiegel（2006） 
718 Ibid.  
719 Blumer（2011）op.cit., p.68. 
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員会と新参組織の間に、圧倒的な力関係の差異が存在していたことが窺える720。 

とはいえ、2 つの新参組織による反旗は、「警鐘碑論争」が、他のロマ集団の意向を問う

てこなかった事実に光を当てた。同時に、「記憶の格差」が内包する問題群は、常に新たな

課題を提示し、弱者が強者に立場を転じる場合があるという現実をも浮き彫りとした。な

お、『ターゲスシュピーゲル』紙（2008 年 1 月 28 日付）によると、2007 年 12 月 20 日の連

邦参議院の審議を経て、ロマの警鐘碑は竣工に向かう721。ローゼが「追悼される権利」を

求めてから、約 19 年の歳月が流れようとしていた。 

 

第 4 節 竣工に向けて 

4-1．竣工式 

2008 年 12 月 19 日、ロマの碑の竣工式が行われた。Blumer（2011）によると、「公式招

聘されたロマの指導者はローゼのみ」であり、「ウィンターは、ゲストとして招かれていた」

に過ぎなかった722。ワグナーについては、言及すらされていない。 

式次第を混乱させたのは、ウィンターの暴挙である。Blumer（2011）は、当時の様子を

次のように描写する。「ローゼの演説後、ウィンターは演壇に駆け上がった。誰一人、彼女

の突発的行動を制止できなかった723。」「ゲスト」に過ぎないウィンターが、マイク片手に

演説する。その姿は、さながら「闘士」のようである。この即興的パフォーマンスは、Blumer

（2011）の言葉を借りると、「記念碑に対するウィンターの立ち位置をより象徴する出来事」

となり、「ドイツの民族政治的展望が皮相的、かつ我慢を強いるものであること」を印象付

けた724。言うなれば、ロマ集団の間の「多様性の中の平等性」の保障に関する議論が十分

に尽くされていないなかで、竣工式は開催されていたのである。 

 

4-2．メディアの反応 

それでは、メディアは竣工式をどう報じたのだろうか。以下に新聞 3 紙とベルリン市政

                                                        
720 たしかに、ロマ集団の間の「認識のずれ」は、メディアを通して公に議論されるべき 

課題であった。しかし、竣工の遅延の回避という意味において、メディアはロマ集団

の内部の議論を、もっと慎重に扱うべきであったと考えられる。 
721 Der Tagesspiegel（2008a） 
722 Blumer（2011）op. cit., p.72. 
723 Ibid., p.73. 
724 Ibid., p.73. 
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府のウェブサイトを確認したい。 

 

（1）『ディー・ターゲスツァイトゥング紙』（2008 年 12 月 19 日付）725 

記事は、利害関係者の合意形成の不透明さに対する批判に満ちている。順に並べると、

それは、「ノイマン連邦文化大臣の言う、犠牲者集団を含むすべての関係者の『広範な合意』

は内実を伴うものであったのか」、「過去の対立を覆い隠す墓標が未来を示すのなら、次の

疑義を抱かざるを得ない」、「それは、ロマ集団の間の根深い対立は、過去から現在まで続

いているのではないかという疑義である」、というものである。「犠牲者間の論争は、プロ

ジェクトを遅延させたばかりか、何度も存続を危うくした」という一文も、本来、団結す

べき、犠牲者の同胞が権利主張に専心するあまり、本来の建立目的を見失っていたことへ

の批判であったと言えるだろう。 

 

（2）『ケルニッシェルントシャウ』紙（2008 年 12 月 19 日付）726 

記事によると、ノイマン連邦文化大臣は、「記念碑の立案と碑文は全犠牲者集団の取り

決めであることを強調していた。」そのうえで、かつて、「ロマ集団の間の意見調整を、『困

難な道程』、『ほぼ不可能なことを実現させよと言うに等しい』と述べた」事実に触れ、「『犠

牲者集団はあらん限りの方法を顧慮する』ことになった」と言葉を継いだ。実際、ローゼ

の意向を尊重しつつ、部分的に「スィンティ同盟」らの声、すなわち、ドイツのみならず、

汎ヨーロッパ的な視点からロマ犠牲者を記念する、という声を取り入れるという打開策は、

実効性の高い判断であった。しかし同時に、彼の発言は、銘文の内容を巡る連邦政府と中

央委員会の対立を覆い隠し、主導権はロマの側にあったことを印象付けるものでもあった。

最終的に碑には、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑（Denkmal für 

die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europa）という名を冠する一方、後述の

ように、設計者には全ロマ犠牲者の追悼に向けた構図の見直しを迫ることになる。 

 

（3）『ターゲスシュピーゲル』紙（2008 年 12 月 19 日付）727 

 同紙が引くのは、ミューラー連邦参議院議長（Peter Müller）の次の発言である。そこか

                                                        
725 Die Tageszeitung（2008） 
726 Körnische Rundschau（2008） 
727 Der Tagesspiegel（2008b） 
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らは、未来志向的な記念の在り方を模索しようとする意識が垣間見える。 

 

国会議事堂の敷地内への記念碑の建立は、連邦議会と連邦参議院の「活動拠点に記憶

の場が隣接する」ことを意味する。これはつまり、「われわれの歴史的責任を公言する

こと」でもある。 

 

おそらく、ミューラー連邦参議院議長は、政治的中心地にロマの碑が建つことで、行為者

の「歴史的責任」が鮮明になると捉えていた。彼の言う「歴史的責任」とは、第一に「ス

ィンティとロマを差別・迫害する状況を二度と生じさせない」という誓い、第二に「急進

主義者が頭角を現す場所」では「常に民主主義者の団結が問われる」という警告、第三に

「民主主義者は一丸となって、『あらゆる急進主義、全体主義、民族蔑視の思想を断固はね

つけねばならない』」という覚悟である728。この意味でも、ロマの碑の建立を巡る議論は、

「強者の記憶」に与しがちであったドイツの記憶政策に一石を投じた。なぜなら、教科書

に綴られてこなかった「弱者の記憶」は、客観的事実とされてきたものの向こう側にある

「真実」を照らし出し、ひいては行為者の「無関心の罪」を喚起する力を備えていたから

である。 

 

（4）ベルリン市政府のウェブサイト 

それでは、ベルリン市政府は、この竣工式をどう捉えたのだろうか。ディープゲンに代

わり、2001 年に就任したヴォーヴェライトベルリン市長は、12 月 19 日付のベルリン市政

府のウェブサイトに、次の言葉を寄せている729。 

 

われわれに忘却など許されない。われわれは歴史と対峙しなければならない。われわ

れは出自・肌の色・生活様式による差別や脅しに決然と立ち向かわねばならない。（…

中略…）。竣工への道程は平坦ではなかった。幾度となく激論が交わされた。しかし今

日、警鐘碑の建立を確信する。それをして、ロマは、民族殺戮が計画・実行された首

都という不動の地で記念されることになるのだ。 

                                                        
728 Ibid. 
729 Presse-und Informationsamt des Landes Berlin（2008） 
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このように、彼の言葉には、旧市長とロマの間に沈殿してきた積年の「澱」を取り除きた

いという思いがにじみ出ている。実際、ロマの記憶は、現市長による視点の転換により、

首都ベルリンに恒久的な「記憶の場」を得ることになった。それでは、設計者カラヴァン

は、この稀有な大仕事をどう貫徹したのだろうか。そして、銘文を巡る論争を、どう俯瞰

していたのだろうか。以下、彼の見解を確認する。 

 

4-3．設計者の想い 

そもそも、カラヴァンはこの奇縁をどう捉えていたのだろうか。時期は前後するが、 

『ベルリナー・ツァイトゥング』紙（2005 年 2 月 8 日付730）を手がかりに、彼の「もう

ひとつの警鐘碑」に対する想いを確認したい。 

まず、彼は、「常に場との対話を望んでいる」と力説した。そのうえで、「しかし、たと

え芸術にメッセージ性があろうと、伝えられる内容は僅かに過ぎない。ゆえに、訪問者の

理解の浅深は保証し得ない」と言葉を継ぐ。つまり、彼は、芸術作品が内包する可能性と

限界を見通したうえで、最終判断は見る側に委ねるという立場を取っていたのである。こ

うした彼の基本構想は、コミュニケーションの実践の場として、ロマの警鐘碑が機能する

ことを念頭に置いていたと言えるだろう。 

 一方、「ユダヤ人の貴方がスィンティとロマに捧げる記念碑を造る。これは何を意味する

のか」という問いには、次のように答えている。「ナチスのテロ犠牲者は、あらゆる新たな

世代に、つまり後から生まれたすべての者たちに、決して再び人種的優越妄想と民族殺戮

を認めてはならないという課題を与えている。私はこのことを伝えたい。」付言すると、カ

ラヴァンは、「想起に対立するのは忘却ではなく、無関心にほかならない」というエリ・ヴ

ィーゼルの言葉を構想に織り込んでいる。ここからも、彼は、警鐘碑が「過去との対話の

場」となるよう願っていたことが見えてくる。 

他方、銘文を巡る議論については、「終わりの見えない論争を静観」し、「銘文のスペー

スは当面空白のまま」とするスタンスを取っていた。後に、同議論は、基本構想に根本的

見直しを迫るものとなる。以下、基本構想を再構築するまでの過程を確認する。 

 

                                                        
730 Berliner Zeitung（2005） 
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（図 6）建設現場に立つ設計者カラヴァン 

  

出典：Neue Zürcher Zeitungonline.2021. “Israelischen Bildhauer Dani Karavan mit 90 Jahren  

gestorben.” 30 May. 

 

4-4．基本構想の再構築  

それでは、どのような背景の下、カラヴァンは基本構想の再構築を迫られたのだろうか。

この問いに、彼は次のように答える731。「私の構想が全政党から受け入れられた後に、連

邦首相府文化・メディア担当局と複数のロマ組織の間で「ツィゴイナー」概念の利用、並

びに正確な犠牲者数に関する論争が生じた。（…中略…）。合意には 7 年の歳月を要した732。」 

打開策として、彼は、景観と調和の取れたガラス板を立てるという策を講じた。現在ま

で、このガラス板は、虚像と実像という「二重性の檻」に閉じ込められてきたロマが、ユ

ダヤ人と同じ「人種的理由」で迫害された集団であった事実を来訪者に知らしめている。

一方、銘板に対しては、次の見解を述べている。「銘板設置の決定により、私は基本構想を

根本的に見直した。地面を傷つけないガラス板に文章を刻むことが最適な方法だと考えた。

ジェノサイドの年表を記した 13 のガラス板はティーアガルテンからズィーモン通りに、旧

大統領と旧首相の言質を付した 4 つのガラス板は国会議事堂側に向けている733。」 

この他にも、カラヴァンは、「旧大統領の言質に代えて、イタリアのロマ詩人スピネリ

（Santino Spinelli）の詩を銘文とする」、「約 70 の強制／絶滅収容所の地をスレート板に刻

む」という要請にも応じ、「特に、日々、ブランデンブルク門から公園を通って国会議事堂

に向かう多数の人びとの目に付きやすい、より大きく立派な入口を設ける」という機略も

講じた734。「私は、このプロジェクトに約 12 年携わっている。落成式には、齢 82 歳にな

っているはずだ。私は、この想起の作業を殺害されたスィンティとロマ、及び今なお共生

                                                        
731 Karavan（2012）op. cit., p.57. 
732 Ibid., p.58. 
733 Ibid., p.58. 
734 Ibid., p58. 
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する生還者に捧げていく735。」という発言からも明らかなように、最後まで、彼は、ロマ

に寄り添う姿勢を貫いたのである。 

 

4-5．銘文の内容 

最後に、銘文に関する彼の見解は、次の通りである。「私は、ヘルツォーク旧大統領の

言質、すなわちスィンティとロマ及びヨーロッパ・ユダヤ人へのホロコーストは同一であ

るという言質を入口に掲げることにした。（…中略…）。このことは、来訪者が他の銘文に

も目を向ける動機付けとなる736。」なお、ヘルツォーク旧大統領の言質は、ドイツ語・英

語・ロマ語で刻まれている。さらに、ロマの要請に応じるかたちで、スィンティとロマの

ホロコーストに関する年表も並置されている。 

一方、水盤の縁には、先述したイタリアのロマ詩人スピネリの「アウシュヴィッツ」と

いう詩が、ドイツ語、英語、ロマ語で刻まれている。以下にその内容を示す737。 

 

  痩せこけた顔 

  生気のない瞳 

 冷たい唇 

 そこにあるのは沈黙 

 引き裂かれた心臓 

 息遣いも聴こえず 

 言葉もなく 

 涙も流さず 

 

こうした、水盤、三角形の御影石、銘文、年表、スピネリの詩という構成から成るロマの

碑は、どれも単体では十分な役割を果たすことはできない。言うなれば、すべてが相互補

完的な関係にる。最後まで波乱含みとなった感はあるが、落成式は、言祝ぎ溢れる時間と

なった。以下にその様子を確認する。 

 

                                                        
735 Ibid., p.59. 
736 Ibid., p.57 
737 Ibid., p.67. 
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4-6．「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」の完成 

2012 年 10 月 24 日、「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」の落

成式が行われた。列席者の中には、メルケル首相（Angela Merkel）やガウク大統領夫妻

（Joachim Gauck／Daniela Schadt）らの姿もあった。 

 

（図 7）完成した「殺害されたヨーロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」 

  

出典：Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas 

“Erinnerung” 

 

以下にローゼの謝辞を示す。彼は、連邦政府とカラヴァンに、「われわれロマの栄誉を

言祝ぎ、運命に敬意を表した」ことへの謝辞を述べたうえで、次の言葉を寄せている738。 

 

今日、ここに参列する生存者に感謝する。われわれの記念は、貴方たちに、そして、

ここに来ることの叶わなかった同胞に寄り添うものである。記念碑の式典は、ナチス・

ドイツに殺害された 50 万人超のスィンティとロマを記念する。同時に、われわれは数

十年間抑圧されてきた人道に対する罪を想起する。（…中略…）。1982 年にシュミット

首相が、われわれへのホロコーストを認知するまで、生存者は、道徳的、法的、政治

的補償から締め出されてきた。したがって、この記念碑は、ドイツのスィンティとロ

マに関する長年の歴史的考察の成果である。この意味でも、私はホロコースト生存者

に個人的謝辞を捧げる。かれらのたゆまぬ精神的支援は、20 年以上に及ぶ記念碑論争

を継続するうえで重要な支柱となった。今日の落成式に、出席の叶わなかった多くの

同胞がいることがやりきれない。（…中略…）。この記念碑は、過去・現在・未来を結

ぶ。そこにあるのは、ホロコーストから生じたドイツとヨーロッパのスィンティとロ

マに対する特別な責任である。この責任は、政策及び社会の明確な課題と結びついて

                                                        
738 Rose（2012） 

https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Gauck
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いる。それは、今後、われわれ少数民族の権利を守り、尊厳と安全を保障するという

課題である。われわれは、この記念碑を希望に繋げる。それは、スィンティとロマに

対するホロコーストがこの国の歴史的記憶の一部になるという希望である。ドイツに

は、誰もが、博愛と相互尊重という共通文化がある。憲法が、人間の尊厳の不可侵を

第一に誓っているように。 

 

このように、ローゼは、ロマ生存者の精神的支援により、勇往邁進できたと述べていた。

行為者の特別な責任を問うたのは、現代のロマを取り巻く社会問題とロマに対するホロコ

ーストを切り離して考えることはできないという信念に駆り立てられてのことだと推測さ

れる。事実、彼は「ロマに対するレイシズムが増加傾向にあり」、「急進主義者のみならず、

一般社会の中心でより顕在化している」現状を危惧していた739。 

ローゼが、これをロマに対する「無関心の罪」の延長線上にあると見ていたならば、ロ

マの記憶をドイツの記憶文化に取り込むよう働きかけたことにも説明がつく。なぜなら、

今日のロマに対する偏見・ステレオタイプを払拭するには、ロマの記憶を通じて、客観的

事実を新たな角度から再考する必要があると考えられるからである。 

 

第 5 節 第 7 章のまとめ 

本章で確認したように、「警鐘碑論争」と同様、「もうひとつの警鐘碑論争」もまた、記

憶の多様性の尊重と多元化に向けた取組み、及び集約した意見の「統一化」と「一般化」

といった枠組みの中で、一進一退を繰り返した。同論争の中で、利害関係者に欠けていた

のは、アスマン（2019）の引くマイケル・ロスバーグの認識、すなわち、「想起の構築物を

作るときに問題となっているのは、一方が勝って他方が負けるような、ゼロサム・ゲーム

ではない740」という視点である。上述のように、「もうひとつの警鐘碑論争」は、スィン

ティとロマ以外のロマの記憶の救済を最大の争点としていた。ローゼ率いる中央委員会は、

かつての弱い犠牲者から強い犠牲者に立場を転じ、自制力を試される。そのようななか、

かれらは、ハーバーマス的な「妥当要求」に照らした折衷案を見出し、合意形成に向けた

基盤を築いていった。先述のように、ここで言う折衷案とは、第一に銘文なき石碑とする、

                                                        
739 Ibid. 
740 アスマン（2019）190 頁。 
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第二にロマの移送先となった絶滅収容所の名称を列挙する、第三にロマという総称を使用

するという 3 点を意味していた741。 

先述のように、ハーバーマス的な「妥当要求」には、｢自分は真理を表明している（真

理性）｣、｢自分は正しい規範に従っている（正当性）｣、｢自分は意図どおりのことを誠実

に述べている（誠実性）｣という 3 つの特質がある。「警鐘碑論争」において、「記憶の真正

性」を担保とする中央委員会の「妥当要求」は、かれらに対する歴史認識が再構築される

まで、一方向的なコミュニケーションに陥りがちであった。翻って、「もうひとつの警鐘碑

論争」では、歴史認識の変化を追い風に、ロマの「妥当要求」がコミュニケーション活性

化の一翼を担うことになる。しかし同時に、中央委員会は、「スィンティ同盟」に対しては、

戦略的コミュニケーションの流し込みに専心した。一連の過程を振り返ると、「もうひとつ

の警鐘碑論争」は、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせが結実した一例とし

て「一般化」できるものだと言える。しかし同時に、前段階の「警鐘碑論争」の経緯、す

なわち、行為者と犠牲者という縦の関係、及び犠牲者間という横の関係に基づき、記憶継

承の在り方を問うた経緯と重ねると、「特殊な事例」に該当すると言えるだろう。 

ここでもう一度、アスマン（2007）とハーバーマス（2003）の理念に立ち返ってみたい。

まず、アスマン（2007）は、「機能的記憶は、政治的要求を伴う」ものであり、その最大の

特長を意味の生成に見ていた742。一方、「蓄積的記憶」を「文化の知識を更新するための

基本的な資源」だとしていた743。そして、両者の透過的な関係を視野に収めたうえで、「蓄

積的記憶が機能的記憶を検証し、支持し、あるいは修正することができるように、機能的

記憶は蓄積的記憶に方向と動機を与えることができる744」と結論した。これを本論争に当

てはめると、中央委員会は、「蓄積的記憶」から引き出したロマの記憶を、想起と公共的な

コミュニケーションの組み合わせに結びつけることで意味の生成に繋げ、ドイツの記憶文

化に新たな方向性と動機付けのベクトルを与えたと言える。 

                                                        
741 しかし完成後の碑を見る限り、第三の折衷案には変更が生じたようである。カラヴァ 

ンが制作したガラス板の年表(Chronologie des Völkermords an den Sinti und Roma)には、

より「スィンティ同盟」の意向を汲んだと思われる次の文言が刻まれている。「ナチス・

ドイツ支配下の 1933 年から 1945 年の間に、数十万人が「ツィゴイナー」として、ド

イツと他のヨーロッパの国々において迫害された。被迫害者の多くが、スィンティ、

ロマ、ラレリ、ロワラ、マヌーシュといった集団に属する人びとであった。」 
742 同上、167 頁。 
743 同上、170 頁。 
744 同上、173 頁。 
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次に、ハーバーマス（2003）は、「公共的コミュニケイション行為を通じて獲得される

『影響力』は、『観察』ではなく参加者たちの『相互に見つめ合うまなざし』を前提とした

『了解』という資源を糧としている」と述べている。そしてそれは、「最終的には『平等な

素人』からなる公衆の『同意』『共感』によって支持されねばならない」ものだと言う745。

この文脈に照らすと、中央委員会は、「『了解』という資源を糧」に、「同意」と「共感」を

通じた支援拡大の輪を広げた。この流れは、「公共的な論争から生みだされる公共的意見の

影響力は、たしかに何かを動かしうる経験的現象である746」というハーバーマス（2003）

の論にも通底する。というのも、双方向性を主眼とするコミュニケーションの質的変化に

伴い、合意形成の道が拓かれていったからである。 

一方、議論をガラス張りにしたという点で、メディアの影響力も看過できるものではな

い。都度、メディアは、利害関係者の多声的な意見を取り上げながら、ロマの碑に関する

議論の土壌を醸成した。同時に、連邦政府がスィンティとロマ以外のロマ集団に対する「配

慮」を怠っていたこと、中央委員会が必ずしも汎ロマ的な視点に立ってはいなかった事実

をも鮮明とした。 

他方、格差の構造化という視点から再読すると、強者と弱者という関係において、後者

の側に立つ集団が、別の場面では強者に立場を転じ、より弱い集団との対立を深めてしま

うという問題も浮き彫りとなった。実際、同じ出来事に対して異なる記憶を抱く集団間の

「せめぎあい」は、現代社会のあらゆる場面で顕現化している。本章が「殺害されたヨー

ロッパのスィンティとロマに捧げる警鐘碑」の竣工・落成に至る過程に着目した理由も、

まさにこの点にある。結果として、行為者との縦の関係、犠牲者との横の関係という 2 つ

の視点から、ロマの積年の「願い」が結実していく過程を描き出すことができた。 

今後、この「もうひとつの警鐘碑」が、「殺害されたヨーロッパ・ユダヤ人に捧げる警

鐘碑」に比肩する存在になり得るかは定かではない。さらにいえば、国家的警鐘碑の完成

が、補償問題をはじめとするロマを巡る今日的課題を解決に向かわせたわけでもない。し

かし、公共的なコミュニケーションの結実を通じた目標達成が、「記憶の格差」と「認識の

落差」の間で不可視的な存在となってきたロマのような集団の実像を見ようとする／その

声を聴こうとする足場を築く一助となっていくならば、「記憶の所有権争い」から始まった

                                                        
745 ハーバーマス（2003）352 頁。 
746 同上、102 頁。 
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一連の議論は、その過程そのものに、浅からぬ意味があると言えるだろう。 
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終章 

要約と主要な結論 

 

本論の目的は、戦後ドイツの「警鐘碑論争」（1989‐2005）と「もうひとつの警鐘碑論争」

（2005‐2012）を手がかりに、公共的記憶の内にある格差とその克服に向けた過程を解明す

ることにあった。特に、同じ出来事に対して異なる記憶を抱く集団が、想起と公共的なコ

ミュニケーションの組み合わせを通じて、「記憶の格差」と「認識の落差」という障壁を瓦

解させ、相互了解に基づく合意形成の道筋を探る過程に焦点を当てている。 

本論がロマという集団を考察の中心に据えたのは、かれらが、ナチス・ドイツの第二の

犠牲者でありながら、政治的屋根のないことが枷となり、行為者の国からは戦後補償を、

犠牲者の同胞からは共同追悼を拒絶されるという特別な過去を抱えてきたからにほかなら

ない。実際、ユダヤ人犠牲者と他の犠牲者集団の間には、階梯が存在し、後者は総花的に

論じられがちであった。ゆえに、ロマが匿名的犠牲者から脱却しようと声を上げた時、か

れらは、ただロマであるという理由で絶滅政策の対象になった事実を社会に知らしめるこ

とから始めなければならなかったのである。 

こうした問題意識を背景に、本論は、2 つの論争で顕現化した「記憶の格差」と「認識

の落差」を巡る課題を、行為者と犠牲者という縦軸、及び犠牲者間という横軸から明らか

にしようとした。その際、導きの糸としたのは、アスマンの想起の理念とハーバーマスの

公共的なコミュニケーションの理念である。再度、抑えておきたいのは、アスマン（2007）

の言う「機能的記憶」は、公的想起に抗う対抗的想起という概念を内包している。かよう

な対抗的想起は、「今の権力関係を転覆した後に続くべき現在を基礎づける747」為に存在

する。本論に重ねると、ロマは、対抗的想起を通じて、ユダヤ人の記憶にロマの記憶を重

ねて共通項の顕現化を試みた。さらに、行為者の記憶に修正をかけるべく、ロマ犠牲者の

国家的記念に向けたコミュニケーションを架橋した。この意味において、本論は、部分的

ではあるが、「機能的記憶」の未来志向的な性格が担い得る可能性と限界を鮮明にしたと言

えるだろう。 

そして、ハーバーマスの公共的なコミュニケーションの理念は、上意下達的な関係を水

平的なものに転じさせるばかりか、強者の側に立つ者の自制力を試すことで、弱者の側と

                                                        
747 アスマン（2007）169 頁。 
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の相互了解の道筋を拓く可能性を提示した。なお、本論が主眼とした 2 つの論争には、彼

が、「歴史の公的使用」の中で述べた次の見解も有益であった。それは、「記憶に相応する

感情の公式表明がされていても、実はそれが、儀式としていつわりの服従をし、小さくな

ったふりをしているだけのものであることが、暴露される748」という見解である。これは、

内実を伴わない記念行為であれば、行為者の記憶と犠牲者の記憶には乖離が生じ、整合性

を失うことを言い表している。 

 以下参考までに、本論のリサーチクエスチョンに対する解を述べたうえで、本論の考察・

分析の結果を纏めておく。 

 

１．本論のリサーチクエスチョンに対する解 

（1） なぜ、ロマという集団は、実社会でも、「記憶の場」でも、「忘れられた犠牲者」の

最たる存在となったのか。 

これは、ナチス・ドイツによる迫害が、ロマに対する従来の社会政策の延長線上で捉え

られてきたことと深く関係している。同時に、ロマが居住するいずれの国々においても、

周縁的他者であり続け、被迫害の事実が文献資料の脚注に添えられる程度であったという

問題状況、すなわち、一人称で事実を書き残せず、公的な証言の場を得られずにきた問題

状況も、かれらを「忘れられた犠牲者」の最たる存在とした主要因だと推測される。 

 

（2）なぜ、ユダヤ人は「唯一性の概念」を盾に、ロマ犠牲者との共同追悼を謝絶したのか。 

 近代化に伴い、ユダヤ人と宗教の表裏一体性が急速に薄れる中、新たな紐帯となったの

は、ホロコーストの記憶である。苦しみの共有に向けて、敢えて神は自分たちを選び出し

たという選民意識は、「唯一性の概念」の礎となった。「ユダヤ人は、『ただユダヤ人である』、

という理由で絶滅政策の対象になった」と信じる人びとにとり、ロマの申し出は、あまり

に唐突であり、かれらが「記憶の真正性」を担保にしようとも、到底了承できなかったと

考えられる。 

 

（3） どのようにして、公共的なコミュニケーションは、一方では犠牲者集団の意向を汲

み取りながら、他方では知識人や世論の反応を絡め取りながら、政治的意思決定の場

                                                        
748 ハーバーマス, J, ノルテ,E 他（1995）202 頁。 
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でロマの積年の願いを具現化させたのか。 

 想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせは、犠牲者集団の記憶の「多様性」と

「統一性」、及び「集約化」と「一般化」の均衡を図るうえでの鍵概念となった。実際、ア

スマン（2007）の言う「機能的な記憶」と「蓄積的記憶」の相互補完的な関係は、ロマの

記憶とロマに対する記憶の乖離を埋めたばかりか、かれらの記憶に意味生成の機会を与え

たと考えられる。当初、ロマの代表者らは、成果志向的なコミュニケーションを仕掛けが

ちであった。しかし、議論の成熟化に伴い、かれらもまた、想起と公共的なコミュニケー

ションの組み合わせによってのみ、政治的意思決定の場に公平性を期した決断を迫り得る

ことに気づいていったのである。 

 

２．本論の考察・分析の結果 

（1）犠牲者間の「記憶の所有権争い」に勝者は存在するのか。 

 事例研究、及び 2 つの論争で確認したように、犠牲者間の「記憶の所有権争い」には、

勝者が存在しないと考えられる。そもそも、「記憶の所有権争い」は、同じ出来事に対して

異なる記憶を抱く集団が、「記憶の格差」と「認識の落差」に異を唱える試みである。しか

し、公共的な言説の空間の中で、個的／集合的記憶の差異を認め、共存を目指す方向に議

論のベクトルを軌道修正するならば、「記憶の所有権争い」には終止符が打たれ、新たな有

機的関係が構築されると考えられる。 

 

（2）想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせは「犠牲者間のヒエラルヒー」を瓦 

解できるのか。 

 端的に言うと、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせによる、「犠牲者間のヒ

エラルヒー」の完全なる瓦解は難しい。しかし、この組み合わせは、これまで想起の多様

性が取りこぼしてきた集団を可視的とし、公の場／メディアに発言の場を得ることでその

声を可聴的にする。そうした取組みは、利害関係者の関心を「犠牲者間のヒエラルヒー」

が生じた背景に向かわせ、是正に向けた持続的議論を促進するうえでの原動力となる。 

 

（3）社会的不平等を考察の枠組みから外したうえでの水平的なコミュケーションは、実社 

会で機能し得るのか。 

  本論は、2 つの論争から、実社会は、政治的な力関係に与しがちであることから、水
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平的なコミュニケーション単独では合意形成という目的を果たし得ない、という結論に至

った。しかし、メディアの中立的な監視の下でガラス張りの議論が進行するならば、強者

の側にある種のけん制が働き、弱者の側の意見が一方的に排除されることは回避され、意

見調整への道筋が拓かれることも確認できたと思料される。 

 

（4）想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせは、客観的事実を巡る「記憶の格差」 

と「認識の落差」を、どこまで埋められるのか。 

本論では、まず、この組み合わせが記憶の主体に意味の生成と文化の更新の機会を与え、

了解志向に基づく強制なき合意形成に議論のベクトルを向かわせることが確認できた。次

いで、「対抗的な公共性」の存在とその活性化が大きな公共圏に影響を与え、ひいては利害

関係者を和解に導いた、という点で浅からぬ意味を持っていたことも明らかになった。そ

して最後に、格差と落差の溝を埋めるには、相手の否定的見解の中から譲歩の要素を引き

出したうえでの意見調整が有益であることを鮮明とした。 

 

（5）なぜ、ユダヤ人ロビイストもロマの代表者も、慰霊碑（Monument）ではなく、警鐘

碑（Mahnmal）を要請したのか。なぜ、最終的に、“Denkmal”の名を冠したのか。 

 そもそも、「警鐘碑論争」は、ユダヤ人ロビイストの疑義、すなわち、行為者の地に、

行為者の意思に基づく「国家的記念碑」が建立されていないことへの疑義を発端としてい

る。追随したロマの代表者もまた、追悼にあたっては、記念を念頭に置いた慰霊碑

（Monument）ではなく、戒めを主眼とする警鐘碑（Mahnmal）を要請した。にもかかわら

ず、最終的に、“Denkmal”の名を冠したのは、徐々に当事者が不在となる中、後から生ま

れた世代に、かの地に同碑を建立した理由を考えさせる為であったと考えられる。 

 

（6）「警鐘碑論争」は何を可視的としたか。  

 「警鐘碑論争」は、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせがもたらす実りと、

成果志向的なコミュニケーションが生み出すひずみを可視的とした。私的な市民運動に端

を発する同論争は、人間に内在する「個別性と差異」を認め、言説の公開性を保障すると

いう性格を帯びたことを機に、議論のベクトルに軌道修正をかけた。記憶の主体と客体の

関係を主体間の関係に転じ、水平的な意見交換を可能としたことが、最大の実りであった

と考えられる。反面、我欲的な要求はコミュニケーションを濁流に押し流し、関係修復を
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困難としてしまうという現実を顕現化させたことが、ひずみであったと言えるだろう。 

 

（7）「もうひとつの警鐘碑論争」は何を可視的としたか。 

「もうひとつの警鐘碑論争」もまた、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせ

がもたらす実りと、成果志向的なコミュニケーションが生み出すひずみを可視的とした。

特に、スィンティとロマ以外のロマの記憶の救済に関する問題は、「記憶の格差」と「認識

の落差」を巡る議論が、常に現在進行形であるという事実を白日の下にさらした。加えて、

「警鐘碑論争」において、弱い犠牲者にあった中央委員会が、強い犠牲者に立場を転じて

自制力を試されたことも特筆に値する。あらゆる障壁を越えて迎えた言祝ぎ溢れる落成式

は、ロマの積年の願いが、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせにより結実し

たことを物語っている。 

 

（8）メディアと共犯関係にある格差の構造化とは何であったのか。 

 格差の構造化は、次のように説明できる。まず、メディアは、利害関係者の力関係を見

極めたうえで情報操作を試み、格差を生成する。かような格差は、動的・可変的な記憶が

行き来を繰り返しながら是正を試みることを由としていない。この意味において、格差の

構造化は、メディアが主流社会を巻き込みながら、人為的に、ある種の目的を伴って形成

されるものだと考えられる。 

 

（9）「もうひとつの警鐘碑論争」は、「一般化」できるのか、それとも「特殊な事例」に相 

当するのか。 

先述のように、「もうひとつの警鐘碑論争」は、「警鐘碑論争」を踏襲した側面が少なく

ない。しかし、中央委員会が、利害関係者との間で可謬主義的なコミュニケーションを実

践しながら、時には、戦略的コミュニケーションを仕掛けながら初志貫徹を目指す過程は、

想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせが結実した一例として「一般化」できる

ものだと考えられる。しかし、公共性という限りにおいて集約された個別性が、多様性の

解体を通じて再び一般化されていくほどまでに議論が成熟しなかったことを踏まえると、

「特殊な事例」に相当するとも言えるだろう。 
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（10）「警鐘碑論争」と「もうひとつの警鐘碑論争」は何を明らかとしたのか 

 2 つの論争を通して、次のことが明らかとなった。第一にアスマンの想起の理念、及び

ハーバーマスの公共的なコミュニケーションの理念の組み合わせは、利害関係者の間に

様々な質的変化を生じさせ、政治的意思決定の場に少なからぬ影響を及ぼし得る、という

ことである。むろん、その際には「対抗的な公共性」が大きな公共圏に与えた影響も看過

できない。なぜなら、「対抗的な公共性」は、大きな公共圏に揺さぶりをかけながら、それ

まで私的領域から出ることの叶わななかった問題関心を公的領域に架橋する力を有してい

たからである。第二に想起の多様性を礎とする公共的なコミュニケーションを媒介装置と

するならば、「多様性」と「統一性」、「集約化」と「一般化」の均衡が図られ得る、という

ことである。第三にメディアの中立的監視は、議論の公平性を期すうえで不可欠となるが、

ひとたび、特定の集団に与すれば、格差の構造化が暗黙裡の内に助長されてしまう、とい

うことである。 

 

3．残された課題と今後の展望 

本論は、メディアの影響力を視野に収めたうえで、「記憶の格差」、「認識の落差」とい

った課題解決に、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせが果たし得る可能性と

限界を考察した。その際、議論の公開性や閉鎖性は、メディアの活用の在り方に拠って立

つ側面が少なくないことを確認した。さらには、部分的ではあるが、格差の構造化の根底

には、社会的不平等、コミュニケーションの機能不全、予め主客の配役を定めた客観的事

実の浸透といった、個人や集団単独の力では克服し得ない課題が山積していることも明ら

かにしている。 

ロマのような政治的屋根のない集団が、一方では幾重ものコミュニケーションを絡めと

りながら、他方では「対抗的な公共性」を競合という形で大きな公共圏に接触させながら、

長い時間をかけて国家的警鐘碑の建立を実現した軌跡は、今後、同様の願いを抱く集団に

とっての道標になる可能性は十分にあると思われる。ただし、近時のメディアの多角化を

追い風に、より迅速な課題解決を目指す可能性が高いであろう。というのも、メディアの

主舞台がインターネットチャネルに移行したことにより、あらゆる社会的課題は、遥かに

迅速に、かつリアリティを伴って顕現化されるようになったからである。同時に、本論の

考察に照らすと、玉石混淆の情報が瞬時に拡散される時代にあっても、見る／見られる、

聞く／聞かれるといった公共的コミュニケーションを礎とするならば、誤った結論に陥る
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とは考えにくい。なぜなら、かようなコミュニケーションは、相手に一方的な譲歩を求め

たり、同調圧力を強いたりするのではなく、歩み寄りを通じた意見調整による合意形成を

志向しているからである。 

最後に、本論全体を通じ、以下に、今後取り組むべき長期的課題を挙げておく。本論の

事例研究は、ナチス・ドイツの第二の犠牲者ロマを主たる考察対象とした。居住するいず

れの国々でも周縁的存在となりがちなロマにとり、国家的警鐘碑の建立の実現は、ひとつ

の希望と映るかもしれない。実際、ロマが、ある種の妥協と痛みを伴いながら落としどこ

ろを見出していく過程は一考に値する。 

一方で、国内外のメディアが、記念碑や像といった建造物を、あるいは個人や集団の記

憶を政争の具とする国家間、集団間の争いを報じることは、決して稀ではない。この意味

において、今後は、想起と公共的なコミュニケーションの組み合わせを鍵概念とする課題

解決の道筋に、新たな知見を積み重ねていくことが肝要だと思われる。 

以上を踏まえ、今後は、国家的警鐘碑の建立に伴う「その他の犠牲者」という匿名的存

在からの脱却が、ロマ犠牲者の位置付けや、実社会におけるかれらの立ち位置に与えてい

く影響を考察していきたい。 
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